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月　　日　　（曜日）　 行　　事 備　　考

4月1日(水) 入学式 学部：入学式、第1回新入生オリエンテーション

4月2日(木) 大学院新入生オリエンテーション 学部：在学生オリエンテーション

4月2日(木) ～ 4月5日(日) 前期・通年科目登録調整期間 学部：4/2～4/5 前期・通年科目Web仮登録期間

        4/7～4/13 登録調整期間

学部：4/3 第2回新入生オリエンテーション

4月7日(火) 前期講義開始 学部：前期講義開始

4月30日(木) 休校日（7/20振替） 休校日（7/20振替）

5月1日(金) 休講日（体育祭） 休講日（学部：体育祭）

6月22日(月) ～ 6月26日(金) 指導教員届提出期間（地文研1年次）

6月23日(火) 休校日（慰霊の日） 休校日（慰霊の日）

7月3日(金) 秋季修了予定者修士論文提出（地文研・地産研）

7月17日(金) 秋季修了予定者修士論文提出（法学研）

7月20日(月) 出校日（海の日） 学部：出校日（海の日）

7月25日(土) 修士論文中間発表（地文研・地産研）

7月25日(土) ～ 8月5日(水) 前期試験・補講期間 学部：前期試験・補講期間

7月31日(金) 秋季修了予定者修士論文最終試験（全研究科）

8月5日(水) 前期講義終了 学部：前期講義終了

8月12日(水) ～ 9月23日(水) 夏期休業

8月13日(木) 沖縄国際大学平和の日

8月28日(金) 秋季修了生修士論文最終発表会（地文研）

月　　日　　（曜日）　 行　　事 備　　考

9月24日(木) ～ 9月26日(土) 後期登録調整期間 学部：9/24～9/26 後期科目Web仮登録期間

        9/28～10/10 登録調整期間

9月28日(月) 後期講義開始 学部：後期講義開始

10月2日(金) 秋季修了式 学部：秋季卒業式

10月12日(月) 出校日（スポーツの日） 学部：出校日（スポーツの日）

10月17日(土) 修士論文中間発表（法学研）

11月3日(火) 出校日（文化の日） 学部：出校日（文化の日）

11月18日(水) 休校日（11/3振替） 休校日（学部：大学祭準備）

11月19日(木) 休校日（11/23振替） 休校日（学部：大学祭準備）

11月20日(金) 休校日（10/12振替）大学祭 休校日（学部：大学祭）

11月21日(土) 大学祭 学部：大学祭

11月22日(日) 大学祭後片付け 学部：大学祭後片付け

11月23日(月) 出校日（勤労感謝の日） 学部：出校日（勤労感謝の日）

12月28日(月) ～ 1月3日(日) 冬期休業 冬期休業

1月4日(月) 後期講義再開 学部：後期講義再開

1月14日(木) 春季修了予定者修士論文提出（地文研・地産研）

1月22日(金) 春季修了予定者修士論文提出（法学研）

2月2日(火) ～ 2月8日(月) 後期試験・補講期間 学部：後期試験・補講期間

2月6日(土) 春季修了予定者修士論文最終試験（全研究科）

2月8日(月) 後期講義終了 学部：後期講義終了

2月15日(月) ～ 3月31日(水) 春期休業

2月25日(木) 本学創立記念日 本学創立記念日

2月26日(金) 修士論文概要提出（全研究科1年次）

3月6日(土) 春季修了生修士論文最終発表会（地文研）

3月19日(金) 春季修了式 学部：春季卒業式

2025年度第4回大学院委員会承認（2025年12月17日開催）

22002277（（令令和和99））年年

2026（令和8）年度　大学院学年暦

　　　前期　4月1日（水）～9月23日（水）

22002266（（令令和和88））年年

　　　後期　9月24日（木）～3月31日（水）
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CampusSquare

（和文）

成績・単位修得証明書（英文）
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学費は、年額を前期分と後期分に分けて納入します。納入方法は、口座振替（自動引落）を原則とし
ていてます。入学手続きの際に、初年度後期分からの振替口座登録をお願いしています。

振替日は、大学から指定する場合があります。（例：復学者の場合、2 回目を指定。）
但し、学生から振替日の指定はできません。

対象者（前期）
新２年次に進級する院生１回目

２回目
３月５日
６月５日

９月30日
12月５日

復学者以外の院生
１回目未納者、復学者

３回目（督促）

５日が金融機関休業日の場合は、翌営業日に振替。９月30日が金融機関休業日の場合は、前営業日に振替。

※3 回目の振替が不能だった場合、学費未納による「除籍処分」の対象となります。

８月５日 ２月５日 ２回目未納者

１回目未納者、復学者、修了保留者、
長期履修生、修論のみ

２回目未納者

前  期 後  期 対象者（後期）

●納入について

●振替日について

●銀行振込の受付について

●留意事項

●お問合せ

CampusSquare
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教育研究用複合機
プリンタ追加手順
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学生保険  
　本学では、教育研究活動中の不慮の災害事故ならびに損害賠償の保証に備えるために、保険制度を
導入しています。安心した学生生活を送るために、入学から最短修業年限の終期まで、原則全員加入
としています（保険料は入学時に納入済み）。保険の詳細は、入学式で配布した保険のしおりをご覧く
ださい。

※ この保険で対象となるケガや事故が生じた場合は、各自でLINEを通じて手続きを行ってください。
　（学籍の異動（再入学、卒業保留等）がある場合は、保険期間変更の手続きが必要です。）

１．学生教育研究災害傷害保険（学研災）
　教育活動中に生じた急激かつ偶然な外来の事
故によって身体に障害を被った場合に、保険対
象内であれば、保険金が支払われます。

対　　象
以下の活動中に被った身体の傷害
①正課授業、学校行事参加中（治療日数１日目から）
②上記①以外で学校施設内にいる間の課外活動中
　（治療日数14日以上）
③学校施設外で大学に届け出た課外活動中
　（治療日数14日以上）
④通学中、学校施設等相互間の移動中
　（治療日数４日以上）

2．学研災付帯賠償責任保険（付帯賠責）
　日本国内外において、他人にケガをさせたり、
他人の財物を損壊したりすることにより発生す
る法律上の損害賠償をカバーする保険です。

対象範囲
　正課、学校行事または課外活動及びその往復中、インターンシップ、介護体験活動、教育実習、ボランティア
活動及びその往復中。ただし、大学が正課・学校行事、課外活動として認めた場合に限ります。
※原付・バイク・自転車等で通学中の事故は補償の対象外です。

補　　足

― 6 ―

　賠償金は被害者の過失の割合や、他の者の責任割合を勘案して決定されます。賠償事故については、被害者に
も過失があるものが多いため、手続きの際は事前に保険会社と十分に相談してください。手続きの詳細は学生課窓
口でおたずねください。

− 6−
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／ E-mail：1stchr@okiu.ac.jp
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図書館研究個室   １階カウンター
　大学院生の研究活動を支援することを目的として、２階及
び地下２階に大学院生が利用可能な研究個室（パソコン常置）
を21室設置しています。ご利用の際は１階カウンターで申
請を行ってください。
利用時間
　月～金　８：30～22：30	 　　土　９：00～21：30
	 	 	 	 　　日　10：00～17：30
　※変更になる場合もありますので、図書館ホームページにてご確認ください。

学生印刷室   ３号館１階
◦受付時間：月～土　8：30～18：30
　　　　　　※日曜・祝日はお休みです

　学習や研究で使用する資料を作成する目的で、学生印刷室
を利用することができます。原則として講義と無関係な資料
などの印刷はできません。また、手続き不要な有償コピー機
も設置してありますのでご利用ください。

印刷の手順
①	印刷する原稿と学生証を持参し、学生印刷室で印刷カードを借りる。
②	学生印刷室で、印刷機に印刷カードをセットして印刷する。
③	印刷が終わり次第、印刷した資料をすべて持参し、印刷カードを返却する。

キャンパス相談室   ９号館１階
◦開室時間：月～金　９：00～18：00　　	夏期・春期休業中も開室しています

　専門のカウンセラーが、心身の健康に関することや、対人関係の悩み、学生生活を送るなかで生じ
る様々な悩みや困りごと、ハラスメントに関することなどの相談に応じています。なお、来室したこ
とも含めて利用者のプライバシーは厳守されますので、お気軽にご利用ください。

利用方法（予約の取り方）
　キャンパス相談室に直接来室されるか、TELもしくはメールで予約してください。
　TEL：098－893－3934　／　Ｅ-mail：consult@okiu.ac.jp（予約問合せのみ）
　※教職員から紹介してもらうこともできます。
　※ご家族や友人と一緒に相談することも可能です。

― 9―
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施設利用案内

　皆さんの学生生活・研究活動において、学内施設を必要に応じて利用することができます。次ページ
以降の案内を確認し、ご利用ください。詳細については、窓口時間を確認の上、直接、担当部署へ問
い合わせるか、各施設発行のリーフレット等をご確認ください。

― 8―
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　※ご家族や友人と一緒に相談することも可能です。
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施設利用案内

　皆さんの学生生活・研究活動において、学内施設を必要に応じて利用することができます。次ページ
以降の案内を確認し、ご利用ください。詳細については、窓口時間を確認の上、直接、担当部署へ問
い合わせるか、各施設発行のリーフレット等をご確認ください。
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自習室

法学研究科
自習室

地域文化研究科
資料閲覧室

法学研究科
資料閲覧室

大学院研究科
共同研究室

大学院研究科
共同自習室
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13号館６階（大学院研究室）
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01 大学院学生生活（ 大学院履修ガイド 2024） 0322.pdf :8

大
学
院
学
生
生
活

地
域
文
化
研
究
科

地
域
産
業
研
究
科

法

学

研

究

科

諸

規

程

− 9−− 8−

大
学
院
学
生
生
活



　合理的配慮を必要とする学生が大学生活を送るうえで感じた困り感をもとに、滞りなく授業に参加で
きるよう、一人ひとりに合ったサポートを行います。また、学内外からのボランティア依頼の窓口とな
り、ボランティア活動に興味を持つ学生への情報提供を行っています。

授業履修等に伴う配慮についての相談、学生サポーターによる授業支援など

CampusSquare
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セミナーハウス屋
内は無線LANサービスが利用可能です。

休業

　合理的配慮を必要とする学生が大学生活を送るうえで感じた困り感をもとに、滞りなく授業に参加で
きるよう、一人ひとりに合ったサポートを行います。また、学内外からのボランティア依頼の窓口とな
り、ボランティア活動に興味を持つ学生への情報提供を行っています。

授業履修等に伴う配慮についての相談、学生サポーターによる授業支援など

CampusSquare
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　大学院地域文化研究科へご入学された皆さん、心よりお祝い申し上げます。地域文化研究科で過ご
される時間が、皆さんにとって何物にも代えがたい時間となりますよう、研究科所属教員や関係事務
職員とともにご支援申し上げます。
　地域文化研究科は 1997（平成 9）年に南島文化専攻、1999（平成 11）年には英米言語文化専攻、
そして 2003（平成 15）年には人間福祉専攻が開設され、3 専攻課程によって構成され、複雑化する
地域社会や国際社会の諸問題を適切に分析し、解決する能力を持った高度な専門的職業人の養成を目
指しています。
　SNS の普及によって、個人が自らの意見を世界に対して自由に発信できるようになった一方で、自
らの意見と異なる他者に対して批判的、時には攻撃的な意見を浴びせるような風潮が見られます。また、
自分の意見と似た意見を有する人たちだけで集まる「エコーチェンバー現象」によって、特定の意見
だけを基盤とするような視野狭窄が生じ、自らの意見の正当性や優位性を過信するような現象もみら
れます。
　こうした現象は、自分たちの意見だけが「絶対善」であり、「正義」であるという誤った確信を生み出し、
異なる意見を有する他者を排斥し、攻撃する行動に至りやすく、結果として社会の分断を助長しかね
ない危険性を有します。
　私たちが取り組む研究活動では、上述のような隘路にはまり込むことは絶対に避けねばなりません。
地域文化研究科での研究は、人文科学・社会科学の学問的アプローチを用いて、人間・地域・社会の
根底にある真理を追究する営みですが、その際に必要なことは、多様な他者の存在や意見を尊重しつつ、
それらと向き合いながら、問題の本質に向き合おうとする姿勢です。地域文化研究科に集う多様な大
学院生・教員と、広く交わり合い、対話や議論を重ねながら、客観的な真理の探究を続けてもらいた
いと思います。
　地域文化研究科では、多様な科目によって構成されるカリキュラムを編成しており、自らの専門領
域のみならず、関連する他の専攻や領域の科目、また所定の手続きを経たうえで他大学大学院の科目
も履修することができます。さらに、修士論文作成に向けては、指導教員によるきめ細やかな研究指
導をおこないます。地域文化研究科の教員は、各自の研究活動で得られた経験と知見に基づき、皆さ
んの学びを支援していきます。
　修士課程の期間はとても短く、しかし濃密なものです。また、修士論文を作成する過程ではつらく、
厳しい時間を乗り越える必要もあります。地域文化研究科で研究活動に取り組むという高い志を共有
する仲間と切磋琢磨しながら、地域文化研究科で充実した時間を過ごすことを期待しています。

対話と議論を通じた真理の探究

地
域
文
化
研
究
科
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６　科目履修・研究計画
期
別 第１セメスター 夏期集中講義 第２セメスター 第３セメスター 夏期集中講義 第４セメスター

計
画
内
容

・専門領域の確定 ・�専門領域から
　４科目以上履修

・�特殊研究Ⅱの
　登録

・�修士論文又は
　特定課題研究
　提出

・�特殊研究Ⅰの
　登録

・�関連する他領域
から２科目以上
履修

・�専門領域から
　履修・関連する
　他領域から履修

・最終試験（面接）

・�専門領域から
　４科目以上履修

集中講義で１科目
～２科目履修

・�修士論文概要
　提出

・�修士論文中間
　発表

必要に応じて履修 ・�修士論文発表（特
定課題研究選択
者も該当する）

・�関連する他領域
から２科目以上
履修

・�特定課題研究
　選択の承認
　（※該当者のみ）

・�論文指導教授の
確定

履
修
状
況

12単位以上 ４単位以上 12単位以上 ４単位以上

既に履修及び履修
中の単位を合計し
て32単位以上（特
定課題研究の場合
36単位以上）

７　専修免許に必要な教職専門科目の履修
　　専修免許を希望する学生は、免許の種類に応じて下記の要領で履修しなければならない。

地
域
文
化
研
究
科

専攻 教科 免許の種類 必要単位数 履修科目

南
島
文
化
専
攻

国　　語
中学校教諭専修免許（国語）

24 言語文化領域内の授業科目
高等学校教諭専修免許（国語）

社　　会
地理歴史
公　　民

中学校教諭専修免許（社会）
24 民俗文化領域及び先史・歴史文化領域

内の授業科目
高等学校教諭専修免許（地理歴史）

中学校教諭専修免許（社会）
24 社会文化領域内の授業科目

高等学校教諭専修免許（公民）
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地
域
文
化
研
究
科

南島文化専攻　科目の履修方法

１　修了要件
　本研究科の修了要件は標準２年在学し､ 地域文化研究科所定の科目を32単位以上（特定課題研究
提出による修了の場合36単位以上）履修し､ かつ必要な研究指導を受けた上､ 修士論文または特定
課題研究の審査及び最終試験に合格しなければならない｡

２　領域別履修
　学生は入学試験の際に選択した研究領域に沿って､ 各領域の必修科目である特殊研究Ⅰ及び特殊
研究Ⅱを中心にその領域内の関連科目を履修する｡ さらに多様な知見を修得する観点から専門領域
以外の他領域、他専攻、他研究科から８単位以内（ただし、特殊研究Ⅱは除く）を履修することがで
きる｡

３　セメスター制
　本研究科はセメスター制を採用している｡ この制度は１学年度を前期と後期に分けて２学期制に
したものであり､ 学期単位で単位履修が可能となる｡ 登録は各学期の初めとする｡ 特殊研究Ⅰと
特殊研究Ⅱは通年演習科目であることから､ 履修期間は１年（前期と後期）となる｡

４　集中講義
　標準２年で修了できるように､ 夏期休業中も２領域以上にわたって集中講義が計画されている｡

５　修士論文及び特定課題研究の作成
【修士論文】
　学生は専門領域内の特殊研究Ⅰ及び特殊研究Ⅱを履修するとともに､ 指導教員を第１セメスター
（７月）の終わり頃までに決定し､ 論文作成の準備をしなければならない｡ そして第２セメスター
の中頃（12月）には論文テーマを指導教員に提出し､ 第２セメスターの終わり頃（２月）には�
論文概要（outline）を研究科長に提出しなければならない｡ 第３セメスターの終わり頃（８月）
には修士論文の中間発表を行い､ 第４セメスターの終わり頃（１月）には修士論文を提出する｡

【特定課題研究】
　学生は専門領域内の特殊研究Ⅰ及び特殊研究Ⅱを履修するとともに､ 修士論文指導教員を第１
セメスターの終わり頃までに決定し､ 論文作成の準備をしなければならない｡ そして第２セメス
ターの中頃（12月）には論文テーマを指導教員に提出し､ 第２セメスターの終わり頃（２月）に
は論文概要（outline）を研究科長に提出しなければならない｡ また、特定課題を選択する場合、
論文概要（outline）提出時に、指導教員の承諾を経て研究科長へ申請し承認を経なければならな
い。（申請方法は別途通知する）第３セメスターの終わり頃（８月）には特定課題研究の中間発表
を行い、第４セメスターの終わり頃（１月頃）には特定課題研究を提出する。
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６　科目履修・研究計画
期
別 第１セメスター 夏期集中講義 第２セメスター 第３セメスター 夏期集中講義 第４セメスター

計
画
内
容

・専門領域の確定 ・�専門領域から
　４科目以上履修

・�特殊研究Ⅱの
　登録

・�修士論文又は
　特定課題研究
　提出

・�特殊研究Ⅰの
　登録

・�関連する他領域
から２科目以上
履修

・�専門領域から
　履修・関連する
　他領域から履修

・最終試験（面接）

・�専門領域から
　４科目以上履修

集中講義で１科目
～２科目履修

・�修士論文概要
　提出

・�修士論文中間
　発表

必要に応じて履修 ・�修士論文発表（特
定課題研究選択
者も該当する）

・�関連する他領域
から２科目以上
履修

・�特定課題研究
　選択の承認
　（※該当者のみ）

・�論文指導教授の
確定

履
修
状
況

12単位以上 ４単位以上 12単位以上 ４単位以上

既に履修及び履修
中の単位を合計し
て32単位以上（特
定課題研究の場合
36単位以上）

７　専修免許に必要な教職専門科目の履修
　　専修免許を希望する学生は、免許の種類に応じて下記の要領で履修しなければならない。

地
域
文
化
研
究
科

専攻 教科 免許の種類 必要単位数 履修科目

南
島
文
化
専
攻

国　　語
中学校教諭専修免許（国語）

24 言語文化領域内の授業科目
高等学校教諭専修免許（国語）

社　　会
地理歴史
公　　民

中学校教諭専修免許（社会）
24 民俗文化領域及び先史・歴史文化領域

内の授業科目
高等学校教諭専修免許（地理歴史）

中学校教諭専修免許（社会）
24 社会文化領域内の授業科目

高等学校教諭専修免許（公民）
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南島文化専攻　科目の履修方法

１　修了要件
　本研究科の修了要件は標準２年在学し､ 地域文化研究科所定の科目を32単位以上（特定課題研究
提出による修了の場合36単位以上）履修し､ かつ必要な研究指導を受けた上､ 修士論文または特定
課題研究の審査及び最終試験に合格しなければならない｡

２　領域別履修
　学生は入学試験の際に選択した研究領域に沿って､ 各領域の必修科目である特殊研究Ⅰ及び特殊
研究Ⅱを中心にその領域内の関連科目を履修する｡ さらに多様な知見を修得する観点から専門領域
以外の他領域、他専攻、他研究科から８単位以内（ただし、特殊研究Ⅱは除く）を履修することがで
きる｡

３　セメスター制
　本研究科はセメスター制を採用している｡ この制度は１学年度を前期と後期に分けて２学期制に
したものであり､ 学期単位で単位履修が可能となる｡ 登録は各学期の初めとする｡ 特殊研究Ⅰと
特殊研究Ⅱは通年演習科目であることから､ 履修期間は１年（前期と後期）となる｡

４　集中講義
　標準２年で修了できるように､ 夏期休業中も２領域以上にわたって集中講義が計画されている｡

５　修士論文及び特定課題研究の作成
【修士論文】
　学生は専門領域内の特殊研究Ⅰ及び特殊研究Ⅱを履修するとともに､ 指導教員を第１セメスター
（７月）の終わり頃までに決定し､ 論文作成の準備をしなければならない｡ そして第２セメスター
の中頃（12月）には論文テーマを指導教員に提出し､ 第２セメスターの終わり頃（２月）には�
論文概要（outline）を研究科長に提出しなければならない｡ 第３セメスターの終わり頃（８月）
には修士論文の中間発表を行い､ 第４セメスターの終わり頃（１月）には修士論文を提出する｡

【特定課題研究】
　学生は専門領域内の特殊研究Ⅰ及び特殊研究Ⅱを履修するとともに､ 修士論文指導教員を第１
セメスターの終わり頃までに決定し､ 論文作成の準備をしなければならない｡ そして第２セメス
ターの中頃（12月）には論文テーマを指導教員に提出し､ 第２セメスターの終わり頃（２月）に
は論文概要（outline）を研究科長に提出しなければならない｡ また、特定課題を選択する場合、
論文概要（outline）提出時に、指導教員の承諾を経て研究科長へ申請し承認を経なければならな
い。（申請方法は別途通知する）第３セメスターの終わり頃（８月）には特定課題研究の中間発表
を行い、第４セメスターの終わり頃（１月頃）には特定課題研究を提出する。
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６　科目履修・研究計画
期
別 第１セメスター 夏期集中講義 第２セメスター 第３セメスター 夏期集中講義 第４セメスター

計
画
内
容

・専門領域の確定 ・�専門領域から
　４科目以上履修

・�特殊研究Ⅱの
　登録

・�修士論文又は
　特定課題研究
　提出

・�特殊研究Ⅰの
　登録

・�関連する他領域
から２科目以上
履修

・�専門領域から
　履修・関連する
　他領域から履修

・最終試験（面接）

・�専門領域から
　４科目以上履修

集中講義で１科目
～２科目履修

・�修士論文概要
　提出

・�修士論文中間
　発表

必要に応じて履修 ・�修士論文発表（特
定課題研究選択
者も該当する）

・�関連する他領域
から２科目以上
履修

・�特定課題研究
　選択の承認
　（※該当者のみ）

・�論文指導教授の
確定

履
修
状
況

12単位以上 ４単位以上 12単位以上 ４単位以上

既に履修及び履修
中の単位を合計し
て32単位以上（特
定課題研究の場合
36単位以上）

７　専修免許に必要な教職専門科目の履修
　　専修免許を希望する学生は、免許の種類に応じて下記の要領で履修しなければならない。

地
域
文
化
研
究
科

専攻 教科 免許の種類 必要単位数 履修科目

南
島
文
化
専
攻

国　　語
中学校教諭専修免許（国語）

24 言語文化領域内の授業科目
高等学校教諭専修免許（国語）

社　　会
地理歴史
公　　民

中学校教諭専修免許（社会）
24 民俗文化領域及び先史・歴史文化領域

内の授業科目
高等学校教諭専修免許（地理歴史）

中学校教諭専修免許（社会）
24 社会文化領域内の授業科目

高等学校教諭専修免許（公民）
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南島文化専攻　科目の履修方法

１　修了要件
　本研究科の修了要件は標準２年在学し､ 地域文化研究科所定の科目を32単位以上（特定課題研究
提出による修了の場合36単位以上）履修し､ かつ必要な研究指導を受けた上､ 修士論文または特定
課題研究の審査及び最終試験に合格しなければならない｡

２　領域別履修
　学生は入学試験の際に選択した研究領域に沿って､ 各領域の必修科目である特殊研究Ⅰ及び特殊
研究Ⅱを中心にその領域内の関連科目を履修する｡ さらに多様な知見を修得する観点から専門領域
以外の他領域、他専攻、他研究科から８単位以内（ただし、特殊研究Ⅱは除く）を履修することがで
きる｡

３　セメスター制
　本研究科はセメスター制を採用している｡ この制度は１学年度を前期と後期に分けて２学期制に
したものであり､ 学期単位で単位履修が可能となる｡ 登録は各学期の初めとする｡ 特殊研究Ⅰと
特殊研究Ⅱは通年演習科目であることから､ 履修期間は１年（前期と後期）となる｡

４　集中講義
　標準２年で修了できるように､ 夏期休業中も２領域以上にわたって集中講義が計画されている｡

５　修士論文及び特定課題研究の作成
【修士論文】
　学生は専門領域内の特殊研究Ⅰ及び特殊研究Ⅱを履修するとともに､ 指導教員を第１セメスター
（７月）の終わり頃までに決定し､ 論文作成の準備をしなければならない｡ そして第２セメスター
の中頃（12月）には論文テーマを指導教員に提出し､ 第２セメスターの終わり頃（２月）には�
論文概要（outline）を研究科長に提出しなければならない｡ 第３セメスターの終わり頃（８月）
には修士論文の中間発表を行い､ 第４セメスターの終わり頃（１月）には修士論文を提出する｡

【特定課題研究】
　学生は専門領域内の特殊研究Ⅰ及び特殊研究Ⅱを履修するとともに､ 修士論文指導教員を第１
セメスターの終わり頃までに決定し､ 論文作成の準備をしなければならない｡ そして第２セメス
ターの中頃（12月）には論文テーマを指導教員に提出し､ 第２セメスターの終わり頃（２月）に
は論文概要（outline）を研究科長に提出しなければならない｡ また、特定課題を選択する場合、
論文概要（outline）提出時に、指導教員の承諾を経て研究科長へ申請し承認を経なければならな
い。（申請方法は別途通知する）第３セメスターの終わり頃（８月）には特定課題研究の中間発表
を行い、第４セメスターの終わり頃（１月頃）には特定課題研究を提出する。
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地域文化研究科　南島文化専攻　【言語文化領域】　　指導教員：下地　賀代子
期別 研究指導計画・内容

第一セ
メ
ス
タ
ー

1．卒業論文と研究計画書の内容の確認と検討を行い、研究テーマを設定する。
2．研究テーマに応じた調査方法（フィールドワーク、文献調査等）を確認する。
3．研究テーマに関連する先行研究を調べ、リスト化と読み込みを行う。
4．研究手法を検討し、事前に必要な作業内容の確認、予備調査等を行う。
5．夏期休業中の研究計画を提出する。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

1．夏期休業中の研究計画の実施状況と成果を報告する。
2．追加すべき先行研究の検討と読み込みを行う。
3．予備調査等の結果を検討しつつ本調査の準備を進め、実施する。
4．研究の進捗状況を整理し、修士論文の構成を検討する。
5．春期休業中の研究計画を提出する。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

1．春期休業中の研究計画の実施状況と成果を報告する。
2．進捗上の問題点を明らかにし、修士論文提出までの研究計画を再策定する。
3．調査結果の分析を進めつつ、章ごとに草稿を作成しチェックを受ける。
4．中間報告でのコメントを踏まえ、論文内容の再検討を行う。
5．夏期休業中の研究計画を提出する。

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

1．夏期休業中の研究計画の実施状況と成果を報告する。
2．執筆状況を報告しつつ逐次草稿のチェックを受け、12月中に仮提出する。
3．仮提出原稿を手直しして修士論文を完成させ、本提出する。
4．最終試験、発表会に向けた準備を行う。
5．学会発表や学会誌への投稿を目指す。

地域文化研究科　南島文化専攻　【言語文化領域】　　指導教員：西岡　敏
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

１．研究計画書および学部における卒業論文の検討。
２．修了に必要な単位履修の指導。
３．修士論文の研究テーマの決定（資料収集開始）。
４．協力者となる方言話者との打ち合わせ。
５．先行文献の目録作成および検討。
６．関係する学会への積極的参加を促す。
７．夏期休業中の調査・研究計画を提出する。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

１．夏期休業中の方言調査・研究についてレポート。
２．調査・研究について、今後の課題を討議する。
３．先行文献の整理と研究史的な視点の構築。
４．テーマに即して論文作成を始める。
５．修士論文の概要を作成する。
６．中間発表会に向けて発表の準備を行う。
７．春期休業中の調査・研究計画を提出する。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

１．春期休業中の方言調査・研究についてレポート。
２．修士論文提出までの研究計画を策定。
３．中間発表会および学会に向けて、研究成果をまとめる。
４．中間発表会および学会での発表（７月）。
５．発表でのコメントをもとに、論文の再検討を行う。
６．全体の目次と粗原稿の作成。
７．夏期休業中の調査・研究計画を提出する。

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

１．修論の下書きを逐次指導教員に提出し、チェックを受ける。
２．12月の講義終了までに修士論文を仮提出。
３．修士論文の手直しおよび本提出。
４．最終試験、最終発表会に向けた準備。
５．学会誌への投稿。

９　研究指導計画書
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８　履修モデル
論文
種別 第１セメスター 第２セメスター 第３セメスター 第４セメスター

言
語
文
化
領
域

南島言語文化特殊研究Ⅰ（４単位） 南島言語文化特殊研究Ⅱ（４単位）

修
士
論
文

自領域の科目から
４科目（８単位）以上

自領域の科目から
４科目（８単位）以上 自領域及び他領域を含め

２科目（４単位）以上他領域の科目から
１科目（２単位）以上

他領域の科目から
１科目（２単位）以上

特
定
課
題
研
究

自領域の科目から
４科目（８単位）以上

自領域の科目から
４科目（８単位）以上 自領域及び他領域を含め

２科目（４単位）以上他領域の科目から
１科目（２単位）以上

他領域の科目から
１科目（２単位）以上

自領域及び他領域を含め２科目（４単位）以上

民
俗
文
化
領
域

南島民俗文化特殊研究Ⅰ（４単位） 南島民俗文化特殊研究Ⅱ（４単位）

修
士
論
文

自領域の科目から
４科目（８単位）以上

自領域の科目から
４科目（８単位）以上 自領域及び他領域を含め

２科目（４単位）以上他領域の科目から
１科目（２単位）以上

他領域の科目から
１科目（２単位）以上

特
定
課
題
研
究

自領域の科目から
４科目（８単位）以上

自領域の科目から
４科目（８単位）以上 自領域及び他領域を含め

２科目（４単位）以上他領域の科目から
１科目（２単位）以上

他領域の科目から
１科目（２単位）以上

自領域及び他領域を含め２科目（４単位）以上

先
史
・
歴
史
文
化
領
域

南島先史・歴史文化特殊研究Ⅰ（４単位） 南島先史・歴史文化特殊研究Ⅱ（４単位）

修
士
論
文

自領域の科目から
４科目（８単位）以上

自領域の科目から
４科目（８単位）以上 自領域及び他領域を含め

２科目（４単位）以上他領域の科目から
１科目（２単位）以上

他領域の科目から
１科目（２単位）以上

特
定
課
題
研
究

自領域の科目から
４科目（８単位）以上

自領域の科目から
４科目（８単位）以上 自領域及び他領域を含め

２科目（４単位）以上他領域の科目から
１科目（２単位）以上

他領域の科目から
１科目（２単位）以上

自領域及び他領域を含め２科目（４単位）以上

社
会
文
化
領
域

南島社会文化特殊研究Ⅰ（４単位） 南島社会文化特殊研究Ⅱ（４単位）

修
士
論
文

自領域の科目から
４科目（８単位）以上

自領域の科目から
４科目（８単位）以上 自領域及び他領域を含め

２科目（４単位）以上他領域の科目から
１科目（２単位）以上

他領域の科目から
１科目（２単位）以上

特
定
課
題
研
究

自領域の科目から
４科目（８単位）以上

自領域の科目から
４科目（８単位）以上 自領域及び他領域を含め

２科目（４単位）以上他領域の科目から
１科目（２単位）以上

他領域の科目から
１科目（２単位）以上

自領域及び他領域を含め２科目（４単位）以上
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地域文化研究科　南島文化専攻　【言語文化領域】　　指導教員：下地　賀代子
期別 研究指導計画・内容

第一セ
メ
ス
タ
ー

1．卒業論文と研究計画書の内容の確認と検討を行い、研究テーマを設定する。
2．研究テーマに応じた調査方法（フィールドワーク、文献調査等）を確認する。
3．研究テーマに関連する先行研究を調べ、リスト化と読み込みを行う。
4．研究手法を検討し、事前に必要な作業内容の確認、予備調査等を行う。
5．夏期休業中の研究計画を提出する。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

1．夏期休業中の研究計画の実施状況と成果を報告する。
2．追加すべき先行研究の検討と読み込みを行う。
3．予備調査等の結果を検討しつつ本調査の準備を進め、実施する。
4．研究の進捗状況を整理し、修士論文の構成を検討する。
5．春期休業中の研究計画を提出する。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

1．春期休業中の研究計画の実施状況と成果を報告する。
2．進捗上の問題点を明らかにし、修士論文提出までの研究計画を再策定する。
3．調査結果の分析を進めつつ、章ごとに草稿を作成しチェックを受ける。
4．中間報告でのコメントを踏まえ、論文内容の再検討を行う。
5．夏期休業中の研究計画を提出する。

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

1．夏期休業中の研究計画の実施状況と成果を報告する。
2．執筆状況を報告しつつ逐次草稿のチェックを受け、12月中に仮提出する。
3．仮提出原稿を手直しして修士論文を完成させ、本提出する。
4．最終試験、発表会に向けた準備を行う。
5．学会発表や学会誌への投稿を目指す。

地域文化研究科　南島文化専攻　【言語文化領域】　　指導教員：西岡　敏
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

１．研究計画書および学部における卒業論文の検討。
２．修了に必要な単位履修の指導。
３．修士論文の研究テーマの決定（資料収集開始）。
４．協力者となる方言話者との打ち合わせ。
５．先行文献の目録作成および検討。
６．関係する学会への積極的参加を促す。
７．夏期休業中の調査・研究計画を提出する。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

１．夏期休業中の方言調査・研究についてレポート。
２．調査・研究について、今後の課題を討議する。
３．先行文献の整理と研究史的な視点の構築。
４．テーマに即して論文作成を始める。
５．修士論文の概要を作成する。
６．中間発表会に向けて発表の準備を行う。
７．春期休業中の調査・研究計画を提出する。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

１．春期休業中の方言調査・研究についてレポート。
２．修士論文提出までの研究計画を策定。
３．中間発表会および学会に向けて、研究成果をまとめる。
４．中間発表会および学会での発表（７月）。
５．発表でのコメントをもとに、論文の再検討を行う。
６．全体の目次と粗原稿の作成。
７．夏期休業中の調査・研究計画を提出する。

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

１．修論の下書きを逐次指導教員に提出し、チェックを受ける。
２．12月の講義終了までに修士論文を仮提出。
３．修士論文の手直しおよび本提出。
４．最終試験、最終発表会に向けた準備。
５．学会誌への投稿。

９　研究指導計画書
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究
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８　履修モデル
論文
種別 第１セメスター 第２セメスター 第３セメスター 第４セメスター

言
語
文
化
領
域

南島言語文化特殊研究Ⅰ（４単位） 南島言語文化特殊研究Ⅱ（４単位）

修
士
論
文

自領域の科目から
４科目（８単位）以上

自領域の科目から
４科目（８単位）以上 自領域及び他領域を含め

２科目（４単位）以上他領域の科目から
１科目（２単位）以上

他領域の科目から
１科目（２単位）以上

特
定
課
題
研
究

自領域の科目から
４科目（８単位）以上

自領域の科目から
４科目（８単位）以上 自領域及び他領域を含め

２科目（４単位）以上他領域の科目から
１科目（２単位）以上

他領域の科目から
１科目（２単位）以上

自領域及び他領域を含め２科目（４単位）以上

民
俗
文
化
領
域

南島民俗文化特殊研究Ⅰ（４単位） 南島民俗文化特殊研究Ⅱ（４単位）

修
士
論
文

自領域の科目から
４科目（８単位）以上

自領域の科目から
４科目（８単位）以上 自領域及び他領域を含め

２科目（４単位）以上他領域の科目から
１科目（２単位）以上

他領域の科目から
１科目（２単位）以上

特
定
課
題
研
究

自領域の科目から
４科目（８単位）以上

自領域の科目から
４科目（８単位）以上 自領域及び他領域を含め

２科目（４単位）以上他領域の科目から
１科目（２単位）以上

他領域の科目から
１科目（２単位）以上

自領域及び他領域を含め２科目（４単位）以上

先
史
・
歴
史
文
化
領
域

南島先史・歴史文化特殊研究Ⅰ（４単位） 南島先史・歴史文化特殊研究Ⅱ（４単位）

修
士
論
文

自領域の科目から
４科目（８単位）以上

自領域の科目から
４科目（８単位）以上 自領域及び他領域を含め

２科目（４単位）以上他領域の科目から
１科目（２単位）以上

他領域の科目から
１科目（２単位）以上

特
定
課
題
研
究

自領域の科目から
４科目（８単位）以上

自領域の科目から
４科目（８単位）以上 自領域及び他領域を含め

２科目（４単位）以上他領域の科目から
１科目（２単位）以上

他領域の科目から
１科目（２単位）以上

自領域及び他領域を含め２科目（４単位）以上

社
会
文
化
領
域

南島社会文化特殊研究Ⅰ（４単位） 南島社会文化特殊研究Ⅱ（４単位）

修
士
論
文

自領域の科目から
４科目（８単位）以上

自領域の科目から
４科目（８単位）以上 自領域及び他領域を含め

２科目（４単位）以上他領域の科目から
１科目（２単位）以上

他領域の科目から
１科目（２単位）以上

特
定
課
題
研
究

自領域の科目から
４科目（８単位）以上

自領域の科目から
４科目（８単位）以上 自領域及び他領域を含め

２科目（４単位）以上他領域の科目から
１科目（２単位）以上

他領域の科目から
１科目（２単位）以上

自領域及び他領域を含め２科目（４単位）以上
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地域文化研究科　南島文化専攻　【言語文化領域】　　指導教員：下地　賀代子
期別 研究指導計画・内容

第一セ
メ
ス
タ
ー

1．卒業論文と研究計画書の内容の確認と検討を行い、研究テーマを設定する。
2．研究テーマに応じた調査方法（フィールドワーク、文献調査等）を確認する。
3．研究テーマに関連する先行研究を調べ、リスト化と読み込みを行う。
4．研究手法を検討し、事前に必要な作業内容の確認、予備調査等を行う。
5．夏期休業中の研究計画を提出する。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

1．夏期休業中の研究計画の実施状況と成果を報告する。
2．追加すべき先行研究の検討と読み込みを行う。
3．予備調査等の結果を検討しつつ本調査の準備を進め、実施する。
4．研究の進捗状況を整理し、修士論文の構成を検討する。
5．春期休業中の研究計画を提出する。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

1．春期休業中の研究計画の実施状況と成果を報告する。
2．進捗上の問題点を明らかにし、修士論文提出までの研究計画を再策定する。
3．調査結果の分析を進めつつ、章ごとに草稿を作成しチェックを受ける。
4．中間報告でのコメントを踏まえ、論文内容の再検討を行う。
5．夏期休業中の研究計画を提出する。

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

1．夏期休業中の研究計画の実施状況と成果を報告する。
2．執筆状況を報告しつつ逐次草稿のチェックを受け、12月中に仮提出する。
3．仮提出原稿を手直しして修士論文を完成させ、本提出する。
4．最終試験、発表会に向けた準備を行う。
5．学会発表や学会誌への投稿を目指す。

地域文化研究科　南島文化専攻　【言語文化領域】　　指導教員：西岡　敏
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

１．研究計画書および学部における卒業論文の検討。
２．修了に必要な単位履修の指導。
３．修士論文の研究テーマの決定（資料収集開始）。
４．協力者となる方言話者との打ち合わせ。
５．先行文献の目録作成および検討。
６．関係する学会への積極的参加を促す。
７．夏期休業中の調査・研究計画を提出する。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

１．夏期休業中の方言調査・研究についてレポート。
２．調査・研究について、今後の課題を討議する。
３．先行文献の整理と研究史的な視点の構築。
４．テーマに即して論文作成を始める。
５．修士論文の概要を作成する。
６．中間発表会に向けて発表の準備を行う。
７．春期休業中の調査・研究計画を提出する。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

１．春期休業中の方言調査・研究についてレポート。
２．修士論文提出までの研究計画を策定。
３．中間発表会および学会に向けて、研究成果をまとめる。
４．中間発表会および学会での発表（７月）。
５．発表でのコメントをもとに、論文の再検討を行う。
６．全体の目次と粗原稿の作成。
７．夏期休業中の調査・研究計画を提出する。

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

１．修論の下書きを逐次指導教員に提出し、チェックを受ける。
２．12月の講義終了までに修士論文を仮提出。
３．修士論文の手直しおよび本提出。
４．最終試験、最終発表会に向けた準備。
５．学会誌への投稿。

９　研究指導計画書
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８　履修モデル
論文
種別 第１セメスター 第２セメスター 第３セメスター 第４セメスター

言
語
文
化
領
域

南島言語文化特殊研究Ⅰ（４単位） 南島言語文化特殊研究Ⅱ（４単位）

修
士
論
文

自領域の科目から
４科目（８単位）以上

自領域の科目から
４科目（８単位）以上 自領域及び他領域を含め

２科目（４単位）以上他領域の科目から
１科目（２単位）以上

他領域の科目から
１科目（２単位）以上

特
定
課
題
研
究

自領域の科目から
４科目（８単位）以上

自領域の科目から
４科目（８単位）以上 自領域及び他領域を含め

２科目（４単位）以上他領域の科目から
１科目（２単位）以上

他領域の科目から
１科目（２単位）以上

自領域及び他領域を含め２科目（４単位）以上

民
俗
文
化
領
域

南島民俗文化特殊研究Ⅰ（４単位） 南島民俗文化特殊研究Ⅱ（４単位）

修
士
論
文

自領域の科目から
４科目（８単位）以上

自領域の科目から
４科目（８単位）以上 自領域及び他領域を含め

２科目（４単位）以上他領域の科目から
１科目（２単位）以上

他領域の科目から
１科目（２単位）以上

特
定
課
題
研
究

自領域の科目から
４科目（８単位）以上

自領域の科目から
４科目（８単位）以上 自領域及び他領域を含め

２科目（４単位）以上他領域の科目から
１科目（２単位）以上

他領域の科目から
１科目（２単位）以上

自領域及び他領域を含め２科目（４単位）以上

先
史
・
歴
史
文
化
領
域

南島先史・歴史文化特殊研究Ⅰ（４単位） 南島先史・歴史文化特殊研究Ⅱ（４単位）

修
士
論
文

自領域の科目から
４科目（８単位）以上

自領域の科目から
４科目（８単位）以上 自領域及び他領域を含め

２科目（４単位）以上他領域の科目から
１科目（２単位）以上

他領域の科目から
１科目（２単位）以上

特
定
課
題
研
究

自領域の科目から
４科目（８単位）以上

自領域の科目から
４科目（８単位）以上 自領域及び他領域を含め

２科目（４単位）以上他領域の科目から
１科目（２単位）以上

他領域の科目から
１科目（２単位）以上

自領域及び他領域を含め２科目（４単位）以上

社
会
文
化
領
域

南島社会文化特殊研究Ⅰ（４単位） 南島社会文化特殊研究Ⅱ（４単位）

修
士
論
文

自領域の科目から
４科目（８単位）以上

自領域の科目から
４科目（８単位）以上 自領域及び他領域を含め

２科目（４単位）以上他領域の科目から
１科目（２単位）以上

他領域の科目から
１科目（２単位）以上

特
定
課
題
研
究

自領域の科目から
４科目（８単位）以上

自領域の科目から
４科目（８単位）以上 自領域及び他領域を含め

２科目（４単位）以上他領域の科目から
１科目（２単位）以上

他領域の科目から
１科目（２単位）以上

自領域及び他領域を含め２科目（４単位）以上
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地域文化研究科　南島文化専攻　【言語文化領域】　　指導教員：桃原　千英子
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

１．修了時に必要な単位履修を指導し、履修計画を提出させる。
２．研究テーマと概要、研究計画を提出させる。
３．基礎研究（先行文献の収集・成果と課題の報告）を行わせ、各自の研究テーマに添った助言・指導を行う。
４．夏期休業中の研究計画を提出させる。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

１．夏期休業中の研究成果を報告させる。
２．学習デザインを検討し、検証授業を実施、分析させる。
３．講義内での発表を定期的に行い、論文を執筆できるよう指導する。
４．紀要論文への投稿を目標に、助言指導を行う。
５．学会発表を求める。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

１．春期休業中の研究成果を報告させる。
２．修士論文提出までの研究計画を再策定させる。
３．学会発表でのコメントをもとに、論文内容の再検討を行う。
４．検証授業の分析と考察について、助言指導を行う。
５．夏期休業中の研究計画を提出する

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

１．夏期休業中の研究成果を報告させる。
２．12月初めに修士論文を仮提出させる。
３．修士論文の最終確認を行い、必要に応じ修正を求める。
４．最終試験、発表会に向けた準備を行う。
５．学会発表や、学会誌への投稿に向けて指導する。

地域文化研究科　南島文化専攻　【民俗文化領域】　　指導教員：石垣　直
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

１．調査・フィールドワークの手法、調査成果の分析、論文作成に関する基本的な作法を学ぶ。
２．応募の際に提出した研究計画書（当初研究計画書）をもとに、各受講生の研究テーマを検討・確定する。
３．当該テーマに関連する先行研究（著作・論文・報告書など）を調べ、参考文献リストを作成する。
４．研究テーマの目的と意義を検討しながら、個別の先行研究の読み込みを行う。
５．初年度夏期休業中の研究計画（休業中研究計画①）を提出する。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

１．各受講生が、夏期休業中の研究計画の実施状況を報告する。
２．参考文献リストに沿って、各受講生の研究テーマに関連する先行研究の読み込みを行う。
３．研究の進捗および内容について発表し、状況に応じて問題設定、調査手法、論点を調整する。
４．初年度の研究進捗状況を整理しつつ、修士論文の構成案（各章／節／具体内容）を検討する。
５．春期休業中の研究計画（休業中研究計画②）を提出する。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

１．各受講生が、春期休業中の研究計画の実施状況を報告する。
２．調査・研究成果を踏まえ、各受講生の修士論文のオリジナリティについて検討・報告する。
３．修士論文の全体構成を練り直しながら、修士論文中間発表会にむけた準備を進める。
４．修士論文中間発表会での反省を踏まえ、夏期休業中の研究計画（休業中研究計画③）を提出する。
５．夏期休業中に全体的な基本構成の粗原稿（各章／節／具体内容・段落の概要）を完成させる。

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

１．各受講生が、夏期休業中の研究計画の実施状況を報告し、その成果を検討する。
２．修士論文の下書き原稿を書き進め、指導教員に提出して、指導を受ける。
３．論文審査にあたる教員にも下書き原稿を提出して助言を受け、指導教員と改善案を検討する。
４．各受講生は、指導教員および論文審査にあたる教員の助言をもとに、原稿を推敲する。
５．修士論文提出前に、書き上げた原稿を指導教員に提出して最終チェックを受け、完成論文を提出する。
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地域文化研究科　南島文化専攻　【言語文化領域】　　指導教員：村上　陽子
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

１．修了に必要な単位履修を指導し、学生に履修計画の提出を求める。
２．学生とともに学部における卒業論文の内容を検討し、修士論文につながる箇所を明確にする。
３．修士論文研究テーマの設定を求める。
４．研究計画書の作成・提出を求める。
５．基礎研究（先行研究の収集、テーマに関連するテクストに多く触れること）の指導を行う。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

１．夏期休業中の研究成果についての報告を求める。
２．修士論文研究テーマに即した論文作成の指導を開始する。
３．修士論文中間発表会等に向け、学術的な発表方法の指導を行う。
４．学生には講義内での発表を定期的に行い、論文を執筆していくことを求める。
５．個々の学生の進捗に応じて指導を行う。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

１．春期休業中の研究成果についての報告を求める。
２．修士論文提出までの研究計画書を改めて作成し、執筆スケジュールを具体化することを求める。
３．中間発表会での発表に向けて、模擬発表・質疑応答の指導を行う。
４．修士論文中間発表会（７月）。
５．発表でのコメントを踏まえて、論文の枠組みや方向性の再検討を行うことを求める。

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

１．修士論文の下書きについては、随時提出を求め、チェックを行う。
２．12月中に修士論文の仮提出を求める。
３．修士論文全体の構成・文体・体裁等についての最終確認を行い、必要に応じて修正を求め、本提出する。
４．最終試験および最終発表会に向けた模擬発表・質疑応答の指導を行う。
５．紀要や学会誌への投稿などに向けた指導を行う。

地域文化研究科　南島文化専攻【言語文化領域】　　指導教員：田場　裕規
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

１．研究計画書と卒業論文等の内容を検討する。
２．修了に必要な単位履修の指導を行う。
３．修士論文の研究テーマを決める。
４．研究テーマに応じた先行研究目録を作成する。
５．夏期休業中の調査・研究課題についての計画を提出する。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

１．夏期休業の調査・研究について報告する。
２．先行研究等資料の読解・分析・検討を行う。
３．テーマに即して論文作成を行う。
４．修士論文概要を作成する。
５．中間発表会に向けて準備する。
６．春期休業中の調査・研究課題についての計画を提出する。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

１．春期休業中の調査・研究について報告する。
２．修士論文提出までの研究計画を策定する。
３．中間発表会に向けて研究成果をまとめる。
４．中間発表会・学会等で発表する。
５．中間発表会・学会等におけるコメントをもとに、論文を検討する。
６．修士論文のアウトラインを決定し、これまでの研究成果を検討する。
７．夏期休業中の調査・研究課題についての計画を提出する。

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

１．夏期休業の調査・研究について報告する。
２．修士論文の執筆状況を報告し、下書きのチェックを受ける。
３．12月講義終了までに、修士論文を仮提出する。
４．修士論文の手直しを行い、本提出する。
５．最終試験、最終発表会に向けて準備する。
６．学会誌等に投稿する。
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地域文化研究科　南島文化専攻　【言語文化領域】　　指導教員：桃原　千英子
期別 研究指導計画・内容

１．修了時に必要な単位履修を指導し、履修計画を提出させる。
２．研究テーマと概要、研究計画を提出させる。
３．基礎研究（先行文献の収集・成果と課題の報告）を行わせ、各自の研究テーマに添った助言・指導を行う。
４．夏期休業中の研究計画を提出させる。

１．夏期休業中の研究成果を報告させる。
２．学習デザインを検討し、検証授業を実施、分析させる。
３．講義内での発表を定期的に行い、論文を執筆できるよう指導する。
４．紀要論文への投稿を目標に、助言指導を行う。
５．学会発表を求める。

１．春期休業中の研究成果を報告させる。
２．修士論文提出までの研究計画を再策定させる。
３．学会発表でのコメントをもとに、論文内容の再検討を行う。
４．検証授業の分析と考察について、助言指導を行う。
５．夏期休業中の研究計画を提出する

１．夏期休業中の研究成果を報告させる。
２．12月初めに修士論文を仮提出させる。
３．修士論文の最終確認を行い、必要に応じ修正を求める。
４．最終試験、発表会に向けた準備を行う。
５．学会発表や、学会誌への投稿に向けて指導する。
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地域文化研究科　南島文化専攻　【言語文化領域】　　指導教員：桃原　千英子
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

１．修了時に必要な単位履修を指導し、履修計画を提出させる。
２．研究テーマと概要、研究計画を提出させる。
３．基礎研究（先行文献の収集・成果と課題の報告）を行わせ、各自の研究テーマに添った助言・指導を行う。
４．夏期休業中の研究計画を提出させる。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

１．夏期休業中の研究成果を報告させる。
２．学習デザインを検討し、検証授業を実施、分析させる。
３．講義内での発表を定期的に行い、論文を執筆できるよう指導する。
４．紀要論文への投稿を目標に、助言指導を行う。
５．学会発表を求める。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

１．春期休業中の研究成果を報告させる。
２．修士論文提出までの研究計画を再策定させる。
３．学会発表でのコメントをもとに、論文内容の再検討を行う。
４．検証授業の分析と考察について、助言指導を行う。
５．夏期休業中の研究計画を提出する

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

１．夏期休業中の研究成果を報告させる。
２．12月初めに修士論文を仮提出させる。
３．修士論文の最終確認を行い、必要に応じ修正を求める。
４．最終試験、発表会に向けた準備を行う。
５．学会発表や、学会誌への投稿に向けて指導する。

地域文化研究科　南島文化専攻　【民俗文化領域】　　指導教員：石垣　直
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

１．調査・フィールドワークの手法、調査成果の分析、論文作成に関する基本的な作法を学ぶ。
２．応募の際に提出した研究計画書（当初研究計画書）をもとに、各受講生の研究テーマを検討・確定する。
３．当該テーマに関連する先行研究（著作・論文・報告書など）を調べ、参考文献リストを作成する。
４．研究テーマの目的と意義を検討しながら、個別の先行研究の読み込みを行う。
５．初年度夏期休業中の研究計画（休業中研究計画①）を提出する。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

１．各受講生が、夏期休業中の研究計画の実施状況を報告する。
２．参考文献リストに沿って、各受講生の研究テーマに関連する先行研究の読み込みを行う。
３．研究の進捗および内容について発表し、状況に応じて問題設定、調査手法、論点を調整する。
４．初年度の研究進捗状況を整理しつつ、修士論文の構成案（各章／節／具体内容）を検討する。
５．春期休業中の研究計画（休業中研究計画②）を提出する。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

１．各受講生が、春期休業中の研究計画の実施状況を報告する。
２．調査・研究成果を踏まえ、各受講生の修士論文のオリジナリティについて検討・報告する。
３．修士論文の全体構成を練り直しながら、修士論文中間発表会にむけた準備を進める。
４．修士論文中間発表会での反省を踏まえ、夏期休業中の研究計画（休業中研究計画③）を提出する。
５．夏期休業中に全体的な基本構成の粗原稿（各章／節／具体内容・段落の概要）を完成させる。

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

１．各受講生が、夏期休業中の研究計画の実施状況を報告し、その成果を検討する。
２．修士論文の下書き原稿を書き進め、指導教員に提出して、指導を受ける。
３．論文審査にあたる教員にも下書き原稿を提出して助言を受け、指導教員と改善案を検討する。
４．各受講生は、指導教員および論文審査にあたる教員の助言をもとに、原稿を推敲する。
５．修士論文提出前に、書き上げた原稿を指導教員に提出して最終チェックを受け、完成論文を提出する。

― 19―

地
域
文
化
研
究
科

地域文化研究科　南島文化専攻　【言語文化領域】　　指導教員：村上　陽子
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

１．修了に必要な単位履修を指導し、学生に履修計画の提出を求める。
２．学生とともに学部における卒業論文の内容を検討し、修士論文につながる箇所を明確にする。
３．修士論文研究テーマの設定を求める。
４．研究計画書の作成・提出を求める。
５．基礎研究（先行研究の収集、テーマに関連するテクストに多く触れること）の指導を行う。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

１．夏期休業中の研究成果についての報告を求める。
２．修士論文研究テーマに即した論文作成の指導を開始する。
３．修士論文中間発表会等に向け、学術的な発表方法の指導を行う。
４．学生には講義内での発表を定期的に行い、論文を執筆していくことを求める。
５．個々の学生の進捗に応じて指導を行う。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

１．春期休業中の研究成果についての報告を求める。
２．修士論文提出までの研究計画書を改めて作成し、執筆スケジュールを具体化することを求める。
３．中間発表会での発表に向けて、模擬発表・質疑応答の指導を行う。
４．修士論文中間発表会（７月）。
５．発表でのコメントを踏まえて、論文の枠組みや方向性の再検討を行うことを求める。

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

１．修士論文の下書きについては、随時提出を求め、チェックを行う。
２．12月中に修士論文の仮提出を求める。
３．修士論文全体の構成・文体・体裁等についての最終確認を行い、必要に応じて修正を求め、本提出する。
４．最終試験および最終発表会に向けた模擬発表・質疑応答の指導を行う。
５．紀要や学会誌への投稿などに向けた指導を行う。

地域文化研究科　南島文化専攻【言語文化領域】　　指導教員：田場　裕規
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

１．研究計画書と卒業論文等の内容を検討する。
２．修了に必要な単位履修の指導を行う。
３．修士論文の研究テーマを決める。
４．研究テーマに応じた先行研究目録を作成する。
５．夏期休業中の調査・研究課題についての計画を提出する。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

１．夏期休業の調査・研究について報告する。
２．先行研究等資料の読解・分析・検討を行う。
３．テーマに即して論文作成を行う。
４．修士論文概要を作成する。
５．中間発表会に向けて準備する。
６．春期休業中の調査・研究課題についての計画を提出する。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

１．春期休業中の調査・研究について報告する。
２．修士論文提出までの研究計画を策定する。
３．中間発表会に向けて研究成果をまとめる。
４．中間発表会・学会等で発表する。
５．中間発表会・学会等におけるコメントをもとに、論文を検討する。
６．修士論文のアウトラインを決定し、これまでの研究成果を検討する。
７．夏期休業中の調査・研究課題についての計画を提出する。

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

１．夏期休業の調査・研究について報告する。
２．修士論文の執筆状況を報告し、下書きのチェックを受ける。
３．12月講義終了までに、修士論文を仮提出する。
４．修士論文の手直しを行い、本提出する。
５．最終試験、最終発表会に向けて準備する。
６．学会誌等に投稿する。
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地域文化研究科　南島文化専攻　【民俗文化領域】　指導教員：崎浜　靖

１．  研究計画書と卒業論文等の内容を検討する。
２．  修了に必要な単位の履修指導を行う。
３．  修士論文の研究テーマを決定する。
４．  研究テーマに関する先行研究目録を作成する。
５．  夏期休業中の研究計画書・調査計画書を提出する。

１．  夏期休業中の調査・研究について報告する。
２．  先行研究に関する史資料の読解と分析を行う。
３．  修士論文の概要を作成する。
４．  中間発表会に向けての指導を行う。
５．  春期休業中の研究計画・調査計画を提出する。

１.   春期休業中の調査・研究について報告する。
２.   修士論文提出までの研究計画・執筆スケジュールを策定する。
３.   中間発表会に向けて研究成果をまとめる。
４.   中間発表会での反省を踏まえ、修士論文の内容を再検討する。
５.   夏期休業中の研究課題について検討し、修士論文の基本構成を確定する。

１.   夏期休業中の調査・研究について報告する。
２.   12 月末までに修士論文を仮提出する。
３.   修士論文の内容・体裁についての最終チェック後に、本提出する。
４.   最終試験および発表会に向けた準備を行う。
５.   紀要や学会誌への投稿に向けた指導を行う。

地域文化研究科　南島文化専攻　【民俗文化領域】　　指導教員：石垣　直
期別 研究指導計画・内容

１．調査・フィールドワークの手法、調査成果の分析、論文作成に関する基本的な作法を学ぶ。
２．応募の際に提出した研究計画書（当初研究計画書）をもとに、各受講生の研究テーマを検討・確定する。
３．当該テーマに関連する先行研究（著作・論文・報告書など）を調べ、参考文献リストを作成する。
４．研究テーマの目的と意義を検討しながら、個別の先行研究の読み込みを行う。
５．初年度夏期休業中の研究計画（休業中研究計画①）を提出する。

１．各受講生が、夏期休業中の研究計画の実施状況を報告する。
２．参考文献リストに沿って、各受講生の研究テーマに関連する先行研究の読み込みを行う。
３．研究の進捗および内容について発表し、状況に応じて問題設定、調査手法、論点を調整する。
４．初年度の研究進捗状況を整理しつつ、修士論文の構成案（各章／節／具体内容）を検討する。
５．春期休業中の研究計画（休業中研究計画②）を提出する。

１．各受講生が、春期休業中の研究計画の実施状況を報告する。
２．調査・研究成果を踏まえ、各受講生の修士論文のオリジナリティについて検討・報告する。
３．修士論文の全体構成を練り直しながら、修士論文中間発表会にむけた準備を進める。
４．修士論文中間発表会での反省を踏まえ、夏期休業中の研究計画（休業中研究計画③）を提出する。
５．夏期休業中に全体的な基本構成の粗原稿（各章／節／具体内容・段落の概要）を完成させる。

１．各受講生が、夏期休業中の研究計画の実施状況を報告し、その成果を検討する。
２．修士論文の下書き原稿を書き進め、指導教員に提出して、指導を受ける。
３．論文審査にあたる教員にも下書き原稿を提出して助言を受け、指導教員と改善案を検討する。
４．各受講生は、指導教員および論文審査にあたる教員の助言をもとに、原稿を推敲する。
５．修士論文提出前に、書き上げた原稿を指導教員に提出して最終チェックを受け、完成論文を提出する。
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地域文化研究科 南島文化専攻 【先史・歴史文化領域（歴史）】 指導教員：藤波　潔

１．応募時の研究計画書と卒業論文で得た知見に基づいて研究テーマを検討し、設定する。
２．研究テーマに関する先行研究を調べ、リストを作成する。
３．先行研究を読み込んで、学説史の体系について整理する。
４．先行研究に基づき関係史資料について調査し、リスト化するとともに、概要について報告する。
５．夏季休業期間中の研究計画を提出する。

１．夏季休業期間中の調査状況について報告する。
２．研究テーマに関する先行研究や関係史資料について補充調査する。
３．研究テーマに関連する先行研究を読み込み、その概要について報告する。
４．研究の進捗状況を整理し、修士論文の概要案を策定する。
５．春季休業期間中の研究計画を提出する。

１．春季休業期間中の調査状況について報告する。
２．研究の進捗状況を踏まえた補充調査を実施し、その成果について報告する。
３．修士論文の概要案に基づき、内容について検討し、修士論文中間発表会にむけた準備を進める、
４．修士論文中間発表会における振り返りをおこない、課題を析出する。
５．夏季休業期間中の研究計画を提出する。

１．夏季休業期間中の調査状況について報告する。
２．修士論文の草稿を執筆し、指導教員に逐次提出して指導を受ける。
３．草稿に対する指導に基づき修士論文を推敲し、修士論文の質を向上させる。
４．修士論文の草稿を完成させ、指導教員等から助言を受け、必要な修正をおこなう。
５．完成論文の提出を前に、指導教員から所要の確認を受け、最終的な修正をおこなう。
６．完成論文を提出した後、最終試験と発表会に向けた準備をおこなう。

地域文化研究科　南島文化専攻　【民俗文化領域】　指導教員：崎浜　靖

１．  研究計画書と卒業論文等の内容を検討する。
２．  修了に必要な単位の履修指導を行う。
３．  修士論文の研究テーマを決定する。
４．  研究テーマに関する先行研究目録を作成する。
５．  夏期休業中の研究計画書・調査計画書を提出する。

１．  夏期休業中の調査・研究について報告する。
２．  先行研究に関する史資料の読解と分析を行う。
３．  修士論文の概要を作成する。
４．  中間発表会に向けての指導を行う。
５．  春期休業中の研究計画・調査計画を提出する。

１.   春期休業中の調査・研究について報告する。
２.   修士論文提出までの研究計画・執筆スケジュールを策定する。
３.   中間発表会に向けて研究成果をまとめる。
４.   中間発表会での反省を踏まえ、修士論文の内容を再検討する。
５.   夏期休業中の研究課題について検討し、修士論文の基本構成を確定する。

１.   夏期休業中の調査・研究について報告する。
２.   12 月末までに修士論文を仮提出する。
３.   修士論文の内容・体裁についての最終チェック後に、本提出する。
４.   最終試験および発表会に向けた準備を行う。
５.   紀要や学会誌への投稿に向けた指導を行う。

地域文化研究科　南島文化専攻　【民俗文化領域】　　指導教員：石垣　直
期別 研究指導計画・内容

１．調査・フィールドワークの手法、調査成果の分析、論文作成に関する基本的な作法を学ぶ。
２．応募の際に提出した研究計画書（当初研究計画書）をもとに、各受講生の研究テーマを検討・確定する。
３．当該テーマに関連する先行研究（著作・論文・報告書など）を調べ、参考文献リストを作成する。
４．研究テーマの目的と意義を検討しながら、個別の先行研究の読み込みを行う。
５．初年度夏期休業中の研究計画（休業中研究計画①）を提出する。

１．各受講生が、夏期休業中の研究計画の実施状況を報告する。
２．参考文献リストに沿って、各受講生の研究テーマに関連する先行研究の読み込みを行う。
３．研究の進捗および内容について発表し、状況に応じて問題設定、調査手法、論点を調整する。
４．初年度の研究進捗状況を整理しつつ、修士論文の構成案（各章／節／具体内容）を検討する。
５．春期休業中の研究計画（休業中研究計画②）を提出する。

１．各受講生が、春期休業中の研究計画の実施状況を報告する。
２．調査・研究成果を踏まえ、各受講生の修士論文のオリジナリティについて検討・報告する。
３．修士論文の全体構成を練り直しながら、修士論文中間発表会にむけた準備を進める。
４．修士論文中間発表会での反省を踏まえ、夏期休業中の研究計画（休業中研究計画③）を提出する。
５．夏期休業中に全体的な基本構成の粗原稿（各章／節／具体内容・段落の概要）を完成させる。

１．各受講生が、夏期休業中の研究計画の実施状況を報告し、その成果を検討する。
２．修士論文の下書き原稿を書き進め、指導教員に提出して、指導を受ける。
３．論文審査にあたる教員にも下書き原稿を提出して助言を受け、指導教員と改善案を検討する。
４．各受講生は、指導教員および論文審査にあたる教員の助言をもとに、原稿を推敲する。
５．修士論文提出前に、書き上げた原稿を指導教員に提出して最終チェックを受け、完成論文を提出する。
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化
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地域文化研究科　南島文化専攻　【先史・歴史文化領域（先史）】　指導教員：新里　貴之

1 ．研究計画書に基づき、研究テーマを再確認し、研究史上での位置づけや意義を再検討する。
2 ．論文の到達点と問題点を整理する。 
3 ．対象資料のリストアップと先行研究を読み込む。 
4 ．夏期休業中の研究計画を作成・提出する。

1 ．夏期休業中の研究計画の実施状況と成果を発表する。 
2 ．修士論文の仮の章立てを作成したうえで、重要な章および節を明確にする。 
3 ．紀要論文投稿を目標に、助言・指導を行う。 
4 ．春期休業中の研究計画を作成・提出する。

1 ．春期休業中の研究計画の実施状況と成果を発表する。 
2 ．修士論文の問題意識と章立てを再確認し、課題を明確にする。 
3 ．紀要論文投稿の助言・指導を行う。
4 ．修士論文中間発表の助言・指導を行う。
5 ．中間発表での指摘を踏まえ、論文作成を目標とした夏期休業中の研究計画を作成・提出する。

1 ．夏期休業中の研究計画の実施状況と成果を発表する。 
2 ．修士論文を作成し、指導教員に提出して指導を受ける。 
3 ．修士論文審査にあたる教員にも下書き原稿を提出して助言を受け改善案を検討する。
4 ．原稿を推敲する。 
5 ．書き上げた原稿を指導教員に提出して最終チェックを受け、完成論文を提出する。
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地域文化研究科　南島文化専攻　【先史・歴史文化領域（先史）】　指導教員：新里　貴之

1 ．研究計画書に基づき、研究テーマを再確認し、研究史上での位置づけや意義を再検討する。
2 ．論文の到達点と問題点を整理する。 
3 ．対象資料のリストアップと先行研究を読み込む。 
4 ．夏期休業中の研究計画を作成・提出する。

1 ．夏期休業中の研究計画の実施状況と成果を発表する。 
2 ．修士論文の仮の章立てを作成したうえで、重要な章および節を明確にする。 
3 ．紀要論文投稿を目標に、助言・指導を行う。 
4 ．春期休業中の研究計画を作成・提出する。

1 ．春期休業中の研究計画の実施状況と成果を発表する。 
2 ．修士論文の問題意識と章立てを再確認し、課題を明確にする。 
3 ．紀要論文投稿の助言・指導を行う。
4 ．修士論文中間発表の助言・指導を行う。
5 ．中間発表での指摘を踏まえ、論文作成を目標とした夏期休業中の研究計画を作成・提出する。

1 ．夏期休業中の研究計画の実施状況と成果を発表する。 
2 ．修士論文を作成し、指導教員に提出して指導を受ける。 
3 ．修士論文審査にあたる教員にも下書き原稿を提出して助言を受け改善案を検討する。
4 ．原稿を推敲する。 
5 ．書き上げた原稿を指導教員に提出して最終チェックを受け、完成論文を提出する。
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英米言語文化専攻　科目の履修方法

１　修了要件
　本研究科の修了要件は標準２年在学し､ 地域文化研究科所定の科目を32単位以上（特定課題研究
提出による修了の場合36単位以上）履修し､ かつ必要な研究指導を受けた上､ 修士論文または特定
課題研究の審査及び最終試験に合格しなければならない｡

２　領域別履修
　学生は入学試験の際に選択した研究領域に沿って､ 各領域の必修科目である特殊研究Ⅰ及び特殊
研究Ⅱを中心にその領域内の関連科目を履修する｡ さらに総合的学習を図る目的から他領域、他専攻、
他研究科から８単位以内（ただし、特殊研究Ⅱは除く）を履修することができる｡

３　セメスター制
　本研究科はセメスター制を採用している｡ この制度は１学年度を前期と後期に分けて２学期制に
したものであり､ 学期単位で単位履修が可能となる｡ 登録は各学期の初めとする｡ 特殊研究Ⅰと
特殊研究Ⅱは通年演習科目であることから､ 履修期間は１年（前期と後期）となる｡

４　集中講義
　標準２年で修了できるように､ 夏期休業中も２科目（４単位）以上の集中講義が原則として
６校時以降(夜間)に計画されている｡

５　修士論文及び特定課題研究の作成
【修士論文】
　学生は専門領域内の特殊研究Ⅰ及び特殊研究Ⅱを履修するとともに､ 修士論文指導教員を第１
セメスターの終わり頃までに決定し､ 論文作成の準備をしなければならない｡ そして第２セメス
ターの中頃（12月）には論文テーマを指導教員に提出し､ 第２セメスターの終わり頃（２月）に
は論文概要（outline）を研究科長に提出しなければならない｡ 第３セメスターの終わり頃（８月）
には修士論文の中間発表を行い､ 第４セメスターの終わり頃（１月）には修士論文を提出する｡

【特定課題研究】
　学生は専門領域内の特殊研究Ⅰ及び特殊研究Ⅱを履修するとともに､ 修士論文指導教員を第１
セメスターの終わり頃までに決定し､ 論文作成の準備をしなければならない｡ そして第２セメス
ターの中頃（12月)には論文テーマを指導教員に提出し､ 第２セメスターの終わり頃（２月）には
論文概要（outline）を研究科長に提出しなければならない｡ また、特定課題を選択する場合、
論文概要（outline）提出時に、指導教員の承諾を経て研究科長へ申請し承認を経なければならない。�
（申請方法は別途通知する）第３セメスターの終わり頃（８月）には特定課題研究の中間発表を行い、
第４セメスターの終わり頃（１月頃）には特定課題研究を提出する。
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目

十
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位
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数

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

20
0番
台

29
6
南
島
社
会
文
化

特
殊
研
究
Ⅱ

29
5
南
島
歴
史
文
化

特
殊
研
究
Ⅱ

27
4
社
会
心
理
学

特
論
Ⅱ

29
4
南
島
先
史
文
化

特
殊
研
究
Ⅱ

27
3
社
会
心
理
学

特
論
Ⅰ

29
3
南
島
民
俗
文
化

特
殊
研
究
Ⅱ

20
2
国
語
教
育
学

特
論
Ⅰ

21
2
国
語
教
育
学

特
論
Ⅱ

27
2
植
民
地
社
会

特
論
Ⅰ

29
2
日
本
言
語
文
化

特
殊
研
究
Ⅱ

20
1
南
島
芸
能

特
論
Ⅰ

21
1
南
島
芸
能

特
論
Ⅱ

27
1
植
民
地
社
会

特
論
Ⅰ

29
1
南
島
言
語
文
化

特
殊
研
究
Ⅱ

10
0番
台

13
9
地
理
教
育
学

特
論

13
8
南
島
地
理
学

特
論
Ⅱ

10
7
日
本
近
現
代

文
学
特
論
Ⅱ
Ａ
�1
17
日
本
近
現
代

文
学
特
論
Ⅱ
Ｂ

13
7
南
島
地
理
学

特
論
Ⅰ

10
6
日
本
近
現
代

文
学
特
論
Ⅰ
Ａ
11
6
日
本
近
現
代

文
学
特
論
Ⅰ
Ｂ

13
6
東
ア
ジ
ア
文
化

人
類
学
特
論
Ⅲ

19
6
南
島
社
会
文
化

特
殊
研
究
Ⅰ

10
5
日
本
古
典

文
学
特
論
Ⅱ
Ａ
11
5
日
本
古
典

文
学
特
論
Ⅱ
Ｂ

13
5
東
ア
ジ
ア
文
化

人
類
学
特
論
Ⅱ

15
5
文
化
財
保
存

特
論

17
5
家
族
社
会
学

特
論
Ⅱ

19
5
南
島
歴
史
文
化

特
殊
研
究
Ⅰ

10
4
日
本
古
典

文
学
特
論
Ⅰ
Ａ
11
4
日
本
古
典

文
学
特
論
Ⅰ
Ｂ
�

13
4
東
ア
ジ
ア
文
化

人
類
学
特
論Ⅰ
Ｂ
14
4
南
島
史
学

特
論
Ⅰ
Ｂ

15
4
南
島
史
学

特
論
Ⅱ
Ｂ

16
4
社
会
統
計
学

特
論

17
4
家
族
社
会
学

特
論
Ⅰ

18
4
現
代
社
会
文
化

特
論

19
4
南
島
先
史
文
化

特
殊
研
究
Ⅰ

10
3
南
島
方
言
学

特
論
Ⅰ

11
3
南
島
方
言
学

特
論
Ⅱ

13
3
東
ア
ジ
ア
文
化

人
類
学
特
論Ⅰ
A
14
3
南
島
史
学

特
論
Ⅰ
Ａ

15
3
南
島
史
学

特
論
Ⅱ
Ａ

16
3
社
会
学
研
究
法

特
論

17
3
国
際
社
会
学

特
論

18
3
ア
ジ
ア
先
史
文

化
特
論

19
3
南
島
民
俗
文
化

特
殊
研
究
Ⅰ

10
2
南
島
文
学

特
論
Ⅱ
Ａ

11
2
南
島
文
学

特
論
Ⅱ
Ｂ

12
2
南
島
民
俗

特
論
Ⅱ

13
2
南
島
民
俗
宗
教

特
論
Ⅱ

14
2
考
古
学
特
論
Ⅱ
15
2
南
島
先
史
文
化

特
論
Ⅱ

16
2
南
島
社
会

特
論
Ⅱ

17
2
比
較
社
会
文
化

特
論
Ⅱ

18
2
民
族
誌
特
論
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2
日
本
言
語
文
化

特
殊
研
究
Ⅰ

10
1
南
島
文
学

特
論
Ⅰ
Ａ

11
1
南
島
文
学

特
論
Ⅰ
Ｂ
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南
島
民
俗

特
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Ⅰ
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南
島
民
俗
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特
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Ⅰ
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考
古
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特
論
Ⅰ
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1
南
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先
史
文
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特
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Ⅰ
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南
島
社
会

特
論
Ⅰ
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1
比
較
社
会
文
化

特
論
Ⅰ
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1
南
島
言
語
文
化

特
論

19
1
南
島
言
語
文
化

特
殊
研
究
Ⅰ
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化

人
類
学
特
論
Ⅲ

19
6
南
島
社
会
文
化

特
殊
研
究
Ⅰ

10
5
日
本
古
典

文
学
特
論
Ⅱ
Ａ
11
5
日
本
古
典

文
学
特
論
Ⅱ
Ｂ

13
5
東
ア
ジ
ア
文
化

人
類
学
特
論
Ⅱ

15
5
文
化
財
保
存

特
論

17
5
家
族
社
会
学

特
論
Ⅱ

19
5
南
島
歴
史
文
化

特
殊
研
究
Ⅰ

10
4
日
本
古
典

文
学
特
論
Ⅰ
Ａ
11
4
日
本
古
典

文
学
特
論
Ⅰ
Ｂ
�

13
4
東
ア
ジ
ア
文
化

人
類
学
特
論Ⅰ
Ｂ
14
4
南
島
史
学

特
論
Ⅰ
Ｂ

15
4
南
島
史
学

特
論
Ⅱ
Ｂ

16
4
社
会
統
計
学

特
論

17
4
家
族
社
会
学

特
論
Ⅰ

18
4
現
代
社
会
文
化

特
論

19
4
南
島
先
史
文
化

特
殊
研
究
Ⅰ

10
3
南
島
方
言
学

特
論
Ⅰ

11
3
南
島
方
言
学

特
論
Ⅱ

13
3
東
ア
ジ
ア
文
化

人
類
学
特
論Ⅰ
A
14
3
南
島
史
学

特
論
Ⅰ
Ａ

15
3
南
島
史
学

特
論
Ⅱ
Ａ

16
3
社
会
学
研
究
法

特
論

17
3
国
際
社
会
学

特
論

18
3
ア
ジ
ア
先
史
文

化
特
論

19
3
南
島
民
俗
文
化

特
殊
研
究
Ⅰ

10
2
南
島
文
学

特
論
Ⅱ
Ａ

11
2
南
島
文
学

特
論
Ⅱ
Ｂ

12
2
南
島
民
俗

特
論
Ⅱ

13
2
南
島
民
俗
宗
教

特
論
Ⅱ

14
2
考
古
学
特
論
Ⅱ
15
2
南
島
先
史
文
化

特
論
Ⅱ

16
2
南
島
社
会

特
論
Ⅱ

17
2
比
較
社
会
文
化

特
論
Ⅱ

18
2
民
族
誌
特
論

19
2
日
本
言
語
文
化

特
殊
研
究
Ⅰ

10
1
南
島
文
学

特
論
Ⅰ
Ａ

11
1
南
島
文
学

特
論
Ⅰ
Ｂ

12
1
南
島
民
俗

特
論
Ⅰ

13
1
南
島
民
俗
宗
教

特
論
Ⅰ

14
1
考
古
学
特
論
Ⅰ
15
1
南
島
先
史
文
化

特
論
Ⅰ

16
1
南
島
社
会

特
論
Ⅰ

17
1
比
較
社
会
文
化

特
論
Ⅰ

18
1
南
島
言
語
文
化

特
論

19
1
南
島
言
語
文
化

特
殊
研
究
Ⅰ

02 地域文化研究科（ 大学院履修ガイド 2024） 0322.pdf :10

− 24 −



英米言語文化専攻　科目の履修方法

１　修了要件
　本研究科の修了要件は標準２年在学し､ 地域文化研究科所定の科目を32単位以上（特定課題研究
提出による修了の場合36単位以上）履修し､ かつ必要な研究指導を受けた上､ 修士論文または特定
課題研究の審査及び最終試験に合格しなければならない｡

２　領域別履修
　学生は入学試験の際に選択した研究領域に沿って､ 各領域の必修科目である特殊研究Ⅰ及び特殊
研究Ⅱを中心にその領域内の関連科目を履修する｡ さらに総合的学習を図る目的から他領域、他専攻、
他研究科から８単位以内（ただし、特殊研究Ⅱは除く）を履修することができる｡

３　セメスター制
　本研究科はセメスター制を採用している｡ この制度は１学年度を前期と後期に分けて２学期制に
したものであり､ 学期単位で単位履修が可能となる｡ 登録は各学期の初めとする｡ 特殊研究Ⅰと
特殊研究Ⅱは通年演習科目であることから､ 履修期間は１年（前期と後期）となる｡

４　集中講義
　標準２年で修了できるように､ 夏期休業中も２科目（４単位）以上の集中講義が原則として
６校時以降(夜間)に計画されている｡

５　修士論文及び特定課題研究の作成
【修士論文】
　学生は専門領域内の特殊研究Ⅰ及び特殊研究Ⅱを履修するとともに､ 修士論文指導教員を第１
セメスターの終わり頃までに決定し､ 論文作成の準備をしなければならない｡ そして第２セメス
ターの中頃（12月）には論文テーマを指導教員に提出し､ 第２セメスターの終わり頃（２月）に
は論文概要（outline）を研究科長に提出しなければならない｡ 第３セメスターの終わり頃（８月）
には修士論文の中間発表を行い､ 第４セメスターの終わり頃（１月）には修士論文を提出する｡

【特定課題研究】
　学生は専門領域内の特殊研究Ⅰ及び特殊研究Ⅱを履修するとともに､ 修士論文指導教員を第１
セメスターの終わり頃までに決定し､ 論文作成の準備をしなければならない｡ そして第２セメス
ターの中頃（12月)には論文テーマを指導教員に提出し､ 第２セメスターの終わり頃（２月）には
論文概要（outline）を研究科長に提出しなければならない｡ また、特定課題を選択する場合、
論文概要（outline）提出時に、指導教員の承諾を経て研究科長へ申請し承認を経なければならない。�
（申請方法は別途通知する）第３セメスターの終わり頃（８月）には特定課題研究の中間発表を行い、
第４セメスターの終わり頃（１月頃）には特定課題研究を提出する。
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 地
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文

化
研

究
科

南
島

文
化

専
攻

（
G

CR
）

領
域

言
語
文
化
領
域

民
俗
文
化
領
域

先
史
・
歴
史
文
化
領
域

社
会
文
化
領
域

専
攻
共
通

修
士
論
文
指
導
（
各
領
域
）

科
目
区
分

特
論
科
目
（
基
礎
）
特
論
科
目
（
発
展
）
特
論
科
目
（
基
礎
）
特
論
科
目
（
発
展
）
特
論
科
目
（
基
礎
）
特
論
科
目
（
発
展
）
特
論
科
目
（
基
礎
）
特
論
科
目
（
発
展
）

集
中
講
義
科
目

演
習
科
目

十
の
位
の
数

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

20
0番
台

29
6
南
島
社
会
文
化

特
殊
研
究
Ⅱ

29
5
南
島
歴
史
文
化

特
殊
研
究
Ⅱ

27
4
社
会
心
理
学

特
論
Ⅱ

29
4
南
島
先
史
文
化

特
殊
研
究
Ⅱ

27
3
社
会
心
理
学

特
論
Ⅰ

29
3
南
島
民
俗
文
化

特
殊
研
究
Ⅱ

20
2
国
語
教
育
学

特
論
Ⅰ

21
2
国
語
教
育
学

特
論
Ⅱ

27
2
植
民
地
社
会

特
論
Ⅰ

29
2
日
本
言
語
文
化

特
殊
研
究
Ⅱ

20
1
南
島
芸
能

特
論
Ⅰ

21
1
南
島
芸
能

特
論
Ⅱ

27
1
植
民
地
社
会

特
論
Ⅰ

29
1
南
島
言
語
文
化

特
殊
研
究
Ⅱ

10
0番
台

13
9
地
理
教
育
学

特
論

13
8
南
島
地
理
学

特
論
Ⅱ

10
7
日
本
近
現
代

文
学
特
論
Ⅱ
Ａ
�1
17
日
本
近
現
代

文
学
特
論
Ⅱ
Ｂ

13
7
南
島
地
理
学

特
論
Ⅰ

10
6
日
本
近
現
代

文
学
特
論
Ⅰ
Ａ
11
6
日
本
近
現
代

文
学
特
論
Ⅰ
Ｂ

13
6
東
ア
ジ
ア
文
化

人
類
学
特
論
Ⅲ

19
6
南
島
社
会
文
化

特
殊
研
究
Ⅰ

10
5
日
本
古
典

文
学
特
論
Ⅱ
Ａ
11
5
日
本
古
典

文
学
特
論
Ⅱ
Ｂ

13
5
東
ア
ジ
ア
文
化

人
類
学
特
論
Ⅱ

15
5
文
化
財
保
存

特
論

17
5
家
族
社
会
学

特
論
Ⅱ

19
5
南
島
歴
史
文
化

特
殊
研
究
Ⅰ

10
4
日
本
古
典

文
学
特
論
Ⅰ
Ａ
11
4
日
本
古
典

文
学
特
論
Ⅰ
Ｂ
�

13
4
東
ア
ジ
ア
文
化

人
類
学
特
論Ⅰ
Ｂ
14
4
南
島
史
学

特
論
Ⅰ
Ｂ

15
4
南
島
史
学

特
論
Ⅱ
Ｂ

16
4
社
会
統
計
学

特
論

17
4
家
族
社
会
学

特
論
Ⅰ

18
4
現
代
社
会
文
化

特
論

19
4
南
島
先
史
文
化

特
殊
研
究
Ⅰ

10
3
南
島
方
言
学

特
論
Ⅰ

11
3
南
島
方
言
学

特
論
Ⅱ

13
3
東
ア
ジ
ア
文
化

人
類
学
特
論Ⅰ
A
14
3
南
島
史
学

特
論
Ⅰ
Ａ

15
3
南
島
史
学

特
論
Ⅱ
Ａ

16
3
社
会
学
研
究
法

特
論

17
3
国
際
社
会
学

特
論

18
3
ア
ジ
ア
先
史
文

化
特
論

19
3
南
島
民
俗
文
化

特
殊
研
究
Ⅰ

10
2
南
島
文
学

特
論
Ⅱ
Ａ

11
2
南
島
文
学

特
論
Ⅱ
Ｂ

12
2
南
島
民
俗

特
論
Ⅱ

13
2
南
島
民
俗
宗
教

特
論
Ⅱ

14
2
考
古
学
特
論
Ⅱ
15
2
南
島
先
史
文
化

特
論
Ⅱ

16
2
南
島
社
会

特
論
Ⅱ

17
2
比
較
社
会
文
化

特
論
Ⅱ

18
2
民
族
誌
特
論

19
2
日
本
言
語
文
化

特
殊
研
究
Ⅰ

10
1
南
島
文
学

特
論
Ⅰ
Ａ

11
1
南
島
文
学

特
論
Ⅰ
Ｂ

12
1
南
島
民
俗

特
論
Ⅰ

13
1
南
島
民
俗
宗
教

特
論
Ⅰ

14
1
考
古
学
特
論
Ⅰ
15
1
南
島
先
史
文
化

特
論
Ⅰ

16
1
南
島
社
会

特
論
Ⅰ

17
1
比
較
社
会
文
化

特
論
Ⅰ

18
1
南
島
言
語
文
化

特
論

19
1
南
島
言
語
文
化

特
殊
研
究
Ⅰ
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集
中
講
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目

演
習
科
目

十
の
位
の
数

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

20
0番
台

29
6
南
島
社
会
文
化

特
殊
研
究
Ⅱ

29
5
南
島
歴
史
文
化

特
殊
研
究
Ⅱ

27
4
社
会
心
理
学

特
論
Ⅱ

29
4
南
島
先
史
文
化

特
殊
研
究
Ⅱ

27
3
社
会
心
理
学

特
論
Ⅰ

29
3
南
島
民
俗
文
化

特
殊
研
究
Ⅱ

20
2
国
語
教
育
学

特
論
Ⅰ

21
2
国
語
教
育
学

特
論
Ⅱ

27
2
植
民
地
社
会

特
論
Ⅰ

29
2
日
本
言
語
文
化

特
殊
研
究
Ⅱ

20
1
南
島
芸
能

特
論
Ⅰ

21
1
南
島
芸
能

特
論
Ⅱ

27
1
植
民
地
社
会

特
論
Ⅰ

29
1
南
島
言
語
文
化

特
殊
研
究
Ⅱ

10
0番
台

13
9
地
理
教
育
学

特
論

13
8
南
島
地
理
学

特
論
Ⅱ

10
7
日
本
近
現
代

文
学
特
論
Ⅱ
Ａ
�1
17
日
本
近
現
代

文
学
特
論
Ⅱ
Ｂ

13
7
南
島
地
理
学

特
論
Ⅰ

10
6
日
本
近
現
代

文
学
特
論
Ⅰ
Ａ
11
6
日
本
近
現
代

文
学
特
論
Ⅰ
Ｂ

13
6
東
ア
ジ
ア
文
化

人
類
学
特
論
Ⅲ

19
6
南
島
社
会
文
化

特
殊
研
究
Ⅰ

10
5
日
本
古
典

文
学
特
論
Ⅱ
Ａ
11
5
日
本
古
典

文
学
特
論
Ⅱ
Ｂ

13
5
東
ア
ジ
ア
文
化

人
類
学
特
論
Ⅱ

15
5
文
化
財
保
存

特
論

17
5
家
族
社
会
学

特
論
Ⅱ

19
5
南
島
歴
史
文
化

特
殊
研
究
Ⅰ

10
4
日
本
古
典

文
学
特
論
Ⅰ
Ａ
11
4
日
本
古
典

文
学
特
論
Ⅰ
Ｂ
�

13
4
東
ア
ジ
ア
文
化

人
類
学
特
論Ⅰ
Ｂ
14
4
南
島
史
学

特
論
Ⅰ
Ｂ

15
4
南
島
史
学

特
論
Ⅱ
Ｂ

16
4
社
会
統
計
学

特
論

17
4
家
族
社
会
学

特
論
Ⅰ

18
4
現
代
社
会
文
化

特
論

19
4
南
島
先
史
文
化

特
殊
研
究
Ⅰ

10
3
南
島
方
言
学

特
論
Ⅰ

11
3
南
島
方
言
学

特
論
Ⅱ

13
3
東
ア
ジ
ア
文
化

人
類
学
特
論Ⅰ
A
14
3
南
島
史
学

特
論
Ⅰ
Ａ

15
3
南
島
史
学

特
論
Ⅱ
Ａ

16
3
社
会
学
研
究
法

特
論

17
3
国
際
社
会
学

特
論

18
3
ア
ジ
ア
先
史
文

化
特
論

19
3
南
島
民
俗
文
化

特
殊
研
究
Ⅰ

10
2
南
島
文
学

特
論
Ⅱ
Ａ

11
2
南
島
文
学

特
論
Ⅱ
Ｂ

12
2
南
島
民
俗

特
論
Ⅱ

13
2
南
島
民
俗
宗
教

特
論
Ⅱ

14
2
考
古
学
特
論
Ⅱ
15
2
南
島
先
史
文
化

特
論
Ⅱ

16
2
南
島
社
会

特
論
Ⅱ

17
2
比
較
社
会
文
化

特
論
Ⅱ

18
2
民
族
誌
特
論

19
2
日
本
言
語
文
化

特
殊
研
究
Ⅰ

10
1
南
島
文
学

特
論
Ⅰ
Ａ

11
1
南
島
文
学

特
論
Ⅰ
Ｂ

12
1
南
島
民
俗

特
論
Ⅰ

13
1
南
島
民
俗
宗
教

特
論
Ⅰ

14
1
考
古
学
特
論
Ⅰ
15
1
南
島
先
史
文
化

特
論
Ⅰ

16
1
南
島
社
会

特
論
Ⅰ

17
1
比
較
社
会
文
化

特
論
Ⅰ

18
1
南
島
言
語
文
化

特
論

19
1
南
島
言
語
文
化

特
殊
研
究
Ⅰ
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１　修了要件
　本研究科の修了要件は標準２年在学し､ 地域文化研究科所定の科目を32単位以上（特定課題研究
提出による修了の場合36単位以上）履修し､ かつ必要な研究指導を受けた上､ 修士論文または特定
課題研究の審査及び最終試験に合格しなければならない｡

２　領域別履修
　学生は入学試験の際に選択した研究領域に沿って､ 各領域の必修科目である特殊研究Ⅰ及び特殊
研究Ⅱを中心にその領域内の関連科目を履修する｡ さらに総合的学習を図る目的から他領域、他専攻、
他研究科から８単位以内（ただし、特殊研究Ⅱは除く）を履修することができる｡

３　セメスター制
　本研究科はセメスター制を採用している｡ この制度は１学年度を前期と後期に分けて２学期制に
したものであり､ 学期単位で単位履修が可能となる｡ 登録は各学期の初めとする｡ 特殊研究Ⅰと
特殊研究Ⅱは通年演習科目であることから､ 履修期間は１年（前期と後期）となる｡

４　集中講義
　標準２年で修了できるように､ 夏期休業中も２科目（４単位）以上の集中講義が原則として
６校時以降(夜間)に計画されている｡

５　修士論文及び特定課題研究の作成
【修士論文】
　学生は専門領域内の特殊研究Ⅰ及び特殊研究Ⅱを履修するとともに､ 修士論文指導教員を第１
セメスターの終わり頃までに決定し､ 論文作成の準備をしなければならない｡ そして第２セメス
ターの中頃（12月）には論文テーマを指導教員に提出し､ 第２セメスターの終わり頃（２月）に
は論文概要（outline）を研究科長に提出しなければならない｡ 第３セメスターの終わり頃（８月）
には修士論文の中間発表を行い､ 第４セメスターの終わり頃（１月）には修士論文を提出する｡

【特定課題研究】
　学生は専門領域内の特殊研究Ⅰ及び特殊研究Ⅱを履修するとともに､ 修士論文指導教員を第１
セメスターの終わり頃までに決定し､ 論文作成の準備をしなければならない｡ そして第２セメス
ターの中頃（12月)には論文テーマを指導教員に提出し､ 第２セメスターの終わり頃（２月）には
論文概要（outline）を研究科長に提出しなければならない｡ また、特定課題を選択する場合、
論文概要（outline）提出時に、指導教員の承諾を経て研究科長へ申請し承認を経なければならない。�
（申請方法は別途通知する）第３セメスターの終わり頃（８月）には特定課題研究の中間発表を行い、
第４セメスターの終わり頃（１月頃）には特定課題研究を提出する。
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表
 地

域
文

化
研

究
科

南
島

文
化

専
攻

（
G

CR
）

領
域

言
語
文
化
領
域

民
俗
文
化
領
域

先
史
・
歴
史
文
化
領
域

社
会
文
化
領
域

専
攻
共
通

修
士
論
文
指
導
（
各
領
域
）

科
目
区
分

特
論
科
目
（
基
礎
）
特
論
科
目
（
発
展
）
特
論
科
目
（
基
礎
）
特
論
科
目
（
発
展
）
特
論
科
目
（
基
礎
）
特
論
科
目
（
発
展
）
特
論
科
目
（
基
礎
）
特
論
科
目
（
発
展
）

集
中
講
義
科
目

演
習
科
目

十
の
位
の
数

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

20
0番
台

29
6
南
島
社
会
文
化

特
殊
研
究
Ⅱ

29
5
南
島
歴
史
文
化

特
殊
研
究
Ⅱ

27
4
社
会
心
理
学

特
論
Ⅱ

29
4
南
島
先
史
文
化

特
殊
研
究
Ⅱ

27
3
社
会
心
理
学

特
論
Ⅰ

29
3
南
島
民
俗
文
化

特
殊
研
究
Ⅱ

20
2
国
語
教
育
学

特
論
Ⅰ

21
2
国
語
教
育
学

特
論
Ⅱ

27
2
植
民
地
社
会

特
論
Ⅰ

29
2
日
本
言
語
文
化

特
殊
研
究
Ⅱ

20
1
南
島
芸
能

特
論
Ⅰ

21
1
南
島
芸
能

特
論
Ⅱ

27
1
植
民
地
社
会

特
論
Ⅰ

29
1
南
島
言
語
文
化

特
殊
研
究
Ⅱ

10
0番
台

13
9
地
理
教
育
学

特
論

13
8
南
島
地
理
学

特
論
Ⅱ

10
7
日
本
近
現
代

文
学
特
論
Ⅱ
Ａ
�1
17
日
本
近
現
代

文
学
特
論
Ⅱ
Ｂ

13
7
南
島
地
理
学

特
論
Ⅰ

10
6
日
本
近
現
代

文
学
特
論
Ⅰ
Ａ
11
6
日
本
近
現
代

文
学
特
論
Ⅰ
Ｂ

13
6
東
ア
ジ
ア
文
化

人
類
学
特
論
Ⅲ

19
6
南
島
社
会
文
化

特
殊
研
究
Ⅰ

10
5
日
本
古
典

文
学
特
論
Ⅱ
Ａ
11
5
日
本
古
典

文
学
特
論
Ⅱ
Ｂ

13
5
東
ア
ジ
ア
文
化

人
類
学
特
論
Ⅱ

15
5
文
化
財
保
存

特
論

17
5
家
族
社
会
学

特
論
Ⅱ

19
5
南
島
歴
史
文
化

特
殊
研
究
Ⅰ

10
4
日
本
古
典

文
学
特
論
Ⅰ
Ａ
11
4
日
本
古
典

文
学
特
論
Ⅰ
Ｂ
�

13
4
東
ア
ジ
ア
文
化

人
類
学
特
論Ⅰ
Ｂ
14
4
南
島
史
学

特
論
Ⅰ
Ｂ

15
4
南
島
史
学

特
論
Ⅱ
Ｂ

16
4
社
会
統
計
学

特
論

17
4
家
族
社
会
学

特
論
Ⅰ

18
4
現
代
社
会
文
化

特
論

19
4
南
島
先
史
文
化

特
殊
研
究
Ⅰ

10
3
南
島
方
言
学

特
論
Ⅰ

11
3
南
島
方
言
学

特
論
Ⅱ

13
3
東
ア
ジ
ア
文
化

人
類
学
特
論Ⅰ
A
14
3
南
島
史
学

特
論
Ⅰ
Ａ

15
3
南
島
史
学

特
論
Ⅱ
Ａ

16
3
社
会
学
研
究
法

特
論

17
3
国
際
社
会
学

特
論

18
3
ア
ジ
ア
先
史
文

化
特
論

19
3
南
島
民
俗
文
化

特
殊
研
究
Ⅰ

10
2
南
島
文
学

特
論
Ⅱ
Ａ

11
2
南
島
文
学

特
論
Ⅱ
Ｂ

12
2
南
島
民
俗

特
論
Ⅱ

13
2
南
島
民
俗
宗
教

特
論
Ⅱ

14
2
考
古
学
特
論
Ⅱ
15
2
南
島
先
史
文
化

特
論
Ⅱ

16
2
南
島
社
会

特
論
Ⅱ

17
2
比
較
社
会
文
化

特
論
Ⅱ

18
2
民
族
誌
特
論

19
2
日
本
言
語
文
化

特
殊
研
究
Ⅰ

10
1
南
島
文
学

特
論
Ⅰ
Ａ

11
1
南
島
文
学

特
論
Ⅰ
Ｂ

12
1
南
島
民
俗

特
論
Ⅰ

13
1
南
島
民
俗
宗
教

特
論
Ⅰ

14
1
考
古
学
特
論
Ⅰ
15
1
南
島
先
史
文
化

特
論
Ⅰ

16
1
南
島
社
会

特
論
Ⅰ

17
1
比
較
社
会
文
化

特
論
Ⅰ

18
1
南
島
言
語
文
化

特
論

19
1
南
島
言
語
文
化

特
殊
研
究
Ⅰ
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発
展
）
特
論
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（
基
礎
）
特
論
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（
発
展
）
特
論
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（
基
礎
）
特
論
科
目
（
発
展
）
特
論
科
目
（
基
礎
）
特
論
科
目
（
発
展
）

集
中
講
義
科
目

演
習
科
目

十
の
位
の
数

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

20
0番
台

29
6
南
島
社
会
文
化

特
殊
研
究
Ⅱ

29
5
南
島
歴
史
文
化

特
殊
研
究
Ⅱ

27
4
社
会
心
理
学

特
論
Ⅱ

29
4
南
島
先
史
文
化

特
殊
研
究
Ⅱ

27
3
社
会
心
理
学

特
論
Ⅰ

29
3
南
島
民
俗
文
化

特
殊
研
究
Ⅱ

20
2
国
語
教
育
学

特
論
Ⅰ

21
2
国
語
教
育
学

特
論
Ⅱ

27
2
植
民
地
社
会

特
論
Ⅰ

29
2
日
本
言
語
文
化

特
殊
研
究
Ⅱ

20
1
南
島
芸
能

特
論
Ⅰ

21
1
南
島
芸
能

特
論
Ⅱ

27
1
植
民
地
社
会

特
論
Ⅰ

29
1
南
島
言
語
文
化

特
殊
研
究
Ⅱ

10
0番
台

13
9
地
理
教
育
学

特
論

13
8
南
島
地
理
学

特
論
Ⅱ

10
7
日
本
近
現
代

文
学
特
論
Ⅱ
Ａ
�1
17
日
本
近
現
代

文
学
特
論
Ⅱ
Ｂ

13
7
南
島
地
理
学

特
論
Ⅰ

10
6
日
本
近
現
代

文
学
特
論
Ⅰ
Ａ
11
6
日
本
近
現
代

文
学
特
論
Ⅰ
Ｂ

13
6
東
ア
ジ
ア
文
化

人
類
学
特
論
Ⅲ

19
6
南
島
社
会
文
化

特
殊
研
究
Ⅰ

10
5
日
本
古
典

文
学
特
論
Ⅱ
Ａ
11
5
日
本
古
典

文
学
特
論
Ⅱ
Ｂ

13
5
東
ア
ジ
ア
文
化

人
類
学
特
論
Ⅱ

15
5
文
化
財
保
存

特
論

17
5
家
族
社
会
学

特
論
Ⅱ

19
5
南
島
歴
史
文
化

特
殊
研
究
Ⅰ

10
4
日
本
古
典

文
学
特
論
Ⅰ
Ａ
11
4
日
本
古
典

文
学
特
論
Ⅰ
Ｂ
�

13
4
東
ア
ジ
ア
文
化

人
類
学
特
論Ⅰ
Ｂ
14
4
南
島
史
学

特
論
Ⅰ
Ｂ

15
4
南
島
史
学

特
論
Ⅱ
Ｂ

16
4
社
会
統
計
学

特
論

17
4
家
族
社
会
学

特
論
Ⅰ

18
4
現
代
社
会
文
化

特
論

19
4
南
島
先
史
文
化

特
殊
研
究
Ⅰ

10
3
南
島
方
言
学

特
論
Ⅰ

11
3
南
島
方
言
学

特
論
Ⅱ

13
3
東
ア
ジ
ア
文
化

人
類
学
特
論Ⅰ
A
14
3
南
島
史
学

特
論
Ⅰ
Ａ

15
3
南
島
史
学

特
論
Ⅱ
Ａ

16
3
社
会
学
研
究
法

特
論

17
3
国
際
社
会
学

特
論

18
3
ア
ジ
ア
先
史
文

化
特
論

19
3
南
島
民
俗
文
化

特
殊
研
究
Ⅰ

10
2
南
島
文
学

特
論
Ⅱ
Ａ

11
2
南
島
文
学

特
論
Ⅱ
Ｂ

12
2
南
島
民
俗

特
論
Ⅱ

13
2
南
島
民
俗
宗
教

特
論
Ⅱ

14
2
考
古
学
特
論
Ⅱ
15
2
南
島
先
史
文
化

特
論
Ⅱ

16
2
南
島
社
会

特
論
Ⅱ

17
2
比
較
社
会
文
化

特
論
Ⅱ

18
2
民
族
誌
特
論

19
2
日
本
言
語
文
化

特
殊
研
究
Ⅰ

10
1
南
島
文
学

特
論
Ⅰ
Ａ

11
1
南
島
文
学

特
論
Ⅰ
Ｂ

12
1
南
島
民
俗

特
論
Ⅰ

13
1
南
島
民
俗
宗
教

特
論
Ⅰ

14
1
考
古
学
特
論
Ⅰ
15
1
南
島
先
史
文
化

特
論
Ⅰ

16
1
南
島
社
会

特
論
Ⅰ

17
1
比
較
社
会
文
化

特
論
Ⅰ

18
1
南
島
言
語
文
化

特
論

19
1
南
島
言
語
文
化

特
殊
研
究
Ⅰ
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８　履修モデル
1 年次 2年次

修了単位合計
第１セメスター 第 2セメスター 第３セメスター 第４セメスター

言
語
教
育
学
領
域

英
語
教
育
学
系
列

言語教育特殊研究Ⅰ（4） 言語教育特殊研究Ⅱ（4）

【修士論文】の場合
　特殊研究：８単位
　選択科目：24単位
　合　　計：32単位

【特定課題研究】の場合
　特殊研究：８単位
　選択科目：28単位
　合　　計：36単位

英語教育学特論Ⅰ（２） 英語教育学特論Ⅱ（２）

特定課題による修了を認め
られた者は、指導教員と
相談の上、選択科目の中から、
２科目（４単位）を履修
すること。

英語学特論（２） 言語教育実習Ⅰ（２）

マルチリンガル教育特論（２）社会言語学特論（２）

英語論文の書き方Ⅰ（２） 英語論文の書き方Ⅱ（２）

ヨーロッパ文化特論（２） 英米文化特論（２）

多文化間教育特論（２）

夏期集中講義（２）

1年次修得単位　28単位

日
本
語
教
育
学
系
列

言語教育特殊研究Ⅰ（４） 言語教育特殊研究Ⅱ（４）

【修士論文】の場合
　特殊研究：８単位
　選択科目：24単位
　合　　計：32単位

【特定課題研究】の場合
　特殊研究：８単位
　選択科目：28単位
　合　　計：36単位

日本語教育学特論Ⅰ（２） 日本語教育学特論Ⅱ（２）

特定課題による修了を認め
られた者は、指導教員と
相談の上、選択科目の中から、
２科目（４単位）を履修する
こと。

日本語学特論（２） 言語教育実習Ⅱ（２）

マルチリンガル教育特論（２）社会言語学特論（２）

日本語論文の書き方Ⅰ（２）日本語論文の書き方Ⅱ（２）

英米文化特論（２） アジア文化特論（２）

多文化間教育特論（２）

夏期集中講義（２）

1年次修得単位　28単位

英
米
文
学
領
域

英米文学特殊研究Ⅰ（４） 英米文学特殊研究Ⅱ（４）

【修士論文】の場合
　特殊研究：８単位
　選択科目：24単位
　合計：32単位

【特定課題研究】の場合
　特殊研究：８単位
　選択科目：28単位
　合　　計：36単位

英米小説特論Ⅰ（２） 英米小説特論Ⅱ（２）

特定課題による修了を認め
られた者は、指導教員と
相談の上、選択科目の中から、
２科目（４単位）を履修する
こと。

英米演劇特論Ⅰ（２） 英米演劇特論Ⅱ（２）

英米批評特論Ⅰ（２） 英米批評特論Ⅱ（２）

英米詩特論Ⅰ（２） 英米詩特論Ⅱ（２）

英語論文の書き方Ⅰ（２） 英語論文の書き方Ⅱ（２）

*英米文化特論（２）

夏期集中講義（２）

1年次修得単位　28単位

①（　）内の数字は単位数
② *は他領域科目
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６　科目履修・研究計画
期
別 第１セメスター 夏期集中講義 第２セメスター 第３セメスター 夏期集中講義 第４セメスター

計
画
内
容

・�主領域の確定 ・�特殊研究Ⅰ（継
続）を含め主領
域から２科目以
上履修

・�特殊研究Ⅱの
　登録

・�修士論文又は
　特定課題研究
　提出

・�特殊研究Ⅰの
　登録

・�他領域から
　１科目以上履修

・主領域から履修 ・面接試験

・�主領域から
　２科目以上履修

集中講義で１科目
～２科目履修

・�修士論文概要
　提出

・他領域から履修 必要に応じて履修 ・�修士論文発表（特
定課題研究選択
者も該当する）

・�他領域から
　１科目以上履修

・�特定課題研究
　選択の承認
　（※該当者のみ）

・�修士論文中間
　発表

・�論文指導教授の
確定

履
修
状
況

12単位以上 ４単位以上 12単位以上 ４単位以上

既に履修及び履修
中の単位を合計し
て32単位以上（特
定課題研究の場合
36単位以上）

７　専修免許に必要な教職専門科目の履修
　専修免許を希望する学生は、以下の科目を除くどの科目を履修してもよい。
� ・日本語教育学特論Ⅰ� � ・日本語論文の書き方Ⅰ� � ・言語教育特殊研究ⅠD
� ・日本語教育学特論Ⅱ� � ・日本語論文の書き方Ⅱ� � ・言語教育特殊研究ⅡD
� ・日本語学特論�� � ・言語教育特殊研究ⅠC
� ・言語教育実習Ⅱ� � ・言語教育特殊研究ⅡC

専攻 免許の種類 必要単位数 履修科目

英米言語
文化専攻

中学校教諭専修免許（英語）
24 英米言語文化専攻専門教育科目

高等学校教諭専修免許（英語）
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８　履修モデル
1 年次 2年次

修了単位合計
第１セメスター 第 2セメスター 第３セメスター 第４セメスター

言
語
教
育
学
領
域

英
語
教
育
学
系
列

言語教育特殊研究Ⅰ（4） 言語教育特殊研究Ⅱ（4）

【修士論文】の場合
　特殊研究：８単位
　選択科目：24単位
　合　　計：32単位

【特定課題研究】の場合
　特殊研究：８単位
　選択科目：28単位
　合　　計：36単位

英語教育学特論Ⅰ（２） 英語教育学特論Ⅱ（２）

特定課題による修了を認め
られた者は、指導教員と
相談の上、選択科目の中から、
２科目（４単位）を履修
すること。

英語学特論（２） 言語教育実習Ⅰ（２）

マルチリンガル教育特論（２）社会言語学特論（２）

英語論文の書き方Ⅰ（２） 英語論文の書き方Ⅱ（２）

ヨーロッパ文化特論（２） 英米文化特論（２）

多文化間教育特論（２）

夏期集中講義（２）

1年次修得単位　28単位

日
本
語
教
育
学
系
列

言語教育特殊研究Ⅰ（４） 言語教育特殊研究Ⅱ（４）

【修士論文】の場合
　特殊研究：８単位
　選択科目：24単位
　合　　計：32単位

【特定課題研究】の場合
　特殊研究：８単位
　選択科目：28単位
　合　　計：36単位

日本語教育学特論Ⅰ（２） 日本語教育学特論Ⅱ（２）

特定課題による修了を認め
られた者は、指導教員と
相談の上、選択科目の中から、
２科目（４単位）を履修する
こと。

日本語学特論（２） 言語教育実習Ⅱ（２）

マルチリンガル教育特論（２）社会言語学特論（２）

日本語論文の書き方Ⅰ（２）日本語論文の書き方Ⅱ（２）

英米文化特論（２） アジア文化特論（２）

多文化間教育特論（２）

夏期集中講義（２）

1年次修得単位　28単位

英
米
文
学
領
域

英米文学特殊研究Ⅰ（４） 英米文学特殊研究Ⅱ（４）

【修士論文】の場合
　特殊研究：８単位
　選択科目：24単位
　合計：32単位

【特定課題研究】の場合
　特殊研究：８単位
　選択科目：28単位
　合　　計：36単位

英米小説特論Ⅰ（２） 英米小説特論Ⅱ（２）

特定課題による修了を認め
られた者は、指導教員と
相談の上、選択科目の中から、
２科目（４単位）を履修する
こと。

英米演劇特論Ⅰ（２） 英米演劇特論Ⅱ（２）

英米批評特論Ⅰ（２） 英米批評特論Ⅱ（２）

英米詩特論Ⅰ（２） 英米詩特論Ⅱ（２）

英語論文の書き方Ⅰ（２） 英語論文の書き方Ⅱ（２）

*英米文化特論（２）

夏期集中講義（２）

1年次修得単位　28単位

①（　）内の数字は単位数
② *は他領域科目
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６　科目履修・研究計画
期
別 第１セメスター 夏期集中講義 第２セメスター 第３セメスター 夏期集中講義 第４セメスター

計
画
内
容

・�主領域の確定 ・�特殊研究Ⅰ（継
続）を含め主領
域から２科目以
上履修

・�特殊研究Ⅱの
　登録

・�修士論文又は
　特定課題研究
　提出

・�特殊研究Ⅰの
　登録

・�他領域から
　１科目以上履修

・主領域から履修 ・面接試験

・�主領域から
　２科目以上履修

集中講義で１科目
～２科目履修

・�修士論文概要
　提出

・他領域から履修 必要に応じて履修 ・�修士論文発表（特
定課題研究選択
者も該当する）

・�他領域から
　１科目以上履修

・�特定課題研究
　選択の承認
　（※該当者のみ）

・�修士論文中間
　発表

・�論文指導教授の
確定

履
修
状
況

12単位以上 ４単位以上 12単位以上 ４単位以上

既に履修及び履修
中の単位を合計し
て32単位以上（特
定課題研究の場合
36単位以上）

７　専修免許に必要な教職専門科目の履修
　専修免許を希望する学生は、以下の科目を除くどの科目を履修してもよい。
� ・日本語教育学特論Ⅰ� � ・日本語論文の書き方Ⅰ� � ・言語教育特殊研究ⅠD
� ・日本語教育学特論Ⅱ� � ・日本語論文の書き方Ⅱ� � ・言語教育特殊研究ⅡD
� ・日本語学特論�� � ・言語教育特殊研究ⅠC
� ・言語教育実習Ⅱ� � ・言語教育特殊研究ⅡC

専攻 免許の種類 必要単位数 履修科目

英米言語
文化専攻

中学校教諭専修免許（英語）
24 英米言語文化専攻専門教育科目

高等学校教諭専修免許（英語）
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８　履修モデル
1 年次 2年次

修了単位合計
第１セメスター 第 2セメスター 第３セメスター 第４セメスター

言
語
教
育
学
領
域

英
語
教
育
学
系
列

言語教育特殊研究Ⅰ（4） 言語教育特殊研究Ⅱ（4）

【修士論文】の場合
　特殊研究：８単位
　選択科目：24単位
　合　　計：32単位

【特定課題研究】の場合
　特殊研究：８単位
　選択科目：28単位
　合　　計：36単位

英語教育学特論Ⅰ（２） 英語教育学特論Ⅱ（２）

特定課題による修了を認め
られた者は、指導教員と
相談の上、選択科目の中から、
２科目（４単位）を履修
すること。

英語学特論（２） 言語教育実習Ⅰ（２）

マルチリンガル教育特論（２）社会言語学特論（２）

英語論文の書き方Ⅰ（２） 英語論文の書き方Ⅱ（２）

ヨーロッパ文化特論（２） 英米文化特論（２）

多文化間教育特論（２）

夏期集中講義（２）

1年次修得単位　28単位

日
本
語
教
育
学
系
列

言語教育特殊研究Ⅰ（４） 言語教育特殊研究Ⅱ（４）

【修士論文】の場合
　特殊研究：８単位
　選択科目：24単位
　合　　計：32単位

【特定課題研究】の場合
　特殊研究：８単位
　選択科目：28単位
　合　　計：36単位

日本語教育学特論Ⅰ（２） 日本語教育学特論Ⅱ（２）

特定課題による修了を認め
られた者は、指導教員と
相談の上、選択科目の中から、
２科目（４単位）を履修する
こと。

日本語学特論（２） 言語教育実習Ⅱ（２）

マルチリンガル教育特論（２）社会言語学特論（２）

日本語論文の書き方Ⅰ（２）日本語論文の書き方Ⅱ（２）

英米文化特論（２） アジア文化特論（２）

多文化間教育特論（２）

夏期集中講義（２）

1年次修得単位　28単位

英
米
文
学
領
域

英米文学特殊研究Ⅰ（４） 英米文学特殊研究Ⅱ（４）

【修士論文】の場合
　特殊研究：８単位
　選択科目：24単位
　合計：32単位

【特定課題研究】の場合
　特殊研究：８単位
　選択科目：28単位
　合　　計：36単位

英米小説特論Ⅰ（２） 英米小説特論Ⅱ（２）

特定課題による修了を認め
られた者は、指導教員と
相談の上、選択科目の中から、
２科目（４単位）を履修する
こと。

英米演劇特論Ⅰ（２） 英米演劇特論Ⅱ（２）

英米批評特論Ⅰ（２） 英米批評特論Ⅱ（２）

英米詩特論Ⅰ（２） 英米詩特論Ⅱ（２）

英語論文の書き方Ⅰ（２） 英語論文の書き方Ⅱ（２）

*英米文化特論（２）

夏期集中講義（２）

1年次修得単位　28単位

①（　）内の数字は単位数
② *は他領域科目
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地
域
文
化
研
究
科

６　科目履修・研究計画
期
別 第１セメスター 夏期集中講義 第２セメスター 第３セメスター 夏期集中講義 第４セメスター

計
画
内
容

・�主領域の確定 ・�特殊研究Ⅰ（継
続）を含め主領
域から２科目以
上履修

・�特殊研究Ⅱの
　登録

・�修士論文又は
　特定課題研究
　提出

・�特殊研究Ⅰの
　登録

・�他領域から
　１科目以上履修

・主領域から履修 ・面接試験

・�主領域から
　２科目以上履修

集中講義で１科目
～２科目履修

・�修士論文概要
　提出

・他領域から履修 必要に応じて履修 ・�修士論文発表（特
定課題研究選択
者も該当する）

・�他領域から
　１科目以上履修

・�特定課題研究
　選択の承認
　（※該当者のみ）

・�修士論文中間
　発表

・�論文指導教授の
確定

履
修
状
況

12単位以上 ４単位以上 12単位以上 ４単位以上

既に履修及び履修
中の単位を合計し
て32単位以上（特
定課題研究の場合
36単位以上）

７　専修免許に必要な教職専門科目の履修
　専修免許を希望する学生は、以下の科目を除くどの科目を履修してもよい。
� ・日本語教育学特論Ⅰ� � ・日本語論文の書き方Ⅰ� � ・言語教育特殊研究ⅠD
� ・日本語教育学特論Ⅱ� � ・日本語論文の書き方Ⅱ� � ・言語教育特殊研究ⅡD
� ・日本語学特論�� � ・言語教育特殊研究ⅠC
� ・言語教育実習Ⅱ� � ・言語教育特殊研究ⅡC

専攻 免許の種類 必要単位数 履修科目

英米言語
文化専攻

中学校教諭専修免許（英語）
24 英米言語文化専攻専門教育科目

高等学校教諭専修免許（英語）
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地域文化研究科　英米言語文化専攻　【言語教育学領域】　　指導教員：里　麻奈美
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

１．オリエンテーション：講義の進め方・研究への取り組み方についての確認。
２．研究計画書の確認：各自の研究テーマ・研究目的・仮説・問題意識の確認。
３．前期・後期の研究プランの作成・研究目標の設定。
４．先行研究を選択し、参考文献リストとしてまとめる。
５．各自のテーマに沿った理論の理解・研究手法の理解・予備実験の計画。
６．夏期休業中の研究計画の確認。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

１．イントロダクション：夏期休業中の研究進捗状況の報告。
２．予備実験の実施・データ分析・結果考察。
３．本実験の実施・データ分析・結果考察。
４．修論の構成の確認・中間報告の準備。
５．春期休業中の研究計画の確認。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

１．イントロダクション：春期休業中の研究進捗状況の報告。
２．先行研究と各自の研究テーマとの関連性についてまとめる。
３．本論の研究目的・研究手続き・実験結果をまとめる。
４．中間発表の準備を進める。
５．夏期休業中の研究計画の確認。

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

１．イントロダクション：夏期休業中の研究進捗状況の報告。
２．修論の執筆状況を報告し、12月の講義終了までに修論の仮提出を行う。
３．論文の推敲を繰り返し、本提出する。
４．最終試験（面接試験）と最終発表に向けて準備する。
５．学会発表や学会誌への投稿を試みる。

地域文化研究科　英米言語文化専攻　【言語教育学領域】　　指導教員：李　炫姃（イヒョンジョン）
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

1．講義の進め方およびセメスター毎の研究計画について確認する。
2．研究計画書を確認する（研究テーマ、研究目的、期待される成果など）。
3．研究テーマに基づき、先行研究を含む参考文献リストを作成する。
4．先行研究を踏まえながらテーマに沿った研究手法を検討し、予備調査等の準備作業を行う。
5．夏期休業中の調査・研究計画を確認する。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

1．夏期休業中の調査・研究の遂行状況を報告する。
2．予備調査の結果を踏まえたうえで、研究方向の再確認および本調査の計画を立てる。
3．調査等に並行して、修論の目次および構成を組み立てる。
4．研究の進捗状況を確認しながら、論理性･独自性を含む論文全体の方向生を明確にする。
5．春期休業中の調査・研究計画を確認する。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

1．春期休業中の調査・研究の遂行状況を報告する。
2．調査等の分析結果を確認しながら、実証性･倫理性等における問題をチェックする。
3．中間発表に向けてこれまでの成果をまとめる。
4．中間発表で得たコメントをもとに、論文内容および今後の流れについて再検討する。
5．夏期休業中の論文作成計画を確認する。

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

1．夏期休業中の論文作成の遂行状況を報告する。
2．まとめに向けて論文全体の構成と内容における一貫性の確認および書式等のチェックを行う。
3．12月の講義終了までに修論の仮提出および得たアドバイス等を踏まえたうえで、本提出する。
4．最終試験（面接試験）と最終発表に向けて準備する。
5．学会発表や学会誌への投稿を試みる。
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地域文化研究科　英米言語文化専攻　【英米文学領域】　　指導教員：西原　幹子
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

１．受講生各自の問題意識を整理する。
２．作品の読解力を鍛える。
３．作品読解の方法と理論を学ぶ。
４．参考文献の収集と読解の方法を学ぶ。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

１．受講生の関心のあるテーマ・作家・作品を絞る。
２．受講生の研究対象となる作品群の読解を深める。
３．論文テーマを絞り込み、アウトライン（仮）を作成する。
４．先行研究の収集と、参考文献一覧の提出。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

１．先行研究の読解を深め、アウトラインを見直す。
２．序文（仮）の作成と本文の書き出し、各章の概要を担当教員に提出する。
３．論点の明確化と、中間発表への準備。
４．修士論文の中間発表（８月頃）を行い、アウトラインの推敲を行う。

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

１．下書き原稿を提出し、論点の明確化を図る。
２．論理構成や引用方法について見直す。
３．論文の推敲を繰り返す。
４．修士論文を完成させる。

９　研究指導計画書

地域文化研究科　英米言語文化専攻　【言語教育学領域】　　指導教員：李　イニッド
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

The�purpose�of� the� first-year�program�is� to�help�students�develop�a�good�understanding�of�
contemporary�research�in�the�field�of�second�language�teaching�and�learning�(with�a�focus�on�
English)�and�acquire� the�basic�skills� to�undertake� individual� research�projects.�Students�are�
expected�to�begin�their�library�research�and�make�necessary�revisions�of�their�thesis�proposals�
as�their�knowledge�of�the�field�and�research�skills�increase.

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

During�this�semester,�students�will�prepare�a�more�developed�research�plan�for�their�master’s�
thesis.�By�the�end�of�the�semester,�they�are�expected�to�submit�a�thesis�title,�an�outline�and�a�
research�schedule.

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

Students�are�expected� to�work� independently�on� their� research�and�write�an� initial�draft�
of� their� thesis.�The�draft�must�contain�a� literature�review�and�a�description�of�a�pilot�study.�
Toward�the�end�of� the�semester,�students�must�give�an�oral�presentation�of�a�satisfactory�
work-in-progress�report.

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

Students�should�complete�the�final�draft�of�their�thesis�at�least�two�months�before�graduation�
and�prepare�for�an�oral�examination.�The�thesis�must�be�derived�from�original�research�work.
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地域文化研究科　英米言語文化専攻　【言語教育学領域】　　指導教員：里　麻奈美
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

１．オリエンテーション：講義の進め方・研究への取り組み方についての確認。
２．研究計画書の確認：各自の研究テーマ・研究目的・仮説・問題意識の確認。
３．前期・後期の研究プランの作成・研究目標の設定。
４．先行研究を選択し、参考文献リストとしてまとめる。
５．各自のテーマに沿った理論の理解・研究手法の理解・予備実験の計画。
６．夏期休業中の研究計画の確認。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

１．イントロダクション：夏期休業中の研究進捗状況の報告。
２．予備実験の実施・データ分析・結果考察。
３．本実験の実施・データ分析・結果考察。
４．修論の構成の確認・中間報告の準備。
５．春期休業中の研究計画の確認。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

１．イントロダクション：春期休業中の研究進捗状況の報告。
２．先行研究と各自の研究テーマとの関連性についてまとめる。
３．本論の研究目的・研究手続き・実験結果をまとめる。
４．中間発表の準備を進める。
５．夏期休業中の研究計画の確認。

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

１．イントロダクション：夏期休業中の研究進捗状況の報告。
２．修論の執筆状況を報告し、12月の講義終了までに修論の仮提出を行う。
３．論文の推敲を繰り返し、本提出する。
４．最終試験（面接試験）と最終発表に向けて準備する。
５．学会発表や学会誌への投稿を試みる。

地域文化研究科　英米言語文化専攻　【言語教育学領域】　　指導教員：李　炫姃（イヒョンジョン）
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

1．講義の進め方およびセメスター毎の研究計画について確認する。
2．研究計画書を確認する（研究テーマ、研究目的、期待される成果など）。
3．研究テーマに基づき、先行研究を含む参考文献リストを作成する。
4．先行研究を踏まえながらテーマに沿った研究手法を検討し、予備調査等の準備作業を行う。
5．夏期休業中の調査・研究計画を確認する。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

1．夏期休業中の調査・研究の遂行状況を報告する。
2．予備調査の結果を踏まえたうえで、研究方向の再確認および本調査の計画を立てる。
3．調査等に並行して、修論の目次および構成を組み立てる。
4．研究の進捗状況を確認しながら、論理性･独自性を含む論文全体の方向生を明確にする。
5．春期休業中の調査・研究計画を確認する。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

1．春期休業中の調査・研究の遂行状況を報告する。
2．調査等の分析結果を確認しながら、実証性･倫理性等における問題をチェックする。
3．中間発表に向けてこれまでの成果をまとめる。
4．中間発表で得たコメントをもとに、論文内容および今後の流れについて再検討する。
5．夏期休業中の論文作成計画を確認する。

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

1．夏期休業中の論文作成の遂行状況を報告する。
2．まとめに向けて論文全体の構成と内容における一貫性の確認および書式等のチェックを行う。
3．12月の講義終了までに修論の仮提出および得たアドバイス等を踏まえたうえで、本提出する。
4．最終試験（面接試験）と最終発表に向けて準備する。
5．学会発表や学会誌への投稿を試みる。
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地域文化研究科　英米言語文化専攻　【英米文学領域】　　指導教員：西原　幹子
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

１．受講生各自の問題意識を整理する。
２．作品の読解力を鍛える。
３．作品読解の方法と理論を学ぶ。
４．参考文献の収集と読解の方法を学ぶ。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

１．受講生の関心のあるテーマ・作家・作品を絞る。
２．受講生の研究対象となる作品群の読解を深める。
３．論文テーマを絞り込み、アウトライン（仮）を作成する。
４．先行研究の収集と、参考文献一覧の提出。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

１．先行研究の読解を深め、アウトラインを見直す。
２．序文（仮）の作成と本文の書き出し、各章の概要を担当教員に提出する。
３．論点の明確化と、中間発表への準備。
４．修士論文の中間発表（８月頃）を行い、アウトラインの推敲を行う。

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

１．下書き原稿を提出し、論点の明確化を図る。
２．論理構成や引用方法について見直す。
３．論文の推敲を繰り返す。
４．修士論文を完成させる。

９　研究指導計画書

地域文化研究科　英米言語文化専攻　【言語教育学領域】　　指導教員：李　イニッド
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

The�purpose�of� the� first-year�program�is� to�help�students�develop�a�good�understanding�of�
contemporary�research�in�the�field�of�second�language�teaching�and�learning�(with�a�focus�on�
English)�and�acquire� the�basic�skills� to�undertake� individual� research�projects.�Students�are�
expected�to�begin�their�library�research�and�make�necessary�revisions�of�their�thesis�proposals�
as�their�knowledge�of�the�field�and�research�skills�increase.

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

During�this�semester,�students�will�prepare�a�more�developed�research�plan�for�their�master’s�
thesis.�By�the�end�of�the�semester,�they�are�expected�to�submit�a�thesis�title,�an�outline�and�a�
research�schedule.

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

Students�are�expected� to�work� independently�on� their� research�and�write�an� initial�draft�
of� their� thesis.�The�draft�must�contain�a� literature�review�and�a�description�of�a�pilot�study.�
Toward�the�end�of� the�semester,�students�must�give�an�oral�presentation�of�a�satisfactory�
work-in-progress�report.

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

Students�should�complete�the�final�draft�of�their�thesis�at�least�two�months�before�graduation�
and�prepare�for�an�oral�examination.�The�thesis�must�be�derived�from�original�research�work.

― 26 ―

02 地域文化研究科（ 大学院履修ガイド 2024） 0322.pdf :14

地域文化研究科　英米言語文化専攻　【言語教育学領域】　　指導教員：里　麻奈美
期別 研究指導計画・内容

１．オリエンテーション：講義の進め方・研究への取り組み方についての確認。
２．研究計画書の確認：各自の研究テーマ・研究目的・仮説・問題意識の確認。
３．前期・後期の研究プランの作成・研究目標の設定。
４．先行研究を選択し、参考文献リストとしてまとめる。
５．各自のテーマに沿った理論の理解・研究手法の理解・予備実験の計画。
６．夏期休業中の研究計画の確認。

１．イントロダクション：夏期休業中の研究進捗状況の報告。
２．予備実験の実施・データ分析・結果考察。
３．本実験の実施・データ分析・結果考察。
４．修論の構成の確認・中間報告の準備。
５．春期休業中の研究計画の確認。

１．イントロダクション：春期休業中の研究進捗状況の報告。
２．先行研究と各自の研究テーマとの関連性についてまとめる。
３．本論の研究目的・研究手続き・実験結果をまとめる。
４．中間発表の準備を進める。
５．夏期休業中の研究計画の確認。

１．イントロダクション：夏期休業中の研究進捗状況の報告。
２．修論の執筆状況を報告し、12月の講義終了までに修論の仮提出を行う。
３．論文の推敲を繰り返し、本提出する。
４．最終試験（面接試験）と最終発表に向けて準備する。
５．学会発表や学会誌への投稿を試みる。

地域文化研究科　英米言語文化専攻　【言語教育学領域】　　指導教員：李　炫姃（イヒョンジョン）
期別 研究指導計画・内容

1．講義の進め方およびセメスター毎の研究計画について確認する。
2．研究計画書を確認する（研究テーマ、研究目的、期待される成果など）。
3．研究テーマに基づき、先行研究を含む参考文献リストを作成する。
4．先行研究を踏まえながらテーマに沿った研究手法を検討し、予備調査等の準備作業を行う。
5．夏期休業中の調査・研究計画を確認する。

1．夏期休業中の調査・研究の遂行状況を報告する。
2．予備調査の結果を踏まえたうえで、研究方向の再確認および本調査の計画を立てる。
3．調査等に並行して、修論の目次および構成を組み立てる。
4．研究の進捗状況を確認しながら、論理性･独自性を含む論文全体の方向生を明確にする。
5．春期休業中の調査・研究計画を確認する。

1．春期休業中の調査・研究の遂行状況を報告する。
2．調査等の分析結果を確認しながら、実証性･倫理性等における問題をチェックする。
3．中間発表に向けてこれまでの成果をまとめる。
4．中間発表で得たコメントをもとに、論文内容および今後の流れについて再検討する。
5．夏期休業中の論文作成計画を確認する。

1．夏期休業中の論文作成の遂行状況を報告する。
2．まとめに向けて論文全体の構成と内容における一貫性の確認および書式等のチェックを行う。
3．12月の講義終了までに修論の仮提出および得たアドバイス等を踏まえたうえで、本提出する。
4．最終試験（面接試験）と最終発表に向けて準備する。
5．学会発表や学会誌への投稿を試みる。
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地域文化研究科　英米言語文化専攻　【言語教育学領域】　　指導教員：津波　聡
期別 研究指導計画・内容

１．オリエンテーション：講義の進め方及び各セメスターの目標確認
２．研究テーマ・研究目的・研究方法の設定
３．参考文献一覧の作成

研究計画の作成 ．４

１．データの収集
２．研究方法（第3章）の執筆
３．参考文献一覧の加筆･修正

先行研究（第2章）の執筆 ．４
５．夏休み課題の確認：データの分析･考察を行う

１．結果（第4章）及び考察（第5章）の執筆
２．中間発表に向けての取り組み
３．夏休み課題の確認：

はじめに（1章）及びおわりに（6章）を執筆し1st Draftを仕上げる

１．1st Draftの校正
２．Final Draftの作成・提出
３．最終試験に向けての取り組み

最終発表に向けての取り組み．４
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地域文化研究科　英米言語文化専攻　【言語教育学領域】　　指導教員：津波　聡
期別 研究指導計画・内容

１．オリエンテーション：講義の進め方及び各セメスターの目標確認
２．研究テーマ・研究目的・研究方法の設定
３．参考文献一覧の作成

研究計画の作成 ．４

１．データの収集
２．研究方法（第3章）の執筆
３．参考文献一覧の加筆･修正

先行研究（第2章）の執筆 ．４
５．夏休み課題の確認：データの分析･考察を行う

１．結果（第4章）及び考察（第5章）の執筆
２．中間発表に向けての取り組み
３．夏休み課題の確認：

はじめに（1章）及びおわりに（6章）を執筆し1st Draftを仕上げる

１．1st Draftの校正
２．Final Draftの作成・提出
３．最終試験に向けての取り組み

最終発表に向けての取り組み．４
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14
1
言
語
教
育
特
殊
研
究
Ⅰ
B
15
1
英
米
文
学
特
殊
研
究
Ⅰ
B

10
0
英
語
論
文
の
書
き
方
Ⅰ
11
0
英
語
教
育
学
特
論
Ⅰ

12
0
英
米
小
説
特
論
Ⅰ

13
0
言
語
教
育
実
習
Ⅰ

14
0
言
語
教
育
特
殊
研
究
Ⅰ
A
15
0
英
米
文
学
特
殊
研
究
Ⅰ
A地域文化研究科　英米言語文化専攻　【言語教育学領域】　　指導教員：尚　真貴子

期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

１．オリエンテーションを行う（講義の進め方、学期の流れについての確認、学会参加の奨励等）。
２．応募時の研究計画に基づき、研究テーマ、研究目的、期待される成果等について確認を行う。
３．研究目的・意義について討議し、セメスター毎の研究計画をたてる。
４．�研究テーマに沿った先行研究を含む参考文献、および資料のリストを作成する。その後、それらを読み込み、
整理を行い、内容についての報告を順次行う。

５．研究手法の検討、必要とされる準備の把握、予備調査等の実施をする。
６．夏期休業中の調査・研究計画を提出する。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

１．夏期休業中の調査・研究の実施状況を報告する。
２．テーマや研究の方向性を再確認し、修士論文提出までの作業計画や概要を作成する。
３．本調査を準備、実施し、分析する。調査等と並行して、修士論文の目次・構成を構築し、作成を始める。
４．�先行研究上での位置づけの再確認を行い、考察、予備調査、本調査等を振り返りながら、論文の独自性
について確認する。

５．修士論文の中間報告に向けて準備をする。
６．春期休業中の調査・研究計画を提出する。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

１．春期休業中の調査・研究の実施状況を報告する。
２．中間報告の批評・批判を踏まえて課題を確認し、計画を再確認する。
３．論文全体の構成を吟味し、内容の論理的一貫性の検討を行う。
４．調査等の分析結果について再検討しながら、実証性・体系性を鑑み、論文の全体構成を確定していく。
５．中間発表に向けて研究成果をまとめる。
６．中間発表でのコメントをもとに、修士論文の再検討を行う。
７．夏期休業中の研究計画をする。

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

１．夏期休業中の調査・研究および論文作成の進捗状況を報告する。
２．修士論文の作成を進め、章ごとに随時報告・提出し、指導教員のチェックを受ける。
３．内容の独創性・論理的一貫性の再検討、書式にも注意をしながら作成を進める。
４．�12月の講義終了までに、修士論文を仮提出する。その際、論文審査にあたる教員にも仮提出して、アドバ
イスを受け、それを指導教員と調整していく。

５．修士論文の手直しを重ね、本提出をする。
６．最終試験（面接試験）と最終発表に向けて準備を行う。
７．学会発表や学会誌への投稿を試みる。
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７　履修モデル

領域
１年次 ２年次

第１セメスター 第２セメスター 第３セメスター 第４セメスター

社
会
福
祉
学
領
域

専
攻
基
礎
科
目

人間福祉特論
（２単位）

保健医療分野に関する
理論と支援の展開
（２単位）

領
域
必
修
科
目

社会福祉研究法特論Ⅰ・Ⅱ（各２単位）
社会福祉実践演習Ⅰ・Ⅱ（各２単位）

選
択
科
目

自領域科目から１科目
（２単位）他領域科目
から１科目（２単位）以上

自領域科目から１科目
（２単位）他領域科目
から１科目（２単位）以上

自領域又は他領域科目
から２科目（４単位）
以上

特
殊
研
究

人間福祉特殊研究Ⅰ（４単位）
A､ B､ C､ D､ Eのいずれかを選択

人間福祉特殊研究Ⅱ（４単位）
A､ B､ C､ D､ Eのいずれかを選択

臨
床
心
理
学
領
域

専
攻
基
礎
科
目

人間福祉特論
（２単位）

保健医療分野に関する
理論と支援の展開
（２単位）

領
域
必
修
科
目

臨床心理学特論Ⅰ・Ⅱ（各２単位）
臨床心理基礎実習（２単位）
臨床心理査定演習Ⅰ
（心理的アセスメントに関する理論と実践）（２単位）
臨床心理査定演習Ⅱ（２単位）
心理実践実習Ⅰ（２単位）

臨床心理面接特論Ⅰ
（心理的支援に関する理論と実践）（２単位）
臨床心理面接特論Ⅱ（２単位）
臨床心理実習（心理実践実習Ⅱ）（６単位）

選
択
科
目

自領域科目から１科目
（２単位）以上

自領域科目から１科目
（２単位）以上

自領域科目から１科目
（２単位）以上

特
殊
研
究

臨床心理学特殊研究Ⅰ（４単位）
A､ B､ Cのいずれかを選択

臨床心理学特殊研究Ⅱ（４単位）
A､ B､ Cのいずれかを選択

＊�臨床心理学特殊研究は１年、２年を通じて（ⅠA＋ⅡA）、（ⅠB＋ⅡB）､（ⅠC＋ⅡC）のいずれかの組み合わせで履修すること。
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地
域
文
化
研
究
科

人間福祉専攻　科目の履修方法

１　修了要件
　本研究科の修了要件は標準２年在学し､ 地域文化研究科所定の科目を32単位以上履修し､ かつ
必要な研究指導を受けた上で､ 修士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない｡

２　領域別履修
　人間福祉専攻の学生は、入学初年度において専攻基礎科目の人間福祉特論又は保健医療分野に
関する理論と支援の展開（各２単位）を選択履修し、それぞれの領域における科目を履修する。
　社会福祉学領域の学生は、領域必修科目である人間福祉特殊研究Ⅰ及びⅡ（A､ B､ C､ D､ Eの
いずれか､ 合計８単位）を履修し、社会福祉研究法特論Ⅰ又はⅡ及び社会福祉実践実習Ⅰ又はⅡか
ら４単位を履修することとする。領域必修科目12単位に加えて、選択科目の中から18単位以上を履
修し、修了までに合計32単位以上履修しなければならない。
　臨床心理学領域の学生は、臨床心理学特殊研究Ⅰ及びⅡ（A､ B､ Cのいずれか､ 合計８単位）と
領域必修科目９科目（合計22単位）の合計30単位及び選択科目の中から６単位以上を履修し、修了
までに合計32単位以上を履修しなくてはならない。
　但し、臨床心理学領域必修科目と選択科目の一部科目の受講は、臨床心理学領域の学生に限る。

３　セメスター制
　本研究科はセメスター制を採用している｡ この制度は１学年度を前期と後期に分けて２学期制にし
たものであり､ 学期単位で単位履修が可能となる｡ 登録は各学期の初めとする｡ 特殊研究Ⅰと特殊
研究Ⅱは通年演習科目、また、臨床心理基礎実習、心理実践実習Ⅰ～Ⅳ、臨床心理実習A・Bは通年�
実習科目であることから､ 履修期間は１年（前期と後期）となる｡

４　集中講義
　標準２年で修了できるように､ 夏期休業及び春期休業に２科目の集中講義が計画されている｡

５　修士論文の作成
　学生は専門領域内の特殊研究Ⅰ及び特殊研究Ⅱを履修するとともに､ 修士論文指導教授を第１セメ�
スターの終わり頃までに決定し､ 論文作成の準備をしなくてはならない｡ そして第２セメスターの中
頃（12月）には論文テーマを指導教員に提出し､ セメスターの終わり頃（２月）には修士論文概要
（outline）を研究科長に提出しなければならない｡ 第３セメスターの終わり頃（８月）には修士論文�
の中間発表を行い､ 第４セメスターの終わり頃（１月）には修士論文を提出する｡
　臨床心理学領域の修士論文のテーマは臨床心理学に関する内容に限る。

６　専修免許に必要な教職専門科目の履修
　専修免許を希望する学生は､ 免許の種類に応じて下記の要領で履修しなければならない｡
研究科 専攻 領域 免許の種類 必要単位数 履修科目

地
域
文
化
研
究
科

人
間
福
祉
専
攻

臨床心理学領域 高等学校教諭専修免許（公民） 24 臨床心理学領域内の授業科目
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７　履修モデル

領域
１年次 ２年次

第１セメスター 第２セメスター 第３セメスター 第４セメスター

社
会
福
祉
学
領
域

専
攻
基
礎
科
目

人間福祉特論
（２単位）

保健医療分野に関する
理論と支援の展開
（２単位）

領
域
必
修
科
目

社会福祉研究法特論Ⅰ・Ⅱ（各２単位）
社会福祉実践演習Ⅰ・Ⅱ（各２単位）

選
択
科
目

自領域科目から１科目
（２単位）他領域科目
から１科目（２単位）以上

自領域科目から１科目
（２単位）他領域科目
から１科目（２単位）以上

自領域又は他領域科目
から２科目（４単位）
以上

特
殊
研
究

人間福祉特殊研究Ⅰ（４単位）
A､ B､ C､ D､ Eのいずれかを選択

人間福祉特殊研究Ⅱ（４単位）
A､ B､ C､ D､ Eのいずれかを選択

臨
床
心
理
学
領
域

専
攻
基
礎
科
目

人間福祉特論
（２単位）

保健医療分野に関する
理論と支援の展開
（２単位）

領
域
必
修
科
目

臨床心理学特論Ⅰ・Ⅱ（各２単位）
臨床心理基礎実習（２単位）
臨床心理査定演習Ⅰ
（心理的アセスメントに関する理論と実践）（２単位）
臨床心理査定演習Ⅱ（２単位）
心理実践実習Ⅰ（２単位）

臨床心理面接特論Ⅰ
（心理的支援に関する理論と実践）（２単位）
臨床心理面接特論Ⅱ（２単位）
臨床心理実習（心理実践実習Ⅱ）（６単位）

選
択
科
目

自領域科目から１科目
（２単位）以上

自領域科目から１科目
（２単位）以上

自領域科目から１科目
（２単位）以上

特
殊
研
究

臨床心理学特殊研究Ⅰ（４単位）
A､ B､ Cのいずれかを選択

臨床心理学特殊研究Ⅱ（４単位）
A､ B､ Cのいずれかを選択

＊�臨床心理学特殊研究は１年、２年を通じて（ⅠA＋ⅡA）、（ⅠB＋ⅡB）､（ⅠC＋ⅡC）のいずれかの組み合わせで履修すること。
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地
域
文
化
研
究
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人間福祉専攻　科目の履修方法

１　修了要件
　本研究科の修了要件は標準２年在学し､ 地域文化研究科所定の科目を32単位以上履修し､ かつ
必要な研究指導を受けた上で､ 修士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない｡

２　領域別履修
　人間福祉専攻の学生は、入学初年度において専攻基礎科目の人間福祉特論又は保健医療分野に
関する理論と支援の展開（各２単位）を選択履修し、それぞれの領域における科目を履修する。
　社会福祉学領域の学生は、領域必修科目である人間福祉特殊研究Ⅰ及びⅡ（A､ B､ C､ D､ Eの
いずれか､ 合計８単位）を履修し、社会福祉研究法特論Ⅰ又はⅡ及び社会福祉実践実習Ⅰ又はⅡか
ら４単位を履修することとする。領域必修科目12単位に加えて、選択科目の中から18単位以上を履
修し、修了までに合計32単位以上履修しなければならない。
　臨床心理学領域の学生は、臨床心理学特殊研究Ⅰ及びⅡ（A､ B､ Cのいずれか､ 合計８単位）と
領域必修科目９科目（合計22単位）の合計30単位及び選択科目の中から６単位以上を履修し、修了
までに合計32単位以上を履修しなくてはならない。
　但し、臨床心理学領域必修科目と選択科目の一部科目の受講は、臨床心理学領域の学生に限る。

３　セメスター制
　本研究科はセメスター制を採用している｡ この制度は１学年度を前期と後期に分けて２学期制にし
たものであり､ 学期単位で単位履修が可能となる｡ 登録は各学期の初めとする｡ 特殊研究Ⅰと特殊
研究Ⅱは通年演習科目、また、臨床心理基礎実習、心理実践実習Ⅰ～Ⅳ、臨床心理実習A・Bは通年�
実習科目であることから､ 履修期間は１年（前期と後期）となる｡

４　集中講義
　標準２年で修了できるように､ 夏期休業及び春期休業に２科目の集中講義が計画されている｡

５　修士論文の作成
　学生は専門領域内の特殊研究Ⅰ及び特殊研究Ⅱを履修するとともに､ 修士論文指導教授を第１セメ�
スターの終わり頃までに決定し､ 論文作成の準備をしなくてはならない｡ そして第２セメスターの中
頃（12月）には論文テーマを指導教員に提出し､ セメスターの終わり頃（２月）には修士論文概要
（outline）を研究科長に提出しなければならない｡ 第３セメスターの終わり頃（８月）には修士論文�
の中間発表を行い､ 第４セメスターの終わり頃（１月）には修士論文を提出する｡
　臨床心理学領域の修士論文のテーマは臨床心理学に関する内容に限る。

６　専修免許に必要な教職専門科目の履修
　専修免許を希望する学生は､ 免許の種類に応じて下記の要領で履修しなければならない｡
研究科 専攻 領域 免許の種類 必要単位数 履修科目

地
域
文
化
研
究
科

人
間
福
祉
専
攻

臨床心理学領域 高等学校教諭専修免許（公民） 24 臨床心理学領域内の授業科目
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７　履修モデル

領域
１年次 ２年次

第１セメスター 第２セメスター 第３セメスター 第４セメスター

社
会
福
祉
学
領
域

専
攻
基
礎
科
目

人間福祉特論
（２単位）

保健医療分野に関する
理論と支援の展開
（２単位）

領
域
必
修
科
目

社会福祉研究法特論Ⅰ・Ⅱ（各２単位）
社会福祉実践演習Ⅰ・Ⅱ（各２単位）

選
択
科
目

自領域科目から１科目
（２単位）他領域科目
から１科目（２単位）以上

自領域科目から１科目
（２単位）他領域科目
から１科目（２単位）以上

自領域又は他領域科目
から２科目（４単位）
以上

特
殊
研
究

人間福祉特殊研究Ⅰ（４単位）
A､ B､ C､ D､ Eのいずれかを選択

人間福祉特殊研究Ⅱ（４単位）
A､ B､ C､ D､ Eのいずれかを選択

臨
床
心
理
学
領
域

専
攻
基
礎
科
目

人間福祉特論
（２単位）

保健医療分野に関する
理論と支援の展開
（２単位）

領
域
必
修
科
目

臨床心理学特論Ⅰ・Ⅱ（各２単位）
臨床心理基礎実習（２単位）
臨床心理査定演習Ⅰ
（心理的アセスメントに関する理論と実践）（２単位）
臨床心理査定演習Ⅱ（２単位）
心理実践実習Ⅰ（２単位）

臨床心理面接特論Ⅰ
（心理的支援に関する理論と実践）（２単位）
臨床心理面接特論Ⅱ（２単位）
臨床心理実習（心理実践実習Ⅱ）（６単位）

選
択
科
目

自領域科目から１科目
（２単位）以上

自領域科目から１科目
（２単位）以上

自領域科目から１科目
（２単位）以上

特
殊
研
究

臨床心理学特殊研究Ⅰ（４単位）
A､ B､ Cのいずれかを選択

臨床心理学特殊研究Ⅱ（４単位）
A､ B､ Cのいずれかを選択

＊�臨床心理学特殊研究は１年、２年を通じて（ⅠA＋ⅡA）、（ⅠB＋ⅡB）､（ⅠC＋ⅡC）のいずれかの組み合わせで履修すること。
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人間福祉専攻　科目の履修方法

１　修了要件
　本研究科の修了要件は標準２年在学し､ 地域文化研究科所定の科目を32単位以上履修し､ かつ
必要な研究指導を受けた上で､ 修士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない｡

２　領域別履修
　人間福祉専攻の学生は、入学初年度において専攻基礎科目の人間福祉特論又は保健医療分野に
関する理論と支援の展開（各２単位）を選択履修し、それぞれの領域における科目を履修する。
　社会福祉学領域の学生は、領域必修科目である人間福祉特殊研究Ⅰ及びⅡ（A､ B､ C､ D､ Eの
いずれか､ 合計８単位）を履修し、社会福祉研究法特論Ⅰ又はⅡ及び社会福祉実践実習Ⅰ又はⅡか
ら４単位を履修することとする。領域必修科目12単位に加えて、選択科目の中から18単位以上を履
修し、修了までに合計32単位以上履修しなければならない。
　臨床心理学領域の学生は、臨床心理学特殊研究Ⅰ及びⅡ（A､ B､ Cのいずれか､ 合計８単位）と
領域必修科目９科目（合計22単位）の合計30単位及び選択科目の中から６単位以上を履修し、修了
までに合計32単位以上を履修しなくてはならない。
　但し、臨床心理学領域必修科目と選択科目の一部科目の受講は、臨床心理学領域の学生に限る。

３　セメスター制
　本研究科はセメスター制を採用している｡ この制度は１学年度を前期と後期に分けて２学期制にし
たものであり､ 学期単位で単位履修が可能となる｡ 登録は各学期の初めとする｡ 特殊研究Ⅰと特殊
研究Ⅱは通年演習科目、また、臨床心理基礎実習、心理実践実習Ⅰ～Ⅳ、臨床心理実習A・Bは通年�
実習科目であることから､ 履修期間は１年（前期と後期）となる｡

４　集中講義
　標準２年で修了できるように､ 夏期休業及び春期休業に２科目の集中講義が計画されている｡

５　修士論文の作成
　学生は専門領域内の特殊研究Ⅰ及び特殊研究Ⅱを履修するとともに､ 修士論文指導教授を第１セメ�
スターの終わり頃までに決定し､ 論文作成の準備をしなくてはならない｡ そして第２セメスターの中
頃（12月）には論文テーマを指導教員に提出し､ セメスターの終わり頃（２月）には修士論文概要
（outline）を研究科長に提出しなければならない｡ 第３セメスターの終わり頃（８月）には修士論文�
の中間発表を行い､ 第４セメスターの終わり頃（１月）には修士論文を提出する｡
　臨床心理学領域の修士論文のテーマは臨床心理学に関する内容に限る。

６　専修免許に必要な教職専門科目の履修
　専修免許を希望する学生は､ 免許の種類に応じて下記の要領で履修しなければならない｡
研究科 専攻 領域 免許の種類 必要単位数 履修科目

地
域
文
化
研
究
科

人
間
福
祉
専
攻

臨床心理学領域 高等学校教諭専修免許（公民） 24 臨床心理学領域内の授業科目
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地域文化研究科　人間福祉専攻　【社会福祉学領域】　　指導教員：岩田　直子
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

１．社会福祉学研究の概要を理解する。
２．研究の進め方を理解する。
３．問題意識の整理、参考文献の収集とリストの作成
４．主要参考文献を精読、発表する。
５．夏期休業中の研究計画とセメスターのまとめを提出

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

１．主要参考文献を精読、発表する
２．研究計画に沿って調査を実施する。
３．春期休業中の研究計画とセメスターのまとめを提出

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

１．調査の結果に関する考察
２．論文構成の吟味
３．中間発表の準備
４．夏期休業中の研究計画とセメスターのまとめを提出

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

１．内容の独創性・研究目的との整合性の検討
２．文献読解・調査手法などの妥当性の点検
３．論文まとめ
４．最終試験・最終発表会の準備

地域文化研究科　人間福祉専攻　【社会福祉学領域】　　指導教員：比嘉　昌哉
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

１．オリエンテーション：授業の進め方等
２．問題意識の整理：研究計画書の吟味
３．関心テーマに関する先行研究の概観：参考文献の収集とリストの作成
４．構想発表・検討：仮説の明確化
５．研究方法の検討：研究における倫理的課題の理解等

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

１．オリエンテーション：研究の進捗状況報告等
２．主要参考文献の精読：研究動向の概要の作成
３．調査等の実施：研究計画に沿ったプレ調査等の実施
４．課題の明確化：先行研究及び自らの調査を通して
５．論点の整理：研究テーマ・仮説の確定

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

１．オリエンテーション：研究の進捗状況報告等
２．研究テーマ・研究仮説・研究方法の確認
３．研究計画の確認と実際の研究の進め方
４．論文構成の吟味
５．中間発表の内容の確認・発表指導

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

１．オリエンテーション：論文完成に向けてスケジュールの確認
２．研究目的と論文のオリジナリティとの整合性の確認
３．論文のまとめ
４．最終口頭試問に向けての準備
５．論文の完成
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地域文化研究科　人間福祉専攻　【社会福祉学領域】　　指導教員：小柳　正弘
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

１．問題意識の整理→研究計画書･学部卒業論文の吟味
２．関連先行研究の概観→参考文献の収集とリストの作成
３．テーマの決定→基本文献の選定・問題の具体化・結論の展望
４．研究手法の検討→必要とされる準備の把握・予備調査等の実施
５．夏期休業中の研究計画とセメスターのまとめを提出

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

１．参考文献の読みこみ→研究動向概要の作成
２．研究上の位置づけ･意義の検討→研究テーマの再検討
３．基本文献の読解／本調査の実施
４．論点の整理→論文構成概略の作成
　　＊春期休業中の研究計画とセメスターのまとめを提出

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

１．基本文献の読解／本調査の結果に関する考察
２．論文構成の吟味→論理的一貫性の検討
３．論文概要の作成→修士論文中間発表の準備
４．論文全体の草稿を作成
　　＊夏期休業中の研究計画とセメスターのまとめを提出

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

１．内容の独創性・論理的一貫性の再検討
２．文献読解・調査手法などの妥当性の点検
３．書式の点検
４．論文の完成→最終試験・最終発表会の準備

８　研究指導計画書

地域文化研究科　人間福祉専攻　【社会福祉学領域】　　指導教員：ドナルド・クレイグ・ウィルコックス
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

・オリエンテーション（講義の進め方に関する説明など）
・各自の研究テーマの紹介・確認
・研究課題とフィールドの明確化
・研究の意味と基本的視点、情報検索・調査・分析に関する一般的な方法論、倫理等について再確認
・検索、方法の実際、個別指導
・中間報告（１回目）個別発表、全体検討、課題の明確化、個別指導　夏期休業中：学会参加を奨励

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

・中間報告会（２回目）個別発表、全体討議、課題の明確化
・先行研究・個別研究指導
・中間報告会（３回目）個別発表、全体討議、課題の明確化
・まとめ、提出、報告

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

・オリエンテーション（講義の進め方に関する説明）
・初回報告（１回目）個別発表、全体検討、課題の明確化
・論文の構成・作成手順等の再確認、調査における信頼性・妥当性の配慮、分析方法の再確認、個別指導
・中間報告（２回目）個別発表、全体検討、課題の明確化
・前期のまとめ　夏期休業中：調査資料の整理と分析

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

・中間報告会（３回目）個別発表、全体討議、課題の明確化
・修士論文の素案提出、個別論文指導
・中間報告会（４回目）個別発表、全体討議、課題の明確化、学会発表形式の発表方法について確認
・まとめ、提出、報告。
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地域文化研究科　人間福祉専攻　【社会福祉学領域】　　指導教員：岩田　直子
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

１．社会福祉学研究の概要を理解する。
２．研究の進め方を理解する。
３．問題意識の整理、参考文献の収集とリストの作成
４．主要参考文献を精読、発表する。
５．夏期休業中の研究計画とセメスターのまとめを提出

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

１．主要参考文献を精読、発表する
２．研究計画に沿って調査を実施する。
３．春期休業中の研究計画とセメスターのまとめを提出

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

１．調査の結果に関する考察
２．論文構成の吟味
３．中間発表の準備
４．夏期休業中の研究計画とセメスターのまとめを提出

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

１．内容の独創性・研究目的との整合性の検討
２．文献読解・調査手法などの妥当性の点検
３．論文まとめ
４．最終試験・最終発表会の準備

地域文化研究科　人間福祉専攻　【社会福祉学領域】　　指導教員：比嘉　昌哉
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

１．オリエンテーション：授業の進め方等
２．問題意識の整理：研究計画書の吟味
３．関心テーマに関する先行研究の概観：参考文献の収集とリストの作成
４．構想発表・検討：仮説の明確化
５．研究方法の検討：研究における倫理的課題の理解等

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

１．オリエンテーション：研究の進捗状況報告等
２．主要参考文献の精読：研究動向の概要の作成
３．調査等の実施：研究計画に沿ったプレ調査等の実施
４．課題の明確化：先行研究及び自らの調査を通して
５．論点の整理：研究テーマ・仮説の確定

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

１．オリエンテーション：研究の進捗状況報告等
２．研究テーマ・研究仮説・研究方法の確認
３．研究計画の確認と実際の研究の進め方
４．論文構成の吟味
５．中間発表の内容の確認・発表指導

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

１．オリエンテーション：論文完成に向けてスケジュールの確認
２．研究目的と論文のオリジナリティとの整合性の確認
３．論文のまとめ
４．最終口頭試問に向けての準備
５．論文の完成
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地域文化研究科　人間福祉専攻　【社会福祉学領域】　　指導教員：小柳　正弘
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

１．問題意識の整理→研究計画書･学部卒業論文の吟味
２．関連先行研究の概観→参考文献の収集とリストの作成
３．テーマの決定→基本文献の選定・問題の具体化・結論の展望
４．研究手法の検討→必要とされる準備の把握・予備調査等の実施
５．夏期休業中の研究計画とセメスターのまとめを提出

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

１．参考文献の読みこみ→研究動向概要の作成
２．研究上の位置づけ･意義の検討→研究テーマの再検討
３．基本文献の読解／本調査の実施
４．論点の整理→論文構成概略の作成
　　＊春期休業中の研究計画とセメスターのまとめを提出

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

１．基本文献の読解／本調査の結果に関する考察
２．論文構成の吟味→論理的一貫性の検討
３．論文概要の作成→修士論文中間発表の準備
４．論文全体の草稿を作成
　　＊夏期休業中の研究計画とセメスターのまとめを提出

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

１．内容の独創性・論理的一貫性の再検討
２．文献読解・調査手法などの妥当性の点検
３．書式の点検
４．論文の完成→最終試験・最終発表会の準備

８　研究指導計画書

地域文化研究科　人間福祉専攻　【社会福祉学領域】　　指導教員：ドナルド・クレイグ・ウィルコックス
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

・オリエンテーション（講義の進め方に関する説明など）
・各自の研究テーマの紹介・確認
・研究課題とフィールドの明確化
・研究の意味と基本的視点、情報検索・調査・分析に関する一般的な方法論、倫理等について再確認
・検索、方法の実際、個別指導
・中間報告（１回目）個別発表、全体検討、課題の明確化、個別指導　夏期休業中：学会参加を奨励

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

・中間報告会（２回目）個別発表、全体討議、課題の明確化
・先行研究・個別研究指導
・中間報告会（３回目）個別発表、全体討議、課題の明確化
・まとめ、提出、報告

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

・オリエンテーション（講義の進め方に関する説明）
・初回報告（１回目）個別発表、全体検討、課題の明確化
・論文の構成・作成手順等の再確認、調査における信頼性・妥当性の配慮、分析方法の再確認、個別指導
・中間報告（２回目）個別発表、全体検討、課題の明確化
・前期のまとめ　夏期休業中：調査資料の整理と分析

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

・中間報告会（３回目）個別発表、全体討議、課題の明確化
・修士論文の素案提出、個別論文指導
・中間報告会（４回目）個別発表、全体討議、課題の明確化、学会発表形式の発表方法について確認
・まとめ、提出、報告。
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地域文化研究科　人間福祉専攻　【社会福祉学領域】　　指導教員：岩田　直子
期別 研究指導計画・内容

１．社会福祉学研究の概要を理解する。
２．研究の進め方を理解する。
３．問題意識の整理、参考文献の収集とリストの作成
４．主要参考文献を精読、発表する。
５．夏期休業中の研究計画とセメスターのまとめを提出

１．主要参考文献を精読、発表する
２．研究計画に沿って調査を実施する。
３．春期休業中の研究計画とセメスターのまとめを提出

１．調査の結果に関する考察
２．論文構成の吟味
３．中間発表の準備
４．夏期休業中の研究計画とセメスターのまとめを提出

１．内容の独創性・研究目的との整合性の検討
２．文献読解・調査手法などの妥当性の点検
３．論文まとめ
４．最終試験・最終発表会の準備

地域文化研究科　人間福祉専攻　【社会福祉学領域】　　指導教員：比嘉　昌哉
期別 研究指導計画・内容

１．オリエンテーション：授業の進め方等
２．問題意識の整理：研究計画書の吟味
３．関心テーマに関する先行研究の概観：参考文献の収集とリストの作成
４．構想発表・検討：問題意識の明確化
５．研究方法の検討：研究における倫理的課題の理解等

１．オリエンテーション：研究の進捗状況報告等
２．主要参考文献の精読：研究動向の概要の作成
３．調査等の実施：研究計画に沿ったプレ調査等の実施、及び研究倫理審査に向けての準備
４．課題の明確化：先行研究及び自らの調査を通して
５．論点の整理：研究テーマ・論文構成の確定

１．オリエンテーション：研究の進捗状況報告等
２．研究テーマ・研究方法の確認
３．研究計画の確認と実際の研究の進め方
４．論文構成の再吟味
５．中間発表の内容の確認・発表指導

１．オリエンテーション：論文完成に向けてスケジュールの確認
２．研究目的と論文のオリジナリティとの整合性の確認
３．論文のまとめ
４．最終試験・発表会に向けての準備
５．論文の完成
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表
 地

域
文

化
研

究
科

人
間

福
祉

専
攻

（
社

会
福

祉
G

CW
）

科
目
区
分

導
入
科
目

基
礎
科
目

応
用
科
目

修
士
論
文
指
導
科
目

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・

ポ
リ
シ
ー

十
の
位
の
数

0
1

2
3

20
0

22
8
福
祉
分
野
に
関
す
る
理
論
と
支
援
の
展
開

22
7
社
会
心
理
学
特
論

22
6
対
人
援
助
特
論
Ⅱ

23
5
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅱ
Ｅ

22
5
地
域
共
生
社
会
特
論
Ⅱ

23
4
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅱ
Ｄ

22
4
障
害
と
支
援
・
ケ
ア
特
論
Ⅱ

23
3
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅱ
Ｃ

21
2
社
会
福
祉
実
践
演
習
Ⅱ

22
3
子
ど
も
家
庭
支
援
特
論
Ⅱ

23
2
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅱ
Ｂ

21
1
社
会
福
祉
研
究
法
特
論
Ⅱ

22
2
福
祉
老
年
学
特
論
Ⅱ

23
1
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅱ
A

12
8
社
会
福
祉
法
制
度
特
論

10
0

12
7
対
人
援
助
特
論
Ⅰ

12
6
地
域
共
生
社
会
特
論
Ⅰ

12
5
障
害
と
支
援
・
ケ
ア
特
論
Ⅰ

13
5
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅰ
Ｅ

12
4
子
ど
も
家
庭
支
援
特
論
Ⅰ

13
4
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅰ
Ｄ

12
3
福
祉
老
年
学
特
論
Ⅰ

13
3
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅰ
Ｃ

10
2
保
健
医
療
分
野
に
関
す
る
理
論
と
支

援
の
展
開

11
2
社
会
福
祉
実
践
演
習
Ⅰ

12
2
保
健
医
療
福
祉
特
論

13
2
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅰ
Ｂ

10
1
人
間
福
祉
特
論

11
1
社
会
福
祉
研
究
法
特
論
Ⅰ

12
1
先
端
社
会
福
祉
研
究
特
論

13
1
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅰ
A

地域文化研究科　人間福祉専攻　【社会福祉学領域】　　指導教員：知名　　孝
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

１．�オリエンテーション：授業の進め方・「大学院で何を学びたいのか・大学院で何ができるのか」について、
大学院でやっていきたいことに対する２年間（長期履修の場合は３年間）の計画、この１年の計画の検討．

２．�リサーチクエスチョンのシェープアップ⑴：研究課題のブレインストーミングにもとづくリサーチク
エスチョンのシェープアップ．

３．�研究論文について学ぶ：「社会福祉分野における研究論文」について：社会現象・社会実践を記述するた
めの論文作成について．

４．�研究論文を読む−リットリビュー（先行研究）について学ぶ：Lit.Reviewの部分だけを読んで、シェアする．
５．研究論文を読む−調査について学ぶ：リサーチ部分を読んでシェアする．
６．リサーチクエスチョンのシェープアップ⑵：これまでの学びを自身のリサーチプランへの反映．
　　＊夏期休業中にannotated�bibを作成する．

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

１．annotated�bibの展開―先行研究をまとめる．
２．調査方法について検討・全体の研究計画を決定．
３．調査実施に向けての準備と調査の実施．
４．調査結果の分析とそのまとめ．＊春休み中に調査結果の要点のメモ・考察メモの作成

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

１．オリエンテーション：前期・後期の論文作成・調査計画について．
２．先行研究・調査方法・調査の結果と考察までの中間報告をまとめて発表．
３．「２」の原稿執筆．

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

１．全体の原稿執筆にむけて．
２．発表・オーラルにむけての準備
３．論文の完成

地域文化研究科　人間福祉専攻　【臨床心理学領域】　　指導教員：上田　幸彦
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

１週目　　　　　オリエンテーション
２週目−５週目　臨床心理学における研究テーマの概説
６週目−９週目　卒論の概要・関心のあるテーマについて発表する
10週目−13週目　研究の具体的手続（データ収集・統計的検定・倫理的配慮など）についての概説
14週目−15週目　各自の関心のあるテーマに関する論点・研究目的を報告する

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

１週目−２週目　各自のテーマに関する論点・研究目的を報告する(続き)
２週目−６週目　科学論文の書き方：目的・方法・結果・考察・引用について概説
７週目−10週目　修士論文研究計画を発表する
11週目−13週目　修士論文の完成のイメージを作る。また他者の論文について批判的検討を行う
14週目−15週目　学会発表のイメージを作る。学会発表における質疑応答の仕方を学ぶ

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

１週目　　　　　オリエンテーション　
２週目−５週目　１年時に作成した研究計画の再検討
６週目−９週目　他者の研究についての批判的検討を行う
10週目−13週目　予備調査の結果について報告する
14週目−15週目　他者の研究についての建設的提言を行う

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

１週目−２週目　他者の研究についての建設的提言を行う（続き)
３週目−６週目　修士論文の目的・方法・結果について発表する
７週目−13週目　修士論文完成に向けての指導を受ける
14週目−15週目　修士論文発表会に向けての予演を行う
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人
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（
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会
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G

CW
）

科
目
区
分

導
入
科
目

基
礎
科
目

応
用
科
目

修
士
論
文
指
導
科
目

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・

ポ
リ
シ
ー

十
の
位
の
数

0
1

2
3

20
0

22
8
福
祉
分
野
に
関
す
る
理
論
と
支
援
の
展
開

22
7
社
会
心
理
学
特
論

22
6
対
人
援
助
特
論
Ⅱ

23
5
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅱ
Ｅ

22
5
地
域
共
生
社
会
特
論
Ⅱ

23
4
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅱ
Ｄ

22
4
障
害
と
支
援
・
ケ
ア
特
論
Ⅱ

23
3
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅱ
Ｃ

21
2
社
会
福
祉
実
践
演
習
Ⅱ

22
3
子
ど
も
家
庭
支
援
特
論
Ⅱ

23
2
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅱ
Ｂ

21
1
社
会
福
祉
研
究
法
特
論
Ⅱ

22
2
福
祉
老
年
学
特
論
Ⅱ

23
1
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅱ
A

12
8
社
会
福
祉
法
制
度
特
論

10
0

12
7
対
人
援
助
特
論
Ⅰ

12
6
地
域
共
生
社
会
特
論
Ⅰ

12
5
障
害
と
支
援
・
ケ
ア
特
論
Ⅰ

13
5
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅰ
Ｅ

12
4
子
ど
も
家
庭
支
援
特
論
Ⅰ

13
4
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅰ
Ｄ

12
3
福
祉
老
年
学
特
論
Ⅰ

13
3
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅰ
Ｃ

10
2
保
健
医
療
分
野
に
関
す
る
理
論
と
支

援
の
展
開

11
2
社
会
福
祉
実
践
演
習
Ⅰ

12
2
保
健
医
療
福
祉
特
論

13
2
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅰ
Ｂ

10
1
人
間
福
祉
特
論

11
1
社
会
福
祉
研
究
法
特
論
Ⅰ

12
1
先
端
社
会
福
祉
研
究
特
論

13
1
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅰ
A
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間

福
祉
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CW
）

科
目
区
分

導
入
科
目

基
礎
科
目

応
用
科
目

修
士
論
文
指
導
科
目

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・

ポ
リ
シ
ー

十
の
位
の
数

0
1

2
3

20
0

22
8
福
祉
分
野
に
関
す
る
理
論
と
支
援
の
展
開

22
7
社
会
心
理
学
特
論

22
6
対
人
援
助
特
論
Ⅱ

23
5
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅱ
Ｅ

22
5
地
域
共
生
社
会
特
論
Ⅱ

23
4
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅱ
Ｄ

22
4
障
害
と
支
援
・
ケ
ア
特
論
Ⅱ

23
3
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅱ
Ｃ

21
2
社
会
福
祉
実
践
演
習
Ⅱ

22
3
子
ど
も
家
庭
支
援
特
論
Ⅱ

23
2
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅱ
Ｂ

21
1
社
会
福
祉
研
究
法
特
論
Ⅱ

22
2
福
祉
老
年
学
特
論
Ⅱ

23
1
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅱ
A

12
8
社
会
福
祉
法
制
度
特
論

10
0

12
7
対
人
援
助
特
論
Ⅰ

12
6
地
域
共
生
社
会
特
論
Ⅰ

12
5
障
害
と
支
援
・
ケ
ア
特
論
Ⅰ

13
5
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅰ
Ｅ

12
4
子
ど
も
家
庭
支
援
特
論
Ⅰ

13
4
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅰ
Ｄ

12
3
福
祉
老
年
学
特
論
Ⅰ

13
3
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅰ
Ｃ

10
2
保
健
医
療
分
野
に
関
す
る
理
論
と
支

援
の
展
開

11
2
社
会
福
祉
実
践
演
習
Ⅰ

12
2
保
健
医
療
福
祉
特
論

13
2
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅰ
Ｂ

10
1
人
間
福
祉
特
論

11
1
社
会
福
祉
研
究
法
特
論
Ⅰ

12
1
先
端
社
会
福
祉
研
究
特
論

13
1
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅰ
A

地域文化研究科　人間福祉専攻　【社会福祉学領域】　　指導教員：知名　　孝
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

１．�オリエンテーション：授業の進め方・「大学院で何を学びたいのか・大学院で何ができるのか」について、
大学院でやっていきたいことに対する２年間（長期履修の場合は３年間）の計画、この１年の計画の検討．

２．�リサーチクエスチョンのシェープアップ⑴：研究課題のブレインストーミングにもとづくリサーチク
エスチョンのシェープアップ．

３．�研究論文について学ぶ：「社会福祉分野における研究論文」について：社会現象・社会実践を記述するた
めの論文作成について．

４．�研究論文を読む−リットリビュー（先行研究）について学ぶ：Lit.Reviewの部分だけを読んで、シェアする．
５．研究論文を読む−調査について学ぶ：リサーチ部分を読んでシェアする．
６．リサーチクエスチョンのシェープアップ⑵：これまでの学びを自身のリサーチプランへの反映．
　　＊夏期休業中にannotated�bibを作成する．

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

１．annotated�bibの展開―先行研究をまとめる．
２．調査方法について検討・全体の研究計画を決定．
３．調査実施に向けての準備と調査の実施．
４．調査結果の分析とそのまとめ．＊春休み中に調査結果の要点のメモ・考察メモの作成

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

１．オリエンテーション：前期・後期の論文作成・調査計画について．
２．先行研究・調査方法・調査の結果と考察までの中間報告をまとめて発表．
３．「２」の原稿執筆．

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

１．全体の原稿執筆にむけて．
２．発表・オーラルにむけての準備
３．論文の完成

地域文化研究科　人間福祉専攻　【臨床心理学領域】　　指導教員：上田　幸彦
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

１週目　　　　　オリエンテーション
２週目−５週目　臨床心理学における研究テーマの概説
６週目−９週目　卒論の概要・関心のあるテーマについて発表する
10週目−13週目　研究の具体的手続（データ収集・統計的検定・倫理的配慮など）についての概説
14週目−15週目　各自の関心のあるテーマに関する論点・研究目的を報告する

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

１週目−２週目　各自のテーマに関する論点・研究目的を報告する(続き)
２週目−６週目　科学論文の書き方：目的・方法・結果・考察・引用について概説
７週目−10週目　修士論文研究計画を発表する
11週目−13週目　修士論文の完成のイメージを作る。また他者の論文について批判的検討を行う
14週目−15週目　学会発表のイメージを作る。学会発表における質疑応答の仕方を学ぶ

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

１週目　　　　　オリエンテーション　
２週目−５週目　１年時に作成した研究計画の再検討
６週目−９週目　他者の研究についての批判的検討を行う
10週目−13週目　予備調査の結果について報告する
14週目−15週目　他者の研究についての建設的提言を行う

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

１週目−２週目　他者の研究についての建設的提言を行う（続き)
３週目−６週目　修士論文の目的・方法・結果について発表する
７週目−13週目　修士論文完成に向けての指導を受ける
14週目−15週目　修士論文発表会に向けての予演を行う
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域
文

化
研

究
科

人
間

福
祉

専
攻

（
社

会
福

祉
G

CW
）

科
目
区
分

導
入
科
目

基
礎
科
目

応
用
科
目

修
士
論
文
指
導
科
目

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・

ポ
リ
シ
ー

十
の
位
の
数

0
1

2
3

20
0

22
8
福
祉
分
野
に
関
す
る
理
論
と
支
援
の
展
開

22
7
社
会
心
理
学
特
論

22
6
対
人
援
助
特
論
Ⅱ

23
5
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅱ
Ｅ

22
5
地
域
共
生
社
会
特
論
Ⅱ

23
4
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅱ
Ｄ

22
4
障
害
と
支
援
・
ケ
ア
特
論
Ⅱ

23
3
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅱ
Ｃ

21
2
社
会
福
祉
実
践
演
習
Ⅱ

22
3
子
ど
も
家
庭
支
援
特
論
Ⅱ

23
2
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅱ
Ｂ

21
1
社
会
福
祉
研
究
法
特
論
Ⅱ

22
2
福
祉
老
年
学
特
論
Ⅱ

23
1
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅱ
A

12
8
社
会
福
祉
法
制
度
特
論

10
0

12
7
対
人
援
助
特
論
Ⅰ

12
6
地
域
共
生
社
会
特
論
Ⅰ

12
5
障
害
と
支
援
・
ケ
ア
特
論
Ⅰ

13
5
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅰ
Ｅ

12
4
子
ど
も
家
庭
支
援
特
論
Ⅰ

13
4
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅰ
Ｄ

12
3
福
祉
老
年
学
特
論
Ⅰ

13
3
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅰ
Ｃ

10
2
保
健
医
療
分
野
に
関
す
る
理
論
と
支

援
の
展
開

11
2
社
会
福
祉
実
践
演
習
Ⅰ

12
2
保
健
医
療
福
祉
特
論

13
2
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅰ
Ｂ

10
1
人
間
福
祉
特
論

11
1
社
会
福
祉
研
究
法
特
論
Ⅰ

12
1
先
端
社
会
福
祉
研
究
特
論

13
1
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅰ
A
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表
 地

域
文

化
研

究
科

人
間

福
祉

専
攻

（
社

会
福

祉
G

CW
）

科
目
区
分

導
入
科
目

基
礎
科
目

応
用
科
目

修
士
論
文
指
導
科
目

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・

ポ
リ
シ
ー

十
の
位
の
数

0
1

2
3

20
0

22
8
福
祉
分
野
に
関
す
る
理
論
と
支
援
の
展
開

22
7
社
会
心
理
学
特
論

22
6
対
人
援
助
特
論
Ⅱ

23
5
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅱ
Ｅ

22
5
地
域
共
生
社
会
特
論
Ⅱ

23
4
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅱ
Ｄ

22
4
障
害
と
支
援
・
ケ
ア
特
論
Ⅱ

23
3
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅱ
Ｃ

21
2
社
会
福
祉
実
践
演
習
Ⅱ

22
3
子
ど
も
家
庭
支
援
特
論
Ⅱ

23
2
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅱ
Ｂ

21
1
社
会
福
祉
研
究
法
特
論
Ⅱ

22
2
福
祉
老
年
学
特
論
Ⅱ

23
1
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅱ
A

12
8
社
会
福
祉
法
制
度
特
論

10
0

12
7
対
人
援
助
特
論
Ⅰ

12
6
地
域
共
生
社
会
特
論
Ⅰ

12
5
障
害
と
支
援
・
ケ
ア
特
論
Ⅰ

13
5
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅰ
Ｅ

12
4
子
ど
も
家
庭
支
援
特
論
Ⅰ

13
4
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅰ
Ｄ

12
3
福
祉
老
年
学
特
論
Ⅰ

13
3
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅰ
Ｃ

10
2
保
健
医
療
分
野
に
関
す
る
理
論
と
支

援
の
展
開

11
2
社
会
福
祉
実
践
演
習
Ⅰ

12
2
保
健
医
療
福
祉
特
論

13
2
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅰ
Ｂ

10
1
人
間
福
祉
特
論

11
1
社
会
福
祉
研
究
法
特
論
Ⅰ

12
1
先
端
社
会
福
祉
研
究
特
論

13
1
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅰ
A

地域文化研究科　人間福祉専攻　【社会福祉学領域】　　指導教員：知名　　孝
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

１．�オリエンテーション：授業の進め方・「大学院で何を学びたいのか・大学院で何ができるのか」について、
大学院でやっていきたいことに対する２年間（長期履修の場合は３年間）の計画、この１年の計画の検討．

２．�リサーチクエスチョンのシェープアップ⑴：研究課題のブレインストーミングにもとづくリサーチク
エスチョンのシェープアップ．

３．�研究論文について学ぶ：「社会福祉分野における研究論文」について：社会現象・社会実践を記述するた
めの論文作成について．

４．�研究論文を読む−リットリビュー（先行研究）について学ぶ：Lit.Reviewの部分だけを読んで、シェアする．
５．研究論文を読む−調査について学ぶ：リサーチ部分を読んでシェアする．
６．リサーチクエスチョンのシェープアップ⑵：これまでの学びを自身のリサーチプランへの反映．
　　＊夏期休業中にannotated�bibを作成する．

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

１．annotated�bibの展開―先行研究をまとめる．
２．調査方法について検討・全体の研究計画を決定．
３．調査実施に向けての準備と調査の実施．
４．調査結果の分析とそのまとめ．＊春休み中に調査結果の要点のメモ・考察メモの作成

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

１．オリエンテーション：前期・後期の論文作成・調査計画について．
２．先行研究・調査方法・調査の結果と考察までの中間報告をまとめて発表．
３．「２」の原稿執筆．

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

１．全体の原稿執筆にむけて．
２．発表・オーラルにむけての準備
３．論文の完成

地域文化研究科　人間福祉専攻　【臨床心理学領域】　　指導教員：上田　幸彦
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

１週目　　　　　オリエンテーション
２週目−５週目　臨床心理学における研究テーマの概説
６週目−９週目　卒論の概要・関心のあるテーマについて発表する
10週目−13週目　研究の具体的手続（データ収集・統計的検定・倫理的配慮など）についての概説
14週目−15週目　各自の関心のあるテーマに関する論点・研究目的を報告する

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

１週目−２週目　各自のテーマに関する論点・研究目的を報告する(続き)
２週目−６週目　科学論文の書き方：目的・方法・結果・考察・引用について概説
７週目−10週目　修士論文研究計画を発表する
11週目−13週目　修士論文の完成のイメージを作る。また他者の論文について批判的検討を行う
14週目−15週目　学会発表のイメージを作る。学会発表における質疑応答の仕方を学ぶ

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

１週目　　　　　オリエンテーション　
２週目−５週目　１年時に作成した研究計画の再検討
６週目−９週目　他者の研究についての批判的検討を行う
10週目−13週目　予備調査の結果について報告する
14週目−15週目　他者の研究についての建設的提言を行う

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

１週目−２週目　他者の研究についての建設的提言を行う（続き)
３週目−６週目　修士論文の目的・方法・結果について発表する
７週目−13週目　修士論文完成に向けての指導を受ける
14週目−15週目　修士論文発表会に向けての予演を行う
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会
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G

CW
）

科
目
区
分

導
入
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目
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科
目

応
用
科
目

修
士
論
文
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導
科
目

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・

ポ
リ
シ
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十
の
位
の
数

0
1

2
3

20
0

22
8
福
祉
分
野
に
関
す
る
理
論
と
支
援
の
展
開

22
7
社
会
心
理
学
特
論

22
6
対
人
援
助
特
論
Ⅱ

23
5
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅱ
Ｅ

22
5
地
域
共
生
社
会
特
論
Ⅱ

23
4
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅱ
Ｄ

22
4
障
害
と
支
援
・
ケ
ア
特
論
Ⅱ

23
3
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅱ
Ｃ

21
2
社
会
福
祉
実
践
演
習
Ⅱ

22
3
子
ど
も
家
庭
支
援
特
論
Ⅱ

23
2
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅱ
Ｂ

21
1
社
会
福
祉
研
究
法
特
論
Ⅱ

22
2
福
祉
老
年
学
特
論
Ⅱ

23
1
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅱ
A

12
8
社
会
福
祉
法
制
度
特
論

10
0

12
7
対
人
援
助
特
論
Ⅰ

12
6
地
域
共
生
社
会
特
論
Ⅰ

12
5
障
害
と
支
援
・
ケ
ア
特
論
Ⅰ

13
5
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅰ
Ｅ

12
4
子
ど
も
家
庭
支
援
特
論
Ⅰ

13
4
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅰ
Ｄ

12
3
福
祉
老
年
学
特
論
Ⅰ

13
3
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅰ
Ｃ

10
2
保
健
医
療
分
野
に
関
す
る
理
論
と
支

援
の
展
開

11
2
社
会
福
祉
実
践
演
習
Ⅰ

12
2
保
健
医
療
福
祉
特
論

13
2
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅰ
Ｂ

10
1
人
間
福
祉
特
論

11
1
社
会
福
祉
研
究
法
特
論
Ⅰ

12
1
先
端
社
会
福
祉
研
究
特
論

13
1
人
間
福
祉
特
殊
研
究
Ⅰ
A
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沖縄国際大学大学院地域文化研究科会規程
（趣旨）
第１条　この規程は、本学大学院学則第12条第３項に基づき、沖縄国際大学大学院地域文化研究科会（以
下「科会」という。）に関し、必要な事項を定める。

（構成員）
第２条　科会は、次の各号に掲げる教員をもって構成する。
⑴　研究科長
⑵　研究科の科目を担当する専任教員

２　研究科に研究科長を置き、研究科長は、当該研究科担当の教授の中から選ばれた者をもって充てる。
３　研究科長の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。
４　各専攻に専攻主任を置くことができる。
５　専攻主任は当該専攻の公務を掌る。
６　専攻主任の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。
（審議事項）
第３条　科会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり、審議し意見を述べるものとする。
⑴　学生の入学及び課程の修了
⑵　学位の授与
⑶�　前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、科会の意見を聴くことが必要な
ものとして学長が定めるもの

２　科会は、前項に規定するもののほか、学長及び研究科長（以下この項において「学長等」という。）
が掌る教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見をのべることができる。

（会議）
第４条　科会は、研究科長がこれを招集し、その議長となる。
２　研究科長に事故があるとき又は欠けたときは、研究科長があらかじめ指名する者がその職務を代
行する。

（会議の成立及び賛否）
第５条　科会は、構成員の２分の１以上をもって成立する。
２　科会の審議は、出席構成員の過半数の賛成を要し、賛否同数の場合は、議長がこれを判断する。
ただし、人事及び学位授与に関しては、構成員の３分の２以上の出席をもって成立し、３分の２以
上の賛成を要する。

（意見聴取）
第６条　科会は、必要があると認めたときは、構成員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
（改廃）
第７条　この規程の改廃は、科会の意見を聴いた上で学長が行う。
（雑則）
第８条　この規程に定めるもののほか、科会の運営に関し必要な事項は別に定める。

　附　則
１　この規程は、平成９年４月１日から施行する。
２　改正　この規程は、平成27年９月１日から施行する。
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科
目

ナ
ン
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表
 地

域
文

化
研

究
科

人
間

福
祉

専
攻

（
心

理
G

CC
）

科
目
区
分

特
論
科
目

演
習
科
目

実
習
科
目

修
士
論
文
指
導

十
の
位
の
数

0,
1

2
3

4

２
00
番
台

【
専
門
応
用
科
目
】

23
4
心
理
実
践
実
習
Ⅳ

23
3
臨
床
心
理
実
習
（
心
理
実
践
実
習
Ⅱ
）
24
3
臨
床
心
理
学
特
殊
研
究
Ⅱ
c

23
2
臨
床
心
理
実
習
B

24
2
臨
床
心
理
学
特
殊
研
究
Ⅱ
b

20
1
臨
床
心
理
面
接
特
論
Ⅱ

22
1
臨
床
心
理
査
定
演
習
Ⅱ

23
1
臨
床
心
理
実
習
A

24
1
臨
床
心
理
学
特
殊
研
究
Ⅱ
a

10
0番
台

【
専
門
基
礎
科
目
】

11
7
保
健
医
療
分
野
に
関
す
る
理
論
と
支
援

の
展
開

11
6
産
業
・
労
働
分
野
に
関
す
る
理
論
と
支

援
の
展
開

11
5
心
の
健
康
教
育
に
関
す
る
理
論
と
実

践

11
4
家
族
関
係
・
集
団
・
地
域
社
会
に
お
け

る
心
理
支
援
に
関
す
る
理
論
と
実
践

11
3
投
映
法
特
論

11
2
福
祉
分
野
に
関
す
る
理
論
と
支
援
の

展
開

11
1
社
会
心
理
学
特
論

11
0
教
育
分
野
に
関
す
る
理
論
と
支
援
の

展
開

10
9
司
法
・
犯
罪
分
野
に
関
す
る
理
論
と
支

援
の
展
開

10
8
人
格
心
理
学
特
論

10
7
心
理
統
計
法
特
論

10
6
心
理
学
研
究
法
特
論

10
5
心
理
療
法
特
論

10
4
認
知
心
理
学
特
論

�

10
3
臨
床
心
理
面
接
特
論
Ⅰ
（
心
理
支
援
に

関
す
る
理
論
と
実
践
）

13
3
心
理
実
践
実
習
Ⅲ

14
3
臨
床
心
理
学
特
殊
研
究
Ⅰ
c

10
2
臨
床
心
理
学
特
論
Ⅱ

13
2
心
理
実
践
実
習
Ⅰ

14
2
臨
床
心
理
学
特
殊
研
究
Ⅰ
b

10
1
臨
床
心
理
学
特
論
Ⅰ

12
1
臨
床
心
理
査
定
演
習
Ⅰ
（
心
理
的
ア
セ

ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
理
論
と
実
践
）

13
1
臨
床
心
理
基
礎
実
習

14
1
臨
床
心
理
学
特
殊
研
究
Ⅰ
a
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 地
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文
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研

究
科

人
間

福
祉

専
攻

（
心

理
G

CC
）

科
目
区
分

特
論
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沖縄国際大学大学院地域文化研究科会規程
（趣旨）
第１条　この規程は、本学大学院学則第12条第３項に基づき、沖縄国際大学大学院地域文化研究科会（以
下「科会」という。）に関し、必要な事項を定める。

（構成員）
第２条　科会は、次の各号に掲げる教員をもって構成する。
⑴　研究科長
⑵　研究科の科目を担当する専任教員

２　研究科に研究科長を置き、研究科長は、当該研究科担当の教授の中から選ばれた者をもって充てる。
３　研究科長の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。
４　各専攻に専攻主任を置くことができる。
５　専攻主任は当該専攻の公務を掌る。
６　専攻主任の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。
（審議事項）
第３条　科会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり、審議し意見を述べるものとする。
⑴　学生の入学及び課程の修了
⑵　学位の授与
⑶�　前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、科会の意見を聴くことが必要な
ものとして学長が定めるもの

２　科会は、前項に規定するもののほか、学長及び研究科長（以下この項において「学長等」という。）
が掌る教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見をのべることができる。

（会議）
第４条　科会は、研究科長がこれを招集し、その議長となる。
２　研究科長に事故があるとき又は欠けたときは、研究科長があらかじめ指名する者がその職務を代
行する。

（会議の成立及び賛否）
第５条　科会は、構成員の２分の１以上をもって成立する。
２　科会の審議は、出席構成員の過半数の賛成を要し、賛否同数の場合は、議長がこれを判断する。
ただし、人事及び学位授与に関しては、構成員の３分の２以上の出席をもって成立し、３分の２以
上の賛成を要する。

（意見聴取）
第６条　科会は、必要があると認めたときは、構成員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
（改廃）
第７条　この規程の改廃は、科会の意見を聴いた上で学長が行う。
（雑則）
第８条　この規程に定めるもののほか、科会の運営に関し必要な事項は別に定める。

　附　則
１　この規程は、平成９年４月１日から施行する。
２　改正　この規程は、平成27年９月１日から施行する。
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沖縄国際大学大学院地域文化研究科履修規程
（趣旨）
第１条　この規程は、沖縄国際大学大学院学則第35条に基づき、授業科目の履修方法等に関し必要な
事項を定める。

（教育目的）
第２条　地域文化研究科では、幅広い視野に立ち、精深な学識を授けるとともに、各専門分野におけ
る研究能力を高めることによって、高度専門職業人としての資質を磨き、地域社会や国際社会に貢
献しうる人材を育成することを目的とする。

２　南島文化専攻では、言語文化、民俗文化、先史・歴史文化、社会文化の４領域において高度な知
識と専門性の高い人材を育成することを目的とし、地域社会や国際社会の諸問題の解決を適切に処
理する能力を修得させる。

３　英米言語文化専攻では、英米文学、英語教育学、日本語教育学において高度な知識と技術を持つ
人材を育成することを目的とする。具体的には、英米の言語文化および外国語としての日本語の教
育研究に留まらず、沖縄という地域の特性を常に考慮し、将来の沖縄を背負い国際的に通用する人材
の育成を行う。

４　人間福祉専攻・社会福祉学領域では、社会福祉学の理論及び実践に関する見識を深めるとともに、
社会福祉現場や地域社会における福祉課題などへの取り組み、学際的かつ実践的教育研究活動を通
して、将来、地域社会における諸問題に対して、専門的立場から適切な解決をはかり福祉社会の構
築に資することのできる人材を養成することを目的とする。

５　人間福祉専攻・臨床心理学領域では、複雑な社会に生きる人間の抱える問題に関して、地域に立
脚しつつ、心理的な問題の解決に貢献できる高度の知識を備えた専門的職業人の養成を目的とする。

（専攻）
第３条　地域文化研究科（以下「研究科」という。）に次の専攻を置く。
　　　　　南島文化専攻
　　　　　英米言語文化専攻
　　　　　人間福祉専攻
（授業科目及び単位数）
第４条　研究科における授業科目及び単位数は、履修規程別表Ⅰ、履修規程別表Ⅱ及び履修規程別表
Ⅲのとおり。

（指導教員）
第５条　学生の研究及び論文の指導（以下「研究指導」という。）のため指導教員を置く。
２　指導教員は、研究指導を行う専任の教授をもって充てる。ただし、必要があるときは、研究科会（以
下「科会」という。）の認めた専任の准教授をもって充てることができる。

３　指導教員は、学生の研究を指導し、併せて学生の授業科目の履修等に適切な助言を行う。
４　学生は、入学後所定の期日までに指導教員を定め、研究科長の承認を得なければならない。
（別紙様式１）
５　指導教員の変更は、原則として認められない。ただし、特別の事情が生じた場合に限り、科会の
議を経て変更を認めることがある。（別紙様式２）

（教育方法の特例）
第６条　研究科における授業及び研究指導は、科会が教育上特に必要と認める場合に限り、別に指定
する特定の時間又は時期に行うことができる。

（履修方法）
第７条　学生は、入学初年度の登録時に、所属する専攻課程内で設定された研究領域から修士論文作
成及び特定の課題についての研究の成果（以下「特定課題研究」という）に必要な領域を選択しな
ければならない。
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沖縄国際大学大学院地域文化研究科履修規程
（趣旨）
第１条　この規程は、沖縄国際大学大学院学則第35条に基づき、授業科目の履修方法等に関し必要な
事項を定める。

（教育目的）
第２条　地域文化研究科では、幅広い視野に立ち、精深な学識を授けるとともに、各専門分野におけ
る研究能力を高めることによって、高度専門職業人としての資質を磨き、地域社会や国際社会に貢
献しうる人材を育成することを目的とする。

２　南島文化専攻では、言語文化、民俗文化、先史・歴史文化、社会文化の４領域において高度な知
識と専門性の高い人材を育成することを目的とし、地域社会や国際社会の諸問題の解決を適切に処
理する能力を修得させる。

３　英米言語文化専攻では、英米文学、英語教育学、日本語教育学において高度な知識と技術を持つ
人材を育成することを目的とする。具体的には、英米の言語文化および外国語としての日本語の教
育研究に留まらず、沖縄という地域の特性を常に考慮し、将来の沖縄を背負い国際的に通用する人材
の育成を行う。

４　人間福祉専攻・社会福祉学領域では、社会福祉学の理論及び実践に関する見識を深めるとともに、
社会福祉現場や地域社会における福祉課題などへの取り組み、学際的かつ実践的教育研究活動を通
して、将来、地域社会における諸問題に対して、専門的立場から適切な解決をはかり福祉社会の構
築に資することのできる人材を養成することを目的とする。

５　人間福祉専攻・臨床心理学領域では、複雑な社会に生きる人間の抱える問題に関して、地域に立
脚しつつ、心理的な問題の解決に貢献できる高度の知識を備えた専門的職業人の養成を目的とする。

（専攻）
第３条　地域文化研究科（以下「研究科」という。）に次の専攻を置く。
　　　　　南島文化専攻
　　　　　英米言語文化専攻
　　　　　人間福祉専攻
（授業科目及び単位数）
第４条　研究科における授業科目及び単位数は、履修規程別表Ⅰ、履修規程別表Ⅱ及び履修規程別表
Ⅲのとおり。

（指導教員）
第５条　学生の研究及び論文の指導（以下「研究指導」という。）のため指導教員を置く。
２　指導教員は、研究指導を行う専任の教授をもって充てる。ただし、必要があるときは、研究科会（以
下「科会」という。）の認めた専任の准教授をもって充てることができる。

３　指導教員は、学生の研究を指導し、併せて学生の授業科目の履修等に適切な助言を行う。
４　学生は、入学後所定の期日までに指導教員を定め、研究科長の承認を得なければならない。
（別紙様式１）
５　指導教員の変更は、原則として認められない。ただし、特別の事情が生じた場合に限り、科会の
議を経て変更を認めることがある。（別紙様式２）

（教育方法の特例）
第６条　研究科における授業及び研究指導は、科会が教育上特に必要と認める場合に限り、別に指定
する特定の時間又は時期に行うことができる。

（履修方法）
第７条　学生は、入学初年度の登録時に、所属する専攻課程内で設定された研究領域から修士論文作
成及び特定の課題についての研究の成果（以下「特定課題研究」という）に必要な領域を選択しな
ければならない。
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２　学生は、修士論文を選択する者にあっては、専門領域における必修科目（演習）８単位と選択科目�
（講義）24単位、合計32単位を、特定課題研究を選択する者にあっては、専門領域における必修科目�
（演習）８単位と選択科目（講義）28単位、合計36単位を履修しなければならない。ただし、人間
福祉専攻では、修士論文を選択する履修方法のみとする。

（南島文化専攻科目履修手続）
第８条　学生は、入学時の第１セメスターで登録するとき、入学試験で選択した専門領域及び領域関
連科目を踏まえて、その領域の特殊研究担当教員と相談した上、特殊研究Ⅰを履修する。加えて、
同一領域から関連科目を２科目以上履修しなければならない。

２　学生は、修士論文及び特定課題研究作成のための専門領域以外の他領域、専攻、研究科から８単
位以内履修することができる。

３　第２セメスター以降の履修は、第１セメスターの場合に準ずる。専門領域および特殊研究の変更
は原則として認められない。

（英米言語文化専攻科目履修手続）
第８条の２　学生は、入学時の第１セメスターで登録するとき、入学試験で選択した専門領域及び領
域関連科目を踏まえて、その領域の特殊研究担当教員と相談した上、特殊研究Ⅰを履修する。

２　学生は、修士論文及び特定課題研究作成のための専門領域以外の他領域、専攻、研究科から８単
位以内履修することができる。

３　第２セメスター以降の履修は、第１セメスターの場合に準ずる。専門領域および特殊研究の変更
は原則として認められない。

（人間福祉専攻科目履修手続）
第８条の３　学生は入学時の第１セメスターで登録するとき、入学試験で選択した専門領域及び領域
関連科目を踏まえて、その領域の特殊研究担当教員と相談した上、特殊研究Ⅰを履修する。

２　学生は、修士論文作成のための専門領域以外の他領域、専攻、研究科から８単位以内履修するこ
とができる。

３　第２セメスター以降の履修は、第１セメスターの場合に準ずる。専門領域および特殊研究の変更
は原則として認められない。

（他の大学院における授業科目の履修等）
第９条　指導教員が必要と認めたときは、学則第37条の定めるところにより、他大学院との協議に基
づき、学生に当該大学院の授業科目を履修させることができる。

２　前項により、履修した授業科目については、科会の議を経て10単位を超えない範囲で修得した単
位を認めることができる。

（単位の認定）
第10条　各授業科目の単位修得の認定は、試験又は研究報告書により担当教員が行う。
２　病気その他やむを得ない理由により、試験を受けることができなかった者については、追試験を
行うことができる。

３　追試験の時期は別に定める。
４　試験を受けて不合格になった者についての再試験は行わない。
（成績の評価）
第11条　試験又は研究報告書等の成績の評価は、60点以上を合格、60点未満を不合格とし、次の基準
に従って表示する。

　　　　　秀：90点以上　　　　　　　優：80点以上90点未満　　　　　良：70点以上80点未満
　　　　　可：60点以上70点未満　　　不可：60点未満
（修士論文又は特定課題研究の提出）
第12条　学生は、第２セメスターのはじめに演習担当教員と論文のテーマについて調整し、12月中旬
までにその題目を各指導教員に提出しなければならない。
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沖縄国際大学大学院地域文化研究科履修規程
（趣旨）
第１条　この規程は、沖縄国際大学大学院学則第35条に基づき、授業科目の履修方法等に関し必要な
事項を定める。

（教育目的）
第２条　地域文化研究科では、幅広い視野に立ち、精深な学識を授けるとともに、各専門分野におけ
る研究能力を高めることによって、高度専門職業人としての資質を磨き、地域社会や国際社会に貢
献しうる人材を育成することを目的とする。

２　南島文化専攻では、言語文化、民俗文化、先史・歴史文化、社会文化の４領域において高度な知
識と専門性の高い人材を育成することを目的とし、地域社会や国際社会の諸問題の解決を適切に処
理する能力を修得させる。

３　英米言語文化専攻では、英米文学、言語学、英語教育学において高度な知識と技術を持つ人材を
育成することを目的とする。具体的には、英米の言語・文化を教育・研究するに留まらず、沖縄と
いう地域の特性を常に考慮し、将来の沖縄を背負い国際的に通用する人材の育成を行う。

４　人間福祉専攻・社会福祉学領域では、社会福祉学の理論及び実践に関する見識を深めるとともに、
社会福祉現場や地域社会における福祉課題などへの取り組み、学際的かつ実践的教育研究活動を通
して、将来、地域社会における諸問題に対して、専門的立場から適切な解決をはかり福祉社会の構
築に資することのできる人材を養成することを目的とする。

５　人間福祉専攻・臨床心理学領域では、複雑な社会に生きる人間の抱える問題に関して、地域に立
脚しつつ、心理的な問題の解決に貢献できる高度の知識を備えた専門的職業人の養成を目的とする。

（専攻）
第３条　地域文化研究科（以下「研究科」という。）に次の専攻を置く。
　　　　　南島文化専攻
　　　　　英米言語文化専攻
　　　　　人間福祉専攻
（授業科目及び単位数）
第４条　研究科における授業科目及び単位数は、履修規程別表Ⅰ、履修規程別表Ⅱ及び履修規程別表
Ⅲのとおり。

（指導教員）
第５条　学生の研究及び論文の指導（以下「研究指導」という。）のため指導教員を置く。
２　指導教員は、研究指導を行う専任の教授をもって充てる。ただし、必要があるときは、研究科会（以
下「科会」という。）の認めた専任の准教授をもって充てることができる。

３　指導教員は、学生の研究を指導し、併せて学生の授業科目の履修等に適切な助言を行う。
４　学生は、入学後所定の期日までに指導教員を定め、研究科長の承認を得なければならない。
（別紙様式１）
５　指導教員の変更は、原則として認められない。ただし、特別の事情が生じた場合に限り、科会の
議を経て変更を認めることがある。（別紙様式２）

（教育方法の特例）
第６条　研究科における授業及び研究指導は、科会が教育上特に必要と認める場合に限り、別に指定
する特定の時間又は時期に行うことができる。

（履修方法）
第７条　学生は、入学初年度の登録時に、所属する専攻課程内で設定された研究領域から修士論文作
成及び特定の課題についての研究の成果（以下「特定課題研究」という）に必要な領域を選択しな
ければならない。
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２　学生は、第２セメスターの終わり（２月末日）に修士論文の概要を研究科長に提出しなければな
らない。

３　論文概要が認定された学生は、第３セメスターの終わりに（７月）中間発表をしなければならない。
４　３月修了予定者は、そのセメスターの１月末日までに修士論文を提出しなければならない。ただし、

９月修了予定者は７月末日までとする。
５　修士論文を提出した学生は、論文審査および最終試験を受けなければならない。
６　特定課題研究を選択する者にあっても、本条第１項から第５項のとおりとする。
（修了要件）

　研究科の修了要件は標準２年以上在学し、第７条第２項に定める単位を履修し、かつ必要な
研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。なお、適当と認め
られた場合は、特定課題研究の審査を修士論文の審査に代えることができる。

（教職課程）
　教育職員免許取得希望者のため、教職課程を置く。

２　本研究科において取得できる免許状の種類は、次の表に掲げるとおりとする。
研究科名 専攻名 教育職員免許状の種類 免許教科

地域文化研究科

南島文化専攻

中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状 国　　語
中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状 社　　会
高等学校教諭専修免許状 国　　語
高等学校教諭専修免許状 地理歴史
高等学校教諭専修免許状 公　　民

英米言語文化専攻
中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状 英　　語
高等学校教諭専修免許状 英　　語

人間福祉専攻
臨床心理学領域 高等学校教諭専修免許状 公　　民

３　専修免許状を取得のためには、次の二つの条件を充たさなければならない。
⑴　修士の学位を有すること。又は大学院に在学し、32単位以上を修得すること。

）校高・学中（語英、）校高（民公・史歴理地、）校高・学中（会社、）校高・学中（語国、で部学　 ⑵
一種免許状を取得済みであること。

４　修得すべき科目、単位等は、履修規程別表Ⅳのとおりとする。
５　一種免許状を未取得の学生は、学部開設の「教職課程」の授業科目を学部の科目等履修生として

履修し、所定の単位を修得しなければならない。
（博物館学芸員資格）

　学芸員資格取得希望者は、学部開設の博物館学芸員課程の授業科目を学部の科目等履修生と
して履修し、所定の単位を修得しなければならない。

（改廃）
　この規程の改廃は、学長が科会及び大学院委員会の意見を聴いて行う。

（雑則）
　この規程が定めるもののほか、研究科に関し必要な事項は別に定める。

　附　則
１　この規程は、平成９年４月１日から施行する。
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２　学生は、第２セメスターの終わり（２月末日）に修士論文の概要を研究科長に提出しなければな
らない。

３　論文概要が認定された学生は、第３セメスターの終わりに（７月）中間発表をしなければならない。
４　３月修了予定者は、そのセメスターの１月末日までに修士論文を提出しなければならない。ただし、

９月修了予定者は７月末日までとする。
５　修士論文を提出した学生は、論文審査および最終試験を受けなければならない。
６　特定課題研究を選択する者にあっても、本条第１項から第５項のとおりとする。
（修了要件）

　研究科の修了要件は標準２年以上在学し、第７条第２項に定める単位を履修し、かつ必要な
研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。なお、適当と認め
られた場合は、特定課題研究の審査を修士論文の審査に代えることができる。

（教職課程）
　教育職員免許取得希望者のため、教職課程を置く。

２　本研究科において取得できる免許状の種類は、次の表に掲げるとおりとする。
研究科名 専攻名 教育職員免許状の種類 免許教科

地域文化研究科

南島文化専攻

中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状 国　　語
中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状 社　　会
高等学校教諭専修免許状 国　　語
高等学校教諭専修免許状 地理歴史
高等学校教諭専修免許状 公　　民

英米言語文化専攻
中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状 英　　語
高等学校教諭専修免許状 英　　語

人間福祉専攻
臨床心理学領域 高等学校教諭専修免許状 公　　民

３　専修免許状を取得のためには、次の二つの条件を充たさなければならない。
⑴　修士の学位を有すること。又は大学院に在学し、32単位以上を修得すること。

）校高・学中（語英、）校高（民公・史歴理地、）校高・学中（会社、）校高・学中（語国、で部学　 ⑵
一種免許状を取得済みであること。

４　修得すべき科目、単位等は、履修規程別表Ⅳのとおりとする。
５　一種免許状を未取得の学生は、学部開設の「教職課程」の授業科目を学部の科目等履修生として

履修し、所定の単位を修得しなければならない。
（博物館学芸員資格）

　学芸員資格取得希望者は、学部開設の博物館学芸員課程の授業科目を学部の科目等履修生と
して履修し、所定の単位を修得しなければならない。

（改廃）
　この規程の改廃は、学長が科会及び大学院委員会の意見を聴いて行う。

（雑則）
　この規程が定めるもののほか、研究科に関し必要な事項は別に定める。

　附　則
１　この規程は、平成９年４月１日から施行する。
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履修規程別表Ⅰ
南島文化専攻　授業科目及び単位数
領域 授　業　科　目　名 単位 週時間 年次 演・講 備　　考

南

　島

　言

　語

　文

　化

必

　修

南島言語文化特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習 領域必修科目８単位
南島言語文化特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習 選択科目24単位以上
日本言語文化特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
日本言語文化特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習

選

　
　
　択

南島文学特論ⅠＡ ２ ２ １・２ 講義
南島文学特論ⅠＢ ２ ２ １・２ 講義
南島文学特論ⅡＡ ２ ２ １・２ 講義
南島文学特論ⅡＢ ２ ２ １・２ 講義
南島方言学特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
南島方言学特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
日本古典文学特論ⅠＡ ２ ２ １・２ 講義
日本古典文学特論ⅠＢ ２ ２ １・２ 講義
日本古典文学特論ⅡＡ ２ ２ １・２ 講義
日本古典文学特論ⅡＢ ２ ２ １・２ 講義
日本近現代文学特論ⅠＡ ２ ２ １・２ 講義
日本近現代文学特論ⅠＢ ２ ２ １・２ 講義
日本近現代文学特論ⅡＡ ２ ２ １・２ 講義
日本近現代文学特論ⅡＢ ２ ２ １・２ 講義
南島芸能特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
南島芸能特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
国語教育学特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
国語教育学特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
南島言語文化特論 ２ ２ １・２ 講義 （集中講義科目）

南

　島

　民

　俗

　文

　化

必
修

南島民俗文化特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
南島民俗文化特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習

選

　
　択

東アジア文化人類学特論ⅠA ２ ２ １・２ 講義
東アジア文化人類学特論ⅠB ２ ２ １・２ 講義
東アジア文化人類学特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
東アジア文化人類学特論Ⅲ ２ ２ １・２ 講義
南島民俗特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
南島民俗特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
南島民俗宗教特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
南島民俗宗教特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
南島地理学特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
南島地理学特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
民族誌特論 ２ ２ １・２ 講義 （集中講義科目）
地理教育学特論 ２ ２ １・２ 講義
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２　学生は、第２セメスターの終わり（２月末日）に修士論文の概要を研究科長に提出しなければな
らない。

３　論文概要が認定された学生は、第３セメスターの終わりに（７月）中間発表をしなければならない。
４　３月修了予定者は、そのセメスターの１月末日までに修士論文を提出しなければならない。ただし、
９月修了予定者は７月末日までとする。

５　修士論文を提出した学生は、論文審査および最終試験を受けなければならない。
６　特定課題研究を選択する者にあっても、本条第１項から第５項のとおりとする。
（修了要件）
第13条　研究科の修了要件は標準２年以上在学し、第７条第２項に定める単位を履修し、かつ必要な
研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。なお、適当と認め
られた場合は、特定課題研究の審査を修士論文の審査に代えることができる。

（教職課程）
第14条　教育職員免許取得希望者のため、教職課程を置く。
２　本研究科において取得できる免許状の種類は、次の表に掲げるとおりとする。

研究科名 専攻名 教育職員免許状の種類 免許教科

地域文化研究科

南島文化専攻

中学校教諭専修免許状 国　　語
中学校教諭専修免許状 社　　会
高等学校教諭専修免許状 国　　語
高等学校教諭専修免許状 地理歴史
高等学校教諭専修免許状 公　　民

英米言語文化専攻
中学校教諭専修免許状 英　　語
高等学校教諭専修免許状 英　　語

人間福祉専攻
臨床心理学領域 高等学校教諭専修免許状 公　　民

３　専修免許状を取得のためには、次の二つの条件を充たさなければならない。
⑴　修士の学位を有すること。又は大学院に在学し、32単位以上を修得すること。
⑵�　学部で、国語（中学・高校）、社会（中学・高校）、地理歴史・公民（高校）、英語（中学・高校）
一種免許状を取得済みであること。

４　修得すべき科目、単位等は、履修規程別表Ⅳのとおりとする。
５　一種免許状を未取得の学生は、学部開設の「教職課程」の授業科目を学部の科目等履修生として
履修し、所定の単位を修得しなければならない。

（博物館学芸員資格）
第15条　学芸員資格取得希望者は、学部開設の博物館学芸員課程の授業科目を学部の科目等履修生と
して履修し、所定の単位を修得しなければならない。

（改廃）
第16条　この規程の改廃は、学長が科会及び大学院委員会の意見を聴いて行う。
（雑則）
第17条　この規程が定めるもののほか、研究科に関し必要な事項は別に定める。

　附　則
１　この規程は、平成９年４月１日から施行する。
２～21　省略
22　改正、この規程は、令和６年４月１日から施行する。
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履修規程別表Ⅱ
英米言語文化専攻　授業科目及び単位数
領域 授　業　科　目　名 単位 週時間 年次 演・講 備　　考

英

　米

　文

　学

　領

　域

選
択
必
修

英米文学特殊研究ⅠA ４ ２ １ 演習
英米文学特殊研究ⅡA ４ ２ ２ 演習
英米文学特殊研究ⅠB ４ ２ １ 演習
英米文学特殊研究ⅡB ４ ２ ２ 演習

選

　
　
　択

英米批評特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
英米批評特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
英米演劇特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
英米演劇特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
英米小説特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
英米小説特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
英米詩特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
英米詩特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
英米文学特論 ２ ２ １・２ 講義

言

　語

　教

　育

　学

　領

　域

選

　択

　必

　修

言語教育特殊研究ⅠA ４ ２ １ 演習
言語教育特殊研究ⅡA ４ ２ ２ 演習
言語教育特殊研究ⅠB ４ ２ １ 演習
言語教育特殊研究ⅡB ４ ２ ２ 演習
言語教育特殊研究ⅠC ４ ２ １ 演習
言語教育特殊研究ⅡC ４ ２ ２ 演習
言語教育特殊研究ⅠD ４ ２ １ 演習
言語教育特殊研究ⅡD ４ ２ ２ 演習

選

　
　
　択

英語教育学特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
英語教育学特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
英語学特論 ２ ２ １・２ 講義
日本語教育学特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
日本語教育学特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
日本語学特論 ２ ２ １・２ 講義
マルチリンガル教育特論 ２ ２ １・２ 講義
社会言語学特論 ２ ２ １・２ 講義
言語教育実習Ⅰ ２ ２ １・２ 実習
言語教育実習Ⅱ ２ ２ １・２ 実習

共

　通

　選

　択

ヨーロッパ文化特論 ２ ２ １・２ 講義
英米文化特論 ２ ２ １・２ 講義
アジア文化特論 ２ ２ １・２ 講義
多文化間教育特論 ２ ２ １・２ 講義
言語とメディア ２ ２ １・２ 講義
英語論文の書き方Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
英語論文の書き方Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
日本語論文の書き方Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
日本語論文の書き方Ⅱ ２ ２ １・２ 講義

修了に必要な単位数
＜修士論文を選択するもの＞
選択必修科目　８単位、選択科目24単位以上、合計32単位以上修得すること。

＜特定課題研究を選択するもの＞
選択必修科目　８単位、選択科目28単位以上、合計36単位以上修得すること。

上記のいずれにおいても、必修科目は専門領域から、選択科目は専門領域を含めた他の領域、専攻、研究科から選
択できることとする。なお、他領域、専攻、研究科からは８単位以内選択することができる。
他領域、専攻、研究科の科目の修得単位は「選択他領域」とする。
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領域 授　業　科　目　名 単位 週時間 年次 演・講 備　　考

南
島
先
史
・
歴
史
文
化

必

　修

南島先史文化特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
南島先史文化特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
南島歴史文化特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
南島歴史文化特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習

選

　
　択

考古学特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
考古学特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
南島史学特論ⅠＡ ２ ２ １・２ 講義
南島史学特論ⅠＢ ２ ２ １・２ 講義
南島史学特論ⅡＡ ２ ２ １・２ 講義
南島史学特論ⅡＢ ２ ２ １・２ 講義
南島先史文化特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
南島先史文化特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
文化財保存特論 ２ ２ １・２ 講義
アジア先史文化特論 ２ ２ １・２ 講義 （集中講義科目）

南

　島

　社

　会

　文

　化

必
修

南島社会文化特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
南島社会文化特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習

選

　
　択

南島社会特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
南島社会特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
家族社会学特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
家族社会学特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
植民地社会特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
植民地社会特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
社会学研究法特論 ２ ２ １・２ 講義
社会統計学特論 ２ ２ １・２ 講義
社会心理学特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
社会心理学特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
国際社会学特論 ２ ２ １・２ 講義
比較社会文化特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
比較社会文化特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
現代社会文化特論 ２ ２ １・２ 講義 （集中講義科目）

修了に必要な単位数
＜修士論文を選択するもの＞
必修科目　８単位、選択科目24単位以上、合計32単位以上修得すること。

＜特定課題研究を選択するもの＞
必修科目　８単位、選択科目28単位以上、合計36単位以上修得すること。

上記のいずれにおいても、必修科目は専門領域から、選択科目は専門領域を含めた他の領域、専攻、研究科から選択�
できることとする。なお、他領域、専攻、研究科からは８単位以内選択することができる。他領域、専攻、研究科
の科目の修得単位は「選択他領域」とする。
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履修規程別表Ⅱ
英米言語文化専攻　授業科目及び単位数
領域 授　業　科　目　名 単位 週時間 年次 演・講 備　　考

英

　米

　文

　学

　領

　域

選
択
必
修

英米文学特殊研究ⅠA ４ ２ １ 演習
英米文学特殊研究ⅡA ４ ２ ２ 演習
英米文学特殊研究ⅠB ４ ２ １ 演習
英米文学特殊研究ⅡB ４ ２ ２ 演習

選

　
　
　択

英米批評特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
英米批評特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
英米演劇特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
英米演劇特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
英米小説特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
英米小説特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
英米詩特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
英米詩特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
英米文学特論 ２ ２ １・２ 講義

言

　語

　教

　育

　学

　領

　域

選

　択

　必

　修

言語教育特殊研究ⅠA ４ ２ １ 演習
言語教育特殊研究ⅡA ４ ２ ２ 演習
言語教育特殊研究ⅠB ４ ２ １ 演習
言語教育特殊研究ⅡB ４ ２ ２ 演習
言語教育特殊研究ⅠC ４ ２ １ 演習
言語教育特殊研究ⅡC ４ ２ ２ 演習
言語教育特殊研究ⅠD ４ ２ １ 演習
言語教育特殊研究ⅡD ４ ２ ２ 演習

選

　
　
　択

英語教育学特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
英語教育学特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
英語学特論 ２ ２ １・２ 講義
日本語教育学特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
日本語教育学特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
日本語学特論 ２ ２ １・２ 講義
マルチリンガル教育特論 ２ ２ １・２ 講義
社会言語学特論 ２ ２ １・２ 講義
言語教育実習Ⅰ ２ ２ １・２ 実習
言語教育実習Ⅱ ２ ２ １・２ 実習

共

　通

　選

　択

ヨーロッパ文化特論 ２ ２ １・２ 講義
英米文化特論 ２ ２ １・２ 講義
アジア文化特論 ２ ２ １・２ 講義
多文化間教育特論 ２ ２ １・２ 講義
言語とメディア ２ ２ １・２ 講義
英語論文の書き方Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
英語論文の書き方Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
日本語論文の書き方Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
日本語論文の書き方Ⅱ ２ ２ １・２ 講義

修了に必要な単位数
＜修士論文を選択するもの＞
選択必修科目　８単位、選択科目24単位以上、合計32単位以上修得すること。

＜特定課題研究を選択するもの＞
選択必修科目　８単位、選択科目28単位以上、合計36単位以上修得すること。

上記のいずれにおいても、必修科目は専門領域から、選択科目は専門領域を含めた他の領域、専攻、研究科から選
択できることとする。なお、他領域、専攻、研究科からは８単位以内選択することができる。
他領域、専攻、研究科の科目の修得単位は「選択他領域」とする。
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地
域
文
化
研
究
科

領域 授　業　科　目　名 単位 週時間 年次 演・講 備　　考

南
島
先
史
・
歴
史
文
化

必

　修

南島先史文化特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
南島先史文化特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
南島歴史文化特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
南島歴史文化特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習

選

　
　択

考古学特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
考古学特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
南島史学特論ⅠＡ ２ ２ １・２ 講義
南島史学特論ⅠＢ ２ ２ １・２ 講義
南島史学特論ⅡＡ ２ ２ １・２ 講義
南島史学特論ⅡＢ ２ ２ １・２ 講義
南島先史文化特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
南島先史文化特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
文化財保存特論 ２ ２ １・２ 講義
アジア先史文化特論 ２ ２ １・２ 講義 （集中講義科目）

南

　島

　社

　会

　文

　化

必
修

南島社会文化特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
南島社会文化特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習

選

　
　択

南島社会特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
南島社会特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
家族社会学特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
家族社会学特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
植民地社会特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
植民地社会特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
社会学研究法特論 ２ ２ １・２ 講義
社会統計学特論 ２ ２ １・２ 講義
社会心理学特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
社会心理学特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
国際社会学特論 ２ ２ １・２ 講義
比較社会文化特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
比較社会文化特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
現代社会文化特論 ２ ２ １・２ 講義 （集中講義科目）

修了に必要な単位数
＜修士論文を選択するもの＞
必修科目　８単位、選択科目24単位以上、合計32単位以上修得すること。

＜特定課題研究を選択するもの＞
必修科目　８単位、選択科目28単位以上、合計36単位以上修得すること。

上記のいずれにおいても、必修科目は専門領域から、選択科目は専門領域を含めた他の領域、専攻、研究科から選択�
できることとする。なお、他領域、専攻、研究科からは８単位以内選択することができる。他領域、専攻、研究科
の科目の修得単位は「選択他領域」とする。

― 42―

02 地域文化研究科（ 大学院履修ガイド 2024） 0322.pdf :30

履修規程別表Ⅱ
英米言語文化専攻　授業科目及び単位数
領域 授　業　科　目　名 単位 週時間 年次 演・講 備　　考

英

　米

　文

　学

　領

　域

選
択
必
修

英米文学特殊研究ⅠA ４ ２ １ 演習
英米文学特殊研究ⅡA ４ ２ ２ 演習
英米文学特殊研究ⅠB ４ ２ １ 演習
英米文学特殊研究ⅡB ４ ２ ２ 演習

選

　
　
　択

英米批評特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
英米批評特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
英米演劇特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
英米演劇特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
英米小説特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
英米小説特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
英米詩特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
英米詩特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
英米文学特論 ２ ２ １・２ 講義

言

　語

　教

　育

　学

　領

　域

選

　択

　必

　修

言語教育特殊研究ⅠA ４ ２ １ 演習
言語教育特殊研究ⅡA ４ ２ ２ 演習
言語教育特殊研究ⅠB ４ ２ １ 演習
言語教育特殊研究ⅡB ４ ２ ２ 演習
言語教育特殊研究ⅠC ４ ２ １ 演習
言語教育特殊研究ⅡC ４ ２ ２ 演習
言語教育特殊研究ⅠD ４ ２ １ 演習
言語教育特殊研究ⅡD ４ ２ ２ 演習

選

　
　
　択

英語教育学特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
英語教育学特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
英語学特論 ２ ２ １・２ 講義
日本語教育学特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
日本語教育学特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
日本語学特論 ２ ２ １・２ 講義
マルチリンガル教育特論 ２ ２ １・２ 講義
社会言語学特論 ２ ２ １・２ 講義
言語教育実習Ⅰ ２ ２ １・２ 実習
言語教育実習Ⅱ ２ ２ １・２ 実習

共

　通

　選

　択

ヨーロッパ文化特論 ２ ２ １・２ 講義
英米文化特論 ２ ２ １・２ 講義
アジア文化特論 ２ ２ １・２ 講義
多文化間教育特論 ２ ２ １・２ 講義
言語とメディア ２ ２ １・２ 講義
英語論文の書き方Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
英語論文の書き方Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
日本語論文の書き方Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
日本語論文の書き方Ⅱ ２ ２ １・２ 講義

修了に必要な単位数
＜修士論文を選択するもの＞
選択必修科目　８単位、選択科目24単位以上、合計32単位以上修得すること。

＜特定課題研究を選択するもの＞
選択必修科目　８単位、選択科目28単位以上、合計36単位以上修得すること。

上記のいずれにおいても、必修科目は専門領域から、選択科目は専門領域を含めた他の領域、専攻、研究科から選
択できることとする。なお、他領域、専攻、研究科からは８単位以内選択することができる。
他領域、専攻、研究科の科目の修得単位は「選択他領域」とする。

― 43―

地
域
文
化
研
究
科

領域 授　業　科　目　名 単位 週時間 年次 演・講 備　　考

南
島
先
史
・
歴
史
文
化

必

　修

南島先史文化特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
南島先史文化特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
南島歴史文化特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
南島歴史文化特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習

選

　
　択

考古学特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
考古学特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
南島史学特論ⅠＡ ２ ２ １・２ 講義
南島史学特論ⅠＢ ２ ２ １・２ 講義
南島史学特論ⅡＡ ２ ２ １・２ 講義
南島史学特論ⅡＢ ２ ２ １・２ 講義
南島先史文化特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
南島先史文化特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
文化財保存特論 ２ ２ １・２ 講義
アジア先史文化特論 ２ ２ １・２ 講義 （集中講義科目）

南

　島

　社

　会

　文

　化

必
修

南島社会文化特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
南島社会文化特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習

選

　
　択

南島社会特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
南島社会特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
家族社会学特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
家族社会学特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
植民地社会特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
植民地社会特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
社会学研究法特論 ２ ２ １・２ 講義
社会統計学特論 ２ ２ １・２ 講義
社会心理学特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
社会心理学特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
国際社会学特論 ２ ２ １・２ 講義
比較社会文化特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
比較社会文化特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
現代社会文化特論 ２ ２ １・２ 講義 （集中講義科目）

修了に必要な単位数
＜修士論文を選択するもの＞
必修科目　８単位、選択科目24単位以上、合計32単位以上修得すること。

＜特定課題研究を選択するもの＞
必修科目　８単位、選択科目28単位以上、合計36単位以上修得すること。

上記のいずれにおいても、必修科目は専門領域から、選択科目は専門領域を含めた他の領域、専攻、研究科から選択�
できることとする。なお、他領域、専攻、研究科からは８単位以内選択することができる。他領域、専攻、研究科
の科目の修得単位は「選択他領域」とする。
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（臨床心理学領域）
領域 授　業　科　目　名 単位 週時間 年次 演・講 備　　考

臨

　
　床

　
　心

　
　理

　
　学

　
　領

　
　域

専
攻
基

礎
科
目

人間福祉特論 ２ ２ １ 講義 �１科目２単位以上を選択
保健医療分野に関する理論と支援の展開 ２ ２ １ 講義 �履修

領

　域

　必

　修

　科

　目

臨床心理学特論Ⅰ ２ ２ １ 講義 ＊
臨床心理学特論Ⅱ ２ ２ １ 講義 ＊
臨床心理査定演習Ⅰ
（心理的アセスメントに関する理論と実践） ２ ２ １・２ 演習 ＊

臨床心理査定演習Ⅱ ２ ２ １・２ 演習 ＊
臨床心理面接特論Ⅰ
（心理支援に関する理論と実践） ２ ２ １・２ 講義 ＊

臨床心理面接特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義 ＊
臨床心理基礎実習 ２ ４ １ 実習 ＊
心理実践実習Ⅰ ２ ２ １ 実習 ＊
臨床心理実習（心理実践実習Ⅱ） ６ 12 ２ 実習 ＊

選

　
　択

　
　科

　
　目

心理学研究法特論 ２ ２ １・２ 講義
心理統計法特論 ２ ２ １・２ 講義
人格心理学特論 ２ ２ １・２ 講義
司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開 ２ ２ １・２ 講義 ＊
認知心理学特論 ２ ２ １・２ 講義
心理療法特論 ２ ２ １・２ 講義 ＊
教育分野に関する理論と支援の展開 ２ ２ １・２ 講義 ＊
臨床心理実習Ａ １ １ １・２ 実習 ＊
臨床心理実習Ｂ １ １ １・２ 実習 ＊
社会心理学特論 ２ ２ １・２ 講義
社会倫理学特論 ２ ２ １・２ 講義
障害児（者）援助特論 ２ ２ １・２ 講義
福祉分野に関する理論と支援の展開 ２ ２ １・２ 講義
投映法特論 ２ ２ １・２ 講義 ＊
家族関係・集団・地域社会における心理
支援に関する理論と実践 ２ ２ １・２ 講義 ＊

心の健康教育に関する理論と実践 ２ ２ １・２ 講義 ＊
産業・労働分野に関する理論と支援の展開 ２ ２ １・２ 講義 ＊
心理実践実習Ⅲ ４ ４ １ 実習 ＊
心理実践実習Ⅳ ４ ４ ２ 実習 ＊

特
殊
研
究

臨床心理学特殊研究ⅠＡ ４ ２ １ 演習

　�ⅠＡ+ⅡＡ、ⅠＢ+ⅡＢ
及びⅠC+ⅡCのいずれ
かを選択

臨床心理学特殊研究ⅡＡ ４ ２ ２ 演習
臨床心理学特殊研究ⅠＢ ４ ２ １ 演習
臨床心理学特殊研究ⅡＢ ４ ２ ２ 演習
臨床心理学特殊研究ⅠC ４ ２ １ 演習
臨床心理学特殊研究ⅡC ４ ２ ２ 演習

修了に必要な単位数は、専攻基礎科目２単位以上、領域必修科目22単位及び特殊研究科目８単位を含み選択科目か
ら合計32単位以上を修得すること。
他領域、専攻、研究科の科目の修得単位は「選択他領域」とする。
なお、＊印科目の履修は臨床心理学領域の学生に限る。
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地
域
文
化
研
究
科

履修規程別表Ⅲ
人間福祉専攻　授業科目及び単位数
（社会福祉学領域）

領域 授　業　科　目　名 単位 週時間 年次 演・講 備　　考

社

　会

　福

　祉

　学

　領

　域

専
攻
基

礎
科
目

人間福祉特論 ２ ２ １ 講義 �１科目２単位以上を選択
保健医療分野に関する理論と支援の展開 ２ ２ １ 講義 �履修

領

　域

　必

　修

　科

　目

社会福祉研究法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 演習
社会福祉研究法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 演習
社会福祉実践演習Ⅰ ２ ２ １・２ 演習
社会福祉実践演習Ⅱ ２ ２ １・２ 演習
人間福祉特殊研究ⅠA ４ ２ １ 演習
人間福祉特殊研究ⅡA ４ ２ ２ 演習
人間福祉特殊研究ⅠB ４ ２ １ 演習
人間福祉特殊研究ⅡB ４ ２ ２ 演習
人間福祉特殊研究ⅠC ４ ２ １ 演習
人間福祉特殊研究ⅡC ４ ２ ２ 演習
人間福祉特殊研究ⅠD ４ ２ １ 演習
人間福祉特殊研究ⅡD ４ ２ ２ 演習
人間福祉特殊研究ⅠE ４ ２ １ 演習
人間福祉特殊研究ⅡE ４ ２ ２ 演習

選

　
　
　択

先端社会福祉研究特論 ２ ２ １・２ 講義
保健医療福祉特論 ２ ２ １・２ 講義
社会福祉法制度特論 ２ ２ １・２ 講義
福祉老年学特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
福祉老年学特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
子ども家庭支援特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
子ども家庭支援特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
地域共生社会特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
地域共生社会特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
障害と支援・ケア特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
障害と支援・ケア特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
社会心理学特論 ２ ２ １・２ 講義
対人援助特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
対人援助特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
福祉分野に関する理論と支援の展開 ２ ２ １・２ 講義

修了に必要な単位数は、専攻基礎科目２単位以上、領域必修科目12単位及び選択科目から18単位以上（他領域科目
８単位以内を含む）、合計32単位以上を修得すること。
他領域、専攻、研究科の科目の修得単位は「選択他領域」とする。
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（臨床心理学領域）
領域 授　業　科　目　名 単位 週時間 年次 演・講 備　　考

臨

　
　床

　
　心

　
　理

　
　学

　
　領

　
　域

専
攻
基

礎
科
目

人間福祉特論 ２ ２ １ 講義 �１科目２単位以上を選択
保健医療分野に関する理論と支援の展開 ２ ２ １ 講義 �履修

領

　域

　必

　修

　科

　目

臨床心理学特論Ⅰ ２ ２ １ 講義 ＊
臨床心理学特論Ⅱ ２ ２ １ 講義 ＊
臨床心理査定演習Ⅰ
（心理的アセスメントに関する理論と実践） ２ ２ １・２ 演習 ＊

臨床心理査定演習Ⅱ ２ ２ １・２ 演習 ＊
臨床心理面接特論Ⅰ
（心理支援に関する理論と実践） ２ ２ １・２ 講義 ＊

臨床心理面接特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義 ＊
臨床心理基礎実習 ２ ４ １ 実習 ＊
心理実践実習Ⅰ ２ ２ １ 実習 ＊
臨床心理実習（心理実践実習Ⅱ） ６ 12 ２ 実習 ＊

選

　
　択

　
　科

　
　目

心理学研究法特論 ２ ２ １・２ 講義
心理統計法特論 ２ ２ １・２ 講義
人格心理学特論 ２ ２ １・２ 講義
司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開 ２ ２ １・２ 講義 ＊
認知心理学特論 ２ ２ １・２ 講義
心理療法特論 ２ ２ １・２ 講義 ＊
教育分野に関する理論と支援の展開 ２ ２ １・２ 講義 ＊
臨床心理実習Ａ １ １ １・２ 実習 ＊
臨床心理実習Ｂ １ １ １・２ 実習 ＊
社会心理学特論 ２ ２ １・２ 講義
社会倫理学特論 ２ ２ １・２ 講義
障害児（者）援助特論 ２ ２ １・２ 講義
福祉分野に関する理論と支援の展開 ２ ２ １・２ 講義
投映法特論 ２ ２ １・２ 講義 ＊
家族関係・集団・地域社会における心理
支援に関する理論と実践 ２ ２ １・２ 講義 ＊

心の健康教育に関する理論と実践 ２ ２ １・２ 講義 ＊
産業・労働分野に関する理論と支援の展開 ２ ２ １・２ 講義 ＊
心理実践実習Ⅲ ４ ４ １ 実習 ＊
心理実践実習Ⅳ ４ ４ ２ 実習 ＊

特
殊
研
究

臨床心理学特殊研究ⅠＡ ４ ２ １ 演習

　�ⅠＡ+ⅡＡ、ⅠＢ+ⅡＢ
及びⅠC+ⅡCのいずれ
かを選択

臨床心理学特殊研究ⅡＡ ４ ２ ２ 演習
臨床心理学特殊研究ⅠＢ ４ ２ １ 演習
臨床心理学特殊研究ⅡＢ ４ ２ ２ 演習
臨床心理学特殊研究ⅠC ４ ２ １ 演習
臨床心理学特殊研究ⅡC ４ ２ ２ 演習

修了に必要な単位数は、専攻基礎科目２単位以上、領域必修科目22単位及び特殊研究科目８単位を含み選択科目か
ら合計32単位以上を修得すること。
他領域、専攻、研究科の科目の修得単位は「選択他領域」とする。
なお、＊印科目の履修は臨床心理学領域の学生に限る。
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究
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履修規程別表Ⅲ
人間福祉専攻　授業科目及び単位数
（社会福祉学領域）

領域 授　業　科　目　名 単位 週時間 年次 演・講 備　　考

社

　会

　福

　祉

　学

　領

　域

専
攻
基

礎
科
目

人間福祉特論 ２ ２ １ 講義 �１科目２単位以上を選択
保健医療分野に関する理論と支援の展開 ２ ２ １ 講義 �履修

領

　域

　必

　修

　科

　目

社会福祉研究法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 演習
社会福祉研究法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 演習
社会福祉実践演習Ⅰ ２ ２ １・２ 演習
社会福祉実践演習Ⅱ ２ ２ １・２ 演習
人間福祉特殊研究ⅠA ４ ２ １ 演習
人間福祉特殊研究ⅡA ４ ２ ２ 演習
人間福祉特殊研究ⅠB ４ ２ １ 演習
人間福祉特殊研究ⅡB ４ ２ ２ 演習
人間福祉特殊研究ⅠC ４ ２ １ 演習
人間福祉特殊研究ⅡC ４ ２ ２ 演習
人間福祉特殊研究ⅠD ４ ２ １ 演習
人間福祉特殊研究ⅡD ４ ２ ２ 演習
人間福祉特殊研究ⅠE ４ ２ １ 演習
人間福祉特殊研究ⅡE ４ ２ ２ 演習

選

　
　
　択

先端社会福祉研究特論 ２ ２ １・２ 講義
保健医療福祉特論 ２ ２ １・２ 講義
社会福祉法制度特論 ２ ２ １・２ 講義
福祉老年学特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
福祉老年学特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
子ども家庭支援特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
子ども家庭支援特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
地域共生社会特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
地域共生社会特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
障害と支援・ケア特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
障害と支援・ケア特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
社会心理学特論 ２ ２ １・２ 講義
対人援助特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
対人援助特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
福祉分野に関する理論と支援の展開 ２ ２ １・２ 講義

修了に必要な単位数は、専攻基礎科目２単位以上、領域必修科目12単位及び選択科目から18単位以上（他領域科目
８単位以内を含む）、合計32単位以上を修得すること。
他領域、専攻、研究科の科目の修得単位は「選択他領域」とする。
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（臨床心理学領域）
領域 授　業　科　目　名 単位 週時間 年次 演・講 備　　考

臨

　
　床

　
　心

　
　理

　
　学

　
　領

　
　域

専
攻
基

礎
科
目

人間福祉特論 ２ ２ １ 講義 �１科目２単位以上を選択
保健医療分野に関する理論と支援の展開 ２ ２ １ 講義 �履修

領

　域

　必

　修

　科

　目

臨床心理学特論Ⅰ ２ ２ １ 講義 ＊
臨床心理学特論Ⅱ ２ ２ １ 講義 ＊
臨床心理査定演習Ⅰ
（心理的アセスメントに関する理論と実践） ２ ２ １・２ 演習 ＊

臨床心理査定演習Ⅱ ２ ２ １・２ 演習 ＊
臨床心理面接特論Ⅰ
（心理支援に関する理論と実践） ２ ２ １・２ 講義 ＊

臨床心理面接特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義 ＊
臨床心理基礎実習 ２ ４ １ 実習 ＊
心理実践実習Ⅰ ２ ２ １ 実習 ＊
臨床心理実習（心理実践実習Ⅱ） ６ 12 ２ 実習 ＊

選

　
　択

　
　科

　
　目

心理学研究法特論 ２ ２ １・２ 講義
心理統計法特論 ２ ２ １・２ 講義
人格心理学特論 ２ ２ １・２ 講義
司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開 ２ ２ １・２ 講義 ＊
認知心理学特論 ２ ２ １・２ 講義
心理療法特論 ２ ２ １・２ 講義 ＊
教育分野に関する理論と支援の展開 ２ ２ １・２ 講義 ＊
臨床心理実習Ａ １ １ １・２ 実習 ＊
臨床心理実習Ｂ １ １ １・２ 実習 ＊
社会心理学特論 ２ ２ １・２ 講義
社会倫理学特論 ２ ２ １・２ 講義
障害児（者）援助特論 ２ ２ １・２ 講義
福祉分野に関する理論と支援の展開 ２ ２ １・２ 講義
投映法特論 ２ ２ １・２ 講義 ＊
家族関係・集団・地域社会における心理
支援に関する理論と実践 ２ ２ １・２ 講義 ＊

心の健康教育に関する理論と実践 ２ ２ １・２ 講義 ＊
産業・労働分野に関する理論と支援の展開 ２ ２ １・２ 講義 ＊
心理実践実習Ⅲ ４ ４ １ 実習 ＊
心理実践実習Ⅳ ４ ４ ２ 実習 ＊

特
殊
研
究

臨床心理学特殊研究ⅠＡ ４ ２ １ 演習

　�ⅠＡ+ⅡＡ、ⅠＢ+ⅡＢ
及びⅠC+ⅡCのいずれ
かを選択

臨床心理学特殊研究ⅡＡ ４ ２ ２ 演習
臨床心理学特殊研究ⅠＢ ４ ２ １ 演習
臨床心理学特殊研究ⅡＢ ４ ２ ２ 演習
臨床心理学特殊研究ⅠC ４ ２ １ 演習
臨床心理学特殊研究ⅡC ４ ２ ２ 演習

修了に必要な単位数は、専攻基礎科目２単位以上、領域必修科目22単位及び特殊研究科目８単位を含み選択科目か
ら合計32単位以上を修得すること。
他領域、専攻、研究科の科目の修得単位は「選択他領域」とする。
なお、＊印科目の履修は臨床心理学領域の学生に限る。
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履修規程別表Ⅲ
人間福祉専攻　授業科目及び単位数
（社会福祉学領域）

領域 授　業　科　目　名 単位 週時間 年次 演・講 備　　考

社

　会

　福

　祉

　学

　領

　域

専
攻
基

礎
科
目

人間福祉特論 ２ ２ １ 講義 �１科目２単位以上を選択
保健医療分野に関する理論と支援の展開 ２ ２ １ 講義 �履修

領

　域

　必

　修

　科

　目

社会福祉研究法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 演習
社会福祉研究法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 演習
社会福祉実践演習Ⅰ ２ ２ １・２ 演習
社会福祉実践演習Ⅱ ２ ２ １・２ 演習
人間福祉特殊研究ⅠA ４ ２ １ 演習
人間福祉特殊研究ⅡA ４ ２ ２ 演習
人間福祉特殊研究ⅠB ４ ２ １ 演習
人間福祉特殊研究ⅡB ４ ２ ２ 演習
人間福祉特殊研究ⅠC ４ ２ １ 演習
人間福祉特殊研究ⅡC ４ ２ ２ 演習
人間福祉特殊研究ⅠD ４ ２ １ 演習
人間福祉特殊研究ⅡD ４ ２ ２ 演習
人間福祉特殊研究ⅠE ４ ２ １ 演習
人間福祉特殊研究ⅡE ４ ２ ２ 演習

選

　
　
　択

先端社会福祉研究特論 ２ ２ １・２ 講義
保健医療福祉特論 ２ ２ １・２ 講義
社会福祉法制度特論 ２ ２ １・２ 講義
福祉老年学特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
福祉老年学特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
子ども家庭支援特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
子ども家庭支援特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
地域共生社会特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
地域共生社会特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
障害と支援・ケア特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
障害と支援・ケア特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
社会心理学特論 ２ ２ １・２ 講義
対人援助特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
対人援助特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
福祉分野に関する理論と支援の展開 ２ ２ １・２ 講義

修了に必要な単位数は、専攻基礎科目２単位以上、領域必修科目12単位及び選択科目から18単位以上（他領域科目
８単位以内を含む）、合計32単位以上を修得すること。
他領域、専攻、研究科の科目の修得単位は「選択他領域」とする。
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地
域
文
化
研
究
科
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専攻 専修免許状 科　　　目 単位 必要単位数

南

　島

　文

　化

　専

　攻

中学校教諭専修免許状
（社会）
高等学校教諭専修免許状
（公民）

南島社会文化特殊研究Ⅰ ４ 選択科目から
24単位選択
必修

南島社会文化特殊研究Ⅱ ４
南島社会特論Ⅰ ２
南島社会特論Ⅱ ２
家族社会学特論Ⅰ ２
家族社会学特論Ⅱ ２
植民地社会特論Ⅰ ２
植民地社会特論Ⅱ ２
国際社会学特論 ２
比較社会文化特論Ⅰ ２
比較社会文化特論Ⅱ ２
現代社会文化特論 ２

英

　

�

米�

　言

　

�

語�

　文

　

�

化�

　専�

　攻

中学校教諭専修免許状
（英語）
高等学校教諭専修免許状
（英語）

英米文学特殊研究ⅠA ４ 選択科目から
24単位選択
必修

英米文学特殊研究ⅡA ４
英米文学特殊研究ⅠB ４
英米文学特殊研究ⅡB ４
英米批評特論Ⅰ ２
英米批評特論Ⅱ ２
英米演劇特論Ⅰ ２
英米演劇特論Ⅱ ２
英米小説特論Ⅰ ２
英米小説特論Ⅱ ２
英米詩特論Ⅰ ２
英米詩特論Ⅱ ２
英米文学特論 ２
言語教育特殊研究ⅠA ４
言語教育特殊研究ⅡA ４
言語教育特殊研究ⅠB ４
言語教育特殊研究ⅡB ４
英語教育学特論Ⅰ ２
英語教育学特論Ⅱ ２
英語学特論 ２
マルチリンガル教育特論 ２
社会言語学特論 ２
言語教育実習Ⅰ ２
ヨーロッパ文化特論 ２
英米文化特論 ２
アジア文化特論 ２
多文化間教育特論 ２
言語とメディア ２
英語論文の書き方Ⅰ ２
英語論文の書き方Ⅱ ２

人
間
福
祉
専
攻

　臨床
心
理
学
領
域

高等学校教諭専修免許状
（公民）

臨床心理学特殊研究ⅠＡ ４ 選択科目から
24単位選択
必修

臨床心理学特殊研究ⅡＡ ４
臨床心理学特殊研究ⅠC ４
臨床心理学特殊研究ⅡC ４
臨床心理学特論Ⅰ ２
臨床心理学特論Ⅱ ２
心の健康教育に関する理論と実践 ２
産業・労働分野に関する理論と支援の展開 ２
臨床心理査定演習Ⅰ（心理的アセスメントに関する理論と実践） ２
臨床心理査定演習Ⅱ ２
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履修規程別表Ⅳ
専修免許状に必要な専門教育科目
専攻 専修免許状 科　　　目 単位 必要単位数

南

　
　
　島

　
　
　文

　
　
　化

　
　
　専

　
　
　攻

中学校教諭専修免許状
（国語）
高等学校教諭専修免許状
（国語）

南島言語文化特殊研究Ⅰ ４ 選択科目から
24単位選択
必修

南島言語文化特殊研究Ⅱ ４
日本言語文化特殊研究Ⅰ ４
日本言語文化特殊研究Ⅱ ４
南島文学特論ⅠＡ ２
南島文学特論ⅠＢ ２
南島文学特論ⅡＡ ２
南島文学特論ⅡＢ ２
南島方言学特論Ⅰ ２
南島方言学特論Ⅱ ２
日本古典文学特論ⅠＡ ２
日本古典文学特論ⅠＢ ２
日本古典文学特論ⅡＡ ２
日本古典文学特論ⅡＢ ２
日本近現代文学特論ⅠＡ ２
日本近現代文学特論ⅠＢ ２
日本近現代文学特論ⅡＡ ２
日本近現代文学特論ⅡＢ ２
南島芸能特論Ⅰ ２
南島芸能特論Ⅱ ２
南島言語文化特論 ２
国語教育学特論Ⅰ ２
国語教育学特論Ⅱ ２

中学校教諭専修免許状
（社会）
高等学校教諭専修免許状
（地理歴史）

南島民俗文化特殊研究Ⅰ ４ 選択科目から
24単位選択
必修
�

南島民俗文化特殊研究Ⅱ ４
南島先史文化特殊研究Ⅰ ４
南島先史文化特殊研究Ⅱ ４
南島歴史文化特殊研究Ⅰ ４
南島歴史文化特殊研究Ⅱ ４
東アジア文化人類学特論ⅠA ２
東アジア文化人類学特論ⅠB ２
東アジア文化人類学特論Ⅱ ２
東アジア文化人類学特論Ⅲ ２
南島民俗特論Ⅰ ２
南島民俗特論Ⅱ ２
南島民俗宗教特論Ⅰ ２
南島民俗宗教特論Ⅱ ２
南島地理学特論Ⅰ ２
南島地理学特論Ⅱ ２
民族誌特論 ２
考古学特論Ⅰ ２
考古学特論Ⅱ ２
南島史学特論ⅠＡ ２
南島史学特論ⅠＢ ２
南島史学特論ⅡＡ ２
南島史学特論ⅡＢ ２
南島先史文化特論Ⅰ ２
南島先史文化特論Ⅱ ２
文化財保存特論 ２
アジア先史文化特論 ２
地理教育学特論 ２
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専攻 専修免許状 科　　　目 単位 必要単位数

南

　島

　文

　化

　専

　攻

中学校教諭専修免許状
（社会）
高等学校教諭専修免許状
（公民）

南島社会文化特殊研究Ⅰ ４ 選択科目から
24単位選択
必修

南島社会文化特殊研究Ⅱ ４
南島社会特論Ⅰ ２
南島社会特論Ⅱ ２
家族社会学特論Ⅰ ２
家族社会学特論Ⅱ ２
植民地社会特論Ⅰ ２
植民地社会特論Ⅱ ２
国際社会学特論 ２
比較社会文化特論Ⅰ ２
比較社会文化特論Ⅱ ２
現代社会文化特論 ２

英

　

�

米�

　言

　

�

語�

　文

　

�

化�

　専�
　攻

中学校教諭専修免許状
（英語）
高等学校教諭専修免許状
（英語）

英米文学特殊研究ⅠA ４ 選択科目から
24単位選択
必修

英米文学特殊研究ⅡA ４
英米文学特殊研究ⅠB ４
英米文学特殊研究ⅡB ４
英米批評特論Ⅰ ２
英米批評特論Ⅱ ２
英米演劇特論Ⅰ ２
英米演劇特論Ⅱ ２
英米小説特論Ⅰ ２
英米小説特論Ⅱ ２
英米詩特論Ⅰ ２
英米詩特論Ⅱ ２
英米文学特論 ２
言語教育特殊研究ⅠA ４
言語教育特殊研究ⅡA ４
言語教育特殊研究ⅠB ４
言語教育特殊研究ⅡB ４
英語教育学特論Ⅰ ２
英語教育学特論Ⅱ ２
英語学特論 ２
マルチリンガル教育特論 ２
社会言語学特論 ２
言語教育実習Ⅰ ２
ヨーロッパ文化特論 ２
英米文化特論 ２
アジア文化特論 ２
多文化間教育特論 ２
言語とメディア ２
英語論文の書き方Ⅰ ２
英語論文の書き方Ⅱ ２

人
間
福
祉
専
攻

　臨床
心
理
学
領
域

高等学校教諭専修免許状
（公民）

臨床心理学特殊研究ⅠＡ ４ 選択科目から
24単位選択
必修

臨床心理学特殊研究ⅡＡ ４
臨床心理学特殊研究ⅠC ４
臨床心理学特殊研究ⅡC ４
臨床心理学特論Ⅰ ２
臨床心理学特論Ⅱ ２
心の健康教育に関する理論と実践 ２
産業・労働分野に関する理論と支援の展開 ２
臨床心理査定演習Ⅰ（心理的アセスメントに関する理論と実践） ２
臨床心理査定演習Ⅱ ２
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履修規程別表Ⅳ
専修免許状に必要な専門教育科目
専攻 専修免許状 科　　　目 単位 必要単位数

南

　
　
　島

　
　
　文

　
　
　化

　
　
　専

　
　
　攻

中学校教諭専修免許状
（国語）
高等学校教諭専修免許状
（国語）

南島言語文化特殊研究Ⅰ ４ 選択科目から
24単位選択
必修

南島言語文化特殊研究Ⅱ ４
日本言語文化特殊研究Ⅰ ４
日本言語文化特殊研究Ⅱ ４
南島文学特論ⅠＡ ２
南島文学特論ⅠＢ ２
南島文学特論ⅡＡ ２
南島文学特論ⅡＢ ２
南島方言学特論Ⅰ ２
南島方言学特論Ⅱ ２
日本古典文学特論ⅠＡ ２
日本古典文学特論ⅠＢ ２
日本古典文学特論ⅡＡ ２
日本古典文学特論ⅡＢ ２
日本近現代文学特論ⅠＡ ２
日本近現代文学特論ⅠＢ ２
日本近現代文学特論ⅡＡ ２
日本近現代文学特論ⅡＢ ２
南島芸能特論Ⅰ ２
南島芸能特論Ⅱ ２
南島言語文化特論 ２
国語教育学特論Ⅰ ２
国語教育学特論Ⅱ ２

中学校教諭専修免許状
（社会）
高等学校教諭専修免許状
（地理歴史）

南島民俗文化特殊研究Ⅰ ４ 選択科目から
24単位選択
必修
�

南島民俗文化特殊研究Ⅱ ４
南島先史文化特殊研究Ⅰ ４
南島先史文化特殊研究Ⅱ ４
南島歴史文化特殊研究Ⅰ ４
南島歴史文化特殊研究Ⅱ ４
東アジア文化人類学特論ⅠA ２
東アジア文化人類学特論ⅠB ２
東アジア文化人類学特論Ⅱ ２
東アジア文化人類学特論Ⅲ ２
南島民俗特論Ⅰ ２
南島民俗特論Ⅱ ２
南島民俗宗教特論Ⅰ ２
南島民俗宗教特論Ⅱ ２
南島地理学特論Ⅰ ２
南島地理学特論Ⅱ ２
民族誌特論 ２
考古学特論Ⅰ ２
考古学特論Ⅱ ２
南島史学特論ⅠＡ ２
南島史学特論ⅠＢ ２
南島史学特論ⅡＡ ２
南島史学特論ⅡＢ ２
南島先史文化特論Ⅰ ２
南島先史文化特論Ⅱ ２
文化財保存特論 ２
アジア先史文化特論 ２
地理教育学特論 ２
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専攻 専修免許状 科　　　目 単位 必要単位数

南

　島

　文

　化

　専

　攻

中学校教諭専修免許状
（社会）
高等学校教諭専修免許状
（公民）

南島社会文化特殊研究Ⅰ ４ 選択科目から
24単位選択
必修

南島社会文化特殊研究Ⅱ ４
南島社会特論Ⅰ ２
南島社会特論Ⅱ ２
家族社会学特論Ⅰ ２
家族社会学特論Ⅱ ２
植民地社会特論Ⅰ ２
植民地社会特論Ⅱ ２
国際社会学特論 ２
比較社会文化特論Ⅰ ２
比較社会文化特論Ⅱ ２
現代社会文化特論 ２

英

　

�

米�

　言

　

�

語�

　文

　

�

化�

　専�
　攻

中学校教諭専修免許状
（英語）
高等学校教諭専修免許状
（英語）

英米文学特殊研究ⅠA ４ 選択科目から
24単位選択
必修

英米文学特殊研究ⅡA ４
英米文学特殊研究ⅠB ４
英米文学特殊研究ⅡB ４
英米批評特論Ⅰ ２
英米批評特論Ⅱ ２
英米演劇特論Ⅰ ２
英米演劇特論Ⅱ ２
英米小説特論Ⅰ ２
英米小説特論Ⅱ ２
英米詩特論Ⅰ ２
英米詩特論Ⅱ ２
英米文学特論 ２
言語教育特殊研究ⅠA ４
言語教育特殊研究ⅡA ４
言語教育特殊研究ⅠB ４
言語教育特殊研究ⅡB ４
英語教育学特論Ⅰ ２
英語教育学特論Ⅱ ２
英語学特論 ２
マルチリンガル教育特論 ２
社会言語学特論 ２
言語教育実習Ⅰ ２
ヨーロッパ文化特論 ２
英米文化特論 ２
アジア文化特論 ２
多文化間教育特論 ２
言語とメディア ２
英語論文の書き方Ⅰ ２
英語論文の書き方Ⅱ ２

人
間
福
祉
専
攻

　臨床
心
理
学
領
域

高等学校教諭専修免許状
（公民）

臨床心理学特殊研究ⅠＡ ４ 選択科目から
24単位選択
必修

臨床心理学特殊研究ⅡＡ ４
臨床心理学特殊研究ⅠC ４
臨床心理学特殊研究ⅡC ４
臨床心理学特論Ⅰ ２
臨床心理学特論Ⅱ ２
心の健康教育に関する理論と実践 ２
産業・労働分野に関する理論と支援の展開 ２
臨床心理査定演習Ⅰ（心理的アセスメントに関する理論と実践） ２
臨床心理査定演習Ⅱ ２
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履修規程別表Ⅳ
専修免許状に必要な専門教育科目
専攻 専修免許状 科　　　目 単位 必要単位数

南

　
　
　島

　
　
　文

　
　
　化

　
　
　専

　
　
　攻

中学校教諭専修免許状
（国語）
高等学校教諭専修免許状
（国語）

南島言語文化特殊研究Ⅰ ４ 選択科目から
24単位選択
必修

南島言語文化特殊研究Ⅱ ４
日本言語文化特殊研究Ⅰ ４
日本言語文化特殊研究Ⅱ ４
南島文学特論ⅠＡ ２
南島文学特論ⅠＢ ２
南島文学特論ⅡＡ ２
南島文学特論ⅡＢ ２
南島方言学特論Ⅰ ２
南島方言学特論Ⅱ ２
日本古典文学特論ⅠＡ ２
日本古典文学特論ⅠＢ ２
日本古典文学特論ⅡＡ ２
日本古典文学特論ⅡＢ ２
日本近現代文学特論ⅠＡ ２
日本近現代文学特論ⅠＢ ２
日本近現代文学特論ⅡＡ ２
日本近現代文学特論ⅡＢ ２
南島芸能特論Ⅰ ２
南島芸能特論Ⅱ ２
南島言語文化特論 ２
国語教育学特論Ⅰ ２
国語教育学特論Ⅱ ２

中学校教諭専修免許状
（社会）
高等学校教諭専修免許状
（地理歴史）

南島民俗文化特殊研究Ⅰ ４ 選択科目から
24単位選択
必修
�

南島民俗文化特殊研究Ⅱ ４
南島先史文化特殊研究Ⅰ ４
南島先史文化特殊研究Ⅱ ４
南島歴史文化特殊研究Ⅰ ４
南島歴史文化特殊研究Ⅱ ４
東アジア文化人類学特論ⅠA ２
東アジア文化人類学特論ⅠB ２
東アジア文化人類学特論Ⅱ ２
東アジア文化人類学特論Ⅲ ２
南島民俗特論Ⅰ ２
南島民俗特論Ⅱ ２
南島民俗宗教特論Ⅰ ２
南島民俗宗教特論Ⅱ ２
南島地理学特論Ⅰ ２
南島地理学特論Ⅱ ２
民族誌特論 ２
考古学特論Ⅰ ２
考古学特論Ⅱ ２
南島史学特論ⅠＡ ２
南島史学特論ⅠＢ ２
南島史学特論ⅡＡ ２
南島史学特論ⅡＢ ２
南島先史文化特論Ⅰ ２
南島先史文化特論Ⅱ ２
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様式１

修士論文指導教員届

年　　　月　　　日　

　沖 縄 国 際 大 学 大 学 院
　　地 域 文 化 研 究 科 長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域文化研究科　　　　　　　　　　　　専攻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学籍番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

修士論文指導教員を下記のとおりお届けします。

記

研
究
題
目

指
導
教
員

印

注．�指導教員の承認を得て、入学年度の所定期日までに研究科長に届けなければ
ならない。

専攻 専修免許状 科　　　目 単位 必要単位数

人
間
福
祉
専
攻

　臨床
心
理
学
領
域

高等学校教諭専修免許状
（公民）

臨床心理面接特論Ⅰ（心理支援に関する理論と実践） ２
臨床心理面接特論Ⅱ ２
心理学研究法特論 ２
心理統計法特論 ２
人格心理学特論 ２
司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開 ２
認知心理学特論 ２
教育分野に関する理論と支援の展開 ２
保健医療分野に関する理論と支援の展開 ２
社会心理学特論 ２
福祉分野に関する理論と支援の展開 ２
心理療法特論 ２
投映法特論 ２
家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践 ２
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様式１

修士論文指導教員届

年　　　月　　　日　

　沖 縄 国 際 大 学 大 学 院
　　地 域 文 化 研 究 科 長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域文化研究科　　　　　　　　　　　　専攻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学籍番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

修士論文指導教員を下記のとおりお届けします。

記

研
究
題
目

指
導
教
員
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注．�指導教員の承認を得て、入学年度の所定期日までに研究科長に届けなければ
ならない。

専攻 専修免許状 科　　　目 単位 必要単位数

人
間
福
祉
専
攻

　臨床
心
理
学
領
域

高等学校教諭専修免許状
（公民）
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心理学研究法特論 ２
心理統計法特論 ２
人格心理学特論 ２
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認知心理学特論 ２
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投映法特論 ２
家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践 ２
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様式１

修士論文指導教員届
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研
究
題
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指
導
教
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間
福
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専
攻
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心
理
学
領
域
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（公民）

臨床心理面接特論Ⅰ（心理支援に関する理論と実践） ２
臨床心理面接特論Ⅱ ２
心理学研究法特論 ２
心理統計法特論 ２
人格心理学特論 ２
司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開 ２
認知心理学特論 ２
教育分野に関する理論と支援の展開 ２
保健医療分野に関する理論と支援の展開 ２
社会心理学特論 ２
福祉分野に関する理論と支援の展開 ２
心理療法特論 ２
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沖縄国際大学大学院地域文化研究科の学位論文審査及び最終試験に関する取扱要項

（趣旨）
第１条　この要項は、沖縄国際大学大学院学則第43条の３項及び地域文化研究科履修規程第12条に基づき、学位
論文（以下「論文」という。）の審査及び最終試験の実施に関し、必要な事項を定める。

（論文の提出）
第２条　論文を提出することができる者は、所定の授業科目について32単位以上を履修した者又は修了見込の者
とする。ただし、特定課題研究を選択する者については36単位以上とする。
２　論文の審査を受けようとする者は、学位論文審査願（様式第１号）に学位論文作成要領（別表）による論文
正本１部、副本２部、計３部及び論文要旨（様式第２号）３部を添えて、１月末日（９月修了予定者については、
７月末日）までに指導教員を経て研究科長に提出しなければならない。
（審査方法）
第３条　研究科長は、受理した論文の審査を研究科会に付託する。
２　研究科会は、各論文ごとに審査委員会を設置し、その審査を委嘱する。
３　審査委員会は、演習担当者を含む３人以上の審査委員をもって構成し、指導教員以外の教員を主査とする。
４　研究科会が必要と認めたときは､ 他の大学院､ 研究科､ 研究所等の教員等の協力を得ることができる｡
５　修士論文の審査は､ その論文が提出された学期末までに終了するものとする｡
６　主査は､ 当該論文の審査及び最終試験を総括する｡
７　受理した論文は返却しない｡
（最終試験）
第４条　最終試験は、論文の審査終了後、審査委員会が論文を中心として口述又は筆記試験によって行う。
（審査基準）
第５条　審査委員会は、次の審査基準に基づき行うものとする。
⑴　問題意識が明確で、テーマ設定が適切であること。
⑵　調査・実験、文献資料などの検索が十分にできていること。
⑶　分析視点が明確で論理展開が一貫していること。
⑷　分析結果の内容が説得的であること。
⑸　独創性が認められること。
⑹　必要最低枚数を満たし、規則に則った書式であること。
２　審査委員会は、前項に基づき、下記のように判定を行うものとする。
⑴　合格
⑵　一部修正の上、合格
⑶　不合格
（報告）
第６条　審査委員会は、論文の審査及び最終試験の結果を、学位論文審査及び最終試験の結果報告書（様式第３号）
により、研究科長に報告する。
２　研究科長は、審査委員会の報告を研究科会に諮り、最終試験の合否を議決するとともにその審議結果を学長
に報告する。
（改廃）
第７条　この要項の改廃は、研究科会の議を経て、大学院委員会がこれを行う。

　　附　則
１　この要項は、平成９年４月１日から施行する。
２　改正、この要項は、平成18年４月１日から施行する。
３　改正、この要項は、平成19年４月１日から施行する。ただし、第５条（審査基準）については、平成14年度
入学者から適用する。
４　改正、この要項は、平成20年４月１日から施行する。ただし、第３条第３項については、平成15年度入学者
から適用し、それ以外の条文については、平成19年度以前の入学者は、従前の要項とする。
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様式２

修士論文指導教員変更届

年　　　月　　　日　

　沖 縄 国 際 大 学 大 学 院
　　地 域 文 化 研 究 科 長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域文化研究科　　　　　　　　　　　　専攻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学籍番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

修士論文指導教員を下記のとおり変更しますのでお届けします。

記

新
指導教員

印

旧
指導教員

印

理

　
　由
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沖縄国際大学大学院地域文化研究科の学位論文審査及び最終試験に関する取扱要項

（趣旨）
第１条　この要項は、沖縄国際大学大学院学則第43条の３項及び地域文化研究科履修規程第12条に基づき、学位
論文（以下「論文」という。）の審査及び最終試験の実施に関し、必要な事項を定める。

（論文の提出）
第２条　論文を提出することができる者は、所定の授業科目について32単位以上を履修した者又は修了見込の者
とする。ただし、特定課題研究を選択する者については36単位以上とする。
２　論文の審査を受けようとする者は、学位論文審査願（様式第１号）に学位論文作成要領（別表）による論文
正本１部、副本２部、計３部及び論文要旨（様式第２号）３部を添えて、１月末日（９月修了予定者については、
７月末日）までに指導教員を経て研究科長に提出しなければならない。
（審査方法）
第３条　研究科長は、受理した論文の審査を研究科会に付託する。
２　研究科会は、各論文ごとに審査委員会を設置し、その審査を委嘱する。
３　審査委員会は、演習担当者を含む３人以上の審査委員をもって構成し、指導教員以外の教員を主査とする。
４　研究科会が必要と認めたときは､ 他の大学院､ 研究科､ 研究所等の教員等の協力を得ることができる｡
５　修士論文の審査は､ その論文が提出された学期末までに終了するものとする｡
６　主査は､ 当該論文の審査及び最終試験を総括する｡
７　受理した論文は返却しない｡
（最終試験）
第４条　最終試験は、論文の審査終了後、審査委員会が論文を中心として口述又は筆記試験によって行う。
（審査基準）
第５条　審査委員会は、次の審査基準に基づき行うものとする。
⑴　問題意識が明確で、テーマ設定が適切であること。
⑵　調査・実験、文献資料などの検索が十分にできていること。
⑶　分析視点が明確で論理展開が一貫していること。
⑷　分析結果の内容が説得的であること。
⑸　独創性が認められること。
⑹　必要最低枚数を満たし、規則に則った書式であること。
２　審査委員会は、前項に基づき、下記のように判定を行うものとする。
⑴　合格
⑵　一部修正の上、合格
⑶　不合格
（報告）
第６条　審査委員会は、論文の審査及び最終試験の結果を、学位論文審査及び最終試験の結果報告書（様式第３号）
により、研究科長に報告する。
２　研究科長は、審査委員会の報告を研究科会に諮り、最終試験の合否を議決するとともにその審議結果を学長
に報告する。
（改廃）
第７条　この要項の改廃は、研究科会の議を経て、大学院委員会がこれを行う。

　　附　則
１　この要項は、平成９年４月１日から施行する。
２　改正、この要項は、平成18年４月１日から施行する。
３　改正、この要項は、平成19年４月１日から施行する。ただし、第５条（審査基準）については、平成14年度
入学者から適用する。
４　改正、この要項は、平成20年４月１日から施行する。ただし、第３条第３項については、平成15年度入学者
から適用し、それ以外の条文については、平成19年度以前の入学者は、従前の要項とする。
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沖縄国際大学大学院地域文化研究科の学位論文審査及び最終試験に関する取扱要項

（趣旨）
第１条　この要項は、沖縄国際大学大学院学則第43条の３項及び地域文化研究科履修規程第12条に基づき、学位
論文（以下「論文」という。）の審査及び最終試験の実施に関し、必要な事項を定める。

（論文の提出）
第２条　論文を提出することができる者は、所定の授業科目について32単位以上を履修した者又は修了見込の者
とする。ただし、特定課題研究を選択する者については36単位以上とする。
２　論文の審査を受けようとする者は、学位論文審査願（様式第１号）に学位論文作成要領（別表）による論文
正本１部、副本２部、計３部及び論文要旨（様式第２号）３部を添えて、１月末日（９月修了予定者については、
７月末日）までに指導教員を経て研究科長に提出しなければならない。
（審査方法）
第３条　研究科長は、受理した論文の審査を研究科会に付託する。
２　研究科会は、各論文ごとに審査委員会を設置し、その審査を委嘱する。
３　審査委員会は、演習担当者を含む３人以上の審査委員をもって構成し、指導教員以外の教員を主査とする。
４　研究科会が必要と認めたときは､ 他の大学院､ 研究科､ 研究所等の教員等の協力を得ることができる｡
５　修士論文の審査は､ その論文が提出された学期末までに終了するものとする｡
６　主査は､ 当該論文の審査及び最終試験を総括する｡
７　受理した論文は返却しない｡
（最終試験）
第４条　最終試験は、論文の審査終了後、審査委員会が論文を中心として口述又は筆記試験によって行う。
（審査基準）
第５条　審査委員会は、次の審査基準に基づき行うものとする。
⑴　問題意識が明確で、テーマ設定が適切であること。
⑵　調査・実験、文献資料などの検索が十分にできていること。
⑶　分析視点が明確で論理展開が一貫していること。
⑷　分析結果の内容が説得的であること。
⑸　独創性が認められること。
⑹　必要最低枚数を満たし、規則に則った書式であること。
２　審査委員会は、前項に基づき、下記のように判定を行うものとする。
⑴　合格
⑵　一部修正の上、合格
⑶　不合格
（報告）
第６条　審査委員会は、論文の審査及び最終試験の結果を、学位論文審査及び最終試験の結果報告書（様式第３号）
により、研究科長に報告する。
２　研究科長は、審査委員会の報告を研究科会に諮り、最終試験の合否を議決するとともにその審議結果を学長
に報告する。
（改廃）
第７条　この要項の改廃は、研究科会の議を経て、大学院委員会がこれを行う。

　　附　則
１　この要項は、平成９年４月１日から施行する。
２　改正、この要項は、平成18年４月１日から施行する。
３　改正、この要項は、平成19年４月１日から施行する。ただし、第５条（審査基準）については、平成14年度
入学者から適用する。
４　改正、この要項は、平成20年４月１日から施行する。ただし、第３条第３項については、平成15年度入学者
から適用し、それ以外の条文については、平成19年度以前の入学者は、従前の要項とする。
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様式２

修士論文指導教員変更届

年　　　月　　　日　

　沖 縄 国 際 大 学 大 学 院
　　地 域 文 化 研 究 科 長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域文化研究科　　　　　　　　　　　　専攻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学籍番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

修士論文指導教員を下記のとおり変更しますのでお届けします。

記

新
指導教員

印

旧
指導教員

印

理

　
　由
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様式第１号

学 位 論 文 審 査 願

年　　　月　　　日　

　沖 縄 国 際 大 学 大 学 院
　　地 域 文 化 研 究 科 長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究科名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　専 攻 名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学籍番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　このたび沖縄国際大学学位論文審査及び最終試験に関する取扱要項第２条の規定に基づき、下記の
とおり学位論文を提出しますので、審査くださるよう関係書類を添えてお願いします。

記

　　論文題目

指導教員
認　　印

別表

学位論文作成要領
１．規格は、A4版（21cm×29.7cm）とする。
２．製本にはA4版のファイルを使用し、横書きの場合は左とじ、縦書きの場合は右とじとする。
　⑴　表紙は次の事項を記載する。

　⑵　表紙の年度は学年度とし、西暦を用いる。
　⑶　背表紙には論文題名と氏名を記載する。

３．本文
　⑴　横書き又は縦書きにする。
　⑵　用語、総字数及び用紙は、各教育研究領域に委ねる。
　⑶　ページ数を記入し、目次を作成する。

４．本文紙面の余白は次のとおりとする。
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（横書きの表紙） （縦書きの表紙）

論　文　題　目

　　　　年度

沖�縄�国�際�大�学�大�学�院
地�域�文�化�研�究�科

専攻

氏名

論

　文

　題

　目

　
　
　
　
　
　
　

�

年
度

沖
縄
国
際
大
学
大
学
院

地
域
文
化
研
究
科

専
攻

　氏名

2.5cm

3.0cm 横　書　本　文 2.0
cm

2.5cm

2.5cm

2.0
cm

縦

　書

　本

　文

3.0cm

2.5cm
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様式第１号

学 位 論 文 審 査 願

年　　　月　　　日　

　沖 縄 国 際 大 学 大 学 院
　　地 域 文 化 研 究 科 長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究科名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　専 攻 名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学籍番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　このたび沖縄国際大学学位論文審査及び最終試験に関する取扱要項第２条の規定に基づき、下記の
とおり学位論文を提出しますので、審査くださるよう関係書類を添えてお願いします。

記

　　論文題目

指導教員
認　　印

別表

学位論文作成要領
１．規格は、A4版（21cm×29.7cm）とする。
２．製本にはA4版のファイルを使用し、横書きの場合は左とじ、縦書きの場合は右とじとする。
　⑴　表紙は次の事項を記載する。

　⑵　表紙の年度は学年度とし、西暦を用いる。
　⑶　背表紙には論文題名と氏名を記載する。

３．本文
　⑴　横書き又は縦書きにする。
　⑵　用語、総字数及び用紙は、各教育研究領域に委ねる。
　⑶　ページ数を記入し、目次を作成する。

４．本文紙面の余白は次のとおりとする。
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（横書きの表紙） （縦書きの表紙）

論　文　題　目

　　　　年度

沖�縄�国�際�大�学�大�学�院
地�域�文�化�研�究�科

専攻

氏名

論

　文

　題

　目

　
　
　
　
　
　
　

�

年
度

沖
縄
国
際
大
学
大
学
院

地
域
文
化
研
究
科

専
攻

　氏名

2.5cm

3.0cm 横　書　本　文 2.0
cm

2.5cm

2.5cm

2.0
cm

縦

　書

　本

　文

3.0cm

2.5cm
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様式第１号

学 位 論 文 審 査 願

年　　　月　　　日　

　沖 縄 国 際 大 学 大 学 院
　　地 域 文 化 研 究 科 長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究科名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　専 攻 名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学籍番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　このたび沖縄国際大学学位論文審査及び最終試験に関する取扱要項第２条の規定に基づき、下記の
とおり学位論文を提出しますので、審査くださるよう関係書類を添えてお願いします。

記

　　論文題目

指導教員
認　　印

別表

学位論文作成要領
１．規格は、A4版（21cm×29.7cm）とする。
２．製本にはA4版のファイルを使用し、横書きの場合は左とじ、縦書きの場合は右とじとする。
　⑴　表紙は次の事項を記載する。

　⑵　表紙の年度は学年度とし、西暦を用いる。
　⑶　背表紙には論文題名と氏名を記載する。

３．本文
　⑴　横書き又は縦書きにする。
　⑵　用語、総字数及び用紙は、各教育研究領域に委ねる。
　⑶　ページ数を記入し、目次を作成する。

４．本文紙面の余白は次のとおりとする。
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（横書きの表紙） （縦書きの表紙）

論　文　題　目

　　　　年度

沖�縄�国�際�大�学�大�学�院
地�域�文�化�研�究�科

専攻

氏名

論

　文

　題

　目

　
　
　
　
　
　
　

�

年
度

沖
縄
国
際
大
学
大
学
院

地
域
文
化
研
究
科

専
攻

　氏名

2.5cm

3.0cm 横　書　本　文 2.0
cm

2.5cm

2.5cm

2.0
cm

縦

　書

　本

　文

3.0cm

2.5cm

02 地域文化研究科（ 大学院履修ガイド 2024） 0322.pdf :41

地
域
文
化
研
究
科

− 55 −− 54 −



修士論文概要作成要領
　修士論文概要は、修士論文作成要領に基づいて作成し、修士論文概要届とともに学務課へ提出する
こと。提出締切は２月末日。

１．規格：A４版

２．表紙

３．論文概要の構成
　⑴　研究課題
　　　　①主題
　　　　②意義
　⑵　研究史（文献レビュー）
　　　　①関連研究の整理
　　　　②主題の位置づけ
　⑶　研究方法
　　　　①調査対象
　　　　②データ収集法
　　　　③データの整理・分析法
　　　　④調査の見通し

４．体裁
　⑴　枚数Ａ４版　１頁45字×40行2,000字～6,000字前後
　⑵　文献表示法各　　領域による
　⑶　図表表示法各　　領域による

５．修士論文概要届

６．特定課題研究を選択する者について
　�　特定課題研究について（地域文化研究科会申合せ）に基づき、特定課題研究の選択を承認された
者についても、この作成要領に基づき作成する。
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地
域
文
化
研
究
科

修士論文概要届
年　　月　　日

沖縄国際大学大学院
　地域文化研究科長　殿

研究科名
専攻名
学籍番号
氏　名　　　　印

沖縄国際大学大学院地域文化研究科履修規
程第12条第２項の規定に基づき、別添のと
おり修士論文概要を提出いたします。

《縦書きの表紙》

地
域
文
化
研
究
科

修
士
論
文
概
要

　
　論文
題
目

　
　
　
　
　学籍
番
号

　
　
　
　
　氏

　
　名

　
　
　
　
　提出
年
月
日

　
　
　
　
　指導
教
員

　
　
　
　
　
　
　印

《横書きの表紙》

地域文化研究科
修士論文概要

論文題目

　学籍番号
　氏　　名
　提出年月日

　指導教員　　　　　　　印
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様式第２号

論　文　要　旨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究科名　地域文化研究科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　専 攻 名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学籍番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

論文題目

論文要旨（横書き、縦書き、ワープロ可、字数８００字程度）
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修士論文概要作成要領
　修士論文概要は、修士論文作成要領に基づいて作成し、修士論文概要届とともに学務課へ提出する
こと。提出締切は２月末日。

１．規格：A４版

２．表紙

３．論文概要の構成
　⑴　研究課題
　　　　①主題
　　　　②意義
　⑵　研究史（文献レビュー）
　　　　①関連研究の整理
　　　　②主題の位置づけ
　⑶　研究方法
　　　　①調査対象
　　　　②データ収集法
　　　　③データの整理・分析法
　　　　④調査の見通し

４．体裁
　⑴　枚数Ａ４版　１頁45字×40行2,000字～6,000字前後
　⑵　文献表示法各　　領域による
　⑶　図表表示法各　　領域による

５．修士論文概要届

６．特定課題研究を選択する者について
　�　特定課題研究について（地域文化研究科会申合せ）に基づき、特定課題研究の選択を承認された
者についても、この作成要領に基づき作成する。
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地
域
文
化
研
究
科

修士論文概要届
年　　月　　日

沖縄国際大学大学院
　地域文化研究科長　殿

研究科名
専攻名
学籍番号
氏　名　　　　印

沖縄国際大学大学院地域文化研究科履修規
程第12条第２項の規定に基づき、別添のと
おり修士論文概要を提出いたします。

《縦書きの表紙》

地
域
文
化
研
究
科

修
士
論
文
概
要

　
　論文
題
目

　
　
　
　
　学籍
番
号

　
　
　
　
　氏

　
　名

　
　
　
　
　提出
年
月
日

　
　
　
　
　指導
教
員

　
　
　
　
　
　
　印

《横書きの表紙》

地域文化研究科
修士論文概要

論文題目

　学籍番号
　氏　　名
　提出年月日

　指導教員　　　　　　　印
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様式第２号

論　文　要　旨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究科名　地域文化研究科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　専 攻 名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学籍番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

論文題目

論文要旨（横書き、縦書き、ワープロ可、字数８００字程度）
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修士論文概要作成要領
　修士論文概要は、修士論文作成要領に基づいて作成し、修士論文概要届とともに学務課へ提出する
こと。提出締切は２月末日。

１．規格：A４版

２．表紙

３．論文概要の構成
　⑴　研究課題
　　　　①主題
　　　　②意義
　⑵　研究史（文献レビュー）
　　　　①関連研究の整理
　　　　②主題の位置づけ
　⑶　研究方法
　　　　①調査対象
　　　　②データ収集法
　　　　③データの整理・分析法
　　　　④調査の見通し

４．体裁
　⑴　枚数Ａ４版　１頁45字×40行2,000字～6,000字前後
　⑵　文献表示法各　　領域による
　⑶　図表表示法各　　領域による

５．修士論文概要届

６．特定課題研究を選択する者について
　�　特定課題研究について（地域文化研究科会申合せ）に基づき、特定課題研究の選択を承認された
者についても、この作成要領に基づき作成する。
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地
域
文
化
研
究
科

修士論文概要届
年　　月　　日

沖縄国際大学大学院
　地域文化研究科長　殿

研究科名
専攻名
学籍番号
氏　名　　　　印

沖縄国際大学大学院地域文化研究科履修規
程第12条第２項の規定に基づき、別添のと
おり修士論文概要を提出いたします。

《縦書きの表紙》

地
域
文
化
研
究
科

修
士
論
文
概
要

　
　論文
題
目

　
　
　
　
　学籍
番
号

　
　
　
　
　氏

　
　名

　
　
　
　
　提出
年
月
日

　
　
　
　
　指導
教
員

　
　
　
　
　
　
　印

《横書きの表紙》

地域文化研究科
修士論文概要

論文題目

　学籍番号
　氏　　名
　提出年月日

　指導教員　　　　　　　印
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様式第２号

論　文　要　旨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究科名　地域文化研究科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　専 攻 名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学籍番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

論文題目

論文要旨（横書き、縦書き、ワープロ可、字数８００字程度）
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「特定課題研究」選択申請書
【申請者】

所 属 研究科　　　　　　　　　　　　　専攻・領域

学 籍 番 号 フリガナ
氏　　名

研究テーマ

【特定課題研究の内容】
種別（※印） ①文献研究　　②数量分析　　③フィールドワーク　　④事例研究　　⑤その他

⑤の場合、研
究内容を具
体的に記載

【特定課題研究を選択する理由】

【指導教員の所見】

「特定課題
研究」選択を
認める理由

　指導教員　　　　　　　　　　　　　　印　
【添付書類】
①申請者の履歴・経歴書（任意様式）：優れた職務経歴を有する者の場合。
②研究業績書（任意様式）及び論文の写し：優れた研究業績を有する学生の場合。
③その他、優れた実績を証明する書類

決　　裁　　欄
月　　　日 月　　　日 月　　　日

研 究 科 長 専 攻 主 任 受　　 付

特定課題研究について（地域文化研究科会申合せ）
　沖縄国際大学大学院地域文化研究科では、修士論文に代わる特定課題研究について、次のとおり取扱�
いを定める。
１．対象となる学生

優れた職務経歴を有する社会人学生若しくは優れた研究業績を有する学生に限る。
ただし、本学大学院を修了後、他大学院の博士課程への進学を考えている学生等は特定課題研究
の提出による修了は原則として認めない。

２．特定課題研究提出を認める専攻
南島文化専攻、英米言語文化専攻

３．申請方法
学生は、第２セメスター修了時（２月末に）指導教員と相談の上、承諾を経て研究科長へ申請する。
　※提出方法：所定の期間内に別紙の申請書類及び必要書類を大学院事務室へ提出する。

４．特定課題研究の指導方法
指導教員は、特定課題研究を選択する学生に対して、修士論文指導と同等の基準で指導にあたり、
履修規程に基づき、４単位相当の授業科目の追加履修について、適切な指導を行う。また、指導
教員は、特定課題研究の量・質を確保するため、次に定める基準（特定課題研究の内容・量・審
査方法）を遵守する。

５．特定課題研究の量
枚数・・・・指導教員の指示による。
文字数・・・和文３万字程度。英文１万２千語程度を標準とする。

６．特定課題研究の内容
実学的な側面を重視し、学生本人の専門分野に関連した身近な素材や収集したデータなどの問題
を主題とした研究を中心とする。特定課題研究の内容は、以下のとおりとする。
①文献研究
　�対象となる研究テーマについて、文献や調査等によって取りまとめられたデータを幅広い視点
から考察したもの。
②数量分析
　�対象となる研究テーマについて、計量分析手法やデータの収集によって取りまとめられたデー
タを分析結果としてまとめ、その結果が明確に説明されているもの。
③フィールドワーク
　�対象となる研究テーマについて、「現地調査」等の社会調査活動によって取りまとめられたデー
タを幅広い視点から考察したもの。
④事例研究
　�対象となる研究テーマについて、「事例」を幅広い視点から考察し、それらによって得られたデー
タが分析され、考察がされているもの。
⑤その他、指導教員が認め研究科会で承認されたもの
　上記①～④以外の内容でまとめられた論文で、指導教員が認め研究科会で承認されたもの。

７．特定課題研究の審査方法
「沖縄国際大学大学院地域文化研究科の学位論文及び最終試験に関する取扱要項」の定めに拠る。
特定課題研究提出者も、第３セメスターの７月に中間発表を行い、特定課題研究提出後は、最終
試験を受けなければならない。

附則
１　この申合せは、平成20年４月１日から施行する。
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「特定課題研究」選択申請書
【申請者】

所 属 研究科　　　　　　　　　　　　　専攻・領域

学 籍 番 号 フリガナ
氏　　名

研究テーマ

【特定課題研究の内容】
種別（※印） ①文献研究　　②数量分析　　③フィールドワーク　　④事例研究　　⑤その他

⑤の場合、研
究内容を具
体的に記載

【特定課題研究を選択する理由】

【指導教員の所見】

「特定課題
研究」選択を
認める理由

　指導教員　　　　　　　　　　　　　　印　
【添付書類】
①申請者の履歴・経歴書（任意様式）：優れた職務経歴を有する者の場合。
②研究業績書（任意様式）及び論文の写し：優れた研究業績を有する学生の場合。
③その他、優れた実績を証明する書類

決　　裁　　欄
月　　　日 月　　　日 月　　　日

研 究 科 長 専 攻 主 任 受　　 付

特定課題研究について（地域文化研究科会申合せ）
　沖縄国際大学大学院地域文化研究科では、修士論文に代わる特定課題研究について、次のとおり取扱�
いを定める。
１．対象となる学生

優れた職務経歴を有する社会人学生若しくは優れた研究業績を有する学生に限る。
ただし、本学大学院を修了後、他大学院の博士課程への進学を考えている学生等は特定課題研究
の提出による修了は原則として認めない。

２．特定課題研究提出を認める専攻
南島文化専攻、英米言語文化専攻

３．申請方法
学生は、第２セメスター修了時（２月末に）指導教員と相談の上、承諾を経て研究科長へ申請する。
　※提出方法：所定の期間内に別紙の申請書類及び必要書類を大学院事務室へ提出する。

４．特定課題研究の指導方法
指導教員は、特定課題研究を選択する学生に対して、修士論文指導と同等の基準で指導にあたり、
履修規程に基づき、４単位相当の授業科目の追加履修について、適切な指導を行う。また、指導
教員は、特定課題研究の量・質を確保するため、次に定める基準（特定課題研究の内容・量・審
査方法）を遵守する。

５．特定課題研究の量
枚数・・・・指導教員の指示による。
文字数・・・和文３万字程度。英文１万２千語程度を標準とする。

６．特定課題研究の内容
実学的な側面を重視し、学生本人の専門分野に関連した身近な素材や収集したデータなどの問題
を主題とした研究を中心とする。特定課題研究の内容は、以下のとおりとする。
①文献研究
　�対象となる研究テーマについて、文献や調査等によって取りまとめられたデータを幅広い視点
から考察したもの。
②数量分析
　�対象となる研究テーマについて、計量分析手法やデータの収集によって取りまとめられたデー
タを分析結果としてまとめ、その結果が明確に説明されているもの。
③フィールドワーク
　�対象となる研究テーマについて、「現地調査」等の社会調査活動によって取りまとめられたデー
タを幅広い視点から考察したもの。
④事例研究
　�対象となる研究テーマについて、「事例」を幅広い視点から考察し、それらによって得られたデー
タが分析され、考察がされているもの。
⑤その他、指導教員が認め研究科会で承認されたもの
　上記①～④以外の内容でまとめられた論文で、指導教員が認め研究科会で承認されたもの。

７．特定課題研究の審査方法
「沖縄国際大学大学院地域文化研究科の学位論文及び最終試験に関する取扱要項」の定めに拠る。
特定課題研究提出者も、第３セメスターの７月に中間発表を行い、特定課題研究提出後は、最終
試験を受けなければならない。

附則
１　この申合せは、平成20年４月１日から施行する。
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「特定課題研究」選択申請書
【申請者】

所 属 研究科　　　　　　　　　　　　　専攻・領域

学 籍 番 号 フリガナ
氏　　名

研究テーマ

【特定課題研究の内容】
種別（※印） ①文献研究　　②数量分析　　③フィールドワーク　　④事例研究　　⑤その他

⑤の場合、研
究内容を具
体的に記載

【特定課題研究を選択する理由】

【指導教員の所見】

「特定課題
研究」選択を
認める理由

　指導教員　　　　　　　　　　　　　　印　
【添付書類】
①申請者の履歴・経歴書（任意様式）：優れた職務経歴を有する者の場合。
②研究業績書（任意様式）及び論文の写し：優れた研究業績を有する学生の場合。
③その他、優れた実績を証明する書類

決　　裁　　欄
月　　　日 月　　　日 月　　　日

研 究 科 長 専 攻 主 任 受　　 付

特定課題研究について（地域文化研究科会申合せ）
　沖縄国際大学大学院地域文化研究科では、修士論文に代わる特定課題研究について、次のとおり取扱�
いを定める。
１．対象となる学生

優れた職務経歴を有する社会人学生若しくは優れた研究業績を有する学生に限る。
ただし、本学大学院を修了後、他大学院の博士課程への進学を考えている学生等は特定課題研究
の提出による修了は原則として認めない。

２．特定課題研究提出を認める専攻
南島文化専攻、英米言語文化専攻

３．申請方法
学生は、第２セメスター修了時（２月末に）指導教員と相談の上、承諾を経て研究科長へ申請する。
　※提出方法：所定の期間内に別紙の申請書類及び必要書類を大学院事務室へ提出する。

４．特定課題研究の指導方法
指導教員は、特定課題研究を選択する学生に対して、修士論文指導と同等の基準で指導にあたり、
履修規程に基づき、４単位相当の授業科目の追加履修について、適切な指導を行う。また、指導
教員は、特定課題研究の量・質を確保するため、次に定める基準（特定課題研究の内容・量・審
査方法）を遵守する。

５．特定課題研究の量
枚数・・・・指導教員の指示による。
文字数・・・和文３万字程度。英文１万２千語程度を標準とする。

６．特定課題研究の内容
実学的な側面を重視し、学生本人の専門分野に関連した身近な素材や収集したデータなどの問題
を主題とした研究を中心とする。特定課題研究の内容は、以下のとおりとする。
①文献研究
　�対象となる研究テーマについて、文献や調査等によって取りまとめられたデータを幅広い視点
から考察したもの。
②数量分析
　�対象となる研究テーマについて、計量分析手法やデータの収集によって取りまとめられたデー
タを分析結果としてまとめ、その結果が明確に説明されているもの。
③フィールドワーク
　�対象となる研究テーマについて、「現地調査」等の社会調査活動によって取りまとめられたデー
タを幅広い視点から考察したもの。
④事例研究
　�対象となる研究テーマについて、「事例」を幅広い視点から考察し、それらによって得られたデー
タが分析され、考察がされているもの。
⑤その他、指導教員が認め研究科会で承認されたもの
　上記①～④以外の内容でまとめられた論文で、指導教員が認め研究科会で承認されたもの。

７．特定課題研究の審査方法
「沖縄国際大学大学院地域文化研究科の学位論文及び最終試験に関する取扱要項」の定めに拠る。
特定課題研究提出者も、第３セメスターの７月に中間発表を行い、特定課題研究提出後は、最終
試験を受けなければならない。

附則
１　この申合せは、平成20年４月１日から施行する。
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（字数制限）
第９条　投稿原稿は、原則として40,000字以内とする。欧文その他言語の場合は、日本語に換算して
40,000字程度までとする。但し、図表、写真は字数制限に含まないものとする。

（発行）
第10条　本誌は、原則として研究論文２篇以上によって発行することができる。
（抜刷）
第11条　執筆者に対して100部の抜刷を贈呈し、それ以上の部数を必要とする場合、その経費につい
ては執筆者の自己負担とする。

（執筆要領）
第12条　原稿執筆要領は、以下の通りとする。
　⑴　原稿は、原則として横書きとする。
　⑵　原稿は、原則としてワープロ原稿とし、ハードコピーの他にそのフロッピーディスクを添付する。
　⑶�　研究論文の構成は、題目・氏名・和文要旨(400字程度)及び外国語要旨・キーワード・本文・注・
参考文献の順とする。研究ノート・調査報告は、題目・氏名・本文・注・参考文献の順とする。なお、
すべての原稿には題目の英語あるいはその他の外国語訳を添付すること。

　⑷　図・表・写真にはそれぞれキャプションをつけ、本文中の挿入箇所を明示する。
（改正）
第13条　この規程の改正は、本研究科に所属する教員の２分の１以上の賛成によって行う。

　附　則
１　この規程は、1997年12月19日から施行する。
２　改正、この規程は、1999年４月１日から施行する。
３　改正、この規程は、2003年６月13日から施行する。
４　改正、この規程は、2007年４月１日から施行する。
５　改正、この規程は、2010年４月１日から施行する。
６　改正、この規程は、2010年７月１日から施行する。
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大学院地域文化論叢編集規程
（目的）
第１条　この規程は、『地域文化論叢』（以下「本誌」という。）の編集に関する必要な事項を定めるこ
とを目的とする。

（構成）
第２条　本誌は、地域文化に関する研究論文、研究ノート、調査報告、資料、書評、翻訳などを掲載する。
２　前項の研究論文は、電子化し、沖縄国際大学学術リポジトリへ登録し、インターネットを通じて
公開する。ただし、著作者が電子化を承諾しない旨を編集委員会に申し出た場合は、その研究論文
等の電子化を行わない。

（投稿）
第３条　本誌に投稿できる者は、次の通りとする。
　⑴　沖縄国際大学大学院地域文化研究科（以下「本研究科」という。）に所属する教員
　⑵　本研究科の在籍者及び修了者
　⑶　その他、本研究科の科会において適当と認められた者
（編集委員会）
第４条　本誌の編集にあたっては、編集委員会を置く。
２　編集委員会は、次の委員をもって構成する。
　⑴　委員長１名
　⑵　編集委員南島文化専攻、英米言語文化専攻及び人間福祉専攻の各領域から各１名を含む計８名
３　委員長は編集委員の互選によって決定する。
４　原稿の掲載順序及び体裁などは編集委員会において決定するものとする。
５　編集委員会は、本誌の編集に関する諸事項について本研究科の科会に報告しなければならない。
（原稿締切日の通知）
第５条　編集委員会は本誌の発行にあたって、２か月以上前までに原稿締切日を通知しなければなら
ない。

（審査）
第６条　投稿された研究論文に関し、編集委員会はその掲載の可否を審査する。
２　編集委員会は、投稿された研究論文ごとに２名以上の審査員を選任する。
３　審査員は、本研究科に所属する教員以外の本学専任教員及び学外者にも委嘱することができる。
４　審査員の氏名は公表しない。
５　編集委員会は、審査員の意見にしたがって、掲載可否の決定を行う。
６　編集委員会は、審査員の意見及び本規程にしたがって、執筆者に訂正や書き換えなどを求めるこ
とができる。

７　学外者に審査員を委嘱した場合は、規程にしたがって謝礼を支払う。
（投稿原稿）
第７条　本誌投稿原稿は、未発表のものとする。
（原稿提出）
第８条　投稿者は、編集委員会が通知した締切日までに編集委員会に原稿を提出しなければならない。
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（字数制限）
第９条　投稿原稿は、原則として40,000字以内とする。欧文その他言語の場合は、日本語に換算して
40,000字程度までとする。但し、図表、写真は字数制限に含まないものとする。

（発行）
第10条　本誌は、原則として研究論文２篇以上によって発行することができる。
（抜刷）
第11条　執筆者に対して100部の抜刷を贈呈し、それ以上の部数を必要とする場合、その経費につい
ては執筆者の自己負担とする。

（執筆要領）
第12条　原稿執筆要領は、以下の通りとする。
　⑴　原稿は、原則として横書きとする。
　⑵　原稿は、原則としてワープロ原稿とし、ハードコピーの他にそのフロッピーディスクを添付する。
　⑶�　研究論文の構成は、題目・氏名・和文要旨(400字程度)及び外国語要旨・キーワード・本文・注・
参考文献の順とする。研究ノート・調査報告は、題目・氏名・本文・注・参考文献の順とする。なお、
すべての原稿には題目の英語あるいはその他の外国語訳を添付すること。

　⑷　図・表・写真にはそれぞれキャプションをつけ、本文中の挿入箇所を明示する。
（改正）
第13条　この規程の改正は、本研究科に所属する教員の２分の１以上の賛成によって行う。

　附　則
１　この規程は、1997年12月19日から施行する。
２　改正、この規程は、1999年４月１日から施行する。
３　改正、この規程は、2003年６月13日から施行する。
４　改正、この規程は、2007年４月１日から施行する。
５　改正、この規程は、2010年４月１日から施行する。
６　改正、この規程は、2010年７月１日から施行する。
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大学院地域文化論叢編集規程
（目的）
第１条　この規程は、『地域文化論叢』（以下「本誌」という。）の編集に関する必要な事項を定めるこ
とを目的とする。

（構成）
第２条　本誌は、地域文化に関する研究論文、研究ノート、調査報告、資料、書評、翻訳などを掲載する。
２　前項の研究論文は、電子化し、沖縄国際大学学術リポジトリへ登録し、インターネットを通じて
公開する。ただし、著作者が電子化を承諾しない旨を編集委員会に申し出た場合は、その研究論文
等の電子化を行わない。

（投稿）
第３条　本誌に投稿できる者は、次の通りとする。
　⑴　沖縄国際大学大学院地域文化研究科（以下「本研究科」という。）に所属する教員
　⑵　本研究科の在籍者及び修了者
　⑶　その他、本研究科の科会において適当と認められた者
（編集委員会）
第４条　本誌の編集にあたっては、編集委員会を置く。
２　編集委員会は、次の委員をもって構成する。
　⑴　委員長１名
　⑵　編集委員南島文化専攻、英米言語文化専攻及び人間福祉専攻の各領域から各１名を含む計８名
３　委員長は編集委員の互選によって決定する。
４　原稿の掲載順序及び体裁などは編集委員会において決定するものとする。
５　編集委員会は、本誌の編集に関する諸事項について本研究科の科会に報告しなければならない。
（原稿締切日の通知）
第５条　編集委員会は本誌の発行にあたって、２か月以上前までに原稿締切日を通知しなければなら
ない。

（審査）
第６条　投稿された研究論文に関し、編集委員会はその掲載の可否を審査する。
２　編集委員会は、投稿された研究論文ごとに２名以上の審査員を選任する。
３　審査員は、本研究科に所属する教員以外の本学専任教員及び学外者にも委嘱することができる。
４　審査員の氏名は公表しない。
５　編集委員会は、審査員の意見にしたがって、掲載可否の決定を行う。
６　編集委員会は、審査員の意見及び本規程にしたがって、執筆者に訂正や書き換えなどを求めるこ
とができる。

７　学外者に審査員を委嘱した場合は、規程にしたがって謝礼を支払う。
（投稿原稿）
第７条　本誌投稿原稿は、未発表のものとする。
（原稿提出）
第８条　投稿者は、編集委員会が通知した締切日までに編集委員会に原稿を提出しなければならない。
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（字数制限）
第９条　投稿原稿は、原則として40,000字以内とする。欧文その他言語の場合は、日本語に換算して
40,000字程度までとする。但し、図表、写真は字数制限に含まないものとする。

（発行）
第10条　本誌は、原則として研究論文２篇以上によって発行することができる。
（抜刷）
第11条　執筆者に対して100部の抜刷を贈呈し、それ以上の部数を必要とする場合、その経費につい
ては執筆者の自己負担とする。

（執筆要領）
第12条　原稿執筆要領は、以下の通りとする。
　⑴　原稿は、原則として横書きとする。
　⑵　原稿は、原則としてワープロ原稿とし、ハードコピーの他にそのフロッピーディスクを添付する。
　⑶�　研究論文の構成は、題目・氏名・和文要旨(400字程度)及び外国語要旨・キーワード・本文・注・
参考文献の順とする。研究ノート・調査報告は、題目・氏名・本文・注・参考文献の順とする。なお、
すべての原稿には題目の英語あるいはその他の外国語訳を添付すること。

　⑷　図・表・写真にはそれぞれキャプションをつけ、本文中の挿入箇所を明示する。
（改正）
第13条　この規程の改正は、本研究科に所属する教員の２分の１以上の賛成によって行う。

　附　則
１　この規程は、1997年12月19日から施行する。
２　改正、この規程は、1999年４月１日から施行する。
３　改正、この規程は、2003年６月13日から施行する。
４　改正、この規程は、2007年４月１日から施行する。
５　改正、この規程は、2010年４月１日から施行する。
６　改正、この規程は、2010年７月１日から施行する。
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大学院地域文化論叢編集規程
（目的）
第１条　この規程は、『地域文化論叢』（以下「本誌」という。）の編集に関する必要な事項を定めるこ
とを目的とする。

（構成）
第２条　本誌は、地域文化に関する研究論文、研究ノート、調査報告、資料、書評、翻訳などを掲載する。
２　前項の研究論文は、電子化し、沖縄国際大学学術リポジトリへ登録し、インターネットを通じて
公開する。ただし、著作者が電子化を承諾しない旨を編集委員会に申し出た場合は、その研究論文
等の電子化を行わない。

（投稿）
第３条　本誌に投稿できる者は、次の通りとする。
　⑴　沖縄国際大学大学院地域文化研究科（以下「本研究科」という。）に所属する教員
　⑵　本研究科の在籍者及び修了者
　⑶　その他、本研究科の科会において適当と認められた者
（編集委員会）
第４条　本誌の編集にあたっては、編集委員会を置く。
２　編集委員会は、次の委員をもって構成する。
　⑴　委員長１名
　⑵　編集委員南島文化専攻、英米言語文化専攻及び人間福祉専攻の各領域から各１名を含む計８名
３　委員長は編集委員の互選によって決定する。
４　原稿の掲載順序及び体裁などは編集委員会において決定するものとする。
５　編集委員会は、本誌の編集に関する諸事項について本研究科の科会に報告しなければならない。
（原稿締切日の通知）
第５条　編集委員会は本誌の発行にあたって、２か月以上前までに原稿締切日を通知しなければなら
ない。

（審査）
第６条　投稿された研究論文に関し、編集委員会はその掲載の可否を審査する。
２　編集委員会は、投稿された研究論文ごとに２名以上の審査員を選任する。
３　審査員は、本研究科に所属する教員以外の本学専任教員及び学外者にも委嘱することができる。
４　審査員の氏名は公表しない。
５　編集委員会は、審査員の意見にしたがって、掲載可否の決定を行う。
６　編集委員会は、審査員の意見及び本規程にしたがって、執筆者に訂正や書き換えなどを求めるこ
とができる。

７　学外者に審査員を委嘱した場合は、規程にしたがって謝礼を支払う。
（投稿原稿）
第７条　本誌投稿原稿は、未発表のものとする。
（原稿提出）
第８条　投稿者は、編集委員会が通知した締切日までに編集委員会に原稿を提出しなければならない。
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（学術性・未発表）
第10条　原稿は、学術的なものに限り、他誌に印刷・発表されていないものとする。
（完全原稿）
第11条　投稿者は、編集委員会が通知した締め切り日までに、完全原稿を提出しなければならない。
（枚数）
第12条　原稿は、原則として、本文・和文要旨・注・図表・文献・欧文要旨を含め、20,000字以内とする。
（原稿体裁）
第13条　原稿の体裁は、次の通りとする。
　⑴　原則として、横書（Ａ４で１頁40字×35行）とする
　⑵　欧文の場合は、タイプ・ワープロ・パソコンを使用したものとする
　⑶�　原稿の記述は、表題・執筆者名・和文要旨（400字程度）・キーワード（３～５）・本文・注・文献・
欧文表題・ローマ字執筆者名・欧文要旨・欧文キーワードの順序とする

　⑷�　文献引用については、本文では著者名と出版年で表示し、原稿の終わりに文献目録をアルファ
ベット順に表示するものとする。

　⑸�　図・表・写真等については、キャプションをつけ、縮尺率、図表中の文字の大きさ、本文中の
挿入箇所等を明記すること

（掲載順序）
第14条　原稿の掲載順序、表紙等の体裁は、編集委員会で決定するものとする。
（校正）
第15条　校正は原則として執筆者によるものとし、校正者は編集委員会の指示に従って、できるだけ
短時日で済まさなければならない。校正時の原稿改訂は原則として認めない。

（著作権）
第16条　掲載された論文等の著作権は、沖縄国際大学に帰属する。
（転用）
第17条　紀要に掲載された論文を執筆者が他の出版物に転用する場合、予め文書によって編集委員会
に届け出ることとし、編集委員会の承認を得なければならない。

（守秘義務）
第18条　投稿にあたっては、クライエントの了解を得ることが望ましい。個人が特定されないよう配
慮すること。

（改廃）
第19条　この規程の改廃は、地域文化研究科会及び大学委員会の意見を聴いた上で、学長が行う。
　
　附　則
１．この規程は、2016年（平成28年）４月１日から施行する。
　　但し、これ以前に刊行した心理相談室紀要については、この規程により刊行したものとみなす。
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沖縄国際大学心理相談室紀要編集規程
（趣旨）
第１条　この規程は、大学院学則第４条の２及び沖縄国際大学心理相談室運営規程第３条第１項第２
号に基づき、沖縄国際大学心理相談室紀要（以下『紀要』という。）の編集に関する必要な事項を定
める。

（回数）
第２条　紀要は、原則として年１回発行する。
（投稿資格）
第３条　紀要に投稿できる者は、沖縄国際大学心理相談室運営規程第４条に定める構成員からの投稿
によるものとする。

２　共同研究の場合は、筆頭執筆者が前項に定める構成員であれば、他の者はそれを問わない。
（内容）
第４条　紀要の内容は、原則として沖縄国際大学心理相談室（以下「相談室」という。）及び実習に関
わる臨床心理事例研究を主とし、研究論文、その他、研究ノート、調査報告、抄録、資料、短報、書評、
翻訳などとする。

（編集委員会）
第５条　紀要を編集するにあたって、次の編集委員を置く。
　⑴　編集委員は、相談室の室長、副室長、庶務をもってあてる
　⑵　編集委員会の委員長は、相談室の室長をもってあてる
　⑶　庶務は、研究員、室員及び相談員から各１名を選出する
（原稿締切日の通知）
第６条　編集委員会は、紀要を発行するにあたって、２か月以上前までに原稿締め切り日を通知しな
ければならない。

（審査）
第７条　投稿された研究論文のみに関し、その掲載の可否は、次のレフリー制によるものとする。
　⑴　編集委員会は、論文ごとに２名以上のレフリーを選任する
　⑵　レフリーは、学外者にも委嘱できるものとする
　⑶　レフリーは、論文の書き換えの指示、掲載可否等に関する意見を編集委員会に提出する
　⑷　編集委員会は、本規程並びにレフリーの意見に従って、掲載の可否を決定する
　⑸�　編集委員会は、本規程並びにレフリーの指示と意見に従って、投稿者に修正等を求めることが
できる

　⑹�　学外者のレフリーに対しては、大学院地域文化論叢編集規程第６条第７項に準じ、所定の謝礼
を支払う

　⑺　レフリー名は公表しない
（編集）
第８条　紀要の編集・発行は、研究論文２編以上によって行なうものとする。
（抜刷）
第９条　投稿者には、原稿１編につき50部の抜き刷りを無料進呈する。それ以上の部数を必要とする
場合、その経費については投稿者の自己負担とする。

― 60―

02 地域文化研究科（ 大学院履修ガイド 2024） 0322.pdf :48

− 62 −



（学術性・未発表）
第10条　原稿は、学術的なものに限り、他誌に印刷・発表されていないものとする。
（完全原稿）
第11条　投稿者は、編集委員会が通知した締め切り日までに、完全原稿を提出しなければならない。
（枚数）
第12条　原稿は、原則として、本文・和文要旨・注・図表・文献・欧文要旨を含め、20,000字以内とする。
（原稿体裁）
第13条　原稿の体裁は、次の通りとする。
　⑴　原則として、横書（Ａ４で１頁40字×35行）とする
　⑵　欧文の場合は、タイプ・ワープロ・パソコンを使用したものとする
　⑶�　原稿の記述は、表題・執筆者名・和文要旨（400字程度）・キーワード（３～５）・本文・注・文献・
欧文表題・ローマ字執筆者名・欧文要旨・欧文キーワードの順序とする

　⑷�　文献引用については、本文では著者名と出版年で表示し、原稿の終わりに文献目録をアルファ
ベット順に表示するものとする。

　⑸�　図・表・写真等については、キャプションをつけ、縮尺率、図表中の文字の大きさ、本文中の
挿入箇所等を明記すること

（掲載順序）
第14条　原稿の掲載順序、表紙等の体裁は、編集委員会で決定するものとする。
（校正）
第15条　校正は原則として執筆者によるものとし、校正者は編集委員会の指示に従って、できるだけ
短時日で済まさなければならない。校正時の原稿改訂は原則として認めない。

（著作権）
第16条　掲載された論文等の著作権は、沖縄国際大学に帰属する。
（転用）
第17条　紀要に掲載された論文を執筆者が他の出版物に転用する場合、予め文書によって編集委員会
に届け出ることとし、編集委員会の承認を得なければならない。

（守秘義務）
第18条　投稿にあたっては、クライエントの了解を得ることが望ましい。個人が特定されないよう配
慮すること。

（改廃）
第19条　この規程の改廃は、地域文化研究科会及び大学委員会の意見を聴いた上で、学長が行う。
　
　附　則
１．この規程は、2016年（平成28年）４月１日から施行する。
　　但し、これ以前に刊行した心理相談室紀要については、この規程により刊行したものとみなす。
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沖縄国際大学心理相談室紀要編集規程
（趣旨）
第１条　この規程は、大学院学則第４条の２及び沖縄国際大学心理相談室運営規程第３条第１項第２
号に基づき、沖縄国際大学心理相談室紀要（以下『紀要』という。）の編集に関する必要な事項を定
める。

（回数）
第２条　紀要は、原則として年１回発行する。
（投稿資格）
第３条　紀要に投稿できる者は、沖縄国際大学心理相談室運営規程第４条に定める構成員からの投稿
によるものとする。

２　共同研究の場合は、筆頭執筆者が前項に定める構成員であれば、他の者はそれを問わない。
（内容）
第４条　紀要の内容は、原則として沖縄国際大学心理相談室（以下「相談室」という。）及び実習に関
わる臨床心理事例研究を主とし、研究論文、その他、研究ノート、調査報告、抄録、資料、短報、書評、
翻訳などとする。

（編集委員会）
第５条　紀要を編集するにあたって、次の編集委員を置く。
　⑴　編集委員は、相談室の室長、副室長、庶務をもってあてる
　⑵　編集委員会の委員長は、相談室の室長をもってあてる
　⑶　庶務は、研究員、室員及び相談員から各１名を選出する
（原稿締切日の通知）
第６条　編集委員会は、紀要を発行するにあたって、２か月以上前までに原稿締め切り日を通知しな
ければならない。

（審査）
第７条　投稿された研究論文のみに関し、その掲載の可否は、次のレフリー制によるものとする。
　⑴　編集委員会は、論文ごとに２名以上のレフリーを選任する
　⑵　レフリーは、学外者にも委嘱できるものとする
　⑶　レフリーは、論文の書き換えの指示、掲載可否等に関する意見を編集委員会に提出する
　⑷　編集委員会は、本規程並びにレフリーの意見に従って、掲載の可否を決定する
　⑸�　編集委員会は、本規程並びにレフリーの指示と意見に従って、投稿者に修正等を求めることが
できる

　⑹�　学外者のレフリーに対しては、大学院地域文化論叢編集規程第６条第７項に準じ、所定の謝礼
を支払う

　⑺　レフリー名は公表しない
（編集）
第８条　紀要の編集・発行は、研究論文２編以上によって行なうものとする。
（抜刷）
第９条　投稿者には、原稿１編につき50部の抜き刷りを無料進呈する。それ以上の部数を必要とする
場合、その経費については投稿者の自己負担とする。
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（学術性・未発表）
第10条　原稿は、学術的なものに限り、他誌に印刷・発表されていないものとする。
（完全原稿）
第11条　投稿者は、編集委員会が通知した締め切り日までに、完全原稿を提出しなければならない。
（枚数）
第12条　原稿は、原則として、本文・和文要旨・注・図表・文献・欧文要旨を含め、20,000字以内とする。
（原稿体裁）
第13条　原稿の体裁は、次の通りとする。
　⑴　原則として、横書（Ａ４で１頁40字×35行）とする
　⑵　欧文の場合は、タイプ・ワープロ・パソコンを使用したものとする
　⑶�　原稿の記述は、表題・執筆者名・和文要旨（400字程度）・キーワード（３～５）・本文・注・文献・
欧文表題・ローマ字執筆者名・欧文要旨・欧文キーワードの順序とする

　⑷�　文献引用については、本文では著者名と出版年で表示し、原稿の終わりに文献目録をアルファ
ベット順に表示するものとする。

　⑸�　図・表・写真等については、キャプションをつけ、縮尺率、図表中の文字の大きさ、本文中の
挿入箇所等を明記すること

（掲載順序）
第14条　原稿の掲載順序、表紙等の体裁は、編集委員会で決定するものとする。
（校正）
第15条　校正は原則として執筆者によるものとし、校正者は編集委員会の指示に従って、できるだけ
短時日で済まさなければならない。校正時の原稿改訂は原則として認めない。

（著作権）
第16条　掲載された論文等の著作権は、沖縄国際大学に帰属する。
（転用）
第17条　紀要に掲載された論文を執筆者が他の出版物に転用する場合、予め文書によって編集委員会
に届け出ることとし、編集委員会の承認を得なければならない。

（守秘義務）
第18条　投稿にあたっては、クライエントの了解を得ることが望ましい。個人が特定されないよう配
慮すること。

（改廃）
第19条　この規程の改廃は、地域文化研究科会及び大学委員会の意見を聴いた上で、学長が行う。
　
　附　則
１．この規程は、2016年（平成28年）４月１日から施行する。
　　但し、これ以前に刊行した心理相談室紀要については、この規程により刊行したものとみなす。
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沖縄国際大学心理相談室紀要編集規程
（趣旨）
第１条　この規程は、大学院学則第４条の２及び沖縄国際大学心理相談室運営規程第３条第１項第２
号に基づき、沖縄国際大学心理相談室紀要（以下『紀要』という。）の編集に関する必要な事項を定
める。

（回数）
第２条　紀要は、原則として年１回発行する。
（投稿資格）
第３条　紀要に投稿できる者は、沖縄国際大学心理相談室運営規程第４条に定める構成員からの投稿
によるものとする。

２　共同研究の場合は、筆頭執筆者が前項に定める構成員であれば、他の者はそれを問わない。
（内容）
第４条　紀要の内容は、原則として沖縄国際大学心理相談室（以下「相談室」という。）及び実習に関
わる臨床心理事例研究を主とし、研究論文、その他、研究ノート、調査報告、抄録、資料、短報、書評、
翻訳などとする。

（編集委員会）
第５条　紀要を編集するにあたって、次の編集委員を置く。
　⑴　編集委員は、相談室の室長、副室長、庶務をもってあてる
　⑵　編集委員会の委員長は、相談室の室長をもってあてる
　⑶　庶務は、研究員、室員及び相談員から各１名を選出する
（原稿締切日の通知）
第６条　編集委員会は、紀要を発行するにあたって、２か月以上前までに原稿締め切り日を通知しな
ければならない。

（審査）
第７条　投稿された研究論文のみに関し、その掲載の可否は、次のレフリー制によるものとする。
　⑴　編集委員会は、論文ごとに２名以上のレフリーを選任する
　⑵　レフリーは、学外者にも委嘱できるものとする
　⑶　レフリーは、論文の書き換えの指示、掲載可否等に関する意見を編集委員会に提出する
　⑷　編集委員会は、本規程並びにレフリーの意見に従って、掲載の可否を決定する
　⑸�　編集委員会は、本規程並びにレフリーの指示と意見に従って、投稿者に修正等を求めることが
できる

　⑹�　学外者のレフリーに対しては、大学院地域文化論叢編集規程第６条第７項に準じ、所定の謝礼
を支払う

　⑺　レフリー名は公表しない
（編集）
第８条　紀要の編集・発行は、研究論文２編以上によって行なうものとする。
（抜刷）
第９条　投稿者には、原稿１編につき50部の抜き刷りを無料進呈する。それ以上の部数を必要とする
場合、その経費については投稿者の自己負担とする。
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スペシャリストの育成

地域産業研究科長　仲地　健

地域産業研究科へご入学された皆さん、心よりお祝い申し上げます。研究科担当教員を代表して皆
さんのご入学を歓迎いたします。

「沖縄国際大学」は、復帰前の1972年2月25日に琉球政府の許可を得て設置されました。「沖縄国
際大学」は英語で「Okinawa International University」と表記します。「international」とは、「national
＝国の」という単語に「inter= ～の間、相互の」を意味する接頭辞が付いたものです。このように、
「international=国際的な」という言葉は、自国と他国との間に存在する「際（きわ）＝国境」を前
提として、国同士の関係を捉える概念です。そして「国際化」とは複数の国家と関係をもち、お互い
に発展していくことです。つまり経済活動の国際化といっても国境が前提としてあり、それを越えた「ヒ
ト・モノ・カネ・情報」の動きは制限されていました。

windows95が発売されインターネットが一般に普及したのが1995年です。windows95によりイ
ンターネットを介して情報が瞬時に国境を越えることが可能となりました。グローバリゼーションの
萌芽です。「globe＝球体」で、「global＝地球的な規模であるさま」のことですから、グローバリゼー
ションとは情報だけではなく、ヒト・モノ・カネが国境を越えて地球規模で結びつき、世界の一体化
が進むさまを表します。

日本経済が「国際化」していく中で、沖縄は狭隘な県土面積、中央（市場）から地理的に遠いといっ
た島嶼性から生じる諸問題に直面する条件不利地域でした。しかし、グローバリゼーションが進んで
いく中で、沖縄は経済成長の著しい東アジアにわが国で最も近い地域として、その優位性や潜在力が
注目され始めました。

こうした時代背景の中で地域産業研究科は1998年に開設されました。本研究科は情報化されたグ
ローバル経済の下で、地域産業・経済発展の原動力となる専門的職業人の育成を目指しています。教
育研究分野は、経営領域、産業情報領域、経済領域、沖縄・環境経済領域にわたり、教育課程は比較
経営、マーケティング、会計、地域発展、応用計量経済、環境経済、沖縄経済、産業組織そして地域
社会経済システムといった9つの専門科目域から構成されています。

また、幅広い専門知識を修得できるように主専攻と副専攻が設置されています。さらには、企業な
どに籍を置いたまま入学を希望する社会人に対して、入学後も学びやすいように教育プログラムを組
んでいます。本研究科は創設から四半世紀が経過し、これまで大学教員、公務員、研究員、税理士、
中小企業診断士など多くの修了生を輩出しました。

皆さんが地域産業研究科での研究活動を通じて課題発見能力と問題解決能力を鍛え、高度な専門的
職業人としてグローバルレベルで活躍されることを心から祈念しています。

地 域 産 業 研 究 科

地域産業専攻
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スペシャリストの育成

地域産業研究科長　仲地　健

地域産業研究科へご入学された皆さん、心よりお祝い申し上げます。研究科担当教員を代表して皆
さんのご入学を歓迎いたします。

「沖縄国際大学」は、復帰前の1972年2月25日に琉球政府の許可を得て設置されました。「沖縄国
際大学」は英語で「Okinawa International University」と表記します。「international」とは、「national
＝国の」という単語に「inter= ～の間、相互の」を意味する接頭辞が付いたものです。このように、
「international=国際的な」という言葉は、自国と他国との間に存在する「際（きわ）＝国境」を前
提として、国同士の関係を捉える概念です。そして「国際化」とは複数の国家と関係をもち、お互い
に発展していくことです。つまり経済活動の国際化といっても国境が前提としてあり、それを越えた「ヒ
ト・モノ・カネ・情報」の動きは制限されていました。

windows95が発売されインターネットが一般に普及したのが1995年です。windows95によりイ
ンターネットを介して情報が瞬時に国境を越えることが可能となりました。グローバリゼーションの
萌芽です。「globe＝球体」で、「global＝地球的な規模であるさま」のことですから、グローバリゼー
ションとは情報だけではなく、ヒト・モノ・カネが国境を越えて地球規模で結びつき、世界の一体化
が進むさまを表します。

日本経済が「国際化」していく中で、沖縄は狭隘な県土面積、中央（市場）から地理的に遠いといっ
た島嶼性から生じる諸問題に直面する条件不利地域でした。しかし、グローバリゼーションが進んで
いく中で、沖縄は経済成長の著しい東アジアにわが国で最も近い地域として、その優位性や潜在力が
注目され始めました。

こうした時代背景の中で地域産業研究科は1998年に開設されました。本研究科は情報化されたグ
ローバル経済の下で、地域産業・経済発展の原動力となる専門的職業人の育成を目指しています。教
育研究分野は、経営領域、産業情報領域、経済領域、沖縄・環境経済領域にわたり、教育課程は比較
経営、マーケティング、会計、地域発展、応用計量経済、環境経済、沖縄経済、産業組織そして地域
社会経済システムといった9つの専門科目域から構成されています。

また、幅広い専門知識を修得できるように主専攻と副専攻が設置されています。さらには、企業な
どに籍を置いたまま入学を希望する社会人に対して、入学後も学びやすいように教育プログラムを組
んでいます。本研究科は創設から四半世紀が経過し、これまで大学教員、公務員、研究員、税理士、
中小企業診断士など多くの修了生を輩出しました。

皆さんが地域産業研究科での研究活動を通じて課題発見能力と問題解決能力を鍛え、高度な専門的
職業人としてグローバルレベルで活躍されることを心から祈念しています。

地 域 産 業 研 究 科

地域産業専攻
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　大学院地域産業研究科に入学された大学院生のみなさん、ご入学おめでとうございます。本研究科
に関係する教職員を代表し、心より歓迎の意を表します。
　皆さんは今、どのような「問い」を胸に抱いているでしょうか。入試の面接で語った志望動機、あ
の時の熱意を今一度思い出してみてください。学部時代、皆さんは「なぜ？」という根源的な問いを
投げかけ、自分なりの解を求めて思考を紡いできたことでしょう。 大学院という場は、その思考をより
鋭く、より深く研ぎ澄ます場所であります。学部で培った教養（ここでは、いわゆる共通科目ではな
く専門科目も含めた幅広い意味を持たせています）を土台に、知的探究心を研究に対する原動力へと
昇華させ、講義や修士論文の執筆を通じて独創的な知見を切り拓いていかなければなりません。
　本研究科では、経営、産業情報、経済、そして沖縄・環境経済といった様々な領域を設け、経済学・
経営学を基盤とした高度な学びの場を提供しています。専門分野を深めるためには、私たちを取り巻
く世界のマクロな文脈を理解することが不可欠です。ここでいうマクロな文脈とは世界の政治経済情
勢とも言い換えることができます。以下に今一度振り返っておきます。
　1970 年代、世界を襲ったスタグフレーションへの処方箋として登場した「新自由主義」は、規制
緩和と競争原理を推し進めてきました。それはグローバリゼーションの波と呼応し、iPhone に象徴さ
れるサプライチェーンや、GAFAM などの巨大デジタル資本、そして 24 時間眠らない金融市場を現
出させました。この巨大なうねりは、一面では経済的繁栄をもたらしましたが、他方で看過できない
程の「格差」を生み出しました。オデッド・ガローが著書『格差の起源』で論じたように、人類史に
刻まれた格差の構造は、近年の資本主義の驀進によってさらに拡大しています。
　これに対し、国連で採択された SDGs が貧困や飢餓の解決を掲げ、他方では企業が CSR を推進する
など、修正もしくは解消に向けた様々な試みも行われています。しかし同時に、行き過ぎたグローバ
リゼーションへのアンチテーゼ（いわば、反動）として、BREXIT や MAGA に代表されるポピュリズ
ムや反グローバリズム、自国中心主義が台頭しているのも現実です。また、EU 加盟国においても流動
的ではありますが、EU 懐疑派の動静から目が離せないところです。
　このように、世界は今、統合と分断の狭間で揺れ動いています。パンデミックや気候変動といった
地球規模の課題も待ったなしの状況です。そうした複雑な時代の潮流の中で、皆さんはここ「沖縄」
というフィールドに立ち、研究生活をスタートさせます。世界を見据えつつ、地域から何を発信でき
るのでしょうか。
　地域産業研究科での学びが、皆さんの視座を高め、未来を切り拓く確かな力となります。私たち教
職員は、皆さんの知的探究心を深めようとする姿勢に対してサポートを惜しむことはありません。未
来を切り拓く確かな力は、皆さんの様々な経験によって次第に涵養されていきます。これからの研究
生活が有用であることを祈念します。

地域産業研究科長　村上　了太

知的探究心と未来を切り拓く力の涵養
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２　主専攻
　主専攻は、入学試験の際に選択した領域であり、修士論文及び特定課題研究を作成する際の研究
領域です。あなたが、修士課程において研究する学術領域ですので、入学後の変更は原則として認めら
れません。また、主専攻に応じて、課程修了時に授与される学位名が『修士（経済学）』または『修士（商学）』
となります。履修の面から見ると、主専攻となる領域は、特殊研究Ⅰ・Ⅱ及び講義より構成されており、
すべて必修科目です。従って、主専攻に関して３科目12単位の履修が必要となります。
　なお、主専攻の特殊研究担当教員が、修士論文及び特定課題研究作成の指導教員となります。

【領域名と修士号の種類】
領域名 主専攻となる特殊研究科目名 修士号の種類

応用計量経済領域 経済情報統計解析

修士（経済学）

沖縄経済領域 沖縄経済

地域発展領域 地域発展

産業組織領域 産業組織

環境経済領域 環境経済

地域社会経済システム領域 地域社会経済システム

地域流通領域 マーケティング

修士（商　学）比較経営領域 比較経営

会計領域 税務会計

３　副専攻
　副専攻は、主専攻となる領域に関する知識を深めつつ複眼的な思考能力の涵養を図ることを目的と
するものです。これは、専門性の深化と総合的知見の付与による実務応用能力の向上という理念に立っ
て研究を進めて頂こうと考えているからです。
　履修の面から見ると、副専攻としては、主専攻以外の他の領域の特殊研究Ⅰを１つ選択履修するこ
とになります。従って、副専攻に関して１科目４単位の履修が必要となります。
　なお、副専攻とする特殊研究Ⅰの選択に際しては、あなたの研究目的を踏まえながら指導教員と
相談してください。

４　地域産業セミナー（必修科目）
　地域産業セミナーは、経済学系と商学系の内容を加味した学際的な講義科目として開設されていま
す。講義は、経済学系と商学系の複数の教員によるオムニバス方式で行われます。１年次の必修科目
として設定することにより経済学･商学などの幅広い知識を学び、これを前提に専門領域における学習
をより深化させることができます。また、学生が相互に啓発し、学習、研究を深めていくことをねら
いとしています。
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地域産業専攻　科目の履修方法

　沖縄国際大学大学院地域産業研究科の修了要件となる、①科目履修の考え方と、②修士論文及び
特定課題研究作成・審査のスケジュールについて補足説明します。
　なお、補足説明をするに当たり、周知のこととは思いますが、念のため、修士課程の修了要件を
確認しておきます。修士課程を修了するためには、所要の単位32単位以上（特定課題研究提出による
修了の場合36単位以上）を取得すると同時に修士論文若しくは特定課題研究を作成しなければなりませ
ん。単位の取得は、講義形式・演習形式で行いますので、大学卒業者であれば、大凡の見当はつくと
思います。しかし、修士論文では、レポートや調査報告書とは異なり、自主的に具体的な研究課題を
設定するとともに、設定した研究課題が既存の研究に対してどのような意味を持つのか、また、研究
課題をどの様な方法を用いて分析するのか、そして、分析の結果、どのようなことが分かり、どのよ
うなことが言えるのか、と言うことをすべて、論理的且つ根拠を持って論述しなければなりません。従っ
て、指導教員と十分な意思疎通を図るとともに、綿密に意見交換を行ってください。（「特定課題研究」は、
申請した学生の職務経歴及び実績に関係する内容のもので、修士論文に準ずると認められる業績の 
ことをいいます。特定課題研究作成の際は、修士論文作成と同様に指導教員と十分な意思疎通を図ると
ともに、綿密に意見交換を行ってください。）

Ⅰ　科目履修の考え方
１　地域産業研究科の科目の構成
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専門深化を支援する講義科目群 （選択必修）

特 殊 研 究 Ⅰ （ 必 修 ）

主 専 攻 特 殊 研 究 Ⅱ （ 必 修 ）

講 義 （ 必 修 ）

副 専 攻 特殊研究Ⅰ （ 選 択必 修 ）

必 修 科 目 地域産業セミ ナー（必修）

主専攻以外の領域の講義科目 （ 選択必修 ）
講義科目 期 別 開 講

特定課題研究による修了（３６単位以上を履修）

集 中 講 義 複合的に知 識を広げる講 義科 目群 （ 選 択 ）

修士論文による修了（３２単位以上を履修）
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２　主専攻
　主専攻は、入学試験の際に選択した領域であり、修士論文及び特定課題研究を作成する際の研究
領域です。あなたが、修士課程において研究する学術領域ですので、入学後の変更は原則として認めら
れません。また、主専攻に応じて、課程修了時に授与される学位名が『修士（経済学）』または『修士（商学）』
となります。履修の面から見ると、主専攻となる領域は、特殊研究Ⅰ・Ⅱ及び講義より構成されており、
すべて必修科目です。従って、主専攻に関して３科目12単位の履修が必要となります。
　なお、主専攻の特殊研究担当教員が、修士論文及び特定課題研究作成の指導教員となります。

【領域名と修士号の種類】
領域名 主専攻となる特殊研究科目名 修士号の種類

応用計量経済領域 経済情報統計解析

修士（経済学）

沖縄経済領域 沖縄経済

地域発展領域 地域発展

産業組織領域 産業組織

環境経済領域 環境経済

地域社会経済システム領域 地域社会経済システム

地域流通領域 マーケティング

修士（商　学）比較経営領域 比較経営

会計領域 税務会計

３　副専攻
　副専攻は、主専攻となる領域に関する知識を深めつつ複眼的な思考能力の涵養を図ることを目的と
するものです。これは、専門性の深化と総合的知見の付与による実務応用能力の向上という理念に立っ
て研究を進めて頂こうと考えているからです。
　履修の面から見ると、副専攻としては、主専攻以外の他の領域の特殊研究Ⅰを１つ選択履修するこ
とになります。従って、副専攻に関して１科目４単位の履修が必要となります。
　なお、副専攻とする特殊研究Ⅰの選択に際しては、あなたの研究目的を踏まえながら指導教員と
相談してください。

４　地域産業セミナー（必修科目）
　地域産業セミナーは、経済学系と商学系の内容を加味した学際的な講義科目として開設されていま
す。講義は、経済学系と商学系の複数の教員によるオムニバス方式で行われます。１年次の必修科目
として設定することにより経済学･商学などの幅広い知識を学び、これを前提に専門領域における学習
をより深化させることができます。また、学生が相互に啓発し、学習、研究を深めていくことをねら
いとしています。
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地域産業専攻　科目の履修方法

　沖縄国際大学大学院地域産業研究科の修了要件となる、①科目履修の考え方と、②修士論文及び
特定課題研究作成・審査のスケジュールについて補足説明します。
　なお、補足説明をするに当たり、周知のこととは思いますが、念のため、修士課程の修了要件を
確認しておきます。修士課程を修了するためには、所要の単位32単位以上（特定課題研究提出による
修了の場合36単位以上）を取得すると同時に修士論文若しくは特定課題研究を作成しなければなりませ
ん。単位の取得は、講義形式・演習形式で行いますので、大学卒業者であれば、大凡の見当はつくと
思います。しかし、修士論文では、レポートや調査報告書とは異なり、自主的に具体的な研究課題を
設定するとともに、設定した研究課題が既存の研究に対してどのような意味を持つのか、また、研究
課題をどの様な方法を用いて分析するのか、そして、分析の結果、どのようなことが分かり、どのよ
うなことが言えるのか、と言うことをすべて、論理的且つ根拠を持って論述しなければなりません。従っ
て、指導教員と十分な意思疎通を図るとともに、綿密に意見交換を行ってください。（「特定課題研究」は、
申請した学生の職務経歴及び実績に関係する内容のもので、修士論文に準ずると認められる業績の 
ことをいいます。特定課題研究作成の際は、修士論文作成と同様に指導教員と十分な意思疎通を図ると
ともに、綿密に意見交換を行ってください。）

Ⅰ　科目履修の考え方
１　地域産業研究科の科目の構成
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専門深化を支援する講義科目群 （選択必修）

特 殊 研 究 Ⅰ （ 必 修 ）

主 専 攻 特 殊 研 究 Ⅱ （ 必 修 ）

講 義 （ 必 修 ）

副 専 攻 特殊研究Ⅰ （ 選 択必 修 ）

必 修 科 目 地域産業セミ ナー（必修）

主専攻以外の領域の講義科目 （ 選択必修 ）
講義科目 期 別 開 講

特定課題研究による修了（３６単位以上を履修）

集 中 講 義 複合的に知 識を広げる講 義科 目群 （ 選 択 ）

修士論文による修了（３２単位以上を履修）
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Ⅱ　修士論文及び特定課題研究の作成・審査スケジュール
学年 月 履　修　日　程 備　　考

第

　
　
　一

　
　
　学

　
　
　年

前

　
　
　
　期

４月

５月

６月

７月

○入学
○主専攻領域の確定

○既存の研究業績の整理
○研究方法、研究態度、論文の書き方について学習

＊ 特定課題研究を選択する者
は入学時に特定課題研究選
択の意思を指導教員に申し
出ること

夏
期
休
業

８月

９月
○参考文献・資料等の収集

後

　
　
　
　期

10月

11月

12月

１月

２月

○ 研究課題の意義、研究方法、既存の研究業績について概
要を整理

○修士論文概要の提出

＊ 特定課題研究を選択する者
は特定課題研究概要を提出
すること

第

　
　
　
　二

　
　
　
　学

　
　
　
　年

前

　
　
　
　期

４月

５月

６月

７月

８月

○ 既存の研究業績の精査、文献研究と予備調査（事前分析）
の実施

○中間発表会

夏
期
休
業

８月

９月
○データ収集と整理・分析

後

　
　
　
　期

10月

11月

12月

１月

２月

３月

○修士論文及び特定課題研究の作成

○修士論文及び特定課題研究の提出
○修士論文及び特定課題研究の審査
○最終試験（口頭試問）

○修了式

＊ 一部の最終試験を除いて
審査委員以外の地産研教員
およびＭ１はオブザーバー
参加可能

　＊特定課題研究については基本的に修士論文作成に準じて行う
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５　講義科目（期別開講）
　期別開講する講義科目は、各領域に含まれる講義と「専門深化を支援する講義科目群」に含まれる
講義科目より構成されます。バランスのとれた専門性と総合性を身につけるため、あなたの研究目的
に合わせて、主専攻や副専攻に関連する隣接若しくは周辺学術分野の講義科目を履修してください。
履修の面から見ると、期別開講する講義科目の中から７科目14単位以上（特定課題研究提出による
修了の場合は９科目18単位以上）の履修が必要となります。

６　講義科目（集中講義）
　集中講義により開講する講義科目は、県内だけでなく全国的な視野に立った知見を付与することを
目的としており、県内では聴講機会の極めて少ない著名な講師陣による関連若しくは隣接学術分野の
知識を習得できるよう配慮して設けた講義科目群です。
　集中講義による講義科目は１週間単位で開講します。その開講時期は、第１学年及び第２学年の
夏期休業中及び第１学年から第２学年に移行する春期休業中です。開講科目数は、原則として毎年３科
目を開講することとしています。
　履修の面から見ると、課程修了に必要な単位数としては、２科目４単位を上限として認定するだけ
ですが、県内だけでなく全国的な視野に立った知見が得られる数少ない機会ですから、聴講科目数に
は制限を設けていないので、可能な限り積極的に聴講するよう心掛けてください。

７　学年別履修単位数について
　課程修了に必要な単位数は32単位以上（特定課題研究提出による修了の場合は36単位以上）です。
修士課程の第２学年では、修士論文及び特定課題研究の作成に多くの時間を割く必要がありますので、
可能な限り、第１学年で24単位以上履修するよう心掛けてください。

８　特定課題研究について
　職務経歴及び実績に富む社会人学生は、修士論文に代わる特定課題研究の成果提出をもって修了
することができます。特定課題研究とは、申請した社会人学生の職務経歴及び実績に関係する内容の
もので、修士論文に準ずると認められる業績のことをいいます。社会人学生がこれまでに積み重ねて
きた職務経歴及び実績に関係した実践的な内容をテーマとして取り上げ、ケーススタディをはじめと
した実学的な側面を重視した研究を進めることを想定しています。社会人学生の経歴や実績を考慮した
内容であることから研究への取り組みが容易であること、また修士論文に比較すると分量的に考慮
されていることなどから、特定課題研究を選択する学生には、４単位相当の授業科目の追加履修を課し
ています。しかし、特定課題研究は、修士論文と比べて研究水準が低いということはなく、修士論文
に準ずる業績を提出することが求められます。
　特定課題研究による修了を希望する社会人学生は、まず、入学時の４月に特定課題研究による修了
の意思を指導教員に申し出ます。翌年２月末までに、指導教員と相談の上で最終決定し、特定課題
研究概要を提出してください。この段階で特定課題研究による修了が確定することになりますが、修士
論文による修了へ変更することも可能です。
　また、特定課題研究の審査及び最終試験については修士論文と同様に実施され、特定課題研究に
よる修了を予定する学生も第２年次前期終盤には修士論文と同様に特定課題研究の中間発表を行うこと
になります。
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Ⅱ　修士論文及び特定課題研究の作成・審査スケジュール
学年 月 履　修　日　程 備　　考

第

　
　
　一

　
　
　学

　
　
　年

前

　
　
　
　期

４月

５月

６月

７月

○入学
○主専攻領域の確定

○既存の研究業績の整理
○研究方法、研究態度、論文の書き方について学習

＊ 特定課題研究を選択する者
は入学時に特定課題研究選
択の意思を指導教員に申し
出ること

夏
期
休
業

８月

９月
○参考文献・資料等の収集

後

　
　
　
　期

10月

11月

12月

１月

２月

○ 研究課題の意義、研究方法、既存の研究業績について概
要を整理

○修士論文概要の提出

＊ 特定課題研究を選択する者
は特定課題研究概要を提出
すること

第

　
　
　
　二

　
　
　
　学

　
　
　
　年

前

　
　
　
　期

４月

５月

６月

７月

８月

○ 既存の研究業績の精査、文献研究と予備調査（事前分析）
の実施

○中間発表会

夏
期
休
業

８月

９月
○データ収集と整理・分析

後

　
　
　
　期

10月

11月

12月

１月

２月

３月

○修士論文及び特定課題研究の作成

○修士論文及び特定課題研究の提出
○修士論文及び特定課題研究の審査
○最終試験（口頭試問）

○修了式

＊ 一部の最終試験を除いて
審査委員以外の地産研教員
およびＭ１はオブザーバー
参加可能

　＊特定課題研究については基本的に修士論文作成に準じて行う
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５　講義科目（期別開講）
　期別開講する講義科目は、各領域に含まれる講義と「専門深化を支援する講義科目群」に含まれる
講義科目より構成されます。バランスのとれた専門性と総合性を身につけるため、あなたの研究目的
に合わせて、主専攻や副専攻に関連する隣接若しくは周辺学術分野の講義科目を履修してください。
履修の面から見ると、期別開講する講義科目の中から７科目14単位以上（特定課題研究提出による
修了の場合は９科目18単位以上）の履修が必要となります。

６　講義科目（集中講義）
　集中講義により開講する講義科目は、県内だけでなく全国的な視野に立った知見を付与することを
目的としており、県内では聴講機会の極めて少ない著名な講師陣による関連若しくは隣接学術分野の
知識を習得できるよう配慮して設けた講義科目群です。
　集中講義による講義科目は１週間単位で開講します。その開講時期は、第１学年及び第２学年の
夏期休業中及び第１学年から第２学年に移行する春期休業中です。開講科目数は、原則として毎年３科
目を開講することとしています。
　履修の面から見ると、課程修了に必要な単位数としては、２科目４単位を上限として認定するだけ
ですが、県内だけでなく全国的な視野に立った知見が得られる数少ない機会ですから、聴講科目数に
は制限を設けていないので、可能な限り積極的に聴講するよう心掛けてください。

７　学年別履修単位数について
　課程修了に必要な単位数は32単位以上（特定課題研究提出による修了の場合は36単位以上）です。
修士課程の第２学年では、修士論文及び特定課題研究の作成に多くの時間を割く必要がありますので、
可能な限り、第１学年で24単位以上履修するよう心掛けてください。

８　特定課題研究について
　職務経歴及び実績に富む社会人学生は、修士論文に代わる特定課題研究の成果提出をもって修了
することができます。特定課題研究とは、申請した社会人学生の職務経歴及び実績に関係する内容の
もので、修士論文に準ずると認められる業績のことをいいます。社会人学生がこれまでに積み重ねて
きた職務経歴及び実績に関係した実践的な内容をテーマとして取り上げ、ケーススタディをはじめと
した実学的な側面を重視した研究を進めることを想定しています。社会人学生の経歴や実績を考慮した
内容であることから研究への取り組みが容易であること、また修士論文に比較すると分量的に考慮
されていることなどから、特定課題研究を選択する学生には、４単位相当の授業科目の追加履修を課し
ています。しかし、特定課題研究は、修士論文と比べて研究水準が低いということはなく、修士論文
に準ずる業績を提出することが求められます。
　特定課題研究による修了を希望する社会人学生は、まず、入学時の４月に特定課題研究による修了
の意思を指導教員に申し出ます。翌年２月末までに、指導教員と相談の上で最終決定し、特定課題
研究概要を提出してください。この段階で特定課題研究による修了が確定することになりますが、修士
論文による修了へ変更することも可能です。
　また、特定課題研究の審査及び最終試験については修士論文と同様に実施され、特定課題研究に
よる修了を予定する学生も第２年次前期終盤には修士論文と同様に特定課題研究の中間発表を行うこと
になります。
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Ⅱ　修士論文及び特定課題研究の作成・審査スケジュール
学年 月 履　修　日　程 備　　考

第

　
　
　一

　
　
　学

　
　
　年

前

　
　
　
　期

４月

５月

６月

７月

○入学
○主専攻領域の確定

○既存の研究業績の整理
○研究方法、研究態度、論文の書き方について学習

＊ 特定課題研究を選択する者
は入学時に特定課題研究選
択の意思を指導教員に申し
出ること

夏
期
休
業

８月

９月
○参考文献・資料等の収集

後

　
　
　
　期

10月

11月

12月

１月

２月

○ 研究課題の意義、研究方法、既存の研究業績について概
要を整理

○修士論文概要の提出

＊ 特定課題研究を選択する者
は特定課題研究概要を提出
すること

第

　
　
　
　二

　
　
　
　学

　
　
　
　年

前

　
　
　
　期

４月

５月

６月

７月

８月

○ 既存の研究業績の精査、文献研究と予備調査（事前分析）
の実施

○中間発表会

夏
期
休
業

８月

９月
○データ収集と整理・分析

後

　
　
　
　期

10月

11月

12月

１月

２月

３月

○修士論文及び特定課題研究の作成

○修士論文及び特定課題研究の提出
○修士論文及び特定課題研究の審査
○最終試験（口頭試問）

○修了式

＊ 一部の最終試験を除いて
審査委員以外の地産研教員
およびＭ１はオブザーバー
参加可能

　＊特定課題研究については基本的に修士論文作成に準じて行う
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５　講義科目（期別開講）
　期別開講する講義科目は、各領域に含まれる講義と「専門深化を支援する講義科目群」に含まれる
講義科目より構成されます。バランスのとれた専門性と総合性を身につけるため、あなたの研究目的
に合わせて、主専攻や副専攻に関連する隣接若しくは周辺学術分野の講義科目を履修してください。
履修の面から見ると、期別開講する講義科目の中から７科目14単位以上（特定課題研究提出による
修了の場合は９科目18単位以上）の履修が必要となります。

６　講義科目（集中講義）
　集中講義により開講する講義科目は、県内だけでなく全国的な視野に立った知見を付与することを
目的としており、県内では聴講機会の極めて少ない著名な講師陣による関連若しくは隣接学術分野の
知識を習得できるよう配慮して設けた講義科目群です。
　集中講義による講義科目は１週間単位で開講します。その開講時期は、第１学年及び第２学年の
夏期休業中及び第１学年から第２学年に移行する春期休業中です。開講科目数は、原則として毎年３科
目を開講することとしています。
　履修の面から見ると、課程修了に必要な単位数としては、２科目４単位を上限として認定するだけ
ですが、県内だけでなく全国的な視野に立った知見が得られる数少ない機会ですから、聴講科目数に
は制限を設けていないので、可能な限り積極的に聴講するよう心掛けてください。

７　学年別履修単位数について
　課程修了に必要な単位数は32単位以上（特定課題研究提出による修了の場合は36単位以上）です。
修士課程の第２学年では、修士論文及び特定課題研究の作成に多くの時間を割く必要がありますので、
可能な限り、第１学年で24単位以上履修するよう心掛けてください。

８　特定課題研究について
　職務経歴及び実績に富む社会人学生は、修士論文に代わる特定課題研究の成果提出をもって修了
することができます。特定課題研究とは、申請した社会人学生の職務経歴及び実績に関係する内容の
もので、修士論文に準ずると認められる業績のことをいいます。社会人学生がこれまでに積み重ねて
きた職務経歴及び実績に関係した実践的な内容をテーマとして取り上げ、ケーススタディをはじめと
した実学的な側面を重視した研究を進めることを想定しています。社会人学生の経歴や実績を考慮した
内容であることから研究への取り組みが容易であること、また修士論文に比較すると分量的に考慮
されていることなどから、特定課題研究を選択する学生には、４単位相当の授業科目の追加履修を課し
ています。しかし、特定課題研究は、修士論文と比べて研究水準が低いということはなく、修士論文
に準ずる業績を提出することが求められます。
　特定課題研究による修了を希望する社会人学生は、まず、入学時の４月に特定課題研究による修了
の意思を指導教員に申し出ます。翌年２月末までに、指導教員と相談の上で最終決定し、特定課題
研究概要を提出してください。この段階で特定課題研究による修了が確定することになりますが、修士
論文による修了へ変更することも可能です。
　また、特定課題研究の審査及び最終試験については修士論文と同様に実施され、特定課題研究に
よる修了を予定する学生も第２年次前期終盤には修士論文と同様に特定課題研究の中間発表を行うこと
になります。
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地域産業研究科　地域産業専攻　【応用計量経済領域】　　指導教員：兪　炳強
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

①　 統計解析手法を用いた地域産業経済分野に関する既往の実証研究事例を中心に、文献の収集・精読・
要約を行わせ、文献の選択・収集能力の涵養を図る。

②　 報告・討論を行わせることにより、該当文献で用いられている分析手法や論理構成に関する理解を深
化させ、研究遂行能力の涵養を図る。

③　要約・報告を反復して行わせることにより、説明能力・論理的思考能力の涵養を図る。
④　受講者各自の研究テーマに関連する文献・資料の収集・整理を行わせる。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

①　第１セメスターと同一の研究指導項目に基づき演習を運営する。
②　 受講者各自の研究テーマに関する具体的な論理構成、分析フレームワークおよび分析手法について、

精査と整理を行わせる。
③　修士論文概要（テーマ、内容、構成）の作成・提出を行わせる。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

①　受講者各自の修士論文概要に基づき、収集した文献・資料の整理とデータの収集・調査を行わせる。
②　収集・調査したデータに基づき、データ分析に着手させる。
③　分析結果の逐次報告を行わせ、研究課題の解決方法について討論を行わせる。
④　修士論文の中間発表に向けて分析内容の整理方法等を指導する。

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

①　修士論文の中間発表内容に関し指導する。
②　 中間発表時に提示されたコメント等に基づいて、修士論文のテーマ、内容、構成等について再検討させ、

必要な修正を行わせる。
③　研究成果を詳細に精査し、所要の指導を行い、修士論文として仕上げさせる。

地域産業研究科　地域産業専攻　【沖縄経済領域】　　指導教員：前泊　博盛
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

「沖縄21世紀ビジョン基本計画（沖縄振興計画）等総点検報告書」など沖縄経済に関する基本的なデータ
を整理し、統計分析の手法を習得します。経済統計と実態経済との乖離を調査・分析し、論文執筆の前段
階としての現地調査の手法、統計分析能力の向上を図ります。論文執筆に必要な基本文献、関連論文、図書、
資料の収集を支援します。問題意識を高め、論文ポイントの絞り込みを図ります。先行研究のリサーチと
分析を行います。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

基本統計の分析手法を整理します。論文執筆に必要な統計データ、経済データの取得、取材、解析手法の
向上を図り、論文執筆に必要な基礎力を高めます。討論や討議を通して執筆論文ポイントの深化を図ります。
論文執筆に必要な経済理論の理解を深め、先行研究を中心に理論的分析を行います。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

統計データを基に、関連する企業、行政、キーパーソンへの取材、調査を進め、論文執筆に必要な個別具
体的な事例研究をサポートします。特殊研究Ⅰ・Ⅱでは、必要に応じて県内外、国外のフィールド調査を
実施し、研究のすそ野を広げ、個別具体的な比較調査研究の深化を支援します。

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

中間発表や最終審査に向け、修士論文の総仕上げをサポートします。論文の文体、参考文献の補足・強化、
作文力、図表など統計資料の効果的な展開方法などの筆力と論文の質的向上を図ります。

研究指導計画書
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地域産業研究科　履修モデル
学年 修士論文作成者 特定課題研究作成者

第

　
　
　一

　
　
　学

　
　
　年

前

　
　
　
　期

□特殊研究Ⅰの登録（４単位）
　副専攻の登録（４単位）
　講義科目の受講（８単位）

□特殊研究Ⅰの登録（４単位）
　副専攻の登録（４単位）
　講義科目の受講（８単位）
■特定課題研究選択の意思を指導教員に申し出る

夏
期
休
業

□夏期集中講義の受講（２単位）
□必修科目の受講（２単位）

□夏期集中講義の受講（２単位）
□必修科目の受講（２単位）

後

　
　
　
　期

□講義科目の受講（８単位）

［２月末］
■修士論文概要の提出

□講義科目の受講（８単位）

［２月末］
■特定課題研究概要の提出

第

　
　
　
　二

　
　
　
　学

　
　
　
　年

前

　
　
　
　期

□特殊研究Ⅱの登録（４単位）

［前期終盤］
■中間発表会

□特殊研究Ⅱの登録（４単位）
　講義科目の受講（２単位）

［前期終盤］
■中間発表会

夏
期
休
業

□夏期集中講義の受講（２単位） □夏期集中講義の受講（２単位）

後

　
　
　
　期

［１月末～３月中旬］
■修士論文の提出
■最終試験（口頭試問）

［１月末～３月中旬］
■特定課題研究の提出
■最終試験（口頭試問）

修
了
要
件

修了に必要な単位数は、必修科目２単位、主専攻
12単位及び副専攻として主専攻と異なる領域の
「特殊研究Ⅰ」４単位、他領域の講義科目及び
各領域共通科目の選択必修講義科目14単位以上、
合計32単位以上を修得すること。

修了に必要な単位数は、必修科目２単位、主専攻
12単位及び副専攻として主専攻と異なる領域の
「特殊研究Ⅰ」４単位、他領域の講義科目及び
各領域共通科目の選択必修講義科目18単位以上、
合計36単位以上を修得すること。
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地域産業研究科　地域産業専攻　【応用計量経済領域】　　指導教員：兪　炳強
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

①　 統計解析手法を用いた地域産業経済分野に関する既往の実証研究事例を中心に、文献の収集・精読・
要約を行わせ、文献の選択・収集能力の涵養を図る。

②　 報告・討論を行わせることにより、該当文献で用いられている分析手法や論理構成に関する理解を深
化させ、研究遂行能力の涵養を図る。

③　要約・報告を反復して行わせることにより、説明能力・論理的思考能力の涵養を図る。
④　受講者各自の研究テーマに関連する文献・資料の収集・整理を行わせる。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

①　第１セメスターと同一の研究指導項目に基づき演習を運営する。
②　 受講者各自の研究テーマに関する具体的な論理構成、分析フレームワークおよび分析手法について、

精査と整理を行わせる。
③　修士論文概要（テーマ、内容、構成）の作成・提出を行わせる。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

①　受講者各自の修士論文概要に基づき、収集した文献・資料の整理とデータの収集・調査を行わせる。
②　収集・調査したデータに基づき、データ分析に着手させる。
③　分析結果の逐次報告を行わせ、研究課題の解決方法について討論を行わせる。
④　修士論文の中間発表に向けて分析内容の整理方法等を指導する。

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

①　修士論文の中間発表内容に関し指導する。
②　 中間発表時に提示されたコメント等に基づいて、修士論文のテーマ、内容、構成等について再検討させ、

必要な修正を行わせる。
③　研究成果を詳細に精査し、所要の指導を行い、修士論文として仕上げさせる。

地域産業研究科　地域産業専攻　【沖縄経済領域】　　指導教員：前泊　博盛
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

「沖縄21世紀ビジョン基本計画（沖縄振興計画）等総点検報告書」など沖縄経済に関する基本的なデータ
を整理し、統計分析の手法を習得します。経済統計と実態経済との乖離を調査・分析し、論文執筆の前段
階としての現地調査の手法、統計分析能力の向上を図ります。論文執筆に必要な基本文献、関連論文、図書、
資料の収集を支援します。問題意識を高め、論文ポイントの絞り込みを図ります。先行研究のリサーチと
分析を行います。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

基本統計の分析手法を整理します。論文執筆に必要な統計データ、経済データの取得、取材、解析手法の
向上を図り、論文執筆に必要な基礎力を高めます。討論や討議を通して執筆論文ポイントの深化を図ります。
論文執筆に必要な経済理論の理解を深め、先行研究を中心に理論的分析を行います。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

統計データを基に、関連する企業、行政、キーパーソンへの取材、調査を進め、論文執筆に必要な個別具
体的な事例研究をサポートします。特殊研究Ⅰ・Ⅱでは、必要に応じて県内外、国外のフィールド調査を
実施し、研究のすそ野を広げ、個別具体的な比較調査研究の深化を支援します。

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

中間発表や最終審査に向け、修士論文の総仕上げをサポートします。論文の文体、参考文献の補足・強化、
作文力、図表など統計資料の効果的な展開方法などの筆力と論文の質的向上を図ります。

研究指導計画書
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地域産業研究科　履修モデル
学年 修士論文作成者 特定課題研究作成者

第

　
　
　一

　
　
　学

　
　
　年

前

　
　
　
　期

□特殊研究Ⅰの登録（４単位）
　副専攻の登録（４単位）
　講義科目の受講（８単位）

□特殊研究Ⅰの登録（４単位）
　副専攻の登録（４単位）
　講義科目の受講（８単位）
■特定課題研究選択の意思を指導教員に申し出る

夏
期
休
業

□夏期集中講義の受講（２単位）
□必修科目の受講（２単位）

□夏期集中講義の受講（２単位）
□必修科目の受講（２単位）

後

　
　
　
　期

□講義科目の受講（８単位）

［２月末］
■修士論文概要の提出

□講義科目の受講（８単位）

［２月末］
■特定課題研究概要の提出

第

　
　
　
　二

　
　
　
　学

　
　
　
　年

前

　
　
　
　期

□特殊研究Ⅱの登録（４単位）

［前期終盤］
■中間発表会

□特殊研究Ⅱの登録（４単位）
　講義科目の受講（２単位）

［前期終盤］
■中間発表会

夏
期
休
業

□夏期集中講義の受講（２単位） □夏期集中講義の受講（２単位）

後

　
　
　
　期

［１月末～３月中旬］
■修士論文の提出
■最終試験（口頭試問）

［１月末～３月中旬］
■特定課題研究の提出
■最終試験（口頭試問）

修
了
要
件

修了に必要な単位数は、必修科目２単位、主専攻
12単位及び副専攻として主専攻と異なる領域の
「特殊研究Ⅰ」４単位、他領域の講義科目及び
各領域共通科目の選択必修講義科目14単位以上、
合計32単位以上を修得すること。

修了に必要な単位数は、必修科目２単位、主専攻
12単位及び副専攻として主専攻と異なる領域の
「特殊研究Ⅰ」４単位、他領域の講義科目及び
各領域共通科目の選択必修講義科目18単位以上、
合計36単位以上を修得すること。
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地域産業研究科　地域産業専攻　【応用計量経済領域】　　指導教員：兪　炳強
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

①　 統計解析手法を用いた地域産業経済分野に関する既往の実証研究事例を中心に、文献の収集・精読・
要約を行わせ、文献の選択・収集能力の涵養を図る。

②　 報告・討論を行わせることにより、該当文献で用いられている分析手法や論理構成に関する理解を深
化させ、研究遂行能力の涵養を図る。

③　要約・報告を反復して行わせることにより、説明能力・論理的思考能力の涵養を図る。
④　受講者各自の研究テーマに関連する文献・資料の収集・整理を行わせる。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

①　第１セメスターと同一の研究指導項目に基づき演習を運営する。
②　 受講者各自の研究テーマに関する具体的な論理構成、分析フレームワークおよび分析手法について、

精査と整理を行わせる。
③　修士論文概要（テーマ、内容、構成）の作成・提出を行わせる。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

①　受講者各自の修士論文概要に基づき、収集した文献・資料の整理とデータの収集・調査を行わせる。
②　収集・調査したデータに基づき、データ分析に着手させる。
③　分析結果の逐次報告を行わせ、研究課題の解決方法について討論を行わせる。
④　修士論文の中間発表に向けて分析内容の整理方法等を指導する。

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

①　修士論文の中間発表内容に関し指導する。
②　 中間発表時に提示されたコメント等に基づいて、修士論文のテーマ、内容、構成等について再検討させ、

必要な修正を行わせる。
③　研究成果を詳細に精査し、所要の指導を行い、修士論文として仕上げさせる。

地域産業研究科　地域産業専攻　【沖縄経済領域】　　指導教員：前泊　博盛
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

「沖縄21世紀ビジョン基本計画（沖縄振興計画）等総点検報告書」など沖縄経済に関する基本的なデータ
を整理し、統計分析の手法を習得します。経済統計と実態経済との乖離を調査・分析し、論文執筆の前段
階としての現地調査の手法、統計分析能力の向上を図ります。論文執筆に必要な基本文献、関連論文、図書、
資料の収集を支援します。問題意識を高め、論文ポイントの絞り込みを図ります。先行研究のリサーチと
分析を行います。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

基本統計の分析手法を整理します。論文執筆に必要な統計データ、経済データの取得、取材、解析手法の
向上を図り、論文執筆に必要な基礎力を高めます。討論や討議を通して執筆論文ポイントの深化を図ります。
論文執筆に必要な経済理論の理解を深め、先行研究を中心に理論的分析を行います。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

統計データを基に、関連する企業、行政、キーパーソンへの取材、調査を進め、論文執筆に必要な個別具
体的な事例研究をサポートします。特殊研究Ⅰ・Ⅱでは、必要に応じて県内外、国外のフィールド調査を
実施し、研究のすそ野を広げ、個別具体的な比較調査研究の深化を支援します。

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

中間発表や最終審査に向け、修士論文の総仕上げをサポートします。論文の文体、参考文献の補足・強化、
作文力、図表など統計資料の効果的な展開方法などの筆力と論文の質的向上を図ります。

研究指導計画書
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地域産業研究科　履修モデル
学年 修士論文作成者 特定課題研究作成者

第

　
　
　一

　
　
　学

　
　
　年

前

　
　
　
　期

□特殊研究Ⅰの登録（４単位）
　副専攻の登録（４単位）
　講義科目の受講（８単位）

□特殊研究Ⅰの登録（４単位）
　副専攻の登録（４単位）
　講義科目の受講（８単位）
■特定課題研究選択の意思を指導教員に申し出る

夏
期
休
業

□夏期集中講義の受講（２単位）
□必修科目の受講（２単位）

□夏期集中講義の受講（２単位）
□必修科目の受講（２単位）

後

　
　
　
　期

□講義科目の受講（８単位）

［２月末］
■修士論文概要の提出

□講義科目の受講（８単位）

［２月末］
■特定課題研究概要の提出

第

　
　
　
　二

　
　
　
　学

　
　
　
　年

前

　
　
　
　期

□特殊研究Ⅱの登録（４単位）

［前期終盤］
■中間発表会

□特殊研究Ⅱの登録（４単位）
　講義科目の受講（２単位）

［前期終盤］
■中間発表会

夏
期
休
業

□夏期集中講義の受講（２単位） □夏期集中講義の受講（２単位）

後

　
　
　
　期

［１月末～３月中旬］
■修士論文の提出
■最終試験（口頭試問）

［１月末～３月中旬］
■特定課題研究の提出
■最終試験（口頭試問）

修
了
要
件

修了に必要な単位数は、必修科目２単位、主専攻
12単位及び副専攻として主専攻と異なる領域の
「特殊研究Ⅰ」４単位、他領域の講義科目及び
各領域共通科目の選択必修講義科目14単位以上、
合計32単位以上を修得すること。

修了に必要な単位数は、必修科目２単位、主専攻
12単位及び副専攻として主専攻と異なる領域の
「特殊研究Ⅰ」４単位、他領域の講義科目及び
各領域共通科目の選択必修講義科目18単位以上、
合計36単位以上を修得すること。
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地域産業研究科　地域産業専攻　【地域発展領域】　指導教員：中野　謙
期別 研究指導計画・内容

1．問題意識の整理：研究対象とする社会問題の特定、問い立て、仮説の導出
2．先行研究の概観：参考文献の収集と文献一覧の作成
3．研究テーマの決定：主要文献の選定、問いと仮説の見直し、結論の展望
4．調査方法の検討：調査・分析方法の決定、予備調査の実施
● 当該セメスターの成果報告、長期休業中の研究計画の提出

1．先行研究分析：研究の目的・意義・独自性・創造性の明確化
2．研究テーマの確定：問題意識の明確化、問い・仮説・結論（展望）の再検討
3．本調査の実施：調査の準備・実施・分析、仮説の妥当性の検証
4．論点の整理：論文構成の検討、章立ての仮組み
● 当該セメスターの成果報告、長期休業中の研究計画の提出

1．追加調査の実施：本調査の結果に関する考察、追加調査の準備・実施・分析
2．論旨の確認：調査結果、仮説の妥当性に関する考察、結論（展望）の再考
3．論文概要の作成：章立ての確定、修士論文中間発表の準備
4．草稿の完成：結論に至るまでの論理的一貫性の確認
● 当該セメスターの成果報告、長期休業中の研究計画の提出

1．論文執筆：研究の目的・意義・独自性・創造性・理論的一貫性の点検
2．論文推敲：文献の解釈、調査の方法、結果の解釈、結論の妥当性の点検
3．書式と参考文献の点検
4．論文完成：修士論文最終試験・最終発表の準備

地域産業研究科　地域産業専攻　【産業組織領域】　　指導教員：宮城　和宏
期別 研究指導計画・内容

Don E. Waldman and E. J. Jensen, Industrial Organization: Theory and Practiceを教材として用い、
産業組織論の基礎的な考え方について学習する。産業組織論の基本的な分析道具・手法を修士論文作成に
適用できるようになることが目的である。また関連文献も参照することにより、産業組織論全般の知識を
深めていけるように指導を行う。なお論文の作成方法の基本についても同時に指導していく。

産業組織論の中でも、特に修士論文に関連した部分に焦点を当てて文献研究を行う。同時に、各種統計を
用いて分析ができるよう計量手法、パソコンを用いた分析等についても指導する。以上の指導を通じて、
修士論文にふさわしいテーマを最終確定できるようにする。

修士論文の課題について学生に毎回、報告してもらい内容について議論を行う。

修士論文の課題について学生に毎回、報告してもらい内容について議論を行う。論文の完成を目指す。
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地域産業研究科　地域産業専攻　【地域発展領域】　指導教員：中野　謙
期別 研究指導計画・内容

1．問題意識の整理：研究対象とする社会問題の特定、問い立て、仮説の導出
2．先行研究の概観：参考文献の収集と文献一覧の作成
3．研究テーマの決定：主要文献の選定、問いと仮説の見直し、結論の展望
4．調査方法の検討：調査・分析方法の決定、予備調査の実施
● 当該セメスターの成果報告、長期休業中の研究計画の提出

1．先行研究分析：研究の目的・意義・独自性・創造性の明確化
2．研究テーマの確定：問題意識の明確化、問い・仮説・結論（展望）の再検討
3．本調査の実施：調査の準備・実施・分析、仮説の妥当性の検証
4．論点の整理：論文構成の検討、章立ての仮組み
● 当該セメスターの成果報告、長期休業中の研究計画の提出

1．追加調査の実施：本調査の結果に関する考察、追加調査の準備・実施・分析
2．論旨の確認：調査結果、仮説の妥当性に関する考察、結論（展望）の再考
3．論文概要の作成：章立ての確定、修士論文中間発表の準備
4．草稿の完成：結論に至るまでの論理的一貫性の確認
● 当該セメスターの成果報告、長期休業中の研究計画の提出

1．論文執筆：研究の目的・意義・独自性・創造性・理論的一貫性の点検
2．論文推敲：文献の解釈、調査の方法、結果の解釈、結論の妥当性の点検
3．書式と参考文献の点検
4．論文完成：修士論文最終試験・最終発表の準備

地域産業研究科　地域産業専攻　【産業組織領域】　　指導教員：宮城　和宏
期別 研究指導計画・内容

Don E. Waldman and E. J. Jensen, Industrial Organization: Theory and Practiceを教材として用い、
産業組織論の基礎的な考え方について学習する。産業組織論の基本的な分析道具・手法を修士論文作成に
適用できるようになることが目的である。また関連文献も参照することにより、産業組織論全般の知識を
深めていけるように指導を行う。なお論文の作成方法の基本についても同時に指導していく。

産業組織論の中でも、特に修士論文に関連した部分に焦点を当てて文献研究を行う。同時に、各種統計を
用いて分析ができるよう計量手法、パソコンを用いた分析等についても指導する。以上の指導を通じて、
修士論文にふさわしいテーマを最終確定できるようにする。

修士論文の課題について学生に毎回、報告してもらい内容について議論を行う。

修士論文の課題について学生に毎回、報告してもらい内容について議論を行う。論文の完成を目指す。
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地域産業研究科　地域産業専攻　【環境経済領域】　　指導教員：呉　錫畢
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

まず、論文とは何かについて確認し、環境経済に関する本を読み、基礎的な知識を習得することからスター
トする。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

大学院生が最も興味を持つ論文を選び、自ら論文を理解し、どのように書くべきか、他人の論文から学べ
るものを習得する。また、他人の論文をまとめ、発表する要領を体得する。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

自分のテーマに関する研究論文等を読解し、サーベイする。また、その論文に自分が貢献しうる部分を発
見し、夏休み前に調査及び研究テーマを設定する。

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

第３セメスターで習得したものを土台に、論文テーマをさらに絞り、その研究に対する部分を深化させ、
論文の完成に至るように指導する。

地域産業研究科　地域産業専攻　【地域社会経済システム領域】　　指導教員：村上　了太
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

第一セメスターでは、①修士論文の記述、提出などを含めた研究姿勢を確認し、②下記のテーマによるレポー
トとディスカッションを進める。
　１）ミクロ経済学、企業経済学および経営学の基礎知識の確認
　２）協同組織やソーシャルビジネスに関する文献研究 
　３）各国の社会的連帯経済に関する文献研究

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

第二セメスターでは、修士論文のテーマを設定する。同時に第一セメスターの２）と３）の文献研究を深
化させていく。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

第三セメスターでは、修士論文の形式と内容について、個別にレポートをしてもらう。具体的には下記の
通り。
　１）タイトル
　２）章節の構成
　３）論旨の展開

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

第四セメスターでは、第三セメスターの内容を充実させるとともに、修士論文が各種の審査に耐えられる
形式と内容になるように、完成を目指す。
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地域産業研究科　地域産業専攻　【地域発展領域】　指導教員：中野　謙
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

1．問題意識の整理：研究対象とする社会問題の特定、問い立て、仮説の導出
2．先行研究の概観：参考文献の収集と文献一覧の作成
3．研究テーマの決定：主要文献の選定、問いと仮説の見直し、結論の展望
4．調査方法の検討：調査・分析方法の決定、予備調査の実施
● 当該セメスターの成果報告、長期休業中の研究計画の提出

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

1．先行研究分析：研究の目的・意義・独自性・創造性の明確化
2．研究テーマの確定：問題意識の明確化、問い・仮説・結論（展望）の再検討
3．本調査の実施：調査の準備・実施・分析、仮説の妥当性の検証
4．論点の整理：論文構成の検討、章立ての仮組み
● 当該セメスターの成果報告、長期休業中の研究計画の提出

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

1．追加調査の実施：本調査の結果に関する考察、追加調査の準備・実施・分析
2．論旨の確認：調査結果、仮説の妥当性に関する考察、結論（展望）の再考
3．論文概要の作成：章立ての確定、修士論文中間発表の準備
4．草稿の完成：結論に至るまでの論理的一貫性の確認
● 当該セメスターの成果報告、長期休業中の研究計画の提出

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

1．論文執筆：研究の目的・意義・独自性・創造性・理論的一貫性の点検
2．論文推敲：文献の解釈、調査の方法、結果の解釈、結論の妥当性の点検
3．書式と参考文献の点検
4．論文完成：修士論文最終試験・最終発表の準備

地域産業研究科　地域産業専攻　【産業組織領域】　　指導教員：宮城　和宏
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

Don E. Waldman and E. J. Jensen, Industrial Organization: Theory and Practiceを教材として用い、
産業組織論の基礎的な考え方について学習する。産業組織論の基本的な分析道具・手法を修士論文作成に
適用できるようになることが目的である。また関連文献も参照することにより、産業組織論全般の知識を
深めていけるように指導を行う。なお論文の作成方法の基本についても同時に指導していく。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

産業組織論の中でも、特に修士論文に関連した部分に焦点を当てて文献研究を行う。同時に、各種統計を
用いて分析ができるよう計量手法、パソコンを用いた分析等についても指導する。以上の指導を通じて、
修士論文にふさわしいテーマを最終確定できるようにする。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文の課題について学生に毎回、報告してもらい内容について議論を行う。

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文の課題について学生に毎回、報告してもらい内容について議論を行う。論文の完成を目指す。
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沖縄国際大学大学院地域産業研究科履修規程
（趣旨）
第１条　この規程は、沖縄国際大学大学院学則第35条に基づき、授業科目の履修方法等に関し必要な
事項を定める。

（教育目的）
第２条　地域産業研究科では、精深かつ科学的、体系的な知識を授けることにより、地域産業振興の
原動力となり得る高度の専門知識を有する人材を育成し、地域経済社会の発展に資することを目的
とする。

（専攻）
第３条　地域産業研究科（以下「研究科」という。）に次の専攻を置く。
　地域産業研究科地域産業専攻
（授業科目及び単位数）
第４条　研究科における授業科目及び単位数を別表Ⅰに掲げる。
（指導教員）
第５条　学生の研究及び論文の指導（以下「研究指導」という。）のため指導教員を置く。
２　指導教員は、学生の研究を指導し、併せて学生の授業科目の履修等に適切な助言を行う。
３　指導教員には、別表Ⅰに掲げる各領域の特殊研究を担当する教員をもって充てる。
４　指導教員は、学生の研究内容に基づき必要があると認めたときは、研究科会に所属する教員の中
から、補佐的に学生の研究を指導する教員を任命することができる。

５　指導教員の変更は、原則として認めない。ただし、学生からの申請により、研究科会の議を経て
変更を認めることがある。（様式１）

（教育方法の特例）
第６条　研究科における授業及び研究指導は、科会が教育上特に必要と認める場合に限り、別に指定
する特定の時間又は時期に行うことができる。

（履修方法）
第７条　学生は、修士論文を選択する者にあっては、次項に定める主専攻（演習と講義）12単位及び
副専攻（演習）４単位と、別表Ⅰに掲げる各領域共通の必修科目（講義）２単位及び選択必修科目（講
義）中から14単位、合計32単位を、特定の課題についての研究の成果（以下「特定課題研究」という）
を選択する者にあっては、次項に定める主専攻（演習と講義）12単位及び副専攻（演習）４単位と、
別表Ⅰに掲げる各領域共通の必修科目（講義）２単位及び選択必修科目（講義）中から18単位、合
計36単位を履修しなければならない。

２　学生は、別表Ⅰに掲げる領域の中から入学試験で選択した領域を主専攻として選択し、同時に、
他の領域の中から１つの特殊研究Ⅰを副専攻として選択しなければならない。ただし、修士論文及
び特定課題研究の作成は、主専攻に基づき行う。

３　学生は、主専攻とする領域の特殊研究担当教員と相談した上、副専攻とする他の領域の特殊研究
Ⅰを選択しなければならない。

４　別表Ⅰに掲げる各領域共通の選択必修科目（講義）のうち、修士論文を選択する者にあっては、
７科目（14単位）以上を、特定課題研究を選択する者にあっては、９科目（18単位）以上を履修
しなければならない。集中講義科目については、履修科目数に上限は設けないが、２科目（４単位）
を上限として課程修了に必要な単位数として認める。
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沖縄国際大学大学院地域産業研究科会規程
（趣旨）
第１条　この規程は、本学大学院学則第12条第３項に基づき、沖縄国際大学大学院地域産業研究科会（以

下「科会」という。）に関し、必要な事項を定める。
（構成員）
第２条　科会は、次の各号に掲げる教員をもって構成する。

⑴　研究科長
⑵　研究科の科目を担当する専任教員

２　研究科に研究科長を置き、研究科長は、当該研究科担当の教授の中から選ばれた者をもって充てる。
３　研究科長の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。
４　各専攻に専攻主任を置くことができる。
５　専攻主任は当該専攻の公務を掌る。
６　専攻主任の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。
（審議事項）
第３条　科会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり、審議し意見を述べるものとする。

⑴　学生の入学及び課程の修了
⑵　学位の授与
⑶ 　前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、科会の意見を聴くことが必要な

ものとして学長が定めるもの
２　科会は、前項に規定するもののほか、学長及び研究科長（以下この項において「学長等」という。）

が掌る教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。
（会議）
第４条　科会は、研究科長がこれを招集し、その議長となる。
２　研究科長に事故があるとき又は欠けたときは、研究科長があらかじめ指名する者がその職務を代

行する。
（会議の成立及び賛否）
第５条　科会は、構成員の２分の１以上をもって成立する。
２　科会の審議は、出席構成員の過半数の賛成を要し、賛否同数の場合は、議長がこれを判断する。但し、

人事及び学位授与に関しては、構成員の３分の２以上の出席をもって成立し、３分の２以上の賛成
を要する。

（意見聴取）
第６条　科会は、必要があると認めたときは、構成員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
（改廃）
第７条　この規程の改廃は、科会の意見を聴いた上で学長が行う。
（雑則）
第８条　この規程に定めるもののほか、科会の運営に関し必要な事項は別に定める。

　附　則
１  この規程は、平成10年４月１日から施行する。
２　改正　この規程は、平成27年９月１日から施行する。
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沖縄国際大学大学院地域産業研究科履修規程
（趣旨）
第１条　この規程は、沖縄国際大学大学院学則第35条に基づき、授業科目の履修方法等に関し必要な
事項を定める。

（教育目的）
第２条　地域産業研究科では、精深かつ科学的、体系的な知識を授けることにより、地域産業振興の
原動力となり得る高度の専門知識を有する人材を育成し、地域経済社会の発展に資することを目的
とする。

（専攻）
第３条　地域産業研究科（以下「研究科」という。）に次の専攻を置く。
　地域産業研究科地域産業専攻
（授業科目及び単位数）
第４条　研究科における授業科目及び単位数を別表Ⅰに掲げる。
（指導教員）
第５条　学生の研究及び論文の指導（以下「研究指導」という。）のため指導教員を置く。
２　指導教員は、学生の研究を指導し、併せて学生の授業科目の履修等に適切な助言を行う。
３　指導教員には、別表Ⅰに掲げる各領域の特殊研究を担当する教員をもって充てる。
４　指導教員は、学生の研究内容に基づき必要があると認めたときは、研究科会に所属する教員の中
から、補佐的に学生の研究を指導する教員を任命することができる。

５　指導教員の変更は、原則として認めない。ただし、学生からの申請により、研究科会の議を経て
変更を認めることがある。（様式１）

（教育方法の特例）
第６条　研究科における授業及び研究指導は、科会が教育上特に必要と認める場合に限り、別に指定
する特定の時間又は時期に行うことができる。

（履修方法）
第７条　学生は、修士論文を選択する者にあっては、次項に定める主専攻（演習と講義）12単位及び
副専攻（演習）４単位と、別表Ⅰに掲げる各領域共通の必修科目（講義）２単位及び選択必修科目（講
義）中から14単位、合計32単位を、特定の課題についての研究の成果（以下「特定課題研究」という）
を選択する者にあっては、次項に定める主専攻（演習と講義）12単位及び副専攻（演習）４単位と、
別表Ⅰに掲げる各領域共通の必修科目（講義）２単位及び選択必修科目（講義）中から18単位、合
計36単位を履修しなければならない。

２　学生は、別表Ⅰに掲げる領域の中から入学試験で選択した領域を主専攻として選択し、同時に、
他の領域の中から１つの特殊研究Ⅰを副専攻として選択しなければならない。ただし、修士論文及
び特定課題研究の作成は、主専攻に基づき行う。

３　学生は、主専攻とする領域の特殊研究担当教員と相談した上、副専攻とする他の領域の特殊研究
Ⅰを選択しなければならない。

４　別表Ⅰに掲げる各領域共通の選択必修科目（講義）のうち、修士論文を選択する者にあっては、
７科目（14単位）以上を、特定課題研究を選択する者にあっては、９科目（18単位）以上を履修
しなければならない。集中講義科目については、履修科目数に上限は設けないが、２科目（４単位）
を上限として課程修了に必要な単位数として認める。
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沖縄国際大学大学院地域産業研究科会規程
（趣旨）
第１条　この規程は、本学大学院学則第12条第３項に基づき、沖縄国際大学大学院地域産業研究科会（以

下「科会」という。）に関し、必要な事項を定める。
（構成員）
第２条　科会は、次の各号に掲げる教員をもって構成する。

⑴　研究科長
⑵　研究科の科目を担当する専任教員

２　研究科に研究科長を置き、研究科長は、当該研究科担当の教授の中から選ばれた者をもって充てる。
３　研究科長の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。
４　各専攻に専攻主任を置くことができる。
５　専攻主任は当該専攻の公務を掌る。
６　専攻主任の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。
（審議事項）
第３条　科会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり、審議し意見を述べるものとする。

⑴　学生の入学及び課程の修了
⑵　学位の授与
⑶ 　前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、科会の意見を聴くことが必要な

ものとして学長が定めるもの
２　科会は、前項に規定するもののほか、学長及び研究科長（以下この項において「学長等」という。）

が掌る教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。
（会議）
第４条　科会は、研究科長がこれを招集し、その議長となる。
２　研究科長に事故があるとき又は欠けたときは、研究科長があらかじめ指名する者がその職務を代

行する。
（会議の成立及び賛否）
第５条　科会は、構成員の２分の１以上をもって成立する。
２　科会の審議は、出席構成員の過半数の賛成を要し、賛否同数の場合は、議長がこれを判断する。但し、

人事及び学位授与に関しては、構成員の３分の２以上の出席をもって成立し、３分の２以上の賛成
を要する。

（意見聴取）
第６条　科会は、必要があると認めたときは、構成員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
（改廃）
第７条　この規程の改廃は、科会の意見を聴いた上で学長が行う。
（雑則）
第８条　この規程に定めるもののほか、科会の運営に関し必要な事項は別に定める。

　附　則
１  この規程は、平成10年４月１日から施行する。
２　改正　この規程は、平成27年９月１日から施行する。
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沖縄国際大学大学院地域産業研究科履修規程
（趣旨）
第１条　この規程は、沖縄国際大学大学院学則第35条に基づき、授業科目の履修方法等に関し必要な
事項を定める。

（教育目的）
第２条　地域産業研究科では、精深かつ科学的、体系的な知識を授けることにより、地域産業振興の
原動力となり得る高度の専門知識を有する人材を育成し、地域経済社会の発展に資することを目的
とする。

（専攻）
第３条　地域産業研究科（以下「研究科」という。）に次の専攻を置く。
　地域産業研究科地域産業専攻
（授業科目及び単位数）
第４条　研究科における授業科目及び単位数を別表Ⅰに掲げる。
（指導教員）
第５条　学生の研究及び論文の指導（以下「研究指導」という。）のため指導教員を置く。
２　指導教員は、学生の研究を指導し、併せて学生の授業科目の履修等に適切な助言を行う。
３　指導教員には、別表Ⅰに掲げる各領域の特殊研究を担当する教員をもって充てる。
４　指導教員は、学生の研究内容に基づき必要があると認めたときは、研究科会に所属する教員の中
から、補佐的に学生の研究を指導する教員を任命することができる。

５　指導教員の変更は、原則として認めない。ただし、学生からの申請により、研究科会の議を経て
変更を認めることがある。（様式１）

（教育方法の特例）
第６条　研究科における授業及び研究指導は、科会が教育上特に必要と認める場合に限り、別に指定
する特定の時間又は時期に行うことができる。

（履修方法）
第７条　学生は、修士論文を選択する者にあっては、次項に定める主専攻（演習と講義）12単位及び
副専攻（演習）４単位と、別表Ⅰに掲げる各領域共通の必修科目（講義）２単位及び選択必修科目（講
義）中から14単位、合計32単位を、特定の課題についての研究の成果（以下「特定課題研究」という）
を選択する者にあっては、次項に定める主専攻（演習と講義）12単位及び副専攻（演習）４単位と、
別表Ⅰに掲げる各領域共通の必修科目（講義）２単位及び選択必修科目（講義）中から18単位、合
計36単位を履修しなければならない。

２　学生は、別表Ⅰに掲げる領域の中から入学試験で選択した領域を主専攻として選択し、同時に、
他の領域の中から１つの特殊研究Ⅰを副専攻として選択しなければならない。ただし、修士論文及
び特定課題研究の作成は、主専攻に基づき行う。

３　学生は、主専攻とする領域の特殊研究担当教員と相談した上、副専攻とする他の領域の特殊研究
Ⅰを選択しなければならない。

４　別表Ⅰに掲げる各領域共通の選択必修科目（講義）のうち、修士論文を選択する者にあっては、
７科目（14単位）以上を、特定課題研究を選択する者にあっては、９科目（18単位）以上を履修
しなければならない。集中講義科目については、履修科目数に上限は設けないが、２科目（４単位）
を上限として課程修了に必要な単位数として認める。
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沖縄国際大学大学院地域産業研究科会規程
（趣旨）
第１条　この規程は、本学大学院学則第12条第３項に基づき、沖縄国際大学大学院地域産業研究科会（以

下「科会」という。）に関し、必要な事項を定める。
（構成員）
第２条　科会は、次の各号に掲げる教員をもって構成する。

⑴　研究科長
⑵　研究科の科目を担当する専任教員

２　研究科に研究科長を置き、研究科長は、当該研究科担当の教授の中から選ばれた者をもって充てる。
３　研究科長の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。
４　各専攻に専攻主任を置くことができる。
５　専攻主任は当該専攻の公務を掌る。
６　専攻主任の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。
（審議事項）
第３条　科会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり、審議し意見を述べるものとする。

⑴　学生の入学及び課程の修了
⑵　学位の授与
⑶ 　前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、科会の意見を聴くことが必要な

ものとして学長が定めるもの
２　科会は、前項に規定するもののほか、学長及び研究科長（以下この項において「学長等」という。）

が掌る教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。
（会議）
第４条　科会は、研究科長がこれを招集し、その議長となる。
２　研究科長に事故があるとき又は欠けたときは、研究科長があらかじめ指名する者がその職務を代

行する。
（会議の成立及び賛否）
第５条　科会は、構成員の２分の１以上をもって成立する。
２　科会の審議は、出席構成員の過半数の賛成を要し、賛否同数の場合は、議長がこれを判断する。但し、

人事及び学位授与に関しては、構成員の３分の２以上の出席をもって成立し、３分の２以上の賛成
を要する。

（意見聴取）
第６条　科会は、必要があると認めたときは、構成員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
（改廃）
第７条　この規程の改廃は、科会の意見を聴いた上で学長が行う。
（雑則）
第８条　この規程に定めるもののほか、科会の運営に関し必要な事項は別に定める。

　附　則
１  この規程は、平成10年４月１日から施行する。
２　改正　この規程は、平成27年９月１日から施行する。
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（教職課程）
第14条　教育職員免許取得希望者のため、教職課程を置く。
２　本研究科において取得できる免許状の種類は、次の表に掲げるとおりとする。

研究科名 専攻名 教育職員免許状の種類 免許教科

地域産業研究科 地域産業専攻

中学校教諭専修免許状 社　　　会
高等学校教諭専修免許状 公　　　民
高等学校教諭専修免許状 商　　　業
高等学校教諭専修免許状 情　　　報

３　免許状を取得のためには、次の二つの条件を充たさなければならない。
　⑴　修士の学位を有すること。又は大学院に在学し、32単位以上を修得すること。
　⑵　学部で、社会（中学）、公民（高校）、商業（高校）、情報（高校）、一種免許状を取得済であること。
４　修得すべき科目、単位等は、別表Ⅱのとおりとする。
５　学部で社会、公民、商業、情報の一種免許状を未取得の学生は、学部開設の「教職課程」の授業
科目を履修し、所定の単位を修得しなければならない。その場合の身分は、学部の科目等履修生と
して、となる｡

（改廃）
第15条　この規程の改廃は、学長が科会及び大学院委員会の意見を聴いて行う。
（雑則）
第16条　この規程が定めるもののほか、研究科に関し必要な事項は別に定める。

　附　則
１　この規程は、平成10年４月１日から施行する。
２～14　省略
15　改正、この規程は、令和４年４月１日から施行する。
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５　学生は、前項に定める専門領域以外に他領域および他研究科に属する選択科目（講義）を履修す
ることができる。ただし、他研究科に属する選択科目（講義）の履修は４単位を上限とする。

（科目履修手続）
第８条　学生は、主専攻及び副専攻の選択を、入学初年度の登録時に行わなければならない。
２　主専攻とする領域及び副専攻とする特殊研究Ⅰの変更は原則として認めない。
（他の大学院における授業科目の履修等）
第９条　指導教員が必要と認めたときは、学則第37条の定めるところにより、他大学院との協議に基
づき、学生に当該大学院の授業科目を履修させることができる。

２　前項により、履修した授業科目については、科会の議を経て10単位を超えない範囲で修得した単
位を認めることができる。

（単位の認定）
第10条　各授業科目の単位修得の認定は、試験又は研究報告書により担当教員が行う。
２　病気その他やむを得ない理由により、試験を受けることができなかった者については、追試験を
行うことができる。

３　追試験の時期は別に定める。
４　試験を受けて不合格になった者についての再試験は行わない。
（成績の評価）
第11条　試験又は研究報告書等の成績の評価は、60点以上を合格、60点未満を不合格とし、次の基準
に従って表示する。

　　　 秀 　　90点以上
　　　 優 　　80点以上90点未満
　　　 良 　　70点以上80点未満
　　　 可 　　60点以上70点未満
　　　不可　　60点未満
（修士論文又は特定課題研究の提出）
第12条　学生は、第１年次後期中に指導教員（特殊研究担当者）と論文のテーマについて調整し、12
月中旬までにその題目を各指導教員に提出しなければならない。

２　学生は、第１年次後期末（２月末日）に修士論文概要又は特定課題研究概要を研究科長に提出し
なければならない。

３　修士論文概要又は特定課題研究概要が認定された学生は、第２年次の前期終盤に中間発表をしな
ければならない。

４　修了予定者は、その学年度の１月末日までに修士論文又は特定課題研究を提出しなければならな
い。ただし、９月修了予定者については、７月末日までとする。

５　修士論文又は特定課題研究を提出した学生は、論文審査及び最終試験を受けなければならない。
（修了要件）
第13条　研究科の修了要件は標準２年以上在学し、第７条第１項に定める単位を履修し、かつ必要な
研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。なお、適当と認め
られた場合は、特定課題研究の審査を修士論文の審査に代えることができる。
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（教職課程）
第14条　教育職員免許取得希望者のため、教職課程を置く。
２　本研究科において取得できる免許状の種類は、次の表に掲げるとおりとする。

研究科名 専攻名 教育職員免許状の種類 免許教科

地域産業研究科 地域産業専攻

中学校教諭専修免許状 社　　　会
高等学校教諭専修免許状 公　　　民
高等学校教諭専修免許状 商　　　業
高等学校教諭専修免許状 情　　　報

３　免許状を取得のためには、次の二つの条件を充たさなければならない。
　⑴　修士の学位を有すること。又は大学院に在学し、32単位以上を修得すること。
　⑵　学部で、社会（中学）、公民（高校）、商業（高校）、情報（高校）、一種免許状を取得済であること。
４　修得すべき科目、単位等は、別表Ⅱのとおりとする。
５　学部で社会、公民、商業、情報の一種免許状を未取得の学生は、学部開設の「教職課程」の授業
科目を履修し、所定の単位を修得しなければならない。その場合の身分は、学部の科目等履修生と
して、となる｡

（改廃）
第15条　この規程の改廃は、学長が科会及び大学院委員会の意見を聴いて行う。
（雑則）
第16条　この規程が定めるもののほか、研究科に関し必要な事項は別に定める。

　附　則
１　この規程は、平成10年４月１日から施行する。
２～14　省略
15　改正、この規程は、令和４年４月１日から施行する。
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５　学生は、前項に定める専門領域以外に他領域および他研究科に属する選択科目（講義）を履修す
ることができる。ただし、他研究科に属する選択科目（講義）の履修は４単位を上限とする。

（科目履修手続）
第８条　学生は、主専攻及び副専攻の選択を、入学初年度の登録時に行わなければならない。
２　主専攻とする領域及び副専攻とする特殊研究Ⅰの変更は原則として認めない。
（他の大学院における授業科目の履修等）
第９条　指導教員が必要と認めたときは、学則第37条の定めるところにより、他大学院との協議に基
づき、学生に当該大学院の授業科目を履修させることができる。

２　前項により、履修した授業科目については、科会の議を経て10単位を超えない範囲で修得した単
位を認めることができる。

（単位の認定）
第10条　各授業科目の単位修得の認定は、試験又は研究報告書により担当教員が行う。
２　病気その他やむを得ない理由により、試験を受けることができなかった者については、追試験を
行うことができる。

３　追試験の時期は別に定める。
４　試験を受けて不合格になった者についての再試験は行わない。
（成績の評価）
第11条　試験又は研究報告書等の成績の評価は、60点以上を合格、60点未満を不合格とし、次の基準
に従って表示する。

　　　 秀 　　90点以上
　　　 優 　　80点以上90点未満
　　　 良 　　70点以上80点未満
　　　 可 　　60点以上70点未満
　　　不可　　60点未満
（修士論文又は特定課題研究の提出）
第12条　学生は、第１年次後期中に指導教員（特殊研究担当者）と論文のテーマについて調整し、12
月中旬までにその題目を各指導教員に提出しなければならない。

２　学生は、第１年次後期末（２月末日）に修士論文概要又は特定課題研究概要を研究科長に提出し
なければならない。

３　修士論文概要又は特定課題研究概要が認定された学生は、第２年次の前期終盤に中間発表をしな
ければならない。

４　修了予定者は、その学年度の１月末日までに修士論文又は特定課題研究を提出しなければならな
い。ただし、９月修了予定者については、７月末日までとする。

５　修士論文又は特定課題研究を提出した学生は、論文審査及び最終試験を受けなければならない。
（修了要件）
第13条　研究科の修了要件は標準２年以上在学し、第７条第１項に定める単位を履修し、かつ必要な
研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。なお、適当と認め
られた場合は、特定課題研究の審査を修士論文の審査に代えることができる。
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財　　政
特殊
特殊
特論

財政学
財政学
財政学

比較経営特殊
比較経営特殊
比較経営特論

地域産業セミナー
経済情報統計解析特論Ｂ
応用マクロ経済学特論
地域経済計量分析特論
地方財政特論
地域資源経済特論
財務会計特論
地域小売業特論
地域経済政策特論
商学特論
情報資源管理特論
観光情報処理特論
意思決定特論
人的資源管理特論
税法特論Ⅰ
税法特論Ⅱ
経済学特論 ＊特別科目群課程

修了単位としては、
4単位を上限とす
る。
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財　　政
特殊
特殊
特論

財政学
財政学
財政学

比較経営特殊
比較経営特殊
比較経営特論

地域産業セミナー
経済情報統計解析特論Ｂ
応用マクロ経済学特論
地域経済計量分析特論
地方財政特論
地域資源経済特論
財務会計特論
地域小売業特論
地域経済政策特論
商学特論
情報資源管理特論
観光情報処理特論
意思決定特論
人的資源管理特論
税法特論Ⅰ
税法特論Ⅱ
経済学特論 ＊特別科目群課程

修了単位としては、
4単位を上限とす
る。

履修規程別表Ⅱ
専修免許状に必要な専門教育科目
専攻 専修免許状 科　　　目 単位 必要単位数

地

　
　
　域

　
　
　産

　
　
　業

　
　
　専

　
　
　攻

中学校教諭専修免許状 沖縄経済特殊研究Ⅰ ４ 選択科目から24単
位選択必修（社会） 沖縄経済特殊研究Ⅱ ４

高等学校教諭専修免許状 沖縄経済特論 ４
（公民） 産業組織特殊研究Ⅰ ４

産業組織特殊研究Ⅱ ４
産業組織特論 ４
環境経済特殊研究Ⅰ ４
環境経済特殊研究Ⅱ ４
環境経済特論 ４
地域社会経済システム特殊研究Ⅰ ４
地域社会経済システム特殊研究Ⅱ ４
地域社会経済システム特論 ４
応用マクロ経済学特論 ２
地方財政特論 ２
地域資源経済特論 ２

高等学校教諭専修免許状 比較経営特殊研究Ⅰ ４ 選択科目から24単
位選択必修（商業） 比較経営特殊研究Ⅱ ４

比較経営特論 ４
マーケティング特殊研究Ⅰ ４
マーケティング特殊研究Ⅱ ４
マーケティング・マネジメント特論 ４
財務会計特論 ２
地域小売業特論 ２
商学特論 ２
人的資源管理特論 ２
ビジネス特論 ２

高等学校教諭専修免許状 経済情報統計解析特殊研究Ⅰ ４ 選択科目から24単
位選択必修（情報） 経済情報統計解析特殊研究Ⅱ ４

経済情報統計解析特論A ４
経済情報統計解析特論B ２
情報資源管理特論 ２
観光情報処理特論 ２
意思決定特論 ２
数理経済情報特論 ２
インターネット・マーケティング特論 ２
地域経済計量分析特論 2
マーケティング・コミュニケーション特論 ２
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履修規程別表Ⅰ
地域産業専攻 授業科目及び単位数

領域 区分 授　業　科　目　名 単位 週時間 年次 演・講 備　　考

応用計量
経済 必修

経済情報統計解析特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演　習
経済情報統計解析特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演　習
経済情報統計解析特論A ４ ２ １・２ 講　義

沖縄経済 必修
沖縄経済特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演　習
沖縄経済特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演　習
沖縄経済特論 ４ ２ １・２ 講　義

地域発展 必修
地域発展特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演　習
地域発展特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演　習
地域発展特論 ４ ２ １・２ 講　義

産業組織 必修
産業組織特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演　習
産業組織特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演　習
産業組織特論 ４ ２ １・２ 講　義

環境経済 必修
環境経済特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演　習
環境経済特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演　習
環境経済特論 ４ ２ １・２ 講　義

地域社会
経済システム 必修

地域社会経済システム特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演　習
地域社会経済システム特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演　習
地域社会経済システム特論 ４ ２ １・２ 講　義

地域流通 必修
マーケティング特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演　習
マーケティング特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演　習
マーケティング・マネジメント特論 ４ ２ １・２ 講　義

比較経営 必修
比較経営特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演　習
比較経営特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演　習
比較経営特論 ４ ２ １・２ 講　義

会　　計 必修
税務会計特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演　習
税務会計特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演　習
税務会計特論 ４ ２ １・２ 講　義

各領域共通

必修 地域産業セミナー ２ 集中講義 １・２ 講　義

選択
必修

経済情報統計解析特論B ２ ２ １・２ 講　義
応用マクロ経済学特論 ２ ２ １・２ 講　義
地域経済計量分析特論 ２ ２ １・２ 講　義
地方財政特論 ２ ２ １・２ 講　義
地域資源経済特論 ２ ２ １・２ 講　義
租税特論 ２ ２ １・２ 講　義
財務会計特論 ２ ２ １・２ 講　義
地域小売業特論 ２ ２ １・２ 講　義
地域経済政策特論 ２ ２ １・２ 講　義
商学特論 ２ ２ １・２ 講　義
情報資源管理特論 ２ ２ １・２ 講　義
観光情報処理特論 ２ ２ １・２ 講　義
意思決定特論 ２ ２ １・２ 講　義
人的資源管理特論 ２ ２ １・２ 講　義
経済学特論 ２ 集中講義 １・２ 講　義 ＊ 特別科目群

課程修了単
位としては､
４単位を上
限とする｡

ビジネス特論 ２ 集中講義 １・２ 講　義
数理経済情報特論 ２ 集中講義 １・２ 講　義
インターネット・マーケティング特論 ２ 集中講義 １・２ 講　義
マーケティング・コミュニケーション特論 ２ 集中講義 １・２ 講　義

修了に必要な単位数
＜修士論文を選択するもの＞
必修科目２単位　　主専攻12単位　　副専攻として主専攻と異なる領域の「特殊研究Ⅰ」４単位
他領域の講義科目及び各領域共通の選択必修講義科目14単位以上
合計32単位以上
＜特定課題研究を選択するもの＞
必修科目２単位　　主専攻12単位　　副専攻として主専攻と異なる領域の「特殊研究Ⅰ」４単位
他領域の講義科目及び各領域共通の選択必修講義科目18単位以上
合計36単位以上
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沖縄国際大学大学院地域産業研究科の学位論文審査及び最終試験に関する取扱要項

（趣旨）
第１条　この要項は、沖縄国際大学大学院学則第43条の３項及び地域産業研究科履修規程第12条に基づき、学位
論文（以下「論文」という。）の審査及び最終試験の実施に関し、必要な事項を定める。
（論文の提出）
第２条　論文を提出することができる者は、所定の授業科目について32単位以上を履修した者又は修了見込の者
とする。ただし、特定課題研究を選択する者については36単位以上とする。
２　論文の審査を受けようとする者は、学位論文審査願（様式第１号）に学位論文作成要領（別表）による論文
正本１部、副本２部、計３部及び論文要旨（様式第２号）３部を添えて、１月末日（９月修了予定者については、
７月末日）までに指導教員を経て研究科長に提出しなければならない。
（審査方法）
第３条　研究科長は、受理した論文の審査を研究科会に付託する。
２　研究科会は、各論文ごとに審査委員会を設置し、その審査を委嘱する。
３　審査委員会は、主専攻の特殊研究担当教員を含む３人以上の研究科会に所属する教員をもって構成し、主専
攻の特殊研究を担当する教員を主査とする。
４　主査以外の審査委員は、主査が任命する。
５　研究科会が必要と認めたときは､ 他の大学院､ 研究科､ 研究所等の教員等の協力を得ることができる｡
６　修士論文の審査は､ その論文が提出された学期末までに終了するものとする｡
７　主査は､ 当該論文の審査及び最終試験を総括する｡
８　受理した論文は返却しない｡
（最終試験）
第４条　最終試験は、論文の審査終了後、審査委員会が論文を中心として口述又は筆記試験によって行う。
　口述試験には、審査委員以外の地域産業研究科教員および地域産業研究科第一年次の学生はオブザーバーとし
て参加できるものとする。
（審査基準）
第５条　審査委員会は、次の審査基準に基づき行うものとする。
　⑴　主題論点の的確性
　⑵　内容の独創性
　⑶　内容・表現の明確性
　⑷　方法･概念の妥当性
　⑸　文献展望の充実性
　⑹　地域産業社会への貢献度
２　審査委員会は、前項に基づき、下記のように判定を行うものとする。
　⑴　合格
　⑵　一部修正の上、合格
　⑶　一部再執筆の上、合格
　⑷　不合格
（報告）
第６条　審査委員会は、論文の審査及び最終試験の結果を、学位論文審査及び最終試験の結果報告書（様式第３号）
により、研究科長に報告する。
２　研究科長は、審査委員会の報告を研究科会に諮り、最終試験の合否を議決するとともにその審議結果を学長
に報告する。
（改廃）
第７条　この要項の改廃は、研究科会の議を経て、大学院委員会がこれを行う。
　附　則
１　この要項は、平成10年４月１日から施行する。
２～４　省略
５　改正、この規程は、平成28年４月１日から施行する。ただし、第４条については平成27年度入学者から適用
する。
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様式１

修士論文指導教員変更申請書

年　　　月　　　日　

　沖 縄 国 際 大 学 大 学 院
　　地 域 産 業 研 究 科 長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域産業研究科　地域産業専攻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学籍番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　修士論文指導教員を変更したいので、沖縄国際大学大学院地域産業研究科履修規程第５条第５項の
規定に基づき、下記のとおり申請します。

記

変更後の指導教員氏名

変更前の指導教員氏名

理 由

　本件申請について、地域産業研究科会において審議した結果、理由止むを得ざるものと認め、上記
申請どおり指導教員の変更を認める。

　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沖縄国際大学大学院
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域産業研究科長　　　　　　　　　　　　　　　印
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沖縄国際大学大学院地域産業研究科の学位論文審査及び最終試験に関する取扱要項

（趣旨）
第１条　この要項は、沖縄国際大学大学院学則第43条の３項及び地域産業研究科履修規程第12条に基づき、学位
論文（以下「論文」という。）の審査及び最終試験の実施に関し、必要な事項を定める。
（論文の提出）
第２条　論文を提出することができる者は、所定の授業科目について32単位以上を履修した者又は修了見込の者
とする。ただし、特定課題研究を選択する者については36単位以上とする。
２　論文の審査を受けようとする者は、学位論文審査願（様式第１号）に学位論文作成要領（別表）による論文
正本１部、副本２部、計３部及び論文要旨（様式第２号）３部を添えて、１月末日（９月修了予定者については、
７月末日）までに指導教員を経て研究科長に提出しなければならない。
（審査方法）
第３条　研究科長は、受理した論文の審査を研究科会に付託する。
２　研究科会は、各論文ごとに審査委員会を設置し、その審査を委嘱する。
３　審査委員会は、主専攻の特殊研究担当教員を含む３人以上の研究科会に所属する教員をもって構成し、主専
攻の特殊研究を担当する教員を主査とする。
４　主査以外の審査委員は、主査が任命する。
５　研究科会が必要と認めたときは､ 他の大学院､ 研究科､ 研究所等の教員等の協力を得ることができる｡
６　修士論文の審査は､ その論文が提出された学期末までに終了するものとする｡
７　主査は､ 当該論文の審査及び最終試験を総括する｡
８　受理した論文は返却しない｡
（最終試験）
第４条　最終試験は、論文の審査終了後、審査委員会が論文を中心として口述又は筆記試験によって行う。
　口述試験には、審査委員以外の地域産業研究科教員および地域産業研究科第一年次の学生はオブザーバーとし
て参加できるものとする。
（審査基準）
第５条　審査委員会は、次の審査基準に基づき行うものとする。
　⑴　主題論点の的確性
　⑵　内容の独創性
　⑶　内容・表現の明確性
　⑷　方法･概念の妥当性
　⑸　文献展望の充実性
　⑹　地域産業社会への貢献度
２　審査委員会は、前項に基づき、下記のように判定を行うものとする。
　⑴　合格
　⑵　一部修正の上、合格
　⑶　一部再執筆の上、合格
　⑷　不合格
（報告）
第６条　審査委員会は、論文の審査及び最終試験の結果を、学位論文審査及び最終試験の結果報告書（様式第３号）
により、研究科長に報告する。
２　研究科長は、審査委員会の報告を研究科会に諮り、最終試験の合否を議決するとともにその審議結果を学長
に報告する。
（改廃）
第７条　この要項の改廃は、研究科会の議を経て、大学院委員会がこれを行う。
　附　則
１　この要項は、平成10年４月１日から施行する。
２～４　省略
５　改正、この規程は、平成28年４月１日から施行する。ただし、第４条については平成27年度入学者から適用
する。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学籍番号
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　修士論文指導教員を変更したいので、沖縄国際大学大学院地域産業研究科履修規程第５条第５項の
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記
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変更前の指導教員氏名
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　本件申請について、地域産業研究科会において審議した結果、理由止むを得ざるものと認め、上記
申請どおり指導教員の変更を認める。

　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沖縄国際大学大学院
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域産業研究科長　　　　　　　　　　　　　　　印
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　⑸　文献展望の充実性
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　⑴　合格
　⑵　一部修正の上、合格
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様式第２号

論　文　要　旨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究科名　地域産業研究科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　専 攻 名　地域産業専攻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学籍番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

論文題目

論文要旨（横書き、縦書き、ワープロ可、字数８００字程度）
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様式第１号

学 位 論 文 審 査 願

年　　　月　　　日　

　沖 縄 国 際 大 学 大 学 院
　　地 域 産 業 研 究 科 長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究科名　地域産業研究科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　専 攻 名　地域産業専攻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学籍番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　このたび沖縄国際大学学位論文審査及び最終試験に関する取扱要項第２条の規定に基づき、下記の
とおり学位論文を提出しますので、審査くださるよう関係書類を添えてお願いします。

記

　　論文題目

指導教員
認　　印
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様式第２号

論　文　要　旨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究科名　地域産業研究科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　専 攻 名　地域産業専攻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学籍番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

論文題目

論文要旨（横書き、縦書き、ワープロ可、字数８００字程度）
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様式第１号

学 位 論 文 審 査 願

年　　　月　　　日　

　沖 縄 国 際 大 学 大 学 院
　　地 域 産 業 研 究 科 長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究科名　地域産業研究科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　専 攻 名　地域産業専攻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学籍番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　このたび沖縄国際大学学位論文審査及び最終試験に関する取扱要項第２条の規定に基づき、下記の
とおり学位論文を提出しますので、審査くださるよう関係書類を添えてお願いします。

記

　　論文題目

指導教員
認　　印
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様式第２号

論　文　要　旨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究科名　地域産業研究科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　専 攻 名　地域産業専攻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学籍番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

論文題目

論文要旨（横書き、縦書き、ワープロ可、字数８００字程度）
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様式第１号

学 位 論 文 審 査 願

年　　　月　　　日　

　沖 縄 国 際 大 学 大 学 院
　　地 域 産 業 研 究 科 長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究科名　地域産業研究科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　専 攻 名　地域産業専攻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学籍番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　このたび沖縄国際大学学位論文審査及び最終試験に関する取扱要項第２条の規定に基づき、下記の
とおり学位論文を提出しますので、審査くださるよう関係書類を添えてお願いします。

記

　　論文題目

指導教員
認　　印
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地域産業研究科修士論文概要及び特定課題研究概要作成要領
　修士論文概要及び特定課題研究概要は下記の諸事項に基づいて作成し、第１年次の２月末日までに
学務課へ提出すること。

１．規格：A4版
２．表紙

３．修士論文概要及び特定課題研究概要の構成
　⑴　研究課題
　　　　①主題
　　　　②意義
　⑵　研究史（文献レビュー）
　　　　①関連研究の整理
　　　　②主題の位置づけ
　⑶　研究方法
　　　　①調査対象
　　　　②データ収集法
　　　　③データの整理・分析法
　　　　④調査の見通し
４．体裁
　⑴　枚数　　　　　Ａ４版　１頁45字×40行　2,000字～6,000字前後
　⑵　文献表示法　　各領域による
　⑶　図表表示法　　各領域による
５．修士論文概要届及び特定課題研究概要届
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地域産業研究科
修士論文概要

題目

　学籍番号
　氏　　名
　提出年月日

　指導教員　　　　　　　印

地域産業研究科
特定課題研究概要

題目

　学籍番号
　氏　　名
　提出年月日

　指導教員　　　　　　　印

修士論文概要届

年　　月　　日
沖縄国際大学大学院
　地域産業研究科長　殿

研究科名 地域産業研究科
専攻名　 地域産業専攻
学籍番号
氏名　　　　　　　印

沖縄国際大学大学院地域産業研究科
履修規程第12条第２項の規定に基づ
き、別添のとおり修士論文概要を提
出いたします。

特定課題研究概要届

年　　月　　日
沖縄国際大学大学院
地域産業研究科長　殿

研究科名 地域産業研究科
専攻名　 地域産業専攻
学籍番号
氏名　　　　　　　　印

沖縄国際大学大学院地域産業研究科履
修規程第12条第２項の規定に基づき、
別添のとおり特定課題研究概要を提出
いたします。

【特定課題研究を選択する理由】

※ 特定課題研究概要届
を提出する学生は職
務経歴書及び実績に
関する文書（任意書
式）を添付すること。

別表

学位論文作成要領
１．規格は、A4版（21cm×29.7cm）とする。
２．製本にはA4版のファイルを使用し、横書きの場合は左とじ、縦書きの場合は右とじとする。
　⑴　表紙は次の事項を記載する。

　⑵　表紙の年度は学年度とし、西暦を用いる。
　⑶　背表紙には論文題名と氏名を記載する。

３．本文
　⑴　横書き又は縦書きにする。
　⑵　用語、総字数及び用紙は、各教育研究領域に委ねる。
　⑶　ページ数を記入し、目次を作成する。

４．本文紙面の余白は次のとおりとする。
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（横書きの表紙） （縦書きの表紙）

　論　文　題　目

年度

　沖縄国際大学大学院
　地域産業研究科

　　地域産業専攻

　氏名

論

　文

　題

　目

　
　
　
　
　
　
　

 

年
度

沖
縄
国
際
大
学
大
学
院

地
域
産
業
研
究
科

地
域
産
業
専
攻

　氏名

2.5cm

2.0
cm

縦

　書

　本

　文

3.0cm

2.5cm

2.5cm

3.0cm 横　書　本　文 2.0
cm

2.5cm
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地域産業研究科修士論文概要及び特定課題研究概要作成要領
　修士論文概要及び特定課題研究概要は下記の諸事項に基づいて作成し、第１年次の２月末日までに
学務課へ提出すること。

１．規格：A4版
２．表紙

３．修士論文概要及び特定課題研究概要の構成
　⑴　研究課題
　　　　①主題
　　　　②意義
　⑵　研究史（文献レビュー）
　　　　①関連研究の整理
　　　　②主題の位置づけ
　⑶　研究方法
　　　　①調査対象
　　　　②データ収集法
　　　　③データの整理・分析法
　　　　④調査の見通し
４．体裁
　⑴　枚数　　　　　Ａ４版　１頁45字×40行　2,000字～6,000字前後
　⑵　文献表示法　　各領域による
　⑶　図表表示法　　各領域による
５．修士論文概要届及び特定課題研究概要届
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地域産業研究科
修士論文概要

題目

　学籍番号
　氏　　名
　提出年月日

　指導教員　　　　　　　印

地域産業研究科
特定課題研究概要

題目

　学籍番号
　氏　　名
　提出年月日

　指導教員　　　　　　　印

修士論文概要届

年　　月　　日
沖縄国際大学大学院
　地域産業研究科長　殿

研究科名 地域産業研究科
専攻名　 地域産業専攻
学籍番号
氏名　　　　　　　印

沖縄国際大学大学院地域産業研究科
履修規程第12条第２項の規定に基づ
き、別添のとおり修士論文概要を提
出いたします。

特定課題研究概要届

年　　月　　日
沖縄国際大学大学院
地域産業研究科長　殿

研究科名 地域産業研究科
専攻名　 地域産業専攻
学籍番号
氏名　　　　　　　　印

沖縄国際大学大学院地域産業研究科履
修規程第12条第２項の規定に基づき、
別添のとおり特定課題研究概要を提出
いたします。

【特定課題研究を選択する理由】

※ 特定課題研究概要届
を提出する学生は職
務経歴書及び実績に
関する文書（任意書
式）を添付すること。

別表

学位論文作成要領
１．規格は、A4版（21cm×29.7cm）とする。
２．製本にはA4版のファイルを使用し、横書きの場合は左とじ、縦書きの場合は右とじとする。
　⑴　表紙は次の事項を記載する。

　⑵　表紙の年度は学年度とし、西暦を用いる。
　⑶　背表紙には論文題名と氏名を記載する。

３．本文
　⑴　横書き又は縦書きにする。
　⑵　用語、総字数及び用紙は、各教育研究領域に委ねる。
　⑶　ページ数を記入し、目次を作成する。

４．本文紙面の余白は次のとおりとする。
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（横書きの表紙） （縦書きの表紙）

　論　文　題　目

年度

　沖縄国際大学大学院
　地域産業研究科

　　地域産業専攻
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地域産業研究科修士論文概要及び特定課題研究概要作成要領
　修士論文概要及び特定課題研究概要は下記の諸事項に基づいて作成し、第１年次の２月末日までに
学務課へ提出すること。

１．規格：A4版
２．表紙

３．修士論文概要及び特定課題研究概要の構成
　⑴　研究課題
　　　　①主題
　　　　②意義
　⑵　研究史（文献レビュー）
　　　　①関連研究の整理
　　　　②主題の位置づけ
　⑶　研究方法
　　　　①調査対象
　　　　②データ収集法
　　　　③データの整理・分析法
　　　　④調査の見通し
４．体裁
　⑴　枚数　　　　　Ａ４版　１頁45字×40行　2,000字～6,000字前後
　⑵　文献表示法　　各領域による
　⑶　図表表示法　　各領域による
５．修士論文概要届及び特定課題研究概要届

― 85 ―

地
域
産
業
研
究
科

地域産業研究科
修士論文概要

題目

　学籍番号
　氏　　名
　提出年月日

　指導教員　　　　　　　印

地域産業研究科
特定課題研究概要

題目

　学籍番号
　氏　　名
　提出年月日

　指導教員　　　　　　　印

修士論文概要届

年　　月　　日
沖縄国際大学大学院
　地域産業研究科長　殿

研究科名 地域産業研究科
専攻名　 地域産業専攻
学籍番号
氏名　　　　　　　印

沖縄国際大学大学院地域産業研究科
履修規程第12条第２項の規定に基づ
き、別添のとおり修士論文概要を提
出いたします。

特定課題研究概要届

年　　月　　日
沖縄国際大学大学院
地域産業研究科長　殿

研究科名 地域産業研究科
専攻名　 地域産業専攻
学籍番号
氏名　　　　　　　　印

沖縄国際大学大学院地域産業研究科履
修規程第12条第２項の規定に基づき、
別添のとおり特定課題研究概要を提出
いたします。

【特定課題研究を選択する理由】

※ 特定課題研究概要届
を提出する学生は職
務経歴書及び実績に
関する文書（任意書
式）を添付すること。

別表

学位論文作成要領
１．規格は、A4版（21cm×29.7cm）とする。
２．製本にはA4版のファイルを使用し、横書きの場合は左とじ、縦書きの場合は右とじとする。
　⑴　表紙は次の事項を記載する。

　⑵　表紙の年度は学年度とし、西暦を用いる。
　⑶　背表紙には論文題名と氏名を記載する。

３．本文
　⑴　横書き又は縦書きにする。
　⑵　用語、総字数及び用紙は、各教育研究領域に委ねる。
　⑶　ページ数を記入し、目次を作成する。

４．本文紙面の余白は次のとおりとする。
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（横書きの表紙） （縦書きの表紙）
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　⑶　査読者の評価がＣの場合は、書き直しの上で再審査する。
　⑷　査読者の評価がＤの場合は、却下する。
４　編集委員会の判定結果が、前項第２号若しくは、第３号となった投稿原稿については、毎年、12
月下旬を期限として、修正、書き直し、及び再審査を行う。

５　学外者に審査を委嘱した場合は、謝礼を支払う。
（著作権）
第８条　掲載された論文等の著作権は、沖縄国際大学に帰属する。
（沖縄国際大学学術成果リポジトリ登録）
第９条　掲載された原稿は、電子化し沖縄国際大学学術成果リポジトリへ登録しインターネット
を通じて公開する。
２　電子化する原稿の範囲は著作者の判断に委ねる。
（転用）
第10条　紀要に掲載された論文を執筆者が他の出版物に転用する場合には、予め文書によって
編集委員会に届け出ることとし、研究科会の了承を得なければならない。
（執筆要領）
第11条　提出原稿の形式は、ワープロA4判、横書き、１頁40字×35行とする。採用後、投稿者は改めて、
採用された論文、研究ノート、書評、翻訳を打ち出した原稿及び電子媒体で提出する。投稿原稿は、
本文・注・図表・文献リストを含め、日本語の場合は、20,000字以内（A4で40字×35行×14.5枚）、
英語の場合は、6,000語以内（A4でダブルスペース）とする。

２　図表は、本文での挿入個所を明示して原稿の終わりに入れる｡ 図表については、和文、英文ともに、
刷り上りの場合の大きさを想定し、それらを合計したものについて、１頁当たり日本語2,250字とし
て、原稿枚数に換算し、上記の枚数限度に含める。

３　文献引用については、本文では著者名と出版年で表示し、原稿の終わりに文献目録をアルファベッ
ト順に表示するものとする。

４　投稿原稿の表紙に投稿者の氏名、住所、所属機関、職名を記入し、原稿自体には氏名など一切記
入してはならない。

５　和文の原稿においては、英文題名及びローマ字表記の氏名を、英文の原稿においては、和文題名
及び日本語表記の氏名を、必ず併記する。

６　投稿原稿には、キーワード５項目、原稿のコピー２部、論文要旨３部（日本文の場合：約1,600字、
英文の場合約600語）を付けて提出する。

　（校正）
第12条　採用原稿の執筆者校正は、初校のみとし、校正時の原稿改訂は原則として認めない。
（抜き刷り）
第13条　原稿料は支払わない。ただし、50部の抜き刷りを無料進呈する。
　（原稿返却等）
第14条　投稿原稿などは一切返却しない。
２　投稿者は、投稿原稿の不採用が決定される前に当該原稿を他の場所で公刊してはならない。
　（改廃）
第15条　この規程の改廃は、本研究科に所属する教員の２分１以上の賛成によって行う。

　附　則
１　この規程は、平成13年７月18日から施行する。
２　改正、この規程は、平成14年４月５日から施行する。
３　改正、この規程は、平成19年４月１日から施行する。
４　改正、この規程は、平成22年４月１日から施行する。
５　改正、この規程は、平成28年４月１日から施行する。
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沖縄国際大学大学院地域産業研究科紀要編集規程
（目的）
第１条　この規程は、沖縄国際大学大学院地域産業研究科（以下「研究科」という。）が紀要の編集に
関する必要な事項を定めることを目的とする。

（名称及び体裁）
第２条　紀要の名称は、「沖縄国際大学大学院地域産業研究科紀要『地域産業論叢』第○集」（以下「紀
要」という。）とする。

２　紀要の体裁は、A４判、10.5ポイント横組み、１頁＝40字×35行＝1400字、総頁数は約200頁
とする。ただし、総頁数は予算の範囲内とする。

（構成）
第３条　投稿原稿は、研究科の設置目的に則したテ－マで日本語あるいは英語で書かれた未公刊論文、
研究ノート、書評、翻訳とする。

（投稿）
第４条　投稿者は、原則として沖縄国際大学専任教員（以下「教員」という。）在籍者、及び研究科の
修了者とする。

２　第１執筆者（若しくは執筆代表者）が教員である場合は、在籍者、修了者及び教員以外との共同
執筆論文の投稿を認める。

（編集委員会）
第５条　紀要の発行に際して必要となる企画・編集及び投稿原稿の募集・受理を行うため、研究科に
編集委員会を設置する。

２　研究科の中から２名の委員を選出し、氏名を公表する。
３　任期は２年とし、毎年、委員長を互選する。
４　編集委員会は、年度始めに企画原案を作成し、研究科会に諮り承認を得ることとする。
５　編集委員会は、投稿原稿１本ごとに、研究科教員若しくは学外の研究者であって研究科教員と同
等以上の能力を有する者（以下「学外者」という。）の中から査読者１名を選び、論文の執筆者名を
秘して審査を依頼する。査読者の氏名は公表しない。

６　編集委員会は、査読者の審査報告書に基づいて、毎年、10月末日までに投稿原稿の掲載の可否を
決定する。ただし、可否の決定に際しては、総投稿原稿頁数を考慮する場合がある。

７　編集委員会は、紀要の発行に際し必要な事項を沖縄国際大学研究支援課に指示する。
（原稿提出）
第６条　投稿者は、編集委員会が通知した締切りまでに編集委員会に原稿を提出しなければならない。
原則として、毎年７月末日とする。

(審査)
第７条　査読者による審査は、毎年、８月～９月とし、９月末日までに編集委員会に審査結果を報告
する。

２　査読者は、次の審査基準に基づき行うものとする。
　⑴　主題論点の的確性
　⑵　内容の独創性
　⑶　内容・表現の明確性
　⑷　方法・概念の妥当性
　⑸　文献展望の充実性
　⑹　地域産業社会への貢献度
３　査読者は、前第２項に基づき、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４段階で評価を下すものとする。
　⑴　査読者の評価がＡの場合は、無条件で受理する。
　⑵　査読者の評価がＢの場合は、条件付で受理する。
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　⑶　査読者の評価がＣの場合は、書き直しの上で再審査する。
　⑷　査読者の評価がＤの場合は、却下する。
４　編集委員会の判定結果が、前項第２号若しくは、第３号となった投稿原稿については、毎年、12
月下旬を期限として、修正、書き直し、及び再審査を行う。

５　学外者に審査を委嘱した場合は、謝礼を支払う。
（著作権）
第８条　掲載された論文等の著作権は、沖縄国際大学に帰属する。
（沖縄国際大学学術成果リポジトリ登録）
第９条　掲載された原稿は、電子化し沖縄国際大学学術成果リポジトリへ登録しインターネット
を通じて公開する。
２　電子化する原稿の範囲は著作者の判断に委ねる。
（転用）
第10条　紀要に掲載された論文を執筆者が他の出版物に転用する場合には、予め文書によって
編集委員会に届け出ることとし、研究科会の了承を得なければならない。
（執筆要領）
第11条　提出原稿の形式は、ワープロA4判、横書き、１頁40字×35行とする。採用後、投稿者は改めて、
採用された論文、研究ノート、書評、翻訳を打ち出した原稿及び電子媒体で提出する。投稿原稿は、
本文・注・図表・文献リストを含め、日本語の場合は、20,000字以内（A4で40字×35行×14.5枚）、
英語の場合は、6,000語以内（A4でダブルスペース）とする。

２　図表は、本文での挿入個所を明示して原稿の終わりに入れる｡ 図表については、和文、英文ともに、
刷り上りの場合の大きさを想定し、それらを合計したものについて、１頁当たり日本語2,250字とし
て、原稿枚数に換算し、上記の枚数限度に含める。

３　文献引用については、本文では著者名と出版年で表示し、原稿の終わりに文献目録をアルファベッ
ト順に表示するものとする。

４　投稿原稿の表紙に投稿者の氏名、住所、所属機関、職名を記入し、原稿自体には氏名など一切記
入してはならない。

５　和文の原稿においては、英文題名及びローマ字表記の氏名を、英文の原稿においては、和文題名
及び日本語表記の氏名を、必ず併記する。

６　投稿原稿には、キーワード５項目、原稿のコピー２部、論文要旨３部（日本文の場合：約1,600字、
英文の場合約600語）を付けて提出する。

　（校正）
第12条　採用原稿の執筆者校正は、初校のみとし、校正時の原稿改訂は原則として認めない。
（抜き刷り）
第13条　原稿料は支払わない。ただし、50部の抜き刷りを無料進呈する。
　（原稿返却等）
第14条　投稿原稿などは一切返却しない。
２　投稿者は、投稿原稿の不採用が決定される前に当該原稿を他の場所で公刊してはならない。
　（改廃）
第15条　この規程の改廃は、本研究科に所属する教員の２分１以上の賛成によって行う。

　附　則
１　この規程は、平成13年７月18日から施行する。
２　改正、この規程は、平成14年４月５日から施行する。
３　改正、この規程は、平成19年４月１日から施行する。
４　改正、この規程は、平成22年４月１日から施行する。
５　改正、この規程は、平成28年４月１日から施行する。
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沖縄国際大学大学院地域産業研究科紀要編集規程
（目的）
第１条　この規程は、沖縄国際大学大学院地域産業研究科（以下「研究科」という。）が紀要の編集に
関する必要な事項を定めることを目的とする。

（名称及び体裁）
第２条　紀要の名称は、「沖縄国際大学大学院地域産業研究科紀要『地域産業論叢』第○集」（以下「紀
要」という。）とする。

２　紀要の体裁は、A４判、10.5ポイント横組み、１頁＝40字×35行＝1400字、総頁数は約200頁
とする。ただし、総頁数は予算の範囲内とする。

（構成）
第３条　投稿原稿は、研究科の設置目的に則したテ－マで日本語あるいは英語で書かれた未公刊論文、
研究ノート、書評、翻訳とする。

（投稿）
第４条　投稿者は、原則として沖縄国際大学専任教員（以下「教員」という。）在籍者、及び研究科の
修了者とする。

２　第１執筆者（若しくは執筆代表者）が教員である場合は、在籍者、修了者及び教員以外との共同
執筆論文の投稿を認める。

（編集委員会）
第５条　紀要の発行に際して必要となる企画・編集及び投稿原稿の募集・受理を行うため、研究科に
編集委員会を設置する。

２　研究科の中から２名の委員を選出し、氏名を公表する。
３　任期は２年とし、毎年、委員長を互選する。
４　編集委員会は、年度始めに企画原案を作成し、研究科会に諮り承認を得ることとする。
５　編集委員会は、投稿原稿１本ごとに、研究科教員若しくは学外の研究者であって研究科教員と同
等以上の能力を有する者（以下「学外者」という。）の中から査読者１名を選び、論文の執筆者名を
秘して審査を依頼する。査読者の氏名は公表しない。

６　編集委員会は、査読者の審査報告書に基づいて、毎年、10月末日までに投稿原稿の掲載の可否を
決定する。ただし、可否の決定に際しては、総投稿原稿頁数を考慮する場合がある。

７　編集委員会は、紀要の発行に際し必要な事項を沖縄国際大学研究支援課に指示する。
（原稿提出）
第６条　投稿者は、編集委員会が通知した締切りまでに編集委員会に原稿を提出しなければならない。
原則として、毎年７月末日とする。

(審査)
第７条　査読者による審査は、毎年、８月～９月とし、９月末日までに編集委員会に審査結果を報告
する。

２　査読者は、次の審査基準に基づき行うものとする。
　⑴　主題論点の的確性
　⑵　内容の独創性
　⑶　内容・表現の明確性
　⑷　方法・概念の妥当性
　⑸　文献展望の充実性
　⑹　地域産業社会への貢献度
３　査読者は、前第２項に基づき、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４段階で評価を下すものとする。
　⑴　査読者の評価がＡの場合は、無条件で受理する。
　⑵　査読者の評価がＢの場合は、条件付で受理する。
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　⑶　査読者の評価がＣの場合は、書き直しの上で再審査する。
　⑷　査読者の評価がＤの場合は、却下する。
４　編集委員会の判定結果が、前項第２号若しくは、第３号となった投稿原稿については、毎年、12
月下旬を期限として、修正、書き直し、及び再審査を行う。

５　学外者に審査を委嘱した場合は、謝礼を支払う。
（著作権）
第８条　掲載された論文等の著作権は、沖縄国際大学に帰属する。
（沖縄国際大学学術成果リポジトリ登録）
第９条　掲載された原稿は、電子化し沖縄国際大学学術成果リポジトリへ登録しインターネット
を通じて公開する。
２　電子化する原稿の範囲は著作者の判断に委ねる。
（転用）
第10条　紀要に掲載された論文を執筆者が他の出版物に転用する場合には、予め文書によって
編集委員会に届け出ることとし、研究科会の了承を得なければならない。
（執筆要領）
第11条　提出原稿の形式は、ワープロA4判、横書き、１頁40字×35行とする。採用後、投稿者は改めて、
採用された論文、研究ノート、書評、翻訳を打ち出した原稿及び電子媒体で提出する。投稿原稿は、
本文・注・図表・文献リストを含め、日本語の場合は、20,000字以内（A4で40字×35行×14.5枚）、
英語の場合は、6,000語以内（A4でダブルスペース）とする。

２　図表は、本文での挿入個所を明示して原稿の終わりに入れる｡ 図表については、和文、英文ともに、
刷り上りの場合の大きさを想定し、それらを合計したものについて、１頁当たり日本語2,250字とし
て、原稿枚数に換算し、上記の枚数限度に含める。

３　文献引用については、本文では著者名と出版年で表示し、原稿の終わりに文献目録をアルファベッ
ト順に表示するものとする。

４　投稿原稿の表紙に投稿者の氏名、住所、所属機関、職名を記入し、原稿自体には氏名など一切記
入してはならない。

５　和文の原稿においては、英文題名及びローマ字表記の氏名を、英文の原稿においては、和文題名
及び日本語表記の氏名を、必ず併記する。

６　投稿原稿には、キーワード５項目、原稿のコピー２部、論文要旨３部（日本文の場合：約1,600字、
英文の場合約600語）を付けて提出する。

　（校正）
第12条　採用原稿の執筆者校正は、初校のみとし、校正時の原稿改訂は原則として認めない。
（抜き刷り）
第13条　原稿料は支払わない。ただし、50部の抜き刷りを無料進呈する。
　（原稿返却等）
第14条　投稿原稿などは一切返却しない。
２　投稿者は、投稿原稿の不採用が決定される前に当該原稿を他の場所で公刊してはならない。
　（改廃）
第15条　この規程の改廃は、本研究科に所属する教員の２分１以上の賛成によって行う。

　附　則
１　この規程は、平成13年７月18日から施行する。
２　改正、この規程は、平成14年４月５日から施行する。
３　改正、この規程は、平成19年４月１日から施行する。
４　改正、この規程は、平成22年４月１日から施行する。
５　改正、この規程は、平成28年４月１日から施行する。
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沖縄国際大学大学院地域産業研究科紀要編集規程
（目的）
第１条　この規程は、沖縄国際大学大学院地域産業研究科（以下「研究科」という。）が紀要の編集に
関する必要な事項を定めることを目的とする。

（名称及び体裁）
第２条　紀要の名称は、「沖縄国際大学大学院地域産業研究科紀要『地域産業論叢』第○集」（以下「紀
要」という。）とする。

２　紀要の体裁は、A４判、10.5ポイント横組み、１頁＝40字×35行＝1400字、総頁数は約200頁
とする。ただし、総頁数は予算の範囲内とする。

（構成）
第３条　投稿原稿は、研究科の設置目的に則したテ－マで日本語あるいは英語で書かれた未公刊論文、
研究ノート、書評、翻訳とする。

（投稿）
第４条　投稿者は、原則として沖縄国際大学専任教員（以下「教員」という。）在籍者、及び研究科の
修了者とする。

２　第１執筆者（若しくは執筆代表者）が教員である場合は、在籍者、修了者及び教員以外との共同
執筆論文の投稿を認める。

（編集委員会）
第５条　紀要の発行に際して必要となる企画・編集及び投稿原稿の募集・受理を行うため、研究科に
編集委員会を設置する。

２　研究科の中から２名の委員を選出し、氏名を公表する。
３　任期は２年とし、毎年、委員長を互選する。
４　編集委員会は、年度始めに企画原案を作成し、研究科会に諮り承認を得ることとする。
５　編集委員会は、投稿原稿１本ごとに、研究科教員若しくは学外の研究者であって研究科教員と同
等以上の能力を有する者（以下「学外者」という。）の中から査読者１名を選び、論文の執筆者名を
秘して審査を依頼する。査読者の氏名は公表しない。

６　編集委員会は、査読者の審査報告書に基づいて、毎年、10月末日までに投稿原稿の掲載の可否を
決定する。ただし、可否の決定に際しては、総投稿原稿頁数を考慮する場合がある。

７　編集委員会は、紀要の発行に際し必要な事項を沖縄国際大学研究支援課に指示する。
（原稿提出）
第６条　投稿者は、編集委員会が通知した締切りまでに編集委員会に原稿を提出しなければならない。
原則として、毎年７月末日とする。

(審査)
第７条　査読者による審査は、毎年、８月～９月とし、９月末日までに編集委員会に審査結果を報告
する。

２　査読者は、次の審査基準に基づき行うものとする。
　⑴　主題論点の的確性
　⑵　内容の独創性
　⑶　内容・表現の明確性
　⑷　方法・概念の妥当性
　⑸　文献展望の充実性
　⑹　地域産業社会への貢献度
３　査読者は、前第２項に基づき、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４段階で評価を下すものとする。
　⑴　査読者の評価がＡの場合は、無条件で受理する。
　⑵　査読者の評価がＢの場合は、条件付で受理する。
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沖縄国際大学大学院地域産業研究科紀要執筆要領
１　言語

原稿は和文または英文のいずれかとする。
２　原稿の書式

・原稿は縦置き横書きとする。
・ 和文原稿では、新仮名遣いと常用漢字を用い、平易な口語体で記すこと。句読点として「、。」を用いること。
・英文原稿は、上記に準ずるものとする。
３　分量

・ 和文原稿では、学術論文については、20,000字程度（ただし図表を含む）以内とする。研究ノート 
及び書評等については12,000字程度（ただし図表を含む）以内とする。

・規定ページ数を超える場合には、別途費用を請求する場合がある。
・英文原稿は、上記に準ずるものとする。
４　最終提出原稿の体裁

　学術論文の最終提出原稿は、以下の体裁によるものとし、研究ノート及び書評等については、以下に準
ずるものとする。
・原稿の一枚目には、原稿のタイトル、著者氏名、所属をいずれも日本語と英語で併記し、また、著者連

絡先、住所、電話番号、ファックス番号、電子メール・アドレスを記す。
・ 原稿の二枚目には、原稿のタイトル、要約並びにキーワードを記述する。要約は原稿全体の内容をレビュー

したもので、日本語200字、英語100ワード程度とする。また、キーワードは原稿全体の内容の特徴を
表す用語のことで、日本語、英語とも、その数は５つ程度とする。

・原稿の本文は三枚目から開始し、それを１ページとして、以下通し番号を付す。本文後の謝辞、注、参
考文献、付録、図表をこの順に続ける。各項目の書き出しにあたっては用紙を改めること。

・原稿本文は、序論（はじめに、など）、本論、結論（結び、など）の順に記述する。本論については、章、
節、項の区別を明確にし、それぞれ「１」、「１．３」、「１．３．２」のように番号をつける。

・人名は、原則として原語で表記する。ただし、広く知られているもの、また印字が困難なものについては、
この限りではない。（平22．４．１本項改正）

５　図・表（写真も含む）
・図・表には、それぞれについて「図－１」、「表－１」のように通し番号をつけ、また表題をつける。
・図・表は、本文中に挿入希望箇所を明記し、図・表は１ページに１個ずつ、挿入指定のあるページ番号

を付けて描き、原稿の最後にまとめる。大きさの指定がある場合にはそれを明記する。
・図・表の作成に使用した資料・文献は必ず明記する。
・図・表は実際に印刷される大きさに配慮した内容・記述にする。
６　注

　注を使用する場合は、一連番号を参考箇所右肩に小さく⑴⑵と書き、本文末尾に注釈文をまとめる。
７　参考文献

・ 参考文献を適切に引用し、本研究の位置づけを明確にする。参考文献の引用は例にならい、著者の姓、
発表年を書く。

　　例：鈴木（1986･j, Í＿，
　　伊藤（1986a･j, É, æ, ê, Î＿，
・＠・＠・＠＿が証明されている（鈴木・伊藤、1985）。
　　Tanaka et al.（1983･j, Í･Ｃ＿。
・ 本文中で参照した文献は、本文末尾に参考文献表にまとめる。参考文献表は、著者のアルファベット順、

年代順に記す。同一著者の同一年代の文献は、引用順にa、b、c＿を付して並べる。
例：鈴木一郎（1986a）「都市と情報」、『都市情報』1, pp14～23
鈴木一郎（1986b）『情報論』都市書房、240ｐ。
Winston,P.（1981）“Urban　Planning　and　mation”, Urban　Information　Science,6,pp116 
～125
Yamada,S.et　al.（1986）Intelligent　Building,Academic　Press,New　York, 445p。
山本太郎（1985）「都市情報に関する研究」、『都市情報』2, pp32～40。
山本太郎・鈴木一郎（1985）『都市情報学』都市書房、270p。

８　その他
　疑義のある場合は、通常広く認められている書式を使用する。
９　要領の改正

　この要領の改正は、編集委員会の提案により、研究科会の議を経て、編集委員長が行う。
　附　則
１　この紀要執筆要領は、平成13年７月18日から施行する。
２　この紀要執筆要領は、平成22年４月１日から施行する。
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沖縄国際大学大学院地域産業研究科紀要投稿規程
第１条　投稿者は原則として沖縄国際大学大学院地域産業研究科（以下「研究科」という。）の在籍者、
修了者（以下「修了者」という）及び沖縄国際大学専任教員（以下「教員」という。）とする。

第２条　第１執筆者（若しくは執筆代表者）が教員である場合は、在学者、修了者及び教員以外との
共同執筆論文の投稿を認める。

第３条　投稿原稿は研究科の設置目的に則したテーマで日本語あるいは英語で書かれた未公刊のもの
とする。

第４条　掲載された論文等の著作権は、沖縄国際大学に帰属する。
第５条　掲載された原稿は、電子化し沖縄国際大学学術成果リポジトリへ登録しインターネットを通
じて公開する。

２　電子化する原稿の範囲は著作者の判断に委ねる。
第６条　紀要に掲載された論文を執筆者が他の出版物に転用する場合には、予め文書によって研究科
会の了承を得なければならない。

第７条　提出原稿の形式は、ワープロ印刷で、Ａ４版、横書き、１ページ40字×35行とする。採用後、
投稿者は改めて、採用された論文・書評等の打ち出し原稿及び電子媒体で提出する。投稿原稿は、本文・
注・図表・文献リストを含め、日本語の場合は20,000字以内（A4で40行×35字×14.5枚）、英語
の場合は、6,000語以内（A４でダブル・スペース）とする。

第８条　図表は本文での挿入箇所を明示して原稿の終わりに入れる。図表については、和文、英文と
もに、刷上りの場合の大きさを想定し、それらを合計したものについて、１ページあたり日本語2,250
字として、原稿枚数に換算し、上記の枚数限度に含める。

第９条　文献引用については、本文では（著者名と出版年）で表示し、原稿の終わりに文献目録をア
ルファベット順に表示するものとする。

第10条　投稿原稿の表紙に投稿者の氏名、住所、所属機関、肩書きを記入し、原稿自体には氏名など
一切記入してはならない。

第11条　和文の原稿においては、英文題名及びローマ字表記の氏名を、英文の原稿においては、和文
題名及び日本語表記の氏名を、必ず併記する。

第12条　投稿原稿には、キーワード５項目、原稿のコピー２部、論文要旨３部（日本文の場合：約1,600
字、英文の場合約600語）を付けて提出する。

第13条　投稿原稿の採否は､ 編集委員会が委嘱する１名の査読者の審査に基づき､ 編集委員会が決定
する｡

第14条　投稿者は投稿原稿の不採用が決定される前に当該原稿を他の場所で公刊してはならない｡
第15条　採用原稿の執筆者校正は初校のみとし､ 校正時の原稿改訂は原則として認めない｡
第16条　原稿料は支払わない｡ ただし､ 50部の抜き刷りを無料で送付する｡
第17条　投稿原稿などは一切返却しない｡
第18条　投稿先は沖縄国際大学研究支援課とする｡
第19条　この規程の改廃は、本研究科会がこれを行う。
　附　則
１　この規程は、平成13年７月18日から施行する。
２～３　改正、この規程は、平成19年４月１日から施行する。
４　改正、この規程は、平成28年４月１日から施行する。
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沖縄国際大学大学院地域産業研究科紀要執筆要領
１　言語

原稿は和文または英文のいずれかとする。
２　原稿の書式

・原稿は縦置き横書きとする。
・ 和文原稿では、新仮名遣いと常用漢字を用い、平易な口語体で記すこと。句読点として「、。」を用いること。
・英文原稿は、上記に準ずるものとする。
３　分量

・ 和文原稿では、学術論文については、20,000字程度（ただし図表を含む）以内とする。研究ノート 
及び書評等については12,000字程度（ただし図表を含む）以内とする。

・規定ページ数を超える場合には、別途費用を請求する場合がある。
・英文原稿は、上記に準ずるものとする。
４　最終提出原稿の体裁

　学術論文の最終提出原稿は、以下の体裁によるものとし、研究ノート及び書評等については、以下に準
ずるものとする。
・原稿の一枚目には、原稿のタイトル、著者氏名、所属をいずれも日本語と英語で併記し、また、著者連

絡先、住所、電話番号、ファックス番号、電子メール・アドレスを記す。
・ 原稿の二枚目には、原稿のタイトル、要約並びにキーワードを記述する。要約は原稿全体の内容をレビュー

したもので、日本語200字、英語100ワード程度とする。また、キーワードは原稿全体の内容の特徴を
表す用語のことで、日本語、英語とも、その数は５つ程度とする。

・原稿の本文は三枚目から開始し、それを１ページとして、以下通し番号を付す。本文後の謝辞、注、参
考文献、付録、図表をこの順に続ける。各項目の書き出しにあたっては用紙を改めること。

・原稿本文は、序論（はじめに、など）、本論、結論（結び、など）の順に記述する。本論については、章、
節、項の区別を明確にし、それぞれ「１」、「１．３」、「１．３．２」のように番号をつける。

・人名は、原則として原語で表記する。ただし、広く知られているもの、また印字が困難なものについては、
この限りではない。（平22．４．１本項改正）

５　図・表（写真も含む）
・図・表には、それぞれについて「図－１」、「表－１」のように通し番号をつけ、また表題をつける。
・図・表は、本文中に挿入希望箇所を明記し、図・表は１ページに１個ずつ、挿入指定のあるページ番号

を付けて描き、原稿の最後にまとめる。大きさの指定がある場合にはそれを明記する。
・図・表の作成に使用した資料・文献は必ず明記する。
・図・表は実際に印刷される大きさに配慮した内容・記述にする。
６　注

　注を使用する場合は、一連番号を参考箇所右肩に小さく⑴⑵と書き、本文末尾に注釈文をまとめる。
７　参考文献

・ 参考文献を適切に引用し、本研究の位置づけを明確にする。参考文献の引用は例にならい、著者の姓、
発表年を書く。

　　例：鈴木（1986･j, Í＿，
　　伊藤（1986a･j, É, æ, ê, Î＿，
・＠・＠・＠＿が証明されている（鈴木・伊藤、1985）。
　　Tanaka et al.（1983･j, Í･Ｃ＿。
・ 本文中で参照した文献は、本文末尾に参考文献表にまとめる。参考文献表は、著者のアルファベット順、

年代順に記す。同一著者の同一年代の文献は、引用順にa、b、c＿を付して並べる。
例：鈴木一郎（1986a）「都市と情報」、『都市情報』1, pp14～23
鈴木一郎（1986b）『情報論』都市書房、240ｐ。
Winston,P.（1981）“Urban　Planning　and　mation”, Urban　Information　Science,6,pp116 
～125
Yamada,S.et　al.（1986）Intelligent　Building,Academic　Press,New　York, 445p。
山本太郎（1985）「都市情報に関する研究」、『都市情報』2, pp32～40。
山本太郎・鈴木一郎（1985）『都市情報学』都市書房、270p。

８　その他
　疑義のある場合は、通常広く認められている書式を使用する。
９　要領の改正

　この要領の改正は、編集委員会の提案により、研究科会の議を経て、編集委員長が行う。
　附　則
１　この紀要執筆要領は、平成13年７月18日から施行する。
２　この紀要執筆要領は、平成22年４月１日から施行する。
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沖縄国際大学大学院地域産業研究科紀要投稿規程
第１条　投稿者は原則として沖縄国際大学大学院地域産業研究科（以下「研究科」という。）の在籍者、
修了者（以下「修了者」という）及び沖縄国際大学専任教員（以下「教員」という。）とする。

第２条　第１執筆者（若しくは執筆代表者）が教員である場合は、在学者、修了者及び教員以外との
共同執筆論文の投稿を認める。

第３条　投稿原稿は研究科の設置目的に則したテーマで日本語あるいは英語で書かれた未公刊のもの
とする。

第４条　掲載された論文等の著作権は、沖縄国際大学に帰属する。
第５条　掲載された原稿は、電子化し沖縄国際大学学術成果リポジトリへ登録しインターネットを通
じて公開する。

２　電子化する原稿の範囲は著作者の判断に委ねる。
第６条　紀要に掲載された論文を執筆者が他の出版物に転用する場合には、予め文書によって研究科
会の了承を得なければならない。

第７条　提出原稿の形式は、ワープロ印刷で、Ａ４版、横書き、１ページ40字×35行とする。採用後、
投稿者は改めて、採用された論文・書評等の打ち出し原稿及び電子媒体で提出する。投稿原稿は、本文・
注・図表・文献リストを含め、日本語の場合は20,000字以内（A4で40行×35字×14.5枚）、英語
の場合は、6,000語以内（A４でダブル・スペース）とする。

第８条　図表は本文での挿入箇所を明示して原稿の終わりに入れる。図表については、和文、英文と
もに、刷上りの場合の大きさを想定し、それらを合計したものについて、１ページあたり日本語2,250
字として、原稿枚数に換算し、上記の枚数限度に含める。

第９条　文献引用については、本文では（著者名と出版年）で表示し、原稿の終わりに文献目録をア
ルファベット順に表示するものとする。

第10条　投稿原稿の表紙に投稿者の氏名、住所、所属機関、肩書きを記入し、原稿自体には氏名など
一切記入してはならない。

第11条　和文の原稿においては、英文題名及びローマ字表記の氏名を、英文の原稿においては、和文
題名及び日本語表記の氏名を、必ず併記する。

第12条　投稿原稿には、キーワード５項目、原稿のコピー２部、論文要旨３部（日本文の場合：約1,600
字、英文の場合約600語）を付けて提出する。

第13条　投稿原稿の採否は､ 編集委員会が委嘱する１名の査読者の審査に基づき､ 編集委員会が決定
する｡

第14条　投稿者は投稿原稿の不採用が決定される前に当該原稿を他の場所で公刊してはならない｡
第15条　採用原稿の執筆者校正は初校のみとし､ 校正時の原稿改訂は原則として認めない｡
第16条　原稿料は支払わない｡ ただし､ 50部の抜き刷りを無料で送付する｡
第17条　投稿原稿などは一切返却しない｡
第18条　投稿先は沖縄国際大学研究支援課とする｡
第19条　この規程の改廃は、本研究科会がこれを行う。
　附　則
１　この規程は、平成13年７月18日から施行する。
２～３　改正、この規程は、平成19年４月１日から施行する。
４　改正、この規程は、平成28年４月１日から施行する。
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沖縄国際大学大学院地域産業研究科紀要執筆要領
１　言語

原稿は和文または英文のいずれかとする。
２　原稿の書式

・原稿は縦置き横書きとする。
・ 和文原稿では、新仮名遣いと常用漢字を用い、平易な口語体で記すこと。句読点として「、。」を用いること。
・英文原稿は、上記に準ずるものとする。
３　分量

・ 和文原稿では、学術論文については、20,000字程度（ただし図表を含む）以内とする。研究ノート 
及び書評等については12,000字程度（ただし図表を含む）以内とする。

・規定ページ数を超える場合には、別途費用を請求する場合がある。
・英文原稿は、上記に準ずるものとする。
４　最終提出原稿の体裁

　学術論文の最終提出原稿は、以下の体裁によるものとし、研究ノート及び書評等については、以下に準
ずるものとする。
・原稿の一枚目には、原稿のタイトル、著者氏名、所属をいずれも日本語と英語で併記し、また、著者連

絡先、住所、電話番号、ファックス番号、電子メール・アドレスを記す。
・ 原稿の二枚目には、原稿のタイトル、要約並びにキーワードを記述する。要約は原稿全体の内容をレビュー

したもので、日本語200字、英語100ワード程度とする。また、キーワードは原稿全体の内容の特徴を
表す用語のことで、日本語、英語とも、その数は５つ程度とする。

・原稿の本文は三枚目から開始し、それを１ページとして、以下通し番号を付す。本文後の謝辞、注、参
考文献、付録、図表をこの順に続ける。各項目の書き出しにあたっては用紙を改めること。

・原稿本文は、序論（はじめに、など）、本論、結論（結び、など）の順に記述する。本論については、章、
節、項の区別を明確にし、それぞれ「１」、「１．３」、「１．３．２」のように番号をつける。

・人名は、原則として原語で表記する。ただし、広く知られているもの、また印字が困難なものについては、
この限りではない。（平22．４．１本項改正）

５　図・表（写真も含む）
・図・表には、それぞれについて「図－１」、「表－１」のように通し番号をつけ、また表題をつける。
・図・表は、本文中に挿入希望箇所を明記し、図・表は１ページに１個ずつ、挿入指定のあるページ番号

を付けて描き、原稿の最後にまとめる。大きさの指定がある場合にはそれを明記する。
・図・表の作成に使用した資料・文献は必ず明記する。
・図・表は実際に印刷される大きさに配慮した内容・記述にする。
６　注

　注を使用する場合は、一連番号を参考箇所右肩に小さく⑴⑵と書き、本文末尾に注釈文をまとめる。
７　参考文献

・ 参考文献を適切に引用し、本研究の位置づけを明確にする。参考文献の引用は例にならい、著者の姓、
発表年を書く。

　　例：鈴木（1986･j, Í＿，
　　伊藤（1986a･j, É, æ, ê, Î＿，
・＠・＠・＠＿が証明されている（鈴木・伊藤、1985）。
　　Tanaka et al.（1983･j, Í･Ｃ＿。
・ 本文中で参照した文献は、本文末尾に参考文献表にまとめる。参考文献表は、著者のアルファベット順、

年代順に記す。同一著者の同一年代の文献は、引用順にa、b、c＿を付して並べる。
例：鈴木一郎（1986a）「都市と情報」、『都市情報』1, pp14～23
鈴木一郎（1986b）『情報論』都市書房、240ｐ。
Winston,P.（1981）“Urban　Planning　and　mation”, Urban　Information　Science,6,pp116 
～125
Yamada,S.et　al.（1986）Intelligent　Building,Academic　Press,New　York, 445p。
山本太郎（1985）「都市情報に関する研究」、『都市情報』2, pp32～40。
山本太郎・鈴木一郎（1985）『都市情報学』都市書房、270p。

８　その他
　疑義のある場合は、通常広く認められている書式を使用する。
９　要領の改正

　この要領の改正は、編集委員会の提案により、研究科会の議を経て、編集委員長が行う。
　附　則
１　この紀要執筆要領は、平成13年７月18日から施行する。
２　この紀要執筆要領は、平成22年４月１日から施行する。
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沖縄国際大学大学院地域産業研究科紀要投稿規程
第１条　投稿者は原則として沖縄国際大学大学院地域産業研究科（以下「研究科」という。）の在籍者、
修了者（以下「修了者」という）及び沖縄国際大学専任教員（以下「教員」という。）とする。

第２条　第１執筆者（若しくは執筆代表者）が教員である場合は、在学者、修了者及び教員以外との
共同執筆論文の投稿を認める。

第３条　投稿原稿は研究科の設置目的に則したテーマで日本語あるいは英語で書かれた未公刊のもの
とする。

第４条　掲載された論文等の著作権は、沖縄国際大学に帰属する。
第５条　掲載された原稿は、電子化し沖縄国際大学学術成果リポジトリへ登録しインターネットを通
じて公開する。

２　電子化する原稿の範囲は著作者の判断に委ねる。
第６条　紀要に掲載された論文を執筆者が他の出版物に転用する場合には、予め文書によって研究科
会の了承を得なければならない。

第７条　提出原稿の形式は、ワープロ印刷で、Ａ４版、横書き、１ページ40字×35行とする。採用後、
投稿者は改めて、採用された論文・書評等の打ち出し原稿及び電子媒体で提出する。投稿原稿は、本文・
注・図表・文献リストを含め、日本語の場合は20,000字以内（A4で40行×35字×14.5枚）、英語
の場合は、6,000語以内（A４でダブル・スペース）とする。

第８条　図表は本文での挿入箇所を明示して原稿の終わりに入れる。図表については、和文、英文と
もに、刷上りの場合の大きさを想定し、それらを合計したものについて、１ページあたり日本語2,250
字として、原稿枚数に換算し、上記の枚数限度に含める。

第９条　文献引用については、本文では（著者名と出版年）で表示し、原稿の終わりに文献目録をア
ルファベット順に表示するものとする。

第10条　投稿原稿の表紙に投稿者の氏名、住所、所属機関、肩書きを記入し、原稿自体には氏名など
一切記入してはならない。

第11条　和文の原稿においては、英文題名及びローマ字表記の氏名を、英文の原稿においては、和文
題名及び日本語表記の氏名を、必ず併記する。

第12条　投稿原稿には、キーワード５項目、原稿のコピー２部、論文要旨３部（日本文の場合：約1,600
字、英文の場合約600語）を付けて提出する。

第13条　投稿原稿の採否は､ 編集委員会が委嘱する１名の査読者の審査に基づき､ 編集委員会が決定
する｡

第14条　投稿者は投稿原稿の不採用が決定される前に当該原稿を他の場所で公刊してはならない｡
第15条　採用原稿の執筆者校正は初校のみとし､ 校正時の原稿改訂は原則として認めない｡
第16条　原稿料は支払わない｡ ただし､ 50部の抜き刷りを無料で送付する｡
第17条　投稿原稿などは一切返却しない｡
第18条　投稿先は沖縄国際大学研究支援課とする｡
第19条　この規程の改廃は、本研究科会がこれを行う。
　附　則
１　この規程は、平成13年７月18日から施行する。
２～３　改正、この規程は、平成19年４月１日から施行する。
４　改正、この規程は、平成28年４月１日から施行する。
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サーチライトのように

法学研究科長　小西　由浩

　「真っ先に法律家連中を皆殺しだ。」シェークスピアの劇中にはこんな物騒な台詞が出てきます。「三百

代言」「良き法律家は悪しき隣人」など、法の専門家を貶める言葉はいくらでもあります。しかし、逆

説的ではありますが、世間に罵る言葉が多い職業ほど社会的に重要な役割を果たしてきたこともまた

事実でしょう。

　近年の「グローバル化」は、人・カネ・物が「国」という枠に縛られずに行き交う体制を構築しつ

つありますが、これは反面、国家の役割を縮減させるということの謂いでもあります。これを世界的

な潮流という俯瞰ではなく、今を生きている「私」から眺めたときにはどう感じられるのでしょう。

国の役割が小さくなっていくこと――規制緩和やら構造改革といった言葉はもう聞き飽きているで

しょうが――と同時に起こるのは、「ローカル化」と「私事化」です。つまり今まで国(に限らず何か

自分たちより上位にある存在)にやってきてもらったことが、徐々に地方や個人の責任として観念され

るようになる。自己決定・自己責任が問われる場面が増えていくのも、こうした流れの具体的な現れ

でしょう。

　しかしながら、「私」は自分に関わる全ての事をよりよく選択できるとは限りません。むしろ選択を

迫られている物事の複雑さ、情報の膨大さを前にして寄る辺もなく佇むばかりです。自分で選ばなけ

ればならないけども、その事をよく知っているわけではない。こうして人生の過程で生起する様々な

イベントが「リスク化」していきます。ひたすらリスクを避け引き篭もるというのも一つの手かもし

れませんが、リスク概念はその登場時から「取る」という動詞と組み合わされていました。一寸先は

闇、といいますが、それでも一歩を踏み出すために必要なのは、世界を明るくしてくれる太陽のよう

な存在ではなく――強いリーダーシップなんかに期待してはいけません――、自分の進路を照らすサー

チライト型の専門知識でしょう。

　法学研究科において、みなさんは法に関する専門知識と思考力（リーガルマインド）を涵養し、ま

すます複雑化していく社会にあって、より良い紛争解決策や選択肢を提示する能力を身に付けること

を目指して下さい。そうして学生各自がそれぞれのサーチライトを携え社会に貢献する、本研究科が

その一助となれば幸いです。

法 学 研 究 科

法律学専攻
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　「真っ先に法律家連中を皆殺しだ。」シェークスピアの劇中にはこんな物騒な台詞が出てきます。「三百
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自分たちより上位にある存在)にやってきてもらったことが、徐々に地方や個人の責任として観念され
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れませんが、リスク概念はその登場時から「取る」という動詞と組み合わされていました。一寸先は
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７　履修モデル
学年 修士論文作成者 特定課題研究作成者

第

　
　
　一

　
　
　学

　
　
　年

前

　
　
　
　期

□特殊研究Ⅰの登録（４単位）
　講義科目の受講（10単位）

□特殊研究Ⅰの登録（４単位）
　講義科目の受講（10単位）

夏
期
休
業

□夏期集中講義の受講（４単位） □夏期集中講義の受講（４単位）

後

　
　
　
　期

□講義科目の受講（10単位）

［２月末］
　○修士論文概要の提出と承認

□講義科目の受講（10単位）

［２月末］
　○修士論文概要の提出と承認
　○特定課題研究選択の研究科長による承認

第

　
　
　
　二

　
　
　
　学

　
　
　
　年

前

　
　
　
　期

□特殊研究Ⅱの登録（４単位） □特殊研究Ⅱの登録（４単位）
　講義科目の受講（２単位）

夏
期
休
業

□夏期集中講義の受講（２単位）

後

　
　
　
　期

［10月中旬］
　○修士論文中間発表会

［１月末～２月中旬］
　○修士論文の提出
　○修士論文最終試験（面接試験）

［10月中旬］
　○修士論文中間発表会

［１月末～２月中旬］
　○特定課題研究の提出
　○特定課題研究最終試験（面接試験）

修
了
要
件

選択必修科目８単位、選択科目24単位以上、合計
32単位以上を修得すること。

選択必修科目８単位、選択科目28単位以上、合計
36単位以上を修得すること。
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法律学専攻　科目の履修方法

１　修了要件
　本研究科の修了要件は標準２年在学し、法学研究科所定の科目を32単位以上（特定課題研究提出に
よる修了の場合は36単位以上）履修し、かつ必要な研究指導を受けた上、修士論文若しくは特定課題
研究の審査及び最終試験に合格しなければならない。

２　領域別履修
　学生は入学試験の際に選択した研究領域に沿って、各領域の必修科目である特殊研究Ⅰ及び特殊
研究Ⅱを中心にその領域の選択科目（講義）を８単位以上履修しなければならない。さらに総合的な
学習を図る目的から他領域、他研究科の選択科目（講義）を履修することができる。ただし、他研究科
に属する選択科目（講義）の履修は８単位を上限とする。

３　セメスター制
　本研究科はセメスター制を採用している。この制度は１学年度を前期と後期に分けて２学期制にし
たものであり、学期単位で単位履修が可能である（１科目２単位）。登録は各学期の初めに行う。ただ
し、特殊研究Ⅰと特殊研究Ⅱは通年演習科目であることから、履修期間は通年（前期と後期）となる（１
科目４単位）。

４　集中講義
　標準２年で修了できるように、夏期休業中も２科目（１科目２単位）以上の集中講義の開講が計画
されている。

５　修士論文及び特定課題研究
　学生は、自らの研究関心に基づいて指導教員を決め、当該教員の専門領域内の特殊研究Ⅰ及び特殊
研究Ⅱを履修するとともに、修士論文作成の準備をしなければならない。そして論文のテーマを絞り
込んだ上で、第２セメスターの終わり頃（２月末）には修士論文の概要を研究科長に提出しなければ
ならない（特定課題研究提出による修了を希望する学生は、論文概要提出時に指導教員を経て研究科
長へ申請し承認を得なければならない）。第４セメスターの初め（10月）には中間発表を行い、第４セ
メスターの終わり頃（１月）には修士論文若しくは特定課題研究を提出しなければならない。

６　専修免許に必要な教職専門科目
　専修免許を希望する学生は、どの科目を履修してもよい。

専攻 免許の種類 必要単位数 履修科目

法律学専攻 中学校教諭専修免許（社会）
高等学校教諭専修免許（公民） 24 専攻専門教育科目
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７　履修モデル
学年 修士論文作成者 特定課題研究作成者

第

　
　
　一

　
　
　学

　
　
　年

前

　
　
　
　期

□特殊研究Ⅰの登録（４単位）
　講義科目の受講（10単位）

□特殊研究Ⅰの登録（４単位）
　講義科目の受講（10単位）

夏
期
休
業

□夏期集中講義の受講（４単位） □夏期集中講義の受講（４単位）

後

　
　
　
　期

□講義科目の受講（10単位）

［２月末］
　○修士論文概要の提出と承認

□講義科目の受講（10単位）

［２月末］
　○修士論文概要の提出と承認
　○特定課題研究選択の研究科長による承認

第

　
　
　
　二

　
　
　
　学

　
　
　
　年

前

　
　
　
　期

□特殊研究Ⅱの登録（４単位） □特殊研究Ⅱの登録（４単位）
　講義科目の受講（２単位）

夏
期
休
業

□夏期集中講義の受講（２単位）

後

　
　
　
　期

［10月中旬］
　○修士論文中間発表会

［１月末～２月中旬］
　○修士論文の提出
　○修士論文最終試験（面接試験）

［10月中旬］
　○修士論文中間発表会

［１月末～２月中旬］
　○特定課題研究の提出
　○特定課題研究最終試験（面接試験）

修
了
要
件

選択必修科目８単位、選択科目24単位以上、合計
32単位以上を修得すること。

選択必修科目８単位、選択科目28単位以上、合計
36単位以上を修得すること。
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法律学専攻　科目の履修方法

１　修了要件
　本研究科の修了要件は標準２年在学し、法学研究科所定の科目を32単位以上（特定課題研究提出に
よる修了の場合は36単位以上）履修し、かつ必要な研究指導を受けた上、修士論文若しくは特定課題
研究の審査及び最終試験に合格しなければならない。

２　領域別履修
　学生は入学試験の際に選択した研究領域に沿って、各領域の必修科目である特殊研究Ⅰ及び特殊
研究Ⅱを中心にその領域の選択科目（講義）を８単位以上履修しなければならない。さらに総合的な
学習を図る目的から他領域、他研究科の選択科目（講義）を履修することができる。ただし、他研究科
に属する選択科目（講義）の履修は８単位を上限とする。

３　セメスター制
　本研究科はセメスター制を採用している。この制度は１学年度を前期と後期に分けて２学期制にし
たものであり、学期単位で単位履修が可能である（１科目２単位）。登録は各学期の初めに行う。ただ
し、特殊研究Ⅰと特殊研究Ⅱは通年演習科目であることから、履修期間は通年（前期と後期）となる（１
科目４単位）。

４　集中講義
　標準２年で修了できるように、夏期休業中も２科目（１科目２単位）以上の集中講義の開講が計画
されている。

５　修士論文及び特定課題研究
　学生は、自らの研究関心に基づいて指導教員を決め、当該教員の専門領域内の特殊研究Ⅰ及び特殊
研究Ⅱを履修するとともに、修士論文作成の準備をしなければならない。そして論文のテーマを絞り
込んだ上で、第２セメスターの終わり頃（２月末）には修士論文の概要を研究科長に提出しなければ
ならない（特定課題研究提出による修了を希望する学生は、論文概要提出時に指導教員を経て研究科
長へ申請し承認を得なければならない）。第４セメスターの初め（10月）には中間発表を行い、第４セ
メスターの終わり頃（１月）には修士論文若しくは特定課題研究を提出しなければならない。

６　専修免許に必要な教職専門科目
　専修免許を希望する学生は、どの科目を履修してもよい。

専攻 免許の種類 必要単位数 履修科目

法律学専攻 中学校教諭専修免許（社会）
高等学校教諭専修免許（公民） 24 専攻専門教育科目
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７　履修モデル
学年 修士論文作成者 特定課題研究作成者

第

　
　
　一

　
　
　学

　
　
　年

前

　
　
　
　期

□特殊研究Ⅰの登録（４単位）
　講義科目の受講（10単位）

□特殊研究Ⅰの登録（４単位）
　講義科目の受講（10単位）

夏
期
休
業

□夏期集中講義の受講（４単位） □夏期集中講義の受講（４単位）

後

　
　
　
　期

□講義科目の受講（10単位）

［２月末］
　○修士論文概要の提出と承認

□講義科目の受講（10単位）

［２月末］
　○修士論文概要の提出と承認
　○特定課題研究選択の研究科長による承認

第

　
　
　
　二

　
　
　
　学

　
　
　
　年

前

　
　
　
　期

□特殊研究Ⅱの登録（４単位） □特殊研究Ⅱの登録（４単位）
　講義科目の受講（２単位）

夏
期
休
業

□夏期集中講義の受講（２単位）

後

　
　
　
　期

［10月中旬］
　○修士論文中間発表会

［１月末～２月中旬］
　○修士論文の提出
　○修士論文最終試験（面接試験）

［10月中旬］
　○修士論文中間発表会

［１月末～２月中旬］
　○特定課題研究の提出
　○特定課題研究最終試験（面接試験）

修
了
要
件

選択必修科目８単位、選択科目24単位以上、合計
32単位以上を修得すること。

選択必修科目８単位、選択科目28単位以上、合計
36単位以上を修得すること。
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法律学専攻　科目の履修方法

１　修了要件
　本研究科の修了要件は標準２年在学し、法学研究科所定の科目を32単位以上（特定課題研究提出に
よる修了の場合は36単位以上）履修し、かつ必要な研究指導を受けた上、修士論文若しくは特定課題
研究の審査及び最終試験に合格しなければならない。

２　領域別履修
　学生は入学試験の際に選択した研究領域に沿って、各領域の必修科目である特殊研究Ⅰ及び特殊
研究Ⅱを中心にその領域の選択科目（講義）を８単位以上履修しなければならない。さらに総合的な
学習を図る目的から他領域、他研究科の選択科目（講義）を履修することができる。ただし、他研究科
に属する選択科目（講義）の履修は８単位を上限とする。

３　セメスター制
　本研究科はセメスター制を採用している。この制度は１学年度を前期と後期に分けて２学期制にし
たものであり、学期単位で単位履修が可能である（１科目２単位）。登録は各学期の初めに行う。ただ
し、特殊研究Ⅰと特殊研究Ⅱは通年演習科目であることから、履修期間は通年（前期と後期）となる（１
科目４単位）。

４　集中講義
　標準２年で修了できるように、夏期休業中も２科目（１科目２単位）以上の集中講義の開講が計画
されている。

５　修士論文及び特定課題研究
　学生は、自らの研究関心に基づいて指導教員を決め、当該教員の専門領域内の特殊研究Ⅰ及び特殊
研究Ⅱを履修するとともに、修士論文作成の準備をしなければならない。そして論文のテーマを絞り
込んだ上で、第２セメスターの終わり頃（２月末）には修士論文の概要を研究科長に提出しなければ
ならない（特定課題研究提出による修了を希望する学生は、論文概要提出時に指導教員を経て研究科
長へ申請し承認を得なければならない）。第４セメスターの初め（10月）には中間発表を行い、第４セ
メスターの終わり頃（１月）には修士論文若しくは特定課題研究を提出しなければならない。

６　専修免許に必要な教職専門科目
　専修免許を希望する学生は、どの科目を履修してもよい。

専攻 免許の種類 必要単位数 履修科目

法律学専攻 中学校教諭専修免許（社会）
高等学校教諭専修免許（公民） 24 専攻専門教育科目
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法学研究科　法律学専攻　【民・刑事法領域】　　指導教員：小西　由浩
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文のテーマ選定：
　①修士論文で取り扱おうとする領域・問題についての知識の整理
　②当該領域における先行的な研究業績の概観
　③問題点の発見とその展望を吟味する等の作業を行う。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文のテーマ確定：
　①テーマに沿った文献の収集と整理
　②資料の読み込みと研究動向の概観
　③論文テーマの刑事学的な意義付け、および④修士論文テーマとしての妥当性・新規性の検討

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文の骨子作成：
　①論文構成の概略作成
　②論文の章ごとの論点の確定
　③問題の設定と結論の整合性・妥当性の再検討

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文の作成：
　①論文の構成全体の再吟味
　②記述内容の点検
　③論文の修正点・補足についての指導
　④論文の形式の再点検

法学研究科　法律学専攻　【民・刑事法領域】　　指導教員：中野　正剛
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文作成の準備期間にあたる。皆さんはおそらく大きな論文を書くのは今回が初めてであろう。
本セメスターは、修士論文完成に向けた大事な助走期間である。とくに、受講生が30歳を超える年配者で
あるほどあてはまる。なぜなら、学部卒業後間もない20代の人に比べると年齢や体力面から急場の踏ん張
りがほとんど期待できなくなるからである。しかし、助走を丁寧にかつ忍耐強く行えば必ずよい結果がも
たらされる。本セメスターでは、こうした趣旨に鑑み、主に刑事法の研究にとり基本となる文献および先
行業績の収集と精読により論文の書き方を学習・研究し、研究テーマを模索設定する。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

設定した研究テーマの意義の正確な認識、先行研究業績の収集とそれらの概要のとりまとめ、整理を通して、
修士論文の概要をまとめて文章化することが主な目的になる。この頃になると、自分の独自の考え方が芽
生え、独善に陥りやすくなる時期にあたる。法学の研究では、なるべく新奇な結論と論理とをむやみにか
ざさないことが重要。フランス商法学者であられた山本桂一教授の言葉である。この点が、自然科学の研
究と異なる。法の解釈学は、人々の法意識に根ざすものでなくてはならないので、新奇性は排除されなく
てはならない。通説のマスターと基礎的データの地味な積み重ねに専心すべきである。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

研究テーマに関する基本的視座を設定し、修士論文中間報告会で発表できるだけの準備を行う。いよいよ修
士論文作成の本格的作業に入る。第２セメスターまでに獲得した知見に基づき、問題領域に対する、自分な
りの切り口を見極める時期に入った。ここでは、これまでに学習してきた通説の切り口とはやや異なる切り
口の発見が求められる。第三者の批判的意見にも謙虚に耳を傾けることが必要。そこで、本研究科では他の
法領域にある人も相集い、修士論文中間報告会が開かれている。たとえば、罪刑法定主義に対し、租税法の
分野では租税法律主義なる法原則が支配している。同じような概念を、他の法領域の人も研究していること
が多いので、自分以外の法領域を学ぶ人の意見を聞くこともこの時期に当たる人には重要である。

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文中間発表での批判と助言を真摯に受け止め、修士論文の執筆ととりまとめに専念する。この時期
に当たる人には、もっぱら焦らず急ぐ気持ちを持ち続けることが重要。かつて、作家開高健の述べたよう
に「悠々と急げ」という趣旨である。あらすじでもよいので、とにかく一定の結論を原稿化してみること。
つぎに、その結論に至る論理のプロセスをていねいに活字化するのである。なお、自分の論理が独善でな
いことを示すため、注記を丹念に施すこと。法学系研究論文の真価は打ち出された結論の妥当性と、結論
に至る論理展開の説得力とによって決まる。この時期にはあまり新しい文献に飛びついたりせず、これま
での蓄積に自信を持って事を処すこと。
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法学研究科　法律学専攻　【公法・基礎法領域】　　指導教員：末崎　衛
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

　租税判例百選などから裁判例を選択し、各受講生に報告をしてもらい質疑応答を行う。各種文献・資料
等の探し方や読み方といった事柄にも注意を配りつつ進め、各自で研究を進めるための基本的な知識・技
術などを身につけてもらうことを目標とする。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

　修士論文で取り上げるテーマを絞り込むべく、各受講生に関心のあるテーマについて検討をしてもらう。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

　修士論文のテーマを確定し、その内容をより明確にするために、参考文献の読解と整理を繰り返し行っ
てもらう。併行して、論文の構成についても検討を重ねてもらう。第４セメスターの冒頭の段階で、少な
くとも論文の中で中心となる題材（裁判例の検討など）についての草稿を書いていることが望ましい。

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

　第３セメスターでの検討（草稿も含む）を踏まえて、引き続き各自で検討を進めてもらい、特殊研究で
の輪読・質疑応答なども経つつ、修士論文を完成させることを目標とする。

法学研究科　法律学専攻　【公法・基礎法領域】　　指導教員：比屋定　泰治
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

国際法の分野は非常に多岐にわたるので、「国際法で論文を書く」と決めてから、さらに具体的なテーマの
選定過程で迷うことになる。テーマ次第で論文の書きやすさや仕上がりが大きく左右されるので、慎重に
決めなければならない。そのため、学界の状況を把握しつつ、様々な分野の論文・資料等を読み込み、で
きるだけ早期にテーマを確定できるよう努めさせ、そのための適切な指導を行う。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

以下の諸点が着実に達成できるように指導する（第３、第４セメスターも同様）。
・12月の論文テーマ提出に向けて、いくつかの候補テーマを選定する。
・それぞれについて、先行業績および入手可能な資料等の質・量を調査し、テーマの妥当性を検証する。
・論文テーマが確定したら、あとはひたすら関連業績・資料を収集し、分析・整理する。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

・論文テーマに迷いが生じない限り、ひたすら関連業績・資料を収集し、分析・整理する。
・討論等を通じて、論文の展開～結論がある程度まで構想できたら、執筆に着手する。
・中間発表のための準備を行う。

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

・中間発表で明らかになった課題等があれば修正をはかりつつ、本格的な執筆にとりかかる。
・その後も、関連業績・資料はつねに収集を継続し、分析・整理も続ける。
・修士論文の提出、最終試験のための準備を行う。

８　研究指導計画書
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法学研究科　法律学専攻　【民・刑事法領域】　　指導教員：小西　由浩
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文のテーマ選定：
　①修士論文で取り扱おうとする領域・問題についての知識の整理
　②当該領域における先行的な研究業績の概観
　③問題点の発見とその展望を吟味する等の作業を行う。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文のテーマ確定：
　①テーマに沿った文献の収集と整理
　②資料の読み込みと研究動向の概観
　③論文テーマの刑事学的な意義付け、および④修士論文テーマとしての妥当性・新規性の検討

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文の骨子作成：
　①論文構成の概略作成
　②論文の章ごとの論点の確定
　③問題の設定と結論の整合性・妥当性の再検討

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文の作成：
　①論文の構成全体の再吟味
　②記述内容の点検
　③論文の修正点・補足についての指導
　④論文の形式の再点検

法学研究科　法律学専攻　【民・刑事法領域】　　指導教員：中野　正剛
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文作成の準備期間にあたる。皆さんはおそらく大きな論文を書くのは今回が初めてであろう。
本セメスターは、修士論文完成に向けた大事な助走期間である。とくに、受講生が30歳を超える年配者で
あるほどあてはまる。なぜなら、学部卒業後間もない20代の人に比べると年齢や体力面から急場の踏ん張
りがほとんど期待できなくなるからである。しかし、助走を丁寧にかつ忍耐強く行えば必ずよい結果がも
たらされる。本セメスターでは、こうした趣旨に鑑み、主に刑事法の研究にとり基本となる文献および先
行業績の収集と精読により論文の書き方を学習・研究し、研究テーマを模索設定する。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

設定した研究テーマの意義の正確な認識、先行研究業績の収集とそれらの概要のとりまとめ、整理を通して、
修士論文の概要をまとめて文章化することが主な目的になる。この頃になると、自分の独自の考え方が芽
生え、独善に陥りやすくなる時期にあたる。法学の研究では、なるべく新奇な結論と論理とをむやみにか
ざさないことが重要。フランス商法学者であられた山本桂一教授の言葉である。この点が、自然科学の研
究と異なる。法の解釈学は、人々の法意識に根ざすものでなくてはならないので、新奇性は排除されなく
てはならない。通説のマスターと基礎的データの地味な積み重ねに専心すべきである。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

研究テーマに関する基本的視座を設定し、修士論文中間報告会で発表できるだけの準備を行う。いよいよ修
士論文作成の本格的作業に入る。第２セメスターまでに獲得した知見に基づき、問題領域に対する、自分な
りの切り口を見極める時期に入った。ここでは、これまでに学習してきた通説の切り口とはやや異なる切り
口の発見が求められる。第三者の批判的意見にも謙虚に耳を傾けることが必要。そこで、本研究科では他の
法領域にある人も相集い、修士論文中間報告会が開かれている。たとえば、罪刑法定主義に対し、租税法の
分野では租税法律主義なる法原則が支配している。同じような概念を、他の法領域の人も研究していること
が多いので、自分以外の法領域を学ぶ人の意見を聞くこともこの時期に当たる人には重要である。

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文中間発表での批判と助言を真摯に受け止め、修士論文の執筆ととりまとめに専念する。この時期
に当たる人には、もっぱら焦らず急ぐ気持ちを持ち続けることが重要。かつて、作家開高健の述べたよう
に「悠々と急げ」という趣旨である。あらすじでもよいので、とにかく一定の結論を原稿化してみること。
つぎに、その結論に至る論理のプロセスをていねいに活字化するのである。なお、自分の論理が独善でな
いことを示すため、注記を丹念に施すこと。法学系研究論文の真価は打ち出された結論の妥当性と、結論
に至る論理展開の説得力とによって決まる。この時期にはあまり新しい文献に飛びついたりせず、これま
での蓄積に自信を持って事を処すこと。
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法学研究科　法律学専攻　【公法・基礎法領域】　　指導教員：末崎　衛
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

　租税判例百選などから裁判例を選択し、各受講生に報告をしてもらい質疑応答を行う。各種文献・資料
等の探し方や読み方といった事柄にも注意を配りつつ進め、各自で研究を進めるための基本的な知識・技
術などを身につけてもらうことを目標とする。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

　修士論文で取り上げるテーマを絞り込むべく、各受講生に関心のあるテーマについて検討をしてもらう。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

　修士論文のテーマを確定し、その内容をより明確にするために、参考文献の読解と整理を繰り返し行っ
てもらう。併行して、論文の構成についても検討を重ねてもらう。第４セメスターの冒頭の段階で、少な
くとも論文の中で中心となる題材（裁判例の検討など）についての草稿を書いていることが望ましい。

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

　第３セメスターでの検討（草稿も含む）を踏まえて、引き続き各自で検討を進めてもらい、特殊研究で
の輪読・質疑応答なども経つつ、修士論文を完成させることを目標とする。

法学研究科　法律学専攻　【公法・基礎法領域】　　指導教員：比屋定　泰治
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

国際法の分野は非常に多岐にわたるので、「国際法で論文を書く」と決めてから、さらに具体的なテーマの
選定過程で迷うことになる。テーマ次第で論文の書きやすさや仕上がりが大きく左右されるので、慎重に
決めなければならない。そのため、学界の状況を把握しつつ、様々な分野の論文・資料等を読み込み、で
きるだけ早期にテーマを確定できるよう努めさせ、そのための適切な指導を行う。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

以下の諸点が着実に達成できるように指導する（第３、第４セメスターも同様）。
・12月の論文テーマ提出に向けて、いくつかの候補テーマを選定する。
・それぞれについて、先行業績および入手可能な資料等の質・量を調査し、テーマの妥当性を検証する。
・論文テーマが確定したら、あとはひたすら関連業績・資料を収集し、分析・整理する。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

・論文テーマに迷いが生じない限り、ひたすら関連業績・資料を収集し、分析・整理する。
・討論等を通じて、論文の展開～結論がある程度まで構想できたら、執筆に着手する。
・中間発表のための準備を行う。

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

・中間発表で明らかになった課題等があれば修正をはかりつつ、本格的な執筆にとりかかる。
・その後も、関連業績・資料はつねに収集を継続し、分析・整理も続ける。
・修士論文の提出、最終試験のための準備を行う。

８　研究指導計画書
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法学研究科　法律学専攻　【民・刑事法領域】　　指導教員：小西　由浩
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文のテーマ選定：
　①修士論文で取り扱おうとする領域・問題についての知識の整理
　②当該領域における先行的な研究業績の概観
　③問題点の発見とその展望を吟味する等の作業を行う。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文のテーマ確定：
　①テーマに沿った文献の収集と整理
　②資料の読み込みと研究動向の概観
　③論文テーマの刑事学的な意義付け、および④修士論文テーマとしての妥当性・新規性の検討

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文の骨子作成：
　①論文構成の概略作成
　②論文の章ごとの論点の確定
　③問題の設定と結論の整合性・妥当性の再検討

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文の作成：
　①論文の構成全体の再吟味
　②記述内容の点検
　③論文の修正点・補足についての指導
　④論文の形式の再点検

法学研究科　法律学専攻　【民・刑事法領域】　　指導教員：中野　正剛
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文作成の準備期間にあたる。皆さんはおそらく大きな論文を書くのは今回が初めてであろう。
本セメスターは、修士論文完成に向けた大事な助走期間である。とくに、受講生が30歳を超える年配者で
あるほどあてはまる。なぜなら、学部卒業後間もない20代の人に比べると年齢や体力面から急場の踏ん張
りがほとんど期待できなくなるからである。しかし、助走を丁寧にかつ忍耐強く行えば必ずよい結果がも
たらされる。本セメスターでは、こうした趣旨に鑑み、主に刑事法の研究にとり基本となる文献および先
行業績の収集と精読により論文の書き方を学習・研究し、研究テーマを模索設定する。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

設定した研究テーマの意義の正確な認識、先行研究業績の収集とそれらの概要のとりまとめ、整理を通して、
修士論文の概要をまとめて文章化することが主な目的になる。この頃になると、自分の独自の考え方が芽
生え、独善に陥りやすくなる時期にあたる。法学の研究では、なるべく新奇な結論と論理とをむやみにか
ざさないことが重要。フランス商法学者であられた山本桂一教授の言葉である。この点が、自然科学の研
究と異なる。法の解釈学は、人々の法意識に根ざすものでなくてはならないので、新奇性は排除されなく
てはならない。通説のマスターと基礎的データの地味な積み重ねに専心すべきである。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

研究テーマに関する基本的視座を設定し、修士論文中間報告会で発表できるだけの準備を行う。いよいよ修
士論文作成の本格的作業に入る。第２セメスターまでに獲得した知見に基づき、問題領域に対する、自分な
りの切り口を見極める時期に入った。ここでは、これまでに学習してきた通説の切り口とはやや異なる切り
口の発見が求められる。第三者の批判的意見にも謙虚に耳を傾けることが必要。そこで、本研究科では他の
法領域にある人も相集い、修士論文中間報告会が開かれている。たとえば、罪刑法定主義に対し、租税法の
分野では租税法律主義なる法原則が支配している。同じような概念を、他の法領域の人も研究していること
が多いので、自分以外の法領域を学ぶ人の意見を聞くこともこの時期に当たる人には重要である。

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文中間発表での批判と助言を真摯に受け止め、修士論文の執筆ととりまとめに専念する。この時期
に当たる人には、もっぱら焦らず急ぐ気持ちを持ち続けることが重要。かつて、作家開高健の述べたよう
に「悠々と急げ」という趣旨である。あらすじでもよいので、とにかく一定の結論を原稿化してみること。
つぎに、その結論に至る論理のプロセスをていねいに活字化するのである。なお、自分の論理が独善でな
いことを示すため、注記を丹念に施すこと。法学系研究論文の真価は打ち出された結論の妥当性と、結論
に至る論理展開の説得力とによって決まる。この時期にはあまり新しい文献に飛びついたりせず、これま
での蓄積に自信を持って事を処すこと。
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法学研究科　法律学専攻　【公法・基礎法領域】　　指導教員：末崎　衛
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

　租税判例百選などから裁判例を選択し、各受講生に報告をしてもらい質疑応答を行う。各種文献・資料
等の探し方や読み方といった事柄にも注意を配りつつ進め、各自で研究を進めるための基本的な知識・技
術などを身につけてもらうことを目標とする。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

　修士論文で取り上げるテーマを絞り込むべく、各受講生に関心のあるテーマについて検討をしてもらう。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

　修士論文のテーマを確定し、その内容をより明確にするために、参考文献の読解と整理を繰り返し行っ
てもらう。併行して、論文の構成についても検討を重ねてもらう。第４セメスターの冒頭の段階で、少な
くとも論文の中で中心となる題材（裁判例の検討など）についての草稿を書いていることが望ましい。

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

　第３セメスターでの検討（草稿も含む）を踏まえて、引き続き各自で検討を進めてもらい、特殊研究で
の輪読・質疑応答なども経つつ、修士論文を完成させることを目標とする。

法学研究科　法律学専攻　【公法・基礎法領域】　　指導教員：比屋定　泰治
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

国際法の分野は非常に多岐にわたるので、「国際法で論文を書く」と決めてから、さらに具体的なテーマの
選定過程で迷うことになる。テーマ次第で論文の書きやすさや仕上がりが大きく左右されるので、慎重に
決めなければならない。そのため、学界の状況を把握しつつ、様々な分野の論文・資料等を読み込み、で
きるだけ早期にテーマを確定できるよう努めさせ、そのための適切な指導を行う。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

以下の諸点が着実に達成できるように指導する（第３、第４セメスターも同様）。
・12月の論文テーマ提出に向けて、いくつかの候補テーマを選定する。
・それぞれについて、先行業績および入手可能な資料等の質・量を調査し、テーマの妥当性を検証する。
・論文テーマが確定したら、あとはひたすら関連業績・資料を収集し、分析・整理する。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

・論文テーマに迷いが生じない限り、ひたすら関連業績・資料を収集し、分析・整理する。
・討論等を通じて、論文の展開～結論がある程度まで構想できたら、執筆に着手する。
・中間発表のための準備を行う。

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

・中間発表で明らかになった課題等があれば修正をはかりつつ、本格的な執筆にとりかかる。
・その後も、関連業績・資料はつねに収集を継続し、分析・整理も続ける。
・修士論文の提出、最終試験のための準備を行う。

８　研究指導計画書
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科
目

ナ
ン

バ
リ

ン
グ

表
 法

学
研

究
科

（
G

LL
）

科
目
区
分

各
領
域
共
通

公
法
・
基
礎
法
領
域

民
・
刑
事
法
領
域

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム・

ポ
リ
シ
ー

２
�．
集
中
講
義
（
法
律
学
特
論
Ⅰ
～
Ⅷ
）
を
開
講
し
、

県
外
か
ら
講
師
を
招
聘
し
て
、
最
新
の
法
律
問
題
や

理
論
に
触
れ
る
機
会
を
設
け
て
い
ま
す
。

３
�．
社
会
人
学
生
へ
の
配
慮
と
し
て
、
講
義
科
目
は
主

に
夜
間
に
開
講
し
て
い
ま
す
。

１
�．
憲
法
、
行
政
法
、
法
哲
学
、
法
制
史
、
税
法
（
公
法
・
基
礎
法
領
域
）、
民
法
、
商
法
、
刑
法
、
刑
事
政
策
、
国
際
私
法
（
民
・

刑
事
法
領
域
）
と
い
っ
た
多
様
な
科
目
の
中
か
ら
、
自
ら
の
関
心
や
将
来
の
進
路
に
応
じ
て
特
殊
研
究
を
選
択
す
る
こ
と
を
可
能
と

し
、
き
め
細
や
か
な
研
究
指
導
体
制
を
構
築
し
て
い
ま
す
。

３
�．
社
会
人
学
生
へ
の
配
慮
と
し
て
、
講
義
科
目
は
主
に
夜
間
に
開
講
し
て
い
ま
す
。

十
の
位
の
数

0
1～
2　
講
義

3　
演
習

4～
5　
講
義

6　
演
習

20
0番
台

（
法
律
学
専
門

科
目
・

卒
論
科
目
）

23
4
税
法
特
殊
研
究
Ⅱ

26
4
労
働
法
特
殊
研
究
Ⅱ

23
3
国
際
法
特
殊
研
究
Ⅱ

26
3
民
事
法
特
殊
研
究
Ⅱ

23
2
基
礎
法
学
特
殊
研
究
Ⅱ

26
2
国
際
私
法
特
殊
研
究
Ⅱ

23
1
公
法
特
殊
研
究
Ⅱ

26
1
刑
事
法
特
殊
研
究
Ⅱ

10
0番
台

（
法
律
学
入
門

科
目
・

概
論
科
目
）

15
6
労
働
法
特
論
Ⅱ

15
5
労
働
法
特
論
Ⅰ

15
4
家
族
法
特
論
Ⅱ

15
3
家
族
法
特
論
Ⅰ

15
2
民
事
訴
訟
法
特
論
Ⅱ

15
1
民
事
訴
訟
法
特
論
Ⅰ

12
0
税
法
特
論
Ⅱ

15
0
民
法
特
論
Ⅱ

11
9
税
法
特
論
Ⅰ

14
9
民
法
特
論
Ⅰ

11
8
国
際
法
特
論
Ⅱ

14
8
商
法
特
論
Ⅱ

11
7
国
際
法
特
論
Ⅰ

14
7
商
法
特
論
Ⅰ

11
6
法
哲
学
特
論
Ⅱ

14
6
国
際
私
法
特
論
Ⅱ

10
5
法
律
学
特
論
Ⅴ
（
税
法
Ⅱ
）

11
5
法
哲
学
特
論
Ⅰ

14
5
国
際
私
法
特
論
Ⅰ

10
4
法
律
学
特
論
Ⅳ
（
税
法
Ⅰ
）

11
4
行
政
法
特
論
Ⅱ

13
4
税
法
特
殊
研
究
Ⅰ

14
4
刑
事
政
策
特
論
Ⅱ

16
4
労
働
法
特
殊
研
究
Ⅰ

10
3
法
律
学
特
論
Ⅲ
（
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
）

11
3
行
政
法
特
論
Ⅰ

13
3
国
際
法
特
殊
研
究
Ⅰ

14
3
刑
事
政
策
特
論
Ⅰ

16
3
民
事
法
特
殊
研
究
Ⅰ

10
2
法
律
学
特
論
Ⅱ
（
総
合
法
律
学
Ⅱ
）

11
2
憲
法
特
論
Ⅱ

13
2
基
礎
法
学
特
殊
研
究
Ⅰ

14
2
刑
法
特
論
Ⅱ

16
2
国
際
私
法
特
殊
研
究
Ⅰ

10
1
法
律
学
特
論
Ⅰ
（
総
合
法
律
学
Ⅰ
）

11
1
憲
法
特
論
Ⅰ

13
1
公
法
特
殊
研
究
Ⅰ

14
1
刑
法
特
論
Ⅰ

16
1
刑
事
法
特
殊
研
究
Ⅰ
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法学研究科　法律学専攻　【民・刑事法領域】　　指導教員：熊谷　久世
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文のテーマ選定：
　①修士論文で扱おうとする領域・問題についての知識の整理
　②当該領域における先行的な研究業績の概観
　③問題点の発見とその展望を吟味する等の作業を行う。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文のテーマ確定：
　①テーマに沿った文献の修習と整理
　②資料の読み込みと研究動向の概観
　③論文テーマの国際私法学的な意義付け
　④修士論文テーマとしての妥当性・新規性の検討

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文の骨子作成：
　①論文構成の概略作成
　②論文の章ごとの論点の確定
　③問題の設定と結論の整合性・妥当性の再検討

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文の作成：
　①論文の構成全体の再吟味
　②記述内容の点検
　③論文の修正点・補足についての指導
　④論文の形式の再点検

法学研究科　法律学専攻　【民・刑事法領域】　　指導教員：田中　稔
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文の前提となる大きな問題の枠組を把握する能力を身につけさせる。
基本的な文献探索の方法を修得させる。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文のテーマの決定を支援する。
テーマに即したより具体的な文献収集を指導する。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文の作成を支援する。完成までのスケジュールを指導し、草稿段階の問題点を指摘して、より充実
した議論を可能にする。

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文の完成を支援する。進捗状況に応じて、テーマの部分的修正・追加的文献の紹介等を行う。
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科
目

ナ
ン

バ
リ

ン
グ

表
 法

学
研

究
科

（
G

LL
）

科
目
区
分

各
領
域
共
通

公
法
・
基
礎
法
領
域

民
・
刑
事
法
領
域

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム・

ポ
リ
シ
ー

２
�．
集
中
講
義
（
法
律
学
特
論
Ⅰ
～
Ⅷ
）
を
開
講
し
、

県
外
か
ら
講
師
を
招
聘
し
て
、
最
新
の
法
律
問
題
や

理
論
に
触
れ
る
機
会
を
設
け
て
い
ま
す
。

３
�．
社
会
人
学
生
へ
の
配
慮
と
し
て
、
講
義
科
目
は
主

に
夜
間
に
開
講
し
て
い
ま
す
。

１
�．
憲
法
、
行
政
法
、
法
哲
学
、
法
制
史
、
税
法
（
公
法
・
基
礎
法
領
域
）、
民
法
、
商
法
、
刑
法
、
刑
事
政
策
、
国
際
私
法
（
民
・

刑
事
法
領
域
）
と
い
っ
た
多
様
な
科
目
の
中
か
ら
、
自
ら
の
関
心
や
将
来
の
進
路
に
応
じ
て
特
殊
研
究
を
選
択
す
る
こ
と
を
可
能
と

し
、
き
め
細
や
か
な
研
究
指
導
体
制
を
構
築
し
て
い
ま
す
。

３
�．
社
会
人
学
生
へ
の
配
慮
と
し
て
、
講
義
科
目
は
主
に
夜
間
に
開
講
し
て
い
ま
す
。

十
の
位
の
数

0
1～
2　
講
義

3　
演
習

4～
5　
講
義

6　
演
習

20
0番
台

（
法
律
学
専
門

科
目
・

卒
論
科
目
）

23
4
税
法
特
殊
研
究
Ⅱ

26
4
労
働
法
特
殊
研
究
Ⅱ

23
3
国
際
法
特
殊
研
究
Ⅱ

26
3
民
事
法
特
殊
研
究
Ⅱ

23
2
基
礎
法
学
特
殊
研
究
Ⅱ

26
2
国
際
私
法
特
殊
研
究
Ⅱ

23
1
公
法
特
殊
研
究
Ⅱ

26
1
刑
事
法
特
殊
研
究
Ⅱ

10
0番
台

（
法
律
学
入
門

科
目
・

概
論
科
目
）

15
6
労
働
法
特
論
Ⅱ

15
5
労
働
法
特
論
Ⅰ

15
4
家
族
法
特
論
Ⅱ

15
3
家
族
法
特
論
Ⅰ

15
2
民
事
訴
訟
法
特
論
Ⅱ

15
1
民
事
訴
訟
法
特
論
Ⅰ

12
0
税
法
特
論
Ⅱ

15
0
民
法
特
論
Ⅱ

11
9
税
法
特
論
Ⅰ

14
9
民
法
特
論
Ⅰ

11
8
国
際
法
特
論
Ⅱ

14
8
商
法
特
論
Ⅱ

11
7
国
際
法
特
論
Ⅰ

14
7
商
法
特
論
Ⅰ

11
6
法
哲
学
特
論
Ⅱ

14
6
国
際
私
法
特
論
Ⅱ

10
5
法
律
学
特
論
Ⅴ
（
税
法
Ⅱ
）

11
5
法
哲
学
特
論
Ⅰ

14
5
国
際
私
法
特
論
Ⅰ

10
4
法
律
学
特
論
Ⅳ
（
税
法
Ⅰ
）

11
4
行
政
法
特
論
Ⅱ

13
4
税
法
特
殊
研
究
Ⅰ

14
4
刑
事
政
策
特
論
Ⅱ

16
4
労
働
法
特
殊
研
究
Ⅰ

10
3
法
律
学
特
論
Ⅲ
（
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
）

11
3
行
政
法
特
論
Ⅰ

13
3
国
際
法
特
殊
研
究
Ⅰ

14
3
刑
事
政
策
特
論
Ⅰ

16
3
民
事
法
特
殊
研
究
Ⅰ

10
2
法
律
学
特
論
Ⅱ
（
総
合
法
律
学
Ⅱ
）

11
2
憲
法
特
論
Ⅱ

13
2
基
礎
法
学
特
殊
研
究
Ⅰ

14
2
刑
法
特
論
Ⅱ

16
2
国
際
私
法
特
殊
研
究
Ⅰ

10
1
法
律
学
特
論
Ⅰ
（
総
合
法
律
学
Ⅰ
）

11
1
憲
法
特
論
Ⅰ

13
1
公
法
特
殊
研
究
Ⅰ

14
1
刑
法
特
論
Ⅰ

16
1
刑
事
法
特
殊
研
究
Ⅰ
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法学研究科　法律学専攻　【民・刑事法領域】　　指導教員：熊谷　久世
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文のテーマ選定：
　①修士論文で扱おうとする領域・問題についての知識の整理
　②当該領域における先行的な研究業績の概観
　③問題点の発見とその展望を吟味する等の作業を行う。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文のテーマ確定：
　①テーマに沿った文献の修習と整理
　②資料の読み込みと研究動向の概観
　③論文テーマの国際私法学的な意義付け
　④修士論文テーマとしての妥当性・新規性の検討

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文の骨子作成：
　①論文構成の概略作成
　②論文の章ごとの論点の確定
　③問題の設定と結論の整合性・妥当性の再検討

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文の作成：
　①論文の構成全体の再吟味
　②記述内容の点検
　③論文の修正点・補足についての指導
　④論文の形式の再点検

法学研究科　法律学専攻　【民・刑事法領域】　　指導教員：田中　稔
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文の前提となる大きな問題の枠組を把握する能力を身につけさせる。
基本的な文献探索の方法を修得させる。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文のテーマの決定を支援する。
テーマに即したより具体的な文献収集を指導する。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文の作成を支援する。完成までのスケジュールを指導し、草稿段階の問題点を指摘して、より充実
した議論を可能にする。

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文の完成を支援する。進捗状況に応じて、テーマの部分的修正・追加的文献の紹介等を行う。
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表
 法

学
研

究
科

（
G

LL
）

科
目
区
分

各
領
域
共
通

公
法
・
基
礎
法
領
域

民
・
刑
事
法
領
域

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム・

ポ
リ
シ
ー

２
�．
集
中
講
義
（
法
律
学
特
論
Ⅰ
～
Ⅷ
）
を
開
講
し
、

県
外
か
ら
講
師
を
招
聘
し
て
、
最
新
の
法
律
問
題
や

理
論
に
触
れ
る
機
会
を
設
け
て
い
ま
す
。

３
�．
社
会
人
学
生
へ
の
配
慮
と
し
て
、
講
義
科
目
は
主

に
夜
間
に
開
講
し
て
い
ま
す
。

１
�．
憲
法
、
行
政
法
、
法
哲
学
、
法
制
史
、
税
法
（
公
法
・
基
礎
法
領
域
）、
民
法
、
商
法
、
刑
法
、
刑
事
政
策
、
国
際
私
法
（
民
・

刑
事
法
領
域
）
と
い
っ
た
多
様
な
科
目
の
中
か
ら
、
自
ら
の
関
心
や
将
来
の
進
路
に
応
じ
て
特
殊
研
究
を
選
択
す
る
こ
と
を
可
能
と

し
、
き
め
細
や
か
な
研
究
指
導
体
制
を
構
築
し
て
い
ま
す
。

３
�．
社
会
人
学
生
へ
の
配
慮
と
し
て
、
講
義
科
目
は
主
に
夜
間
に
開
講
し
て
い
ま
す
。

十
の
位
の
数

0
1～
2　
講
義

3　
演
習

4～
5　
講
義

6　
演
習

20
0番
台

（
法
律
学
専
門

科
目
・

卒
論
科
目
）

23
4
税
法
特
殊
研
究
Ⅱ

26
4
労
働
法
特
殊
研
究
Ⅱ

23
3
国
際
法
特
殊
研
究
Ⅱ

26
3
民
事
法
特
殊
研
究
Ⅱ

23
2
基
礎
法
学
特
殊
研
究
Ⅱ

26
2
国
際
私
法
特
殊
研
究
Ⅱ

23
1
公
法
特
殊
研
究
Ⅱ

26
1
刑
事
法
特
殊
研
究
Ⅱ

10
0番
台

（
法
律
学
入
門

科
目
・

概
論
科
目
）

15
6
労
働
法
特
論
Ⅱ

15
5
労
働
法
特
論
Ⅰ

15
4
家
族
法
特
論
Ⅱ

15
3
家
族
法
特
論
Ⅰ

15
2
民
事
訴
訟
法
特
論
Ⅱ

15
1
民
事
訴
訟
法
特
論
Ⅰ

12
0
税
法
特
論
Ⅱ

15
0
民
法
特
論
Ⅱ

11
9
税
法
特
論
Ⅰ

14
9
民
法
特
論
Ⅰ

11
8
国
際
法
特
論
Ⅱ

14
8
商
法
特
論
Ⅱ

11
7
国
際
法
特
論
Ⅰ

14
7
商
法
特
論
Ⅰ

11
6
法
哲
学
特
論
Ⅱ

14
6
国
際
私
法
特
論
Ⅱ

10
5
法
律
学
特
論
Ⅴ
（
税
法
Ⅱ
）

11
5
法
哲
学
特
論
Ⅰ

14
5
国
際
私
法
特
論
Ⅰ

10
4
法
律
学
特
論
Ⅳ
（
税
法
Ⅰ
）

11
4
行
政
法
特
論
Ⅱ

13
4
税
法
特
殊
研
究
Ⅰ

14
4
刑
事
政
策
特
論
Ⅱ

16
4
労
働
法
特
殊
研
究
Ⅰ

10
3
法
律
学
特
論
Ⅲ
（
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
）

11
3
行
政
法
特
論
Ⅰ

13
3
国
際
法
特
殊
研
究
Ⅰ

14
3
刑
事
政
策
特
論
Ⅰ

16
3
民
事
法
特
殊
研
究
Ⅰ

10
2
法
律
学
特
論
Ⅱ
（
総
合
法
律
学
Ⅱ
）

11
2
憲
法
特
論
Ⅱ

13
2
基
礎
法
学
特
殊
研
究
Ⅰ

14
2
刑
法
特
論
Ⅱ

16
2
国
際
私
法
特
殊
研
究
Ⅰ

10
1
法
律
学
特
論
Ⅰ
（
総
合
法
律
学
Ⅰ
）

11
1
憲
法
特
論
Ⅰ

13
1
公
法
特
殊
研
究
Ⅰ

14
1
刑
法
特
論
Ⅰ

16
1
刑
事
法
特
殊
研
究
Ⅰ
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法学研究科　法律学専攻　【民・刑事法領域】　　指導教員：熊谷　久世
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文のテーマ選定：
　①修士論文で扱おうとする領域・問題についての知識の整理
　②当該領域における先行的な研究業績の概観
　③問題点の発見とその展望を吟味する等の作業を行う。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文のテーマ確定：
　①テーマに沿った文献の修習と整理
　②資料の読み込みと研究動向の概観
　③論文テーマの国際私法学的な意義付け
　④修士論文テーマとしての妥当性・新規性の検討

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文の骨子作成：
　①論文構成の概略作成
　②論文の章ごとの論点の確定
　③問題の設定と結論の整合性・妥当性の再検討

第
四
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文の作成：
　①論文の構成全体の再吟味
　②記述内容の点検
　③論文の修正点・補足についての指導
　④論文の形式の再点検

法学研究科　法律学専攻　【民・刑事法領域】　　指導教員：田中　稔
期別 研究指導計画・内容

第
一
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文の前提となる大きな問題の枠組を把握する能力を身につけさせる。
基本的な文献探索の方法を修得させる。

第
二
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文のテーマの決定を支援する。
テーマに即したより具体的な文献収集を指導する。

第
三
セ
メ
ス
タ
ー

修士論文の作成を支援する。完成までのスケジュールを指導し、草稿段階の問題点を指摘して、より充実
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第
四
セ
メ
ス
タ
ー
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沖縄国際大学大学院法学研究科履修規程
（趣旨）
第１条　この規程は、沖縄国際大学大学院学則第35条に基づき、授業科目の履修方法等に関し必要な
事項を定める。

（教育目的）
第２条　法学研究科では、幅広い視野に立ち、法律学の各分野における研究能力を高めることによって、
法律研究者を養成するとともに、高度専門職業人としての資質を磨き、地域社会や広く国際社会に
貢献しうる人材を育成することを目的とする。

（専攻）
第３条　法学研究科（以下「研究科」という。）に次の専攻を置く。
　　　　　法律学専攻
（授業科目及び単位数）
第４条　研究科における授業科目及び単位数は、履修規程別表Ⅰ及び履修規程別表Ⅱに掲げるとおり
とする。

（指導教員）
第５条　学生の研究及び論文の指導（以下「研究指導」という。）のため指導教員を置く。
２　指導教員は、特殊研究を担当する専任の教授をもって充てる。ただし、指導教員は、学生の研究
内容につき必要があると認めたときは、研究科会（以下「科会」という。）に所属する教員の中から、
補佐的に学生の研究を指導する教員を充てることができる。

３　指導教員は、学生の研究を指導し、併せて学生の授業科目の履修等に適切な助言を行う。
４　指導教員の変更は、原則として認められない。ただし、特別の事情が生じた場合に限り、科会の
議を経て変更を認めることがある。（別紙　様式）

（教育方法の特例）
第６条　研究科における授業及び研究指導は、科会が教育上特に必要と認める場合に限り、別に指定
する特定の時間又は時期に行うことができる。

（履修方法）
第７条　学生は、入学初年度の登録時に、所属する専攻課程内で設定された研究領域から修士論文作
成及び特定の課題についての研究の成果（以下「特定課題研究」という）に必要な領域を選択しな
ければならない。

２　学生は、修士論文を選択する者にあっては、専門領域における必修科目（演習）８単位と選択科目（講
義）24単位、合計32単位を、特定課題研究を選択する者にあっては専門領域における必修科目（演習）
８単位と選択科目（講義）28単位、合計36単位を履修しなければならない。

（履修手続）
第８条　学生は、入学時の第１セメスターで登録するとき、入学試験で選択した専門領域及び領域関
連科目を踏まえて、その領域の特殊研究担当教員と相談した上、特殊研究Ⅰを履修する。

２　学生は、修士論文及び特定課題研究作成のための専門領域に属する選択科目（講義）を８単位以
上履修しなければならない。

３　学生は、前項に定める専門領域以外に他領域および他研究科に属する選択科目（講義）を履修す
ることができる。ただし、他研究科に属する選択科目（講義）の履修は８単位を上限とする。

４　第２セメスター以降の履修は、第１セメスターの場合に準ずる。専門領域及び特殊研究の変更は
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沖縄国際大学大学院法学研究科会規程
（趣旨）
第１条　この規程は、本学大学院学則第12条第３項に基づき、沖縄国際大学大学院法学研究科会（以下�
「科会」という。）に関し、必要な事項を定める。
（構成員）
第２条　科会は、次の各号に掲げる教員をもって構成する。
　⑴　研究科長
　⑵　研究科の科目を担当する専任教員
２　研究科に研究科長を置き、研究科長は、当該研究科担当の教授の中から選ばれた者をもって充てる。
３　研究科長の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。
４　各専攻に専攻主任を置くことができる。
５　専攻主任は当該専攻の公務を掌る。
６　専攻主任の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。

（審議事項）
第３条　科会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり、審議し意見を述べるものとする。
　⑴　学生の入学及び課程の修了
　⑵　学位の授与
　⑶�　前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、科会の意見を聴くことが必要な
ものとして学長が定めるもの

２　科会は、前項に規定するもののほか、学長及び研究科長（以下この項において「学長等」という。）
が掌る教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。

（会議）
第４条　科会は、研究科長がこれを招集し、その議長となる。
２　研究科長に事故があるとき又は欠けたときは、研究科長があらかじめ指名する者がその職務を代
行する。

（会議の成立及び賛否）
第５条　科会は、構成員の２分の１以上をもって成立する。
２　科会の審議は、出席構成員の過半数の賛成を要し、賛否同数の場合は、議長がこれを判断する。
ただし、人事及び学位授与に関しては、構成員の３分の２以上の出席をもって成立し、３分の２以
上の賛成を要する。

（意見聴取）
第６条　科会は、必要があると認めたときは、構成員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
（改廃）
第７条　この規程の改廃は、科会の意見を聴いた上で学長が行う。
（雑則）
第８条　この規程に定めるもののほか、科会の運営に関し必要な事項は別に定める。

　附　則
１　この規程は、平成15年４月１日から施行する。
２　改正　この規程は、平成27年９月１日から施行する。
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する特定の時間又は時期に行うことができる。
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第７条　学生は、入学初年度の登録時に、所属する専攻課程内で設定された研究領域から修士論文作
成及び特定の課題についての研究の成果（以下「特定課題研究」という）に必要な領域を選択しな
ければならない。

２　学生は、修士論文を選択する者にあっては、専門領域における必修科目（演習）８単位と選択科目（講
義）24単位、合計32単位を、特定課題研究を選択する者にあっては専門領域における必修科目（演習）
８単位と選択科目（講義）28単位、合計36単位を履修しなければならない。

（履修手続）
第８条　学生は、入学時の第１セメスターで登録するとき、入学試験で選択した専門領域及び領域関
連科目を踏まえて、その領域の特殊研究担当教員と相談した上、特殊研究Ⅰを履修する。

２　学生は、修士論文及び特定課題研究作成のための専門領域に属する選択科目（講義）を８単位以
上履修しなければならない。

３　学生は、前項に定める専門領域以外に他領域および他研究科に属する選択科目（講義）を履修す
ることができる。ただし、他研究科に属する選択科目（講義）の履修は８単位を上限とする。

４　第２セメスター以降の履修は、第１セメスターの場合に準ずる。専門領域及び特殊研究の変更は
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２　科会の審議は、出席構成員の過半数の賛成を要し、賛否同数の場合は、議長がこれを判断する。
ただし、人事及び学位授与に関しては、構成員の３分の２以上の出席をもって成立し、３分の２以
上の賛成を要する。

（意見聴取）
第６条　科会は、必要があると認めたときは、構成員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
（改廃）
第７条　この規程の改廃は、科会の意見を聴いた上で学長が行う。
（雑則）
第８条　この規程に定めるもののほか、科会の運営に関し必要な事項は別に定める。

　附　則
１　この規程は、平成15年４月１日から施行する。
２　改正　この規程は、平成27年９月１日から施行する。
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　⑵　学部で、社会（中学・高校）、公民（高校）一種免許状を取得済みであること。
４　修得すべき科目、単位等は、履修規程別表Ⅱのとおりとする。
５　一種免許状を未取得の学生は、学部開設の「教職課程」の授業科目を学部の科目等履修生として
履修し、所定の単位を修得しなければならない。

（改廃）
第15条　この規程の改廃は、学長が科会及び大学院委員会の意見を聴いて行う。
（雑則）
第16条　この規程が定めるもののほか、研究科に関し必要な事項は別に定める。

　附　則
１　この規程は、平成15年４月１日から施行する。
２～17　省略
18　改正、この規程は、令和４年４月１日から施行する。�
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原則として認められない。
（他の大学院における授業科目の履修等）
第９条　指導教員が必要と認めたときは、学則第37条の定めるところにより、他大学院との協議に基
づき、学生に当該大学院の授業科目を履修させることができる。

２　前項により、履修した授業科目については、科会の議を経て10単位を超えない範囲で修得した単
位を認めることができる。

（単位の認定）
第10条　各授業科目の単位修得の認定は、試験又は研究報告書により担当教員が行う。
２　病気その他やむを得ない理由により、試験を受けることができなかった者については、追試験を
行うことができる。

３　追試験の時期は別に定める。
４　試験を受けて不合格になった者についての再試験は行わない。
（成績の評価）
第11条　試験又は研究報告書の成績の評価は、60点以上を合格、60点未満を不合格とし、次の基準に
従って表示する。

　　　 秀 　　90点以上
　　　 優 　　80点以上90点未満
　　　 良 　　70点以上80点未満
　　　 可 　　60点以上70点未満
　　　不可60点未満
（修士論文又は特定課題研究の提出）
第12条　学生は、第２セメスターの終わり（２月末日）に修士論文の概要を研究科長に提出しなけれ
ばならない。

２　論文概要が認定された学生は、研究科の指定する期日に中間発表をしなければならない。
３　３月修了予定者は、そのセメスターの１月末日までに修士論文を提出しなければならない。ただし、
９月修了予定者は７月末日までとする。

４　修士論文を提出した学生は、論文審査及び最終試験を受けなければならない。
５　特定課題研究を選択する者にあっても、本条第１項から第4項のとおりとする。
（修了要件）
第13条　研究科の修了要件は標準２年以上在学し、第７条第２項に定める単位を履修し、かつ必要な
研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。なお、適当と認め
られた場合は、特定課題研究の審査を修士論文の審査に代えることができる。

（教職課程）
第14条　教育職員免許取得希望者のため、教職課程を置く。
２　本研究科において取得できる免許状の種類は、次の表に掲げるとおりとする。

研究科名 専攻名 教育職員免許状の種類 免許教科

法学研究科 法律学専攻
中学校教諭専修免許状 社　　　会
高等学校教諭専修免許状 公　　　民

３　専修免許状を取得のためには、次の二つの条件を充たさなければならない。
　⑴　修士の学位を有すること。又は大学院に在学し、32単位以上を修得すること。
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　⑵　学部で、社会（中学・高校）、公民（高校）一種免許状を取得済みであること。
４　修得すべき科目、単位等は、履修規程別表Ⅱのとおりとする。
５　一種免許状を未取得の学生は、学部開設の「教職課程」の授業科目を学部の科目等履修生として
履修し、所定の単位を修得しなければならない。

（改廃）
第15条　この規程の改廃は、学長が科会及び大学院委員会の意見を聴いて行う。
（雑則）
第16条　この規程が定めるもののほか、研究科に関し必要な事項は別に定める。

　附　則
１　この規程は、平成15年４月１日から施行する。
２～17　省略
18　改正、この規程は、令和４年４月１日から施行する。�

― 101―

法

学

研

究

科

原則として認められない。
（他の大学院における授業科目の履修等）
第９条　指導教員が必要と認めたときは、学則第37条の定めるところにより、他大学院との協議に基
づき、学生に当該大学院の授業科目を履修させることができる。

２　前項により、履修した授業科目については、科会の議を経て10単位を超えない範囲で修得した単
位を認めることができる。

（単位の認定）
第10条　各授業科目の単位修得の認定は、試験又は研究報告書により担当教員が行う。
２　病気その他やむを得ない理由により、試験を受けることができなかった者については、追試験を
行うことができる。

３　追試験の時期は別に定める。
４　試験を受けて不合格になった者についての再試験は行わない。
（成績の評価）
第11条　試験又は研究報告書の成績の評価は、60点以上を合格、60点未満を不合格とし、次の基準に
従って表示する。

　　　 秀 　　90点以上
　　　 優 　　80点以上90点未満
　　　 良 　　70点以上80点未満
　　　 可 　　60点以上70点未満
　　　不可60点未満
（修士論文又は特定課題研究の提出）
第12条　学生は、第２セメスターの終わり（２月末日）に修士論文の概要を研究科長に提出しなけれ
ばならない。

２　論文概要が認定された学生は、研究科の指定する期日に中間発表をしなければならない。
３　３月修了予定者は、そのセメスターの１月末日までに修士論文を提出しなければならない。ただし、
９月修了予定者は７月末日までとする。

４　修士論文を提出した学生は、論文審査及び最終試験を受けなければならない。
５　特定課題研究を選択する者にあっても、本条第１項から第4項のとおりとする。
（修了要件）
第13条　研究科の修了要件は標準２年以上在学し、第７条第２項に定める単位を履修し、かつ必要な
研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。なお、適当と認め
られた場合は、特定課題研究の審査を修士論文の審査に代えることができる。

（教職課程）
第14条　教育職員免許取得希望者のため、教職課程を置く。
２　本研究科において取得できる免許状の種類は、次の表に掲げるとおりとする。

研究科名 専攻名 教育職員免許状の種類 免許教科

法学研究科 法律学専攻
中学校教諭専修免許状 社　　　会
高等学校教諭専修免許状 公　　　民

３　専修免許状を取得のためには、次の二つの条件を充たさなければならない。
　⑴　修士の学位を有すること。又は大学院に在学し、32単位以上を修得すること。
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第15条　この規程の改廃は、学長が科会及び大学院委員会の意見を聴いて行う。
（雑則）
第16条　この規程が定めるもののほか、研究科に関し必要な事項は別に定める。
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原則として認められない。
（他の大学院における授業科目の履修等）
第９条　指導教員が必要と認めたときは、学則第37条の定めるところにより、他大学院との協議に基
づき、学生に当該大学院の授業科目を履修させることができる。

２　前項により、履修した授業科目については、科会の議を経て10単位を超えない範囲で修得した単
位を認めることができる。

（単位の認定）
第10条　各授業科目の単位修得の認定は、試験又は研究報告書により担当教員が行う。
２　病気その他やむを得ない理由により、試験を受けることができなかった者については、追試験を
行うことができる。

３　追試験の時期は別に定める。
４　試験を受けて不合格になった者についての再試験は行わない。
（成績の評価）
第11条　試験又は研究報告書の成績の評価は、60点以上を合格、60点未満を不合格とし、次の基準に
従って表示する。

　　　 秀 　　90点以上
　　　 優 　　80点以上90点未満
　　　 良 　　70点以上80点未満
　　　 可 　　60点以上70点未満
　　　不可60点未満
（修士論文又は特定課題研究の提出）
第12条　学生は、第２セメスターの終わり（２月末日）に修士論文の概要を研究科長に提出しなけれ
ばならない。

２　論文概要が認定された学生は、研究科の指定する期日に中間発表をしなければならない。
３　３月修了予定者は、そのセメスターの１月末日までに修士論文を提出しなければならない。ただし、
９月修了予定者は７月末日までとする。

４　修士論文を提出した学生は、論文審査及び最終試験を受けなければならない。
５　特定課題研究を選択する者にあっても、本条第１項から第4項のとおりとする。
（修了要件）
第13条　研究科の修了要件は標準２年以上在学し、第７条第２項に定める単位を履修し、かつ必要な
研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。なお、適当と認め
られた場合は、特定課題研究の審査を修士論文の審査に代えることができる。

（教職課程）
第14条　教育職員免許取得希望者のため、教職課程を置く。
２　本研究科において取得できる免許状の種類は、次の表に掲げるとおりとする。

研究科名 専攻名 教育職員免許状の種類 免許教科

法学研究科 法律学専攻
中学校教諭専修免許状 社　　　会
高等学校教諭専修免許状 公　　　民

３　専修免許状を取得のためには、次の二つの条件を充たさなければならない。
　⑴　修士の学位を有すること。又は大学院に在学し、32単位以上を修得すること。
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履修規程別表Ⅱ
専修免許状に必要な専門教育科目
専攻 専修免許状 科　　　目 単位 必要単位数

法

　
　
　律

　
　
　学

　
　
　専

　
　
　攻

公法特殊研究Ⅰ ４ 選択科目から24単
位選択必修中学校教諭専修免許状 公法特殊研究Ⅱ ４

（社会） 税法特殊研究Ⅰ ４
高等学校教諭専修免許状 税法特殊研究Ⅱ ４
（公民） 憲法特論Ⅰ ２

憲法特論Ⅱ ２
行政法特論Ⅰ ２
行政法特論Ⅱ ２
税法特論Ⅰ ２
税法特論Ⅱ ２
刑事法特殊研究Ⅰ ４
刑事法特殊研究Ⅱ ４
刑法特論Ⅰ ２
刑法特論Ⅱ ２
刑事政策特論Ⅰ ２
刑事政策特論Ⅱ ２
国際私法特殊研究Ⅰ ４
国際私法特殊研究Ⅱ ４
国際私法特論Ⅰ ２
国際私法特論Ⅱ ２
民事訴訟法特論Ⅰ ２
民事訴訟法特論Ⅱ ２
民事法特殊研究Ⅰ ４
民事法特殊研究Ⅱ ４
商法特論Ⅰ ２
商法特論Ⅱ ２
民法特論Ⅰ ２
民法特論Ⅱ ２
家族法特論Ⅰ ２
家族法特論Ⅱ ２
労働法特殊研究Ⅰ ４
労働法特殊研究Ⅱ ４
労働法特論Ⅰ ２
労働法特論Ⅱ ２
国際法特殊研究Ⅰ ４
国際法特殊研究Ⅱ ４
国際法特論Ⅰ ２
国際法特論Ⅱ ２
法律学特論Ⅰ（総合法律学Ⅰ） ２
法律学特論Ⅱ（総合法律学Ⅱ） ２
法律学特論Ⅲ（インターンシップ） ２
法律学特論Ⅳ（税法Ⅰ） ２
法律学特論Ⅴ（税法Ⅱ） ２
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履修規程別表Ⅰ
法律学専攻　授業科目及び単位数
領域 授　業　科　目　名 単位 週時間 年次 演・講 備　　考

公
法
・
基
礎
法
領
域

選
択
必
修

公法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
公法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
税法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
税法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
基礎法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
基礎法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
国際法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
国際法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習

選

　択

憲法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
憲法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
行政法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
行政法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
税法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
税法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
法哲学特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
法哲学特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
国際法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
国際法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義

民
・
刑
事
法
領
域

選
択
必
修

刑事法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
刑事法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
国際私法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
国際私法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
民事法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
民事法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
労働法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
労働法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習

選

　択

刑法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
刑法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
刑事政策特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
刑事政策特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
国際私法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
国際私法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
民事訴訟法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
民事訴訟法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
商法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
商法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
民法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
民法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
家族法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
家族法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
労働法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
労働法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義

共
通
領
域

選
択

法律学特論Ⅰ（総合法律学Ⅰ） ２ ２ １・２ 講義
法律学特論Ⅱ（総合法律学Ⅱ） ２ ２ １・２ 講義
法律学特論Ⅲ（インターンシップ） ２ ２ １・２ 実習
法律学特論Ⅳ（税法Ⅰ） ２ ２ １・２ 講義
法律学特論Ⅴ（税法Ⅱ） ２ ２ １・２ 講義

修了に必要な単位数
＜修士論文を選択するもの＞
必修科目８単位、選択科目24単位以上、合計32単位以上修得すること。

＜特定課題研究を選択するもの＞
必修科目8単位、選択科目28単位以上、合計36単位以上修得すること。
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履修規程別表Ⅱ
専修免許状に必要な専門教育科目
専攻 専修免許状 科　　　目 単位 必要単位数

法

　
　
　律

　
　
　学

　
　
　専

　
　
　攻

公法特殊研究Ⅰ ４ 選択科目から24単
位選択必修中学校教諭専修免許状 公法特殊研究Ⅱ ４

（社会） 税法特殊研究Ⅰ ４
高等学校教諭専修免許状 税法特殊研究Ⅱ ４
（公民） 憲法特論Ⅰ ２

憲法特論Ⅱ ２
行政法特論Ⅰ ２
行政法特論Ⅱ ２
税法特論Ⅰ ２
税法特論Ⅱ ２
刑事法特殊研究Ⅰ ４
刑事法特殊研究Ⅱ ４
刑法特論Ⅰ ２
刑法特論Ⅱ ２
刑事政策特論Ⅰ ２
刑事政策特論Ⅱ ２
国際私法特殊研究Ⅰ ４
国際私法特殊研究Ⅱ ４
国際私法特論Ⅰ ２
国際私法特論Ⅱ ２
民事訴訟法特論Ⅰ ２
民事訴訟法特論Ⅱ ２
民事法特殊研究Ⅰ ４
民事法特殊研究Ⅱ ４
商法特論Ⅰ ２
商法特論Ⅱ ２
民法特論Ⅰ ２
民法特論Ⅱ ２
家族法特論Ⅰ ２
家族法特論Ⅱ ２
労働法特殊研究Ⅰ ４
労働法特殊研究Ⅱ ４
労働法特論Ⅰ ２
労働法特論Ⅱ ２
国際法特殊研究Ⅰ ４
国際法特殊研究Ⅱ ４
国際法特論Ⅰ ２
国際法特論Ⅱ ２
法律学特論Ⅰ（総合法律学Ⅰ） ２
法律学特論Ⅱ（総合法律学Ⅱ） ２
法律学特論Ⅲ（インターンシップ） ２
法律学特論Ⅳ（税法Ⅰ） ２
法律学特論Ⅴ（税法Ⅱ） ２
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法律学専攻　授業科目及び単位数
領域 授　業　科　目　名 単位 週時間 年次 演・講 備　　考

公
法
・
基
礎
法
領
域

選
択
必
修

公法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
公法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
税法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
税法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
基礎法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
基礎法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
国際法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
国際法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習

選

　択

憲法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
憲法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
行政法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
行政法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
税法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
税法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
法哲学特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
法哲学特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
国際法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
国際法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義

民
・
刑
事
法
領
域

選
択
必
修

刑事法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
刑事法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
国際私法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
国際私法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
民事法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
民事法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
労働法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
労働法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習

選

　択

刑法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
刑法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
刑事政策特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
刑事政策特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
国際私法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
国際私法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
民事訴訟法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
民事訴訟法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
商法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
商法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
民法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
民法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
家族法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
家族法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
労働法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
労働法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義

共
通
領
域

選
択

法律学特論Ⅰ（総合法律学Ⅰ） ２ ２ １・２ 講義
法律学特論Ⅱ（総合法律学Ⅱ） ２ ２ １・２ 講義
法律学特論Ⅲ（インターンシップ） ２ ２ １・２ 実習
法律学特論Ⅳ（税法Ⅰ） ２ ２ １・２ 講義
法律学特論Ⅴ（税法Ⅱ） ２ ２ １・２ 講義

修了に必要な単位数
＜修士論文を選択するもの＞
必修科目８単位、選択科目24単位以上、合計32単位以上修得すること。

＜特定課題研究を選択するもの＞
必修科目8単位、選択科目28単位以上、合計36単位以上修得すること。
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履修規程別表Ⅱ
専修免許状に必要な専門教育科目
専攻 専修免許状 科　　　目 単位 必要単位数

法

　
　
　律

　
　
　学

　
　
　専

　
　
　攻

公法特殊研究Ⅰ ４ 選択科目から24単
位選択必修中学校教諭専修免許状 公法特殊研究Ⅱ ４

（社会） 税法特殊研究Ⅰ ４
高等学校教諭専修免許状 税法特殊研究Ⅱ ４
（公民） 憲法特論Ⅰ ２

憲法特論Ⅱ ２
行政法特論Ⅰ ２
行政法特論Ⅱ ２
税法特論Ⅰ ２
税法特論Ⅱ ２
刑事法特殊研究Ⅰ ４
刑事法特殊研究Ⅱ ４
刑法特論Ⅰ ２
刑法特論Ⅱ ２
刑事政策特論Ⅰ ２
刑事政策特論Ⅱ ２
国際私法特殊研究Ⅰ ４
国際私法特殊研究Ⅱ ４
国際私法特論Ⅰ ２
国際私法特論Ⅱ ２
民事訴訟法特論Ⅰ ２
民事訴訟法特論Ⅱ ２
民事法特殊研究Ⅰ ４
民事法特殊研究Ⅱ ４
商法特論Ⅰ ２
商法特論Ⅱ ２
民法特論Ⅰ ２
民法特論Ⅱ ２
家族法特論Ⅰ ２
家族法特論Ⅱ ２
労働法特殊研究Ⅰ ４
労働法特殊研究Ⅱ ４
労働法特論Ⅰ ２
労働法特論Ⅱ ２
国際法特殊研究Ⅰ ４
国際法特殊研究Ⅱ ４
国際法特論Ⅰ ２
国際法特論Ⅱ ２
法律学特論Ⅰ（総合法律学Ⅰ） ２
法律学特論Ⅱ（総合法律学Ⅱ） ２
法律学特論Ⅲ（インターンシップ） ２
法律学特論Ⅳ（税法Ⅰ） ２
法律学特論Ⅴ（税法Ⅱ） ２
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履修規程別表Ⅰ
法律学専攻　授業科目及び単位数
領域 授　業　科　目　名 単位 週時間 年次 演・講 備　　考

公
法
・
基
礎
法
領
域

選
択
必
修

公法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
公法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
税法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
税法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
基礎法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
基礎法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
国際法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
国際法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習

選

　択

憲法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
憲法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
行政法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
行政法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
税法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
税法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
法哲学特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
法哲学特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
国際法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
国際法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義

民
・
刑
事
法
領
域

選
択
必
修

刑事法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
刑事法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
国際私法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
国際私法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
民事法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
民事法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
労働法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
労働法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習

選

　択

刑法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
刑法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
刑事政策特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
刑事政策特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
国際私法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
国際私法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
民事訴訟法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
民事訴訟法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
商法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
商法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
民法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
民法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
家族法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
家族法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
労働法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
労働法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義

共
通
領
域

選
択

法律学特論Ⅰ（総合法律学Ⅰ） ２ ２ １・２ 講義
法律学特論Ⅱ（総合法律学Ⅱ） ２ ２ １・２ 講義
法律学特論Ⅲ（インターンシップ） ２ ２ １・２ 実習
法律学特論Ⅳ（税法Ⅰ） ２ ２ １・２ 講義
法律学特論Ⅴ（税法Ⅱ） ２ ２ １・２ 講義

修了に必要な単位数
＜修士論文を選択するもの＞
必修科目８単位、選択科目24単位以上、合計32単位以上修得すること。

＜特定課題研究を選択するもの＞
必修科目8単位、選択科目28単位以上、合計36単位以上修得すること。
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沖縄国際大学大学院法学研究科の学位論文審査及び最終試験に関する取扱要項

（趣旨）
第１条　この要項は、沖縄国際大学大学院学則第43条の３項及び法学研究科履修規程第12条に基づき、学位論文
（以下「論文」という。）の審査及び最終試験の実施に関し、必要な事項を定める。
（論文の提出）
第２条　論文を提出することができる者は、所定の授業科目について32単位以上を履修した者又は修了見込の者
とする。ただし、特定課題研究を選択する者については36単位以上とする。
２　論文の審査を受けようとする者は、学位論文審査願（様式第１号）に学位論文作成要領（別表）による論文
正本１部、副本２部、計３部及び論文要旨（様式第２号）３部を添えて、１月末日（９月修了予定者については、
７月末日）までに指導教員を経て研究科長に提出しなければならない。
（審査方法）
第３条　研究科長は、受理した論文の審査を研究科会に付託する。
２　研究科会は、各論文ごとに審査委員会を設置し、その審査を委嘱する。
３　審査委員会は、演習担当者を含む３人以上の審査委員をもって構成し、指導教員を主査とする。ただし、そ
のうちの１人については、他の領域から選出する。
４　研究科会が必要と認めたときは､ 他の大学院､ 研究科､ 研究所等の教員等の協力を得ることができる｡
５　修士論文の審査は､ その論文が提出された学期末までに終了するものとする｡
６　主査は､ 当該論文の審査及び最終試験を総括する｡
７　受理した論文は返却しない｡
（最終試験）
第４条　最終試験は、論文の審査終了後、審査委員会が論文を中心として口述又は筆記試験によって行う。
（審査基準）
第５条　審査委員会は、次の審査基準に基づき行うものとする。
　⑴�　該当研究科領域における修士としての十分な知識を修得し、問題を的確に把握し、解明する能力を身につ
けているか。

　⑵�　研究テーマの設定が申請された学位に対して妥当なものであり、論文作成にあたっての問題意識が明確で
あるか。

　⑶�　論文の記述（本文、図、表、引用、文献表など）が十分かつ適切であり、結論に至るまで首尾一貫した論
理構成になっているか。

　⑷�　関連情報の調査・収集能力、及び関連情報の読解能力の二つの観点において、現行法制度・政策を正確に
把握する能力が形成されているか。

　⑸�　現行法制度・政策の問題点の的確な整理、その問題点に関する状況の把握、及びその問題点の解決に向け
た現実的な提言の提示の三つの観点において、実践的問題解決能力が身に付いているか。

２　審査委員会は、前項に基づき、下記のように判定を行うものとする。�
　⑴　合格
　⑵　一部修正の上、合格
　⑶　不合格
（報告）
第６条　審査委員会は、論文の審査及び最終試験の結果を、学位論文審査及び最終試験の結果報告書（様式第３号）
により、研究科長に報告する。
２　研究科長は、審査委員会の報告を研究科会に諮り、最終試験の合否を議決するとともにその審議結果を学長
に報告する。
（改廃）
第７条　この要項の改廃は、研究科会の議を経て、大学院委員会がこれを行う。

　附　則
１　この要項は、平成15年４月１日から施行する。
２　改正、この要項は、平成18年４月１日から施行する。
３　改正、この要項は、平成19年４月１日から施行する。ただし、第５条（審査基準）については、平成15年度
入学者から適用する。
４　改正、この要項は、平成20年４月１日から施行する。ただし、平成19年度以前の入学者は、従前の要項とする。
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別紙様式

修士論文指導教員変更届

年　　　月　　　日　

　沖 縄 国 際 大 学 大 学 院
　　法 学 研 究 科 長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法学研究科　法律学専攻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学 籍 番 号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

修士論文指導教員を下記のとおり変更しますのでお届けします。

記

新
指導教員

印

旧
指導教員

印

理

　
　由
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沖縄国際大学大学院法学研究科の学位論文審査及び最終試験に関する取扱要項

（趣旨）
第１条　この要項は、沖縄国際大学大学院学則第43条の３項及び法学研究科履修規程第12条に基づき、学位論文
（以下「論文」という。）の審査及び最終試験の実施に関し、必要な事項を定める。
（論文の提出）
第２条　論文を提出することができる者は、所定の授業科目について32単位以上を履修した者又は修了見込の者
とする。ただし、特定課題研究を選択する者については36単位以上とする。
２　論文の審査を受けようとする者は、学位論文審査願（様式第１号）に学位論文作成要領（別表）による論文
正本１部、副本２部、計３部及び論文要旨（様式第２号）３部を添えて、１月末日（９月修了予定者については、
７月末日）までに指導教員を経て研究科長に提出しなければならない。
（審査方法）
第３条　研究科長は、受理した論文の審査を研究科会に付託する。
２　研究科会は、各論文ごとに審査委員会を設置し、その審査を委嘱する。
３　審査委員会は、演習担当者を含む３人以上の審査委員をもって構成し、指導教員を主査とする。ただし、そ
のうちの１人については、他の領域から選出する。
４　研究科会が必要と認めたときは､ 他の大学院､ 研究科､ 研究所等の教員等の協力を得ることができる｡
５　修士論文の審査は､ その論文が提出された学期末までに終了するものとする｡
６　主査は､ 当該論文の審査及び最終試験を総括する｡
７　受理した論文は返却しない｡
（最終試験）
第４条　最終試験は、論文の審査終了後、審査委員会が論文を中心として口述又は筆記試験によって行う。
（審査基準）
第５条　審査委員会は、次の審査基準に基づき行うものとする。
　⑴�　該当研究科領域における修士としての十分な知識を修得し、問題を的確に把握し、解明する能力を身につ

けているか。
　⑵�　研究テーマの設定が申請された学位に対して妥当なものであり、論文作成にあたっての問題意識が明確で
あるか。

　⑶�　論文の記述（本文、図、表、引用、文献表など）が十分かつ適切であり、結論に至るまで首尾一貫した論
理構成になっているか。

　⑷�　関連情報の調査・収集能力、及び関連情報の読解能力の二つの観点において、現行法制度・政策を正確に
把握する能力が形成されているか。

　⑸�　現行法制度・政策の問題点の的確な整理、その問題点に関する状況の把握、及びその問題点の解決に向け
た現実的な提言の提示の三つの観点において、実践的問題解決能力が身に付いているか。

２　審査委員会は、前項に基づき、下記のように判定を行うものとする。�
　⑴　合格
　⑵　一部修正の上、合格
　⑶　不合格
（報告）
第６条　審査委員会は、論文の審査及び最終試験の結果を、学位論文審査及び最終試験の結果報告書（様式第３号）
により、研究科長に報告する。
２　研究科長は、審査委員会の報告を研究科会に諮り、最終試験の合否を議決するとともにその審議結果を学長
に報告する。
（改廃）
第７条　この要項の改廃は、研究科会の議を経て、大学院委員会がこれを行う。

　附　則
１　この要項は、平成15年４月１日から施行する。
２　改正、この要項は、平成18年４月１日から施行する。
３　改正、この要項は、平成19年４月１日から施行する。ただし、第５条（審査基準）については、平成15年度
入学者から適用する。
４　改正、この要項は、平成20年４月１日から施行する。ただし、平成19年度以前の入学者は、従前の要項とする。
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別紙様式

修士論文指導教員変更届

年　　　月　　　日　

　沖 縄 国 際 大 学 大 学 院
　　法 学 研 究 科 長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法学研究科　法律学専攻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学 籍 番 号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

修士論文指導教員を下記のとおり変更しますのでお届けします。

記

新
指導教員

印

旧
指導教員

印

理

　
　由
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別紙様式
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様式第２号

論　文　要　旨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究科名　法学研究科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　専 攻 名　法律学専攻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学籍番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

論文題目

論文要旨（横書き、縦書き、ワープロ可、字数８００字程度）
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様式第１号

学 位 論 文 審 査 願

年　　　月　　　日　

　沖 縄 国 際 大 学 大 学 院
　　法 学 研 究 科 長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究科名　法学研究科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　専 攻 名　法律学専攻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学籍番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　このたび沖縄国際大学学位論文審査及び最終試験に関する取扱要項第２条の規定に基づき、下記の
とおり学位論文を提出しますので、審査くださるよう関係書類を添えてお願いします。

記

　　論文題目

指導教員
認　　印
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様式第２号

論　文　要　旨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究科名　法学研究科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　専 攻 名　法律学専攻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学籍番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

論文題目

論文要旨（横書き、縦書き、ワープロ可、字数８００字程度）
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様式第１号

学 位 論 文 審 査 願

年　　　月　　　日　

　沖 縄 国 際 大 学 大 学 院
　　法 学 研 究 科 長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究科名　法学研究科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　専 攻 名　法律学専攻
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　このたび沖縄国際大学学位論文審査及び最終試験に関する取扱要項第２条の規定に基づき、下記の
とおり学位論文を提出しますので、審査くださるよう関係書類を添えてお願いします。

記

　　論文題目

指導教員
認　　印
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様式第１号

学 位 論 文 審 査 願

年　　　月　　　日　

　沖 縄 国 際 大 学 大 学 院
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究科名　法学研究科
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　このたび沖縄国際大学学位論文審査及び最終試験に関する取扱要項第２条の規定に基づき、下記の
とおり学位論文を提出しますので、審査くださるよう関係書類を添えてお願いします。

記

　　論文題目

指導教員
認　　印
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法学研究科修士論文概要作成要領
　修士論文概要は、修士論文作成要領に基づいて作成し、修士論文概要届とともに学務課へ提出する
こと。提出締切は２月末日。

１．規格：Ａ４版

２．表紙

３．論文概要の構成
　⑴　研究課題
　　　　①主題
　　　　②意義
　⑵　研究史（文献レビュー）
　　　　①関連研究の整理
　　　　②主題の位置づけ
　⑶　研究方法
　　　　①調査対象
　　　　②データ収集法
　　　　③データの整理・分析法
　　　　④調査の見通し

４．体裁
　⑴　枚数　　　　　Ａ４版　１頁45字×40行
　　　　　　　　　　2,000字～6,000字前後
　⑵　文献表示法　　各領域による
　⑶　図表表示法　　各領域による

５．修士論文概要届
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修士論文概要届

年　　　月　　　日

沖縄国際大学大学院
　　　法学研究科長　殿

研究科名　
専 攻 名　
学籍番号
氏　　名　　　　　印

沖縄国際大学大学院法学研究科履修規程第 12条
第２項の規定に基づき、別添のとおり修士論文概
要を提出いたします。

《縦書きの表紙》

法
学
研
究
科

修
士
論
文
概
要

　
　論文
題
目

　
　
　
　
　学籍
番
号

　
　
　
　
　氏

　
　名

　
　
　
　
　提出
年
月
日

　
　
　
　
　指導
教
員

　
　
　
　
　
　
　印

《横書きの表紙》

法学研究科
修士論文概要

論文題目

　学籍番号
　氏　　名
　提出年月日

　指導教員　　　　　　　　印

別表

学位論文作成要領
１．規格は、A4版（21cm×29.7cm）とする。
２．製本にはA4版のファイルを使用し、横書きの場合は左とじ、縦書きの場合は右とじとする。
　⑴　表紙は次の事項を記載する｡

　⑵　表紙の年度は学年度とし、西暦を用いる。
　⑶　背表紙には論文題名と氏名を記載する｡

３．本文
　⑴　横書き又は縦書きにする｡
　⑵　用語､ 総字数及び用紙は、各教育研究領域に委ねる｡
　⑶　ページ数を記入し、目次を作成する。

４．本文紙面の余白は次のとおりとする｡
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法学研究科修士論文概要作成要領
　修士論文概要は、修士論文作成要領に基づいて作成し、修士論文概要届とともに学務課へ提出する
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５．修士論文概要届
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２．製本にはA4版のファイルを使用し、横書きの場合は左とじ、縦書きの場合は右とじとする。
　⑴　表紙は次の事項を記載する｡

　⑵　表紙の年度は学年度とし、西暦を用いる。
　⑶　背表紙には論文題名と氏名を記載する｡

３．本文
　⑴　横書き又は縦書きにする｡
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４．本文紙面の余白は次のとおりとする｡
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法学研究科修士論文概要作成要領
　修士論文概要は、修士論文作成要領に基づいて作成し、修士論文概要届とともに学務課へ提出する
こと。提出締切は２月末日。

１．規格：Ａ４版

２．表紙

３．論文概要の構成
　⑴　研究課題
　　　　①主題
　　　　②意義
　⑵　研究史（文献レビュー）
　　　　①関連研究の整理
　　　　②主題の位置づけ
　⑶　研究方法
　　　　①調査対象
　　　　②データ収集法
　　　　③データの整理・分析法
　　　　④調査の見通し
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　⑵　文献表示法　　各領域による
　⑶　図表表示法　　各領域による

５．修士論文概要届
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― 108―

2.5cm

2.0
cm

縦

　書

　本

　文

3.0cm

2.5cm

2.5cm

3.0cm 横　書　本　文 2.0
cm

2.5cm

（横書きの表紙） （縦書きの表紙）

　論　文　題　目

年度

　沖縄国際大学大学院
　法学研究科

　　専攻

　氏名

論

　文

　題

　目

　
　
　
　
　
　
　年度

沖
縄
国
際
大
学
大
学
院

法
学
研
究
科

専
攻

　氏名

04 法学研究科（ 大学院履修ガイド 2024） 0316.pdf :19

法

学

研

究

科

− 111 −− 110 −



― 111―

特定課題研究申請書
【申請者】

所 属 法学研究科　　法律学専攻　　　　　　　　　　　　領域

学 籍 番 号 フリガナ
氏　　名

研究テーマ

【特定課題研究の内容】
種別（※印） ①文献研究　　②調査研究　　③その他

【特定課題研究を選択する理由】

【指導教員の所見】

「特定課題
研究」選択を
認める理由

　指導教員　　　　　　　　　　　　　　印　
【添付書類】
①申請者の履歴・経歴書（任意様式）：優れた職務経歴を有する者の場合。
②研究業績書（任意様式）及び論文の写し：優れた研究業績を有する学生の場合。
③その他、優れた実績を証明する書類

決　　裁　　欄
月　　　日 月　　　日 月　　　日

研 究 科 長 専 攻 主 任 受　　 付
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特定課題研究について（法学研究科申合せ）
　沖縄国際大学大学院法学研究科では、修士論文に代わる特定課題の研究成果（以下「特定課題研究」
という）について、次の通り、取扱いを定める。

１．対象となる学生
　優れた職務経歴を有する社会人学生若しくは優れた研究業績を有する学生に限る。但し、国税審議
会に試験科目の一部免除等の認定を求める税理士志望の学生若しくは本学大学院を修了後、他大学院
の博士課程への進学を考えている学生等は、特定課題研究の提出による修了を原則として認めない。

２．申請方法
　学生は、修士論文概要提出時（２月末）に指導教員と相談の上、承諾を経て「特定課題研究申請書」
を研究科長へ申請する。
　＊申請方法：所定の期間内に別紙の申請書類及び必要書類を大学院事務室へ提出する。

３．特定課題研究の指導方法
　指導教員は、特定課題研究を選択する学生に対して、修士論文指導と同等の基準で指導に当たり、
履修規定に基づき、４単位相当の授業科目の追加履修について、適切な指導を行う。指導教員は、特
定課題研究の質・量を確保するため、次に定める基準（特定課題研究の内容・量・審査方法）を遵守
する。

４．特定課題研究の内容
　実学的な側面を重視し、学生本人の専門分野に関連した身近な素材や収集したデータなどの問題を
主題とした研究を中心とする。特定課題研究の内容は、以下の通りとする。
⑴　文献研究
　対象となる研究テーマについて、文献や調査等によって取りまとめられたデータを幅広い視点
から考察したもの。

⑵　調査研究
　対象となる研究テーマについて、事例・判例の調査等によって得られたデータが分析され幅広
い視点から考察したもの。

⑶　その他、指導教員が認め研究科会で承認されたもの
　上記、⑴、⑵以外の内容のもので修士論文の水準に準ずるものと、指導教員が認め、研究科会
で承認されたもの。

５．特定課題研究の量
　枚数・文字数：指導教員の指示による。（和文３万字程度）

６．特定課題研究の審査方法及び最終試験
　「沖縄国際大学大学院法学研究科の学位論文審査及び最終試験に関する取扱要項」の定めによる。特
定課題研究による修了予定学生も、中間発表を行い、最終試験を受けなければならない。

７．申合せの改正等について
　この申合せは研究科会の審議を経て改正する。また特定課題研究に関連する事項でこの申合せで取
り扱えない事項については、研究科会の審議を経て決定する。

　附　則
１．この申合せは、平成20年４月１日から施行する。
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研究」選択を
認める理由
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①申請者の履歴・経歴書（任意様式）：優れた職務経歴を有する者の場合。
②研究業績書（任意様式）及び論文の写し：優れた研究業績を有する学生の場合。
③その他、優れた実績を証明する書類
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研 究 科 長 専 攻 主 任 受　　 付

― 110―

特定課題研究について（法学研究科申合せ）
　沖縄国際大学大学院法学研究科では、修士論文に代わる特定課題の研究成果（以下「特定課題研究」
という）について、次の通り、取扱いを定める。

１．対象となる学生
　優れた職務経歴を有する社会人学生若しくは優れた研究業績を有する学生に限る。但し、国税審議
会に試験科目の一部免除等の認定を求める税理士志望の学生若しくは本学大学院を修了後、他大学院
の博士課程への進学を考えている学生等は、特定課題研究の提出による修了を原則として認めない。

２．申請方法
　学生は、修士論文概要提出時（２月末）に指導教員と相談の上、承諾を経て「特定課題研究申請書」
を研究科長へ申請する。
　＊申請方法：所定の期間内に別紙の申請書類及び必要書類を大学院事務室へ提出する。

３．特定課題研究の指導方法
　指導教員は、特定課題研究を選択する学生に対して、修士論文指導と同等の基準で指導に当たり、
履修規定に基づき、４単位相当の授業科目の追加履修について、適切な指導を行う。指導教員は、特
定課題研究の質・量を確保するため、次に定める基準（特定課題研究の内容・量・審査方法）を遵守
する。

４．特定課題研究の内容
　実学的な側面を重視し、学生本人の専門分野に関連した身近な素材や収集したデータなどの問題を
主題とした研究を中心とする。特定課題研究の内容は、以下の通りとする。
⑴　文献研究
　対象となる研究テーマについて、文献や調査等によって取りまとめられたデータを幅広い視点
から考察したもの。

⑵　調査研究
　対象となる研究テーマについて、事例・判例の調査等によって得られたデータが分析され幅広
い視点から考察したもの。

⑶　その他、指導教員が認め研究科会で承認されたもの
　上記、⑴、⑵以外の内容のもので修士論文の水準に準ずるものと、指導教員が認め、研究科会
で承認されたもの。

５．特定課題研究の量
　枚数・文字数：指導教員の指示による。（和文３万字程度）

６．特定課題研究の審査方法及び最終試験
　「沖縄国際大学大学院法学研究科の学位論文審査及び最終試験に関する取扱要項」の定めによる。特
定課題研究による修了予定学生も、中間発表を行い、最終試験を受けなければならない。

７．申合せの改正等について
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り扱えない事項については、研究科会の審議を経て決定する。
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１．この申合せは、平成20年４月１日から施行する。
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で承認されたもの。

５．特定課題研究の量
　枚数・文字数：指導教員の指示による。（和文３万字程度）

６．特定課題研究の審査方法及び最終試験
　「沖縄国際大学大学院法学研究科の学位論文審査及び最終試験に関する取扱要項」の定めによる。特
定課題研究による修了予定学生も、中間発表を行い、最終試験を受けなければならない。

７．申合せの改正等について
　この申合せは研究科会の審議を経て改正する。また特定課題研究に関連する事項でこの申合せで取
り扱えない事項については、研究科会の審議を経て決定する。
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（転用）
第10条　本誌に掲載された論文を執筆者が他の出版物に転用する場合は、予め文書によって編集委員会
に届け出ることとし、研究科会の承認を得なければならない。

（字数制限）
第11条　投稿原稿は、原則として40,000字以内とする。欧文その他言語の場合は、日本語に換算して
40,000字程度までとする。但し、図表、写真は字数制限に含まないものとする。

（発行）
第12条　本誌は、原則として研究論文２篇以上によって発行することができる。
（抜刷）
第13条　執筆者に対して100部の抜刷を贈呈し、それ以上の部数を必要とする場合、その経費については
執筆者の自己負担とする。

（執筆要領）
第14条　原稿執筆要領は、以下の通りとする。
　⑴　原稿は、原則として横書きとする。
　⑵　原稿は、原則としてワープロ原稿とし、ハードコピーの他にそのフロッピーディスクを添付する。
　⑶�　研究論文の構成は、題目・氏名・和文要旨（400字程度）及び外国語要旨・キーワード・本文・注・
参考文献の順とする。研究ノート・調査報告は、題目・氏名・本文・注・参考文献の順とする。なお、
すべての原稿には題目の英語あるいはその他の外国語訳を添付すること。

　⑷　図・表・写真にはそれぞれキャプションをつけ、本文中の挿入箇所を明示する。
（原稿返却等）
第15条　投稿原稿などは一切返却しない。
２　投稿者は、投稿原稿の不採用が決定される前に当該原稿を他の場所で公刊してはならない。
（改廃）
第16条　この規程の改廃は、本研究科に所属する教員の２分の１以上の賛成によって行う。
　附　則
１　この規程は、2003年６月20日から施行する。
２　改正、この規程は、平成19年４月１日から施行する。
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大学院沖縄法学論叢編集規程

（目的）
第１条　この規程は、『沖縄法学論叢』（以下「本誌」という。）の編集に関する必要な事項を定めることを
目的とする。

（構成）
第２条　本誌は、法学に関する研究論文、研究ノート、調査報告、資料、書評、翻訳などを掲載する。
２　前項の研究論文は、電子化し、沖縄国際大学学術リポジトリへ登録し、インターネットを通じて公開
する。ただし、著作者が電子化を承諾しない旨を編集委員会に申し出た場合は、その研究論文等の電
子化を行わない。

（投稿）
第３条　本誌に投稿できる者は、次のとおりとする。
　⑴　沖縄国際大学大学院法学研究科（以下「本研究科」という。）に所属する教員
　⑵　本研究科を修了した者
　⑶　その他、本研究科の科会において適当と認められた者
（編集委員会）
第４条　本誌の発行に際して必要となる企画・編集及び投稿原稿の募集・受理を行うため、本研究科に編
集委員会を設置する。

２　本研究科の中から２名の委員を選出する。
３　任期は２年とし、毎年、委員長を互選する。
４　原稿の掲載順序及び体裁などは編集委員会において決定するものとする。
５　編集委員会は、本誌の編集に関する諸事項について本研究科の科会に報告しなければならない。
（原稿締切日の通知）
第５条　編集委員会は本誌の発行にあたって、２か月以上前までに原稿締切日を通知しなければならない。
（審査）
第６条　投稿された研究論文に関し、編集委員会はその掲載の可否を審査する。
２　編集委員会は、投稿された研究論文ごとに２名以上の審査員を選任する。
３　審査員は、本研究科に所属する教員以外の本学専任教員及び学外者にも委嘱することができる。
４　審査員の氏名は公表しない。
５　編集委員会は、審査員の意見にしたがって、掲載可否の決定を行う。
６　編集委員会は、審査員の意見及び本規程にしたがって、執筆者に訂正や書き換えなどを求めることが
できる。

７　学外者に審査員を委嘱した場合は、規程にしたがって謝礼を支払う。
（投稿原稿）
第７条　本誌投稿原稿は、未発表のものとする。
（原稿提出）
第８条　投稿者は、編集委員会が通知した締切日までに編集委員会に原稿を提出しなければならない。
（著作権）
第９条　掲載された論文等の著作権は、沖縄国際大学に帰属する。
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（転用）
第10条　本誌に掲載された論文を執筆者が他の出版物に転用する場合は、予め文書によって編集委員会
に届け出ることとし、研究科会の承認を得なければならない。

（字数制限）
第11条　投稿原稿は、原則として40,000字以内とする。欧文その他言語の場合は、日本語に換算して
40,000字程度までとする。但し、図表、写真は字数制限に含まないものとする。

（発行）
第12条　本誌は、原則として研究論文２篇以上によって発行することができる。
（抜刷）
第13条　執筆者に対して100部の抜刷を贈呈し、それ以上の部数を必要とする場合、その経費については
執筆者の自己負担とする。

（執筆要領）
第14条　原稿執筆要領は、以下の通りとする。
　⑴　原稿は、原則として横書きとする。
　⑵　原稿は、原則としてワープロ原稿とし、ハードコピーの他にそのフロッピーディスクを添付する。
　⑶�　研究論文の構成は、題目・氏名・和文要旨（400字程度）及び外国語要旨・キーワード・本文・注・
参考文献の順とする。研究ノート・調査報告は、題目・氏名・本文・注・参考文献の順とする。なお、
すべての原稿には題目の英語あるいはその他の外国語訳を添付すること。

　⑷　図・表・写真にはそれぞれキャプションをつけ、本文中の挿入箇所を明示する。
（原稿返却等）
第15条　投稿原稿などは一切返却しない。
２　投稿者は、投稿原稿の不採用が決定される前に当該原稿を他の場所で公刊してはならない。
（改廃）
第16条　この規程の改廃は、本研究科に所属する教員の２分の１以上の賛成によって行う。
　附　則
１　この規程は、2003年６月20日から施行する。
２　改正、この規程は、平成19年４月１日から施行する。
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大学院沖縄法学論叢編集規程

（目的）
第１条　この規程は、『沖縄法学論叢』（以下「本誌」という。）の編集に関する必要な事項を定めることを
目的とする。

（構成）
第２条　本誌は、法学に関する研究論文、研究ノート、調査報告、資料、書評、翻訳などを掲載する。
２　前項の研究論文は、電子化し、沖縄国際大学学術リポジトリへ登録し、インターネットを通じて公開
する。ただし、著作者が電子化を承諾しない旨を編集委員会に申し出た場合は、その研究論文等の電
子化を行わない。

（投稿）
第３条　本誌に投稿できる者は、次のとおりとする。
　⑴　沖縄国際大学大学院法学研究科（以下「本研究科」という。）に所属する教員
　⑵　本研究科を修了した者
　⑶　その他、本研究科の科会において適当と認められた者
（編集委員会）
第４条　本誌の発行に際して必要となる企画・編集及び投稿原稿の募集・受理を行うため、本研究科に編
集委員会を設置する。

２　本研究科の中から２名の委員を選出する。
３　任期は２年とし、毎年、委員長を互選する。
４　原稿の掲載順序及び体裁などは編集委員会において決定するものとする。
５　編集委員会は、本誌の編集に関する諸事項について本研究科の科会に報告しなければならない。
（原稿締切日の通知）
第５条　編集委員会は本誌の発行にあたって、２か月以上前までに原稿締切日を通知しなければならない。
（審査）
第６条　投稿された研究論文に関し、編集委員会はその掲載の可否を審査する。
２　編集委員会は、投稿された研究論文ごとに２名以上の審査員を選任する。
３　審査員は、本研究科に所属する教員以外の本学専任教員及び学外者にも委嘱することができる。
４　審査員の氏名は公表しない。
５　編集委員会は、審査員の意見にしたがって、掲載可否の決定を行う。
６　編集委員会は、審査員の意見及び本規程にしたがって、執筆者に訂正や書き換えなどを求めることが
できる。

７　学外者に審査員を委嘱した場合は、規程にしたがって謝礼を支払う。
（投稿原稿）
第７条　本誌投稿原稿は、未発表のものとする。
（原稿提出）
第８条　投稿者は、編集委員会が通知した締切日までに編集委員会に原稿を提出しなければならない。
（著作権）
第９条　掲載された論文等の著作権は、沖縄国際大学に帰属する。
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（転用）
第10条　本誌に掲載された論文を執筆者が他の出版物に転用する場合は、予め文書によって編集委員会
に届け出ることとし、研究科会の承認を得なければならない。

（字数制限）
第11条　投稿原稿は、原則として40,000字以内とする。欧文その他言語の場合は、日本語に換算して
40,000字程度までとする。但し、図表、写真は字数制限に含まないものとする。

（発行）
第12条　本誌は、原則として研究論文２篇以上によって発行することができる。
（抜刷）
第13条　執筆者に対して100部の抜刷を贈呈し、それ以上の部数を必要とする場合、その経費については
執筆者の自己負担とする。

（執筆要領）
第14条　原稿執筆要領は、以下の通りとする。
　⑴　原稿は、原則として横書きとする。
　⑵　原稿は、原則としてワープロ原稿とし、ハードコピーの他にそのフロッピーディスクを添付する。
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参考文献の順とする。研究ノート・調査報告は、題目・氏名・本文・注・参考文献の順とする。なお、
すべての原稿には題目の英語あるいはその他の外国語訳を添付すること。

　⑷　図・表・写真にはそれぞれキャプションをつけ、本文中の挿入箇所を明示する。
（原稿返却等）
第15条　投稿原稿などは一切返却しない。
２　投稿者は、投稿原稿の不採用が決定される前に当該原稿を他の場所で公刊してはならない。
（改廃）
第16条　この規程の改廃は、本研究科に所属する教員の２分の１以上の賛成によって行う。
　附　則
１　この規程は、2003年６月20日から施行する。
２　改正、この規程は、平成19年４月１日から施行する。
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大学院沖縄法学論叢編集規程

（目的）
第１条　この規程は、『沖縄法学論叢』（以下「本誌」という。）の編集に関する必要な事項を定めることを
目的とする。

（構成）
第２条　本誌は、法学に関する研究論文、研究ノート、調査報告、資料、書評、翻訳などを掲載する。
２　前項の研究論文は、電子化し、沖縄国際大学学術リポジトリへ登録し、インターネットを通じて公開
する。ただし、著作者が電子化を承諾しない旨を編集委員会に申し出た場合は、その研究論文等の電
子化を行わない。

（投稿）
第３条　本誌に投稿できる者は、次のとおりとする。
　⑴　沖縄国際大学大学院法学研究科（以下「本研究科」という。）に所属する教員
　⑵　本研究科を修了した者
　⑶　その他、本研究科の科会において適当と認められた者
（編集委員会）
第４条　本誌の発行に際して必要となる企画・編集及び投稿原稿の募集・受理を行うため、本研究科に編
集委員会を設置する。

２　本研究科の中から２名の委員を選出する。
３　任期は２年とし、毎年、委員長を互選する。
４　原稿の掲載順序及び体裁などは編集委員会において決定するものとする。
５　編集委員会は、本誌の編集に関する諸事項について本研究科の科会に報告しなければならない。
（原稿締切日の通知）
第５条　編集委員会は本誌の発行にあたって、２か月以上前までに原稿締切日を通知しなければならない。
（審査）
第６条　投稿された研究論文に関し、編集委員会はその掲載の可否を審査する。
２　編集委員会は、投稿された研究論文ごとに２名以上の審査員を選任する。
３　審査員は、本研究科に所属する教員以外の本学専任教員及び学外者にも委嘱することができる。
４　審査員の氏名は公表しない。
５　編集委員会は、審査員の意見にしたがって、掲載可否の決定を行う。
６　編集委員会は、審査員の意見及び本規程にしたがって、執筆者に訂正や書き換えなどを求めることが
できる。

７　学外者に審査員を委嘱した場合は、規程にしたがって謝礼を支払う。
（投稿原稿）
第７条　本誌投稿原稿は、未発表のものとする。
（原稿提出）
第８条　投稿者は、編集委員会が通知した締切日までに編集委員会に原稿を提出しなければならない。
（著作権）
第９条　掲載された論文等の著作権は、沖縄国際大学に帰属する。
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沖縄国際大学大学院学則
第１章　総　　則

（趣旨）
第１条　沖縄国際大学大学院（以下「本大学院」という。）は、本学学則第３条の２第２項に基づき、
大学院に関する必要な事項について定める。

（目的）
第２条　本大学院は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力並びに高度の
能力を養うとともに、広く国際的な人材を育成することを目的とする。

（自己評価等）
第３条　前条の目的を達成するため、本大学院における教育研究活動等の状況について自ら点検及び
評価を行う。

２　前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に則し適切な項目を設定するとともに、適
当な体制を整えて行う。

３　自己点検及び評価に関する規定は、別に定める。
（研究科及び専攻）
第４条　本大学院に、次の研究科及び専攻を置く。
　　　　　地域文化研究科　南島文化専攻
　　　　　　　　　　　　　英米言語文化専攻
　　　　　　　　　　　　　人間福祉専攻
　　　　　地域産業研究科　地域産業専攻
　　　　　法 学 研 究 科　法律学専攻
（附属教育研究施設）
第４条の２　本大学院に心理相談室を置く。
２　心理相談室に関する規定は、別に定める。
（収容定員）
第５条　本大学院の入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。

研究科・専攻 課程 入学定員 収容定員

地域文化研究科　南島文化専攻
　　　　　　　　英米言語文化専攻
　　　　　　　　人間福祉専攻
地域産業研究科　地域産業専攻
法 学 研 究 科　法律学専攻

修士課程
修士課程
修士課程
修士課程
修士課程

10人
３人
10人
10人
８人

20人
６人
20人
20人
16人

第２章　教員組織等
（教員組織）
第６条　本大学院は、その教育研究上の目的を達成するために、学位の分野に応じ、必要な教員を置く。
２　本大学院における研究の指導は、原則として本学専任教授が行い、授業は、教授、准教授又は講
師が連携して担当する。ただし、必要ある場合は、兼任教員が担当することができる。

３　本大学院に客員教授を置くことができる。客員教授に関する規定は、別に定める。
（職員）
第７条　本大学院に事務処理のために職員を配置するものとする。

第３章　運営組織
（大学院委員会）
第８条　本大学院に、大学院委員会（以下「委員会」という。）を置く。
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沖縄国際大学大学院学則
第１章　総　　則

（趣旨）
第１条　沖縄国際大学大学院（以下「本大学院」という。）は、本学学則第３条の２第２項に基づき、
大学院に関する必要な事項について定める。

（目的）
第２条　本大学院は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力並びに高度の
能力を養うとともに、広く国際的な人材を育成することを目的とする。

（自己評価等）
第３条　前条の目的を達成するため、本大学院における教育研究活動等の状況について自ら点検及び
評価を行う。
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　　　　　　　　　　　　　英米言語文化専攻
　　　　　　　　　　　　　人間福祉専攻
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　　　　　法 学 研 究 科　法律学専攻
（附属教育研究施設）
第４条の２　本大学院に心理相談室を置く。
２　心理相談室に関する規定は、別に定める。
（収容定員）
第５条　本大学院の入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。

研究科・専攻 課程 入学定員 収容定員

地域文化研究科　南島文化専攻
　　　　　　　　英米言語文化専攻
　　　　　　　　人間福祉専攻
地域産業研究科　地域産業専攻
法 学 研 究 科　法律学専攻

修士課程
修士課程
修士課程
修士課程
修士課程

10人
３人
10人
10人
８人

20人
６人
20人
20人
16人

第２章　教員組織等
（教員組織）
第６条　本大学院は、その教育研究上の目的を達成するために、学位の分野に応じ、必要な教員を置く。
２　本大学院における研究の指導は、原則として本学専任教授が行い、授業は、教授、准教授又は講
師が連携して担当する。ただし、必要ある場合は、兼任教員が担当することができる。

３　本大学院に客員教授を置くことができる。客員教授に関する規定は、別に定める。
（職員）
第７条　本大学院に事務処理のために職員を配置するものとする。

第３章　運営組織
（大学院委員会）
第８条　本大学院に、大学院委員会（以下「委員会」という。）を置く。
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沖縄国際大学大学院学則
第１章　総　　則

（趣旨）
第１条　沖縄国際大学大学院（以下「本大学院」という。）は、本学学則第３条の２第２項に基づき、
大学院に関する必要な事項について定める。

（目的）
第２条　本大学院は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力並びに高度の
能力を養うとともに、広く国際的な人材を育成することを目的とする。

（自己評価等）
第３条　前条の目的を達成するため、本大学院における教育研究活動等の状況について自ら点検及び
評価を行う。

２　前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に則し適切な項目を設定するとともに、適
当な体制を整えて行う。

３　自己点検及び評価に関する規定は、別に定める。
（研究科及び専攻）
第４条　本大学院に、次の研究科及び専攻を置く。
　　　　　地域文化研究科　南島文化専攻
　　　　　　　　　　　　　英米言語文化専攻
　　　　　　　　　　　　　人間福祉専攻
　　　　　地域産業研究科　地域産業専攻
　　　　　法 学 研 究 科　法律学専攻
（附属教育研究施設）
第４条の２　本大学院に心理相談室を置く。
２　心理相談室に関する規定は、別に定める。
（収容定員）
第５条　本大学院の入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。

研究科・専攻 課程 入学定員 収容定員

地域文化研究科　南島文化専攻
　　　　　　　　英米言語文化専攻
　　　　　　　　人間福祉専攻
地域産業研究科　地域産業専攻
法 学 研 究 科　法律学専攻

修士課程
修士課程
修士課程
修士課程
修士課程

10人
３人
10人
10人
８人

20人
６人
20人
20人
16人

第２章　教員組織等
（教員組織）
第６条　本大学院は、その教育研究上の目的を達成するために、学位の分野に応じ、必要な教員を置く。
２　本大学院における研究の指導は、原則として本学専任教授が行い、授業は、教授、准教授又は講
師が連携して担当する。ただし、必要ある場合は、兼任教員が担当することができる。

３　本大学院に客員教授を置くことができる。客員教授に関する規定は、別に定める。
（職員）
第７条　本大学院に事務処理のために職員を配置するものとする。

第３章　運営組織
（大学院委員会）
第８条　本大学院に、大学院委員会（以下「委員会」という。）を置く。
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（委員会の構成等）
第９条　委員会の構成は、次に掲げる者をもって構成する。
　⑴　学長

　⑶　研究科長
　⑷　各学部長
　⑸　教務部長
　⑹　第11条の定めにより、研究科会の教授の中から選出された者２名
２　委員会の運営に関する規定は、別に定める。
（委員会の審議事項）
第10条　委員会は、学長が別に定める教育研究に関する重要な事項について決定を行うに当たり、審

議し意見を述べるものとする。
（研究科会）
第11条　本大学院に研究科会（以下「科会」という。）を置き、本研究科の科目を担当する専任の教授、

准教授及び講師をもって構成する。
（科会の審議事項）
第12条　科会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり、審議し意見を述べるものとする。
　⑴　学生の入学及び課程の修了
　⑵　学位の授与

な要必がとこく聴を見意の会科、で項事な要重るす関に究研育教、かほののもるげ掲に号二前　 ⑶　
ものとして学長が定めるもの

２　科会は、前項に規定するもののほか、学長及び研究科長（以下この項において「学長等」という。）
が掌る教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。

３　科会の運営に関する規定は、別に定める。

第４章　学年、学期、休業日及び授業期間
（学年等の準用）
第13条　本大学院の学年、学期、休業日及び授業期間については、本学学則（以下「学則」という。）

第15条、第16条、第17条及び第18条の規定を準用する。

第５章　修業年限及び在学年限
（修業年限）
第14条　本大学院の修業年限は、標準を２年とする。
（長期履修生）
第14条の２　前条の規定にかかわらず、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の

期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望する学生（「長期履修生」という。）が
その旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。

２　前項に規定するもののほか、長期履修生に関し必要な事項は、別に定める。
（在学年限）
第15条　本大学院における在学年限は、４年を超えることができない。

第６章　入学、休学、復学、転学、留学、退学及び除籍等
（入学の時期）
第16条　入学の時期は、学年始めとする。
（入学資格）
第17条　本大学院に入学できる者は、学校教育法及び学校教育法施行規則に基づき、次の各号の一に

該当する者とする。
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（委員会の構成等）
第９条　委員会の構成は、次に掲げる者をもって構成する。
　⑴　学長

　⑶　研究科長
　⑷　各学部長
　⑸　教務部長
　⑹　第11条の定めにより、研究科会の教授の中から選出された者２名
２　委員会の運営に関する規定は、別に定める。
（委員会の審議事項）
第10条　委員会は、学長が別に定める教育研究に関する重要な事項について決定を行うに当たり、審

議し意見を述べるものとする。
（研究科会）
第11条　本大学院に研究科会（以下「科会」という。）を置き、本研究科の科目を担当する専任の教授、

准教授及び講師をもって構成する。
（科会の審議事項）
第12条　科会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり、審議し意見を述べるものとする。
　⑴　学生の入学及び課程の修了
　⑵　学位の授与

な要必がとこく聴を見意の会科、で項事な要重るす関に究研育教、かほののもるげ掲に号二前　 ⑶　
ものとして学長が定めるもの

２　科会は、前項に規定するもののほか、学長及び研究科長（以下この項において「学長等」という。）
が掌る教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。

３　科会の運営に関する規定は、別に定める。

第４章　学年、学期、休業日及び授業期間
（学年等の準用）
第13条　本大学院の学年、学期、休業日及び授業期間については、本学学則（以下「学則」という。）

第15条、第16条、第17条及び第18条の規定を準用する。

第５章　修業年限及び在学年限
（修業年限）
第14条　本大学院の修業年限は、標準を２年とする。
（長期履修生）
第14条の２　前条の規定にかかわらず、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の

期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望する学生（「長期履修生」という。）が
その旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。

２　前項に規定するもののほか、長期履修生に関し必要な事項は、別に定める。
（在学年限）
第15条　本大学院における在学年限は、４年を超えることができない。

第６章　入学、休学、復学、転学、留学、退学及び除籍等
（入学の時期）
第16条　入学の時期は、学年始めとする。
（入学資格）
第17条　本大学院に入学できる者は、学校教育法及び学校教育法施行規則に基づき、次の各号の一に

該当する者とする。
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　⑵　副学長

　⑴　大学を卒業した者
　⑵　学士の学位を授与された者
　⑶　外国において学校教育における16年の課程を修了した者
　⑷�　専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満
たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した
者及び修了見込みの者

　⑸　文部科学大臣の指定した者
　⑹�　大学に３年以上在学し、又は外国において学校教育における15年の課程を修了し、所定の単位
を優れた成績をもって修得したものと本大学院において認められた者

　⑺　その他、本大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると学長が認めた者
（入学資格審査）
第17条の２　前条第５号、第６号及び第７号で本大学院の入学資格審査を志願する者は、所定の書類
に入学資格審査料を添えて、指定の期日までに手続をしなければならない。

（入学志願）
第18条　本大学院に志願する者は、入学願書及び所定の書類に入学検定料を添えて、指定の期日まで
に手続をしなければならない。

（入学者の選抜）
第19条　入学志願者に対しては、選抜試験を行い、当該科会の議を経て、学長が合格者を決定する。
２　前項の選抜は、学力検査、出身大学の調査書、健康診断書等を総合して行うものとする。
３　前項の選抜の方法、時期、内容等については、その都度定める。
（入学手続及び入学許可）
第20条　合格の通知を受けた者は、所定の期日までに保証人連署の誓約書、身上調書等を提出すると
ともに、第46条に定める入学金及び諸学費を納入しなければならない。

２　学長は、前項の入学手続を完了した者に対して入学を許可する。
（再入学）
第21条　学長は、第28条に規定する退学者又は、第29条に規定する除籍者が再入学を願い出たときは、
当該科会の議を経て、相当年次に入学を許可することができる。

２　再入学に関し必要な事項は、別に定める。
（転入学）
第22条　学長は、他の大学院の学生で転入学を志願する者については、欠員のある場合に限り、当該
科会の議を経て、相当年次に入学を許可することができる。

２　転入学を希望する者は、現に在学する大学院の許可書を願書に添付するものとする。
（休学）
第23条　病気その他止むを得ない理由により３か月以上修学することができない者は、休学願に医師
の診断書、その他の理由を添えて学長の許可を得て休学することができる。

２　学長は、病気その他の理由により、修学することが適当でないと認められる者については、当該
科会の議を経て、休学を命ずることができる。

（休学期間）
第24条　休学期間は、当該学期又は、学年の終わりまでとする。ただし、特別の理由があるときは、
休学期間を延長することができる。

２　休学期間は、引続き２年を超えることはできない。
３　休学期間は、第15条に規定する在学年限には算入しない。
（復学）
第25条　休学者が復学を希望するときは、復学願を提出し、当該科会の議を経て、学長の許可を得て
復学することができる。

２　病気により休学者が復学しようとするときは、医師の診断書を添付するものとする。
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（委員会の構成等）
第９条　委員会の構成は、次に掲げる者をもって構成する。
　⑴　学長
　⑵　研究科長
　⑶　各学部長
　⑷　教務部長
　⑸　第11条の定めにより、研究科会の教授の中から選出された者２名
２　委員会の運営に関する規定は、別に定める。
（委員会の審議事項）
第10条　委員会は、学長が別に定める教育研究に関する重要な事項について決定を行うに当たり、審
議し意見を述べるものとする。

（研究科会）
第11条　本大学院に研究科会（以下「科会」という。）を置き、本研究科の科目を担当する専任の教授、
准教授及び講師をもって構成する。

（科会の審議事項）
第12条　科会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり、審議し意見を述べるものとする。
　⑴　学生の入学及び課程の修了
　⑵　学位の授与
　⑶�　前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、科会の意見を聴くことが必要な
ものとして学長が定めるもの

２　科会は、前項に規定するもののほか、学長及び研究科長（以下この項において「学長等」という。）
が掌る教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。

３　科会の運営に関する規定は、別に定める。

第４章　学年、学期、休業日及び授業期間
（学年等の準用）
第13条　本大学院の学年、学期、休業日及び授業期間については、本学学則（以下「学則」という。）
第15条、第16条、第17条及び第18条の規定を準用する。

第５章　修業年限及び在学年限
（修業年限）
第14条　本大学院の修業年限は、標準を２年とする。
（長期履修生）
第14条の２　前条の規定にかかわらず、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の
期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望する学生（「長期履修生」という。）が
その旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。

２　前項に規定するもののほか、長期履修生に関し必要な事項は、別に定める。
（在学年限）
第15条　本大学院における在学年限は、４年を超えることができない。

第６章　入学、休学、復学、転学、留学、退学及び除籍等
（入学の時期）
第16条　入学の時期は、学年始めとする。
（入学資格）
第17条　本大学院に入学できる者は、学校教育法及び学校教育法施行規則に基づき、次の各号の一に
該当する者とする。
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（履修方法）
第35条　本大学院の授業科目の履修方法等については、別に定める。
（教育方法の特例）
第36条　本大学院においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時
間又は、時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。

（他の大学院における授業科目の履修等）
第37条　学長は、教育上有益と認めたときは、他の大学院（外国の大学院を含む。以下同じ。）との協
議に基づき、学生に当該大学院の授業科目を履修させることができる。

２　前項により、履修した授業科目については、当該科会の議を経て10単位を超えない範囲で修得し
た単位を認めることができる。

３　第１項の履修期間は、在学期間に含まれるものとする。
４　他の大学院で履修できる授業科目の種類、単位数及び履修方法等については、別に定める。
（入学前の既修得単位等の認定）
第38条　本大学院において、教育上有益と認めるときは、学生が本大学院に入学する前に大学院（他
の大学院を含む。以下同じ。）において履修した授業科目について修得した単位（大学院設置基準〔昭
和49年文部省令第28号〕第15条の規定により科目等履修生として修得した単位を含む。）を入学後
の本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

２　前項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、再入学及び転入学
の場合を除き、本大学院において修得した単位以外のものについては、当該科会の議を経て、10単
位を超えない範囲で認めることができる。

（他の大学院等における研究指導）
第39条　学長は、教育上有益と認めるときは、他の大学院又は研究所等との協議に基づき、学生に当
該大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けさせることができる。ただし、当該研究指導
を受ける期間は、１年を超えないものとする。

第８章　課程の修了要件
（単位の認定）
第40条　履修科目の単位修得の認定は、試験又は研究報告により担当教員が行うものとする。
２　試験又は研究報告等の成績により合格した者は、所定の単位を与える。
（成績の評価）
第41条　成績の評価は、秀、優、良、可、不可とし、秀、優、良、可を合格とする。
（成績評価基準の明示等）
第41条の２　本大学院は、学生に対して、授業、研究指導の方法及び内容並びに１年間の授業、研究
指導の計画をあらかじめ明示する。

２　大学院は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては、客観性及び厳格
性を確保するため、各研究科ごとに「学位論文審査及び最終試験に関する取扱要項」を別に定め、
当該基準にしたがって適切に行うものとする。

（課程の修了要件）
第42条　本大学院の修了要件は、大学院に２年以上在学し、講義24単位以上、演習８単位、合計32
単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格するこ
ととする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績をあげた者については、大学院に１年以上在
学すれば足りるものとする。

２　前項において、当該修士課程の目的に応じ適当と認められたときは、特定の課題についての研究
の成果（以下、「特定課題研究という」）の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。

（修士論文又は特定課題研究の審査及び最終試験）
第43条　修士論文又は特定課題研究及び最終試験の合否は、当該科会が選出した審査委員の報告に基
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（転学）
第26条　他の大学院に転学しようとする者は、転学願を提出し、当該科会の議を経て、学長が許可す
ることがある。

（留学）
第27条　外国の大学院への留学を希望する者は、留学願を提出し、当該科会の議を経、学長の許可を
得て留学をすることができる。

２　許可を受けて留学した者は、外国の大学院の在学期間１年に限り、本学における在学期間に算入
することができる。

３　留学に関する規定は、別に定める。
（退学）
第28条　本大学院を退学しようとする者は、保証人連署の上、学生証を添えて、当該科会の議を経、
学長の許可を得て退学をすることができる。

（除籍）
第29条　次の各号の一に該当する者は、当該科会の議を経て、学長が除籍する。
　⑴　第15条による在学年限を超えた者
　⑵　第24条第２項に規定する休学期間を超えて、なお修学できない者
　⑶　病気その他の理由により、成業の見込がないと認められる者
　⑷　所定の学費の納付を怠り、督促してもなお納付しない者
　⑸　休学及び休学延長の許可を得ない者
　⑹　長期間にわたり行方不明の者

第７章　教育課程及び履修方法等
（教育方法）
第30条　本大学院の教育は、授業科目の授業、演習及び修士論文の作成等に対する研究指導によって
行うものとする。

（授業科目及び単位数）
第31条　本大学院研究科における授業科目及び単位数は、別表Ⅰから別表Ⅴのとおりとする。
（教育課程の編成方針）
第32条　本大学院は、研究科、専攻及び領域の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、
各研究科、専攻及び領域毎に体系的な教育課程を編成するものとする。

２　教育課程の編成に当たり、本大学院は、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させ
るとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮しなければなら
ない。

（教育内容の改善のための組織的な研修等）
第33条　本大学院は、教育の内容及び方法の改善を図るために組織的な研修及び研究を行うものとする。
（単位の計算基準）
第34条　各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成す
ることを標準とし、次の各号の基準によって単位数を計算する。

　⑴　講義・演習については、毎週１時間15週の教室内の授業をもって１単位とする。
　⑵　実験・実習等の授業については、毎週２時間15週の実験又は、実習をもって１単位とする。
　⑶�　講義、演習、実験、実習、又は実技のうち、２以上の方法の併用により行う場合の単位計算に
ついては、毎週１時間５週の講義又は演習と毎週２時間10週の実験又は実習等の合計をもって１
単位とする。

２　前項の規定にかかわらず、修士論文、学外学習、個別課題、学修等の授業科目及び公の資格試験
等による認定を受けた者については、これらの学修の成果を評価して適切な単位を授与することが
できる。
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（履修方法）
第35条　本大学院の授業科目の履修方法等については、別に定める。
（教育方法の特例）
第36条　本大学院においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時
間又は、時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。

（他の大学院における授業科目の履修等）
第37条　学長は、教育上有益と認めたときは、他の大学院（外国の大学院を含む。以下同じ。）との協
議に基づき、学生に当該大学院の授業科目を履修させることができる。

２　前項により、履修した授業科目については、当該科会の議を経て10単位を超えない範囲で修得し
た単位を認めることができる。

３　第１項の履修期間は、在学期間に含まれるものとする。
４　他の大学院で履修できる授業科目の種類、単位数及び履修方法等については、別に定める。
（入学前の既修得単位等の認定）
第38条　本大学院において、教育上有益と認めるときは、学生が本大学院に入学する前に大学院（他
の大学院を含む。以下同じ。）において履修した授業科目について修得した単位（大学院設置基準〔昭
和49年文部省令第28号〕第15条の規定により科目等履修生として修得した単位を含む。）を入学後
の本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

２　前項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、再入学及び転入学
の場合を除き、本大学院において修得した単位以外のものについては、当該科会の議を経て、10単
位を超えない範囲で認めることができる。

（他の大学院等における研究指導）
第39条　学長は、教育上有益と認めるときは、他の大学院又は研究所等との協議に基づき、学生に当
該大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けさせることができる。ただし、当該研究指導
を受ける期間は、１年を超えないものとする。

第８章　課程の修了要件
（単位の認定）
第40条　履修科目の単位修得の認定は、試験又は研究報告により担当教員が行うものとする。
２　試験又は研究報告等の成績により合格した者は、所定の単位を与える。
（成績の評価）
第41条　成績の評価は、秀、優、良、可、不可とし、秀、優、良、可を合格とする。
（成績評価基準の明示等）
第41条の２　本大学院は、学生に対して、授業、研究指導の方法及び内容並びに１年間の授業、研究
指導の計画をあらかじめ明示する。

２　大学院は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては、客観性及び厳格
性を確保するため、各研究科ごとに「学位論文審査及び最終試験に関する取扱要項」を別に定め、
当該基準にしたがって適切に行うものとする。

（課程の修了要件）
第42条　本大学院の修了要件は、大学院に２年以上在学し、講義24単位以上、演習８単位、合計32
単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格するこ
ととする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績をあげた者については、大学院に１年以上在
学すれば足りるものとする。

２　前項において、当該修士課程の目的に応じ適当と認められたときは、特定の課題についての研究
の成果（以下、「特定課題研究という」）の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。

（修士論文又は特定課題研究の審査及び最終試験）
第43条　修士論文又は特定課題研究及び最終試験の合否は、当該科会が選出した審査委員の報告に基
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程

（転学）
第26条　他の大学院に転学しようとする者は、転学願を提出し、当該科会の議を経て、学長が許可す
ることがある。

（留学）
第27条　外国の大学院への留学を希望する者は、留学願を提出し、当該科会の議を経、学長の許可を
得て留学をすることができる。

２　許可を受けて留学した者は、外国の大学院の在学期間１年に限り、本学における在学期間に算入
することができる。

３　留学に関する規定は、別に定める。
（退学）
第28条　本大学院を退学しようとする者は、保証人連署の上、学生証を添えて、当該科会の議を経、
学長の許可を得て退学をすることができる。

（除籍）
第29条　次の各号の一に該当する者は、当該科会の議を経て、学長が除籍する。
　⑴　第15条による在学年限を超えた者
　⑵　第24条第２項に規定する休学期間を超えて、なお修学できない者
　⑶　病気その他の理由により、成業の見込がないと認められる者
　⑷　所定の学費の納付を怠り、督促してもなお納付しない者
　⑸　休学及び休学延長の許可を得ない者
　⑹　長期間にわたり行方不明の者

第７章　教育課程及び履修方法等
（教育方法）
第30条　本大学院の教育は、授業科目の授業、演習及び修士論文の作成等に対する研究指導によって
行うものとする。

（授業科目及び単位数）
第31条　本大学院研究科における授業科目及び単位数は、別表Ⅰから別表Ⅴのとおりとする。
（教育課程の編成方針）
第32条　本大学院は、研究科、専攻及び領域の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、
各研究科、専攻及び領域毎に体系的な教育課程を編成するものとする。

２　教育課程の編成に当たり、本大学院は、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させ
るとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮しなければなら
ない。

（教育内容の改善のための組織的な研修等）
第33条　本大学院は、教育の内容及び方法の改善を図るために組織的な研修及び研究を行うものとする。
（単位の計算基準）
第34条　各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成す
ることを標準とし、次の各号の基準によって単位数を計算する。

　⑴　講義・演習については、毎週１時間15週の教室内の授業をもって１単位とする。
　⑵　実験・実習等の授業については、毎週２時間15週の実験又は、実習をもって１単位とする。
　⑶�　講義、演習、実験、実習、又は実技のうち、２以上の方法の併用により行う場合の単位計算に
ついては、毎週１時間５週の講義又は演習と毎週２時間10週の実験又は実習等の合計をもって１
単位とする。

２　前項の規定にかかわらず、修士論文、学外学習、個別課題、学修等の授業科目及び公の資格試験
等による認定を受けた者については、これらの学修の成果を評価して適切な単位を授与することが
できる。
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（履修方法）
第35条　本大学院の授業科目の履修方法等については、別に定める。
（教育方法の特例）
第36条　本大学院においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時
間又は、時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。

（他の大学院における授業科目の履修等）
第37条　学長は、教育上有益と認めたときは、他の大学院（外国の大学院を含む。以下同じ。）との協
議に基づき、学生に当該大学院の授業科目を履修させることができる。

２　前項により、履修した授業科目については、当該科会の議を経て10単位を超えない範囲で修得し
た単位を認めることができる。

３　第１項の履修期間は、在学期間に含まれるものとする。
４　他の大学院で履修できる授業科目の種類、単位数及び履修方法等については、別に定める。
（入学前の既修得単位等の認定）
第38条　本大学院において、教育上有益と認めるときは、学生が本大学院に入学する前に大学院（他
の大学院を含む。以下同じ。）において履修した授業科目について修得した単位（大学院設置基準〔昭
和49年文部省令第28号〕第15条の規定により科目等履修生として修得した単位を含む。）を入学後
の本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

２　前項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、再入学及び転入学
の場合を除き、本大学院において修得した単位以外のものについては、当該科会の議を経て、10単
位を超えない範囲で認めることができる。

（他の大学院等における研究指導）
第39条　学長は、教育上有益と認めるときは、他の大学院又は研究所等との協議に基づき、学生に当
該大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けさせることができる。ただし、当該研究指導
を受ける期間は、１年を超えないものとする。

第８章　課程の修了要件
（単位の認定）
第40条　履修科目の単位修得の認定は、試験又は研究報告により担当教員が行うものとする。
２　試験又は研究報告等の成績により合格した者は、所定の単位を与える。
（成績の評価）
第41条　成績の評価は、秀、優、良、可、不可とし、秀、優、良、可を合格とする。
（成績評価基準の明示等）
第41条の２　本大学院は、学生に対して、授業、研究指導の方法及び内容並びに１年間の授業、研究
指導の計画をあらかじめ明示する。

２　大学院は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては、客観性及び厳格
性を確保するため、各研究科ごとに「学位論文審査及び最終試験に関する取扱要項」を別に定め、
当該基準にしたがって適切に行うものとする。

（課程の修了要件）
第42条　本大学院の修了要件は、大学院に２年以上在学し、講義24単位以上、演習８単位、合計32
単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格するこ
ととする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績をあげた者については、大学院に１年以上在
学すれば足りるものとする。

２　前項において、当該修士課程の目的に応じ適当と認められたときは、特定の課題についての研究
の成果（以下、「特定課題研究という」）の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。

（修士論文又は特定課題研究の審査及び最終試験）
第43条　修士論文又は特定課題研究及び最終試験の合否は、当該科会が選出した審査委員の報告に基
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（転学）
第26条　他の大学院に転学しようとする者は、転学願を提出し、当該科会の議を経て、学長が許可す
ることがある。

（留学）
第27条　外国の大学院への留学を希望する者は、留学願を提出し、当該科会の議を経、学長の許可を
得て留学をすることができる。

２　許可を受けて留学した者は、外国の大学院の在学期間１年に限り、本学における在学期間に算入
することができる。

３　留学に関する規定は、別に定める。
（退学）
第28条　本大学院を退学しようとする者は、保証人連署の上、学生証を添えて、当該科会の議を経、
学長の許可を得て退学をすることができる。

（除籍）
第29条　次の各号の一に該当する者は、当該科会の議を経て、学長が除籍する。
　⑴　第15条による在学年限を超えた者
　⑵　第24条第２項に規定する休学期間を超えて、なお修学できない者
　⑶　病気その他の理由により、成業の見込がないと認められる者
　⑷　所定の学費の納付を怠り、督促してもなお納付しない者
　⑸　休学及び休学延長の許可を得ない者
　⑹　長期間にわたり行方不明の者

第７章　教育課程及び履修方法等
（教育方法）
第30条　本大学院の教育は、授業科目の授業、演習及び修士論文の作成等に対する研究指導によって
行うものとする。

（授業科目及び単位数）
第31条　本大学院研究科における授業科目及び単位数は、別表Ⅰから別表Ⅴのとおりとする。
（教育課程の編成方針）
第32条　本大学院は、研究科、専攻及び領域の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、
各研究科、専攻及び領域毎に体系的な教育課程を編成するものとする。

２　教育課程の編成に当たり、本大学院は、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させ
るとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮しなければなら
ない。

（教育内容の改善のための組織的な研修等）
第33条　本大学院は、教育の内容及び方法の改善を図るために組織的な研修及び研究を行うものとする。
（単位の計算基準）
第34条　各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成す
ることを標準とし、次の各号の基準によって単位数を計算する。

　⑴　講義・演習については、毎週１時間15週の教室内の授業をもって１単位とする。
　⑵　実験・実習等の授業については、毎週２時間15週の実験又は、実習をもって１単位とする。
　⑶�　講義、演習、実験、実習、又は実技のうち、２以上の方法の併用により行う場合の単位計算に
ついては、毎週１時間５週の講義又は演習と毎週２時間10週の実験又は実習等の合計をもって１
単位とする。

２　前項の規定にかかわらず、修士論文、学外学習、個別課題、学修等の授業科目及び公の資格試験
等による認定を受けた者については、これらの学修の成果を評価して適切な単位を授与することが
できる。
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表１
種　　　別 金　　額

入学検定料 30,000円
入学資格審査料 30,000円
入学金 120,000円
授業料（年額） 370,000円
施設設備資金（年額） 100,000円

表２
第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期

2.5年
授業料 185,000 185,000 185,000 185,000 30,800

施設設備資金 50,000 50,000 50,000 50,000 8,300

３年
授業料 185,000 185,000 185,000 185,000 30,800 30,800

施設設備資金 50,000 50,000 50,000 50,000 8,300 8,300

3.5年
授業料 185,000 185,000 185,000 185,000 30,800 30,800 30,800

施設設備資金 50,000 50,000 50,000 50,000 8,300 8,300 8,300

４年
授業料 185,000 185,000 185,000 185,000 30,800 30,800 30,800 30,800

施設設備資金 50,000 50,000 50,000 50,000 8,300 8,300 8,300 8,300

２　前項の納期及び学費の納入方法等については、本大学学則第 55条及び第 56条を準用する。
３　研究生の入学検定料、入学金、授業料及び施設設備資金については、第１項に規定する金額の半
額とする。

第11章　特別聴講学生、特別研究生、科目等履修生及び外国人特別学生等
（特別聴講学生）
第47条　学長は、特定の授業科目を履修しようとする他の大学院の学生（以下「特別聴講学生」という。）
があるときは、当該大学院との協議に基づき、その履修を認めることができる。

（特別研究学生）
第48条　学長は、研究指導を受けようとする他の大学院の学生（以下「特別研究学生」という。）があ
るときは、当該大学院との協議に基づき、その受入れを認めることができる。

（科目等履修生）
第49条　学長は、本大学院の学生以外の者で、本大学院が開設する一又は複数の授業科目を履修する
ことを志願する者があるときは、当該科会の議を経て、科目等履修生として入学を許可し、単位を
与えることができる。

２　科目等履修生の受講科目の単位数は、１年を通じて12単位以内とする。
３　科目等履修生は、履修した授業科目について試験を受け、合格した者には、成績証明書及び単位
修得証明書の交付ができる。

４　大学院科目等履修生に関する規定は、別に定める。
（研究生）
第50条　学長は、特定の専門事項について研究しようとする者があるときは、当該科会の議を経て、
研究生として入学を許可することができる。

２　大学院研究生に関する規定は別に定める。
（委託研究生）
第51条　学長は、官公庁、外国政府、地方自治体等の機関から特定の授業科目の履修及び研究指導の
委託があったときは、本大学院学生の教育研究に支障のない範囲において、当該科会の議を経て、
委託研究生として入学を許可することができる。

２　委託研究生は、その履修した授業科目について試験を受けることができる。
３　前項の試験を受け合格した者には、成績を記載した証明書を交付することができる。ただし、単
位は与えない。
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づいて当該科会の議を経て、学長が決定する。
２　最終試験は、所定の単位を取得し、かつ修士論文又は特定課題研究を提出した者について口述又
は筆記試験によって行う。

３　修士論文又は特定課題研究の評価基準についての詳細は、各研究科の学位論文審査及び最終試験
に関する取扱要項に別途定める。

（学位の授与）
第44条　学長は、本大学院の課程を修了した者に対して、修士の学位を授与する。
２　学位に関する規定は、別に定める。

第９章　教育職員免許状及び資格等
（教育職員免許状授与の所要資格の取得）
第45条　本大学院において、中学校教諭専修免許状又は高等学校教諭専修免許状の所要資格を取得し
ようとする者は、教育職員免許法及び同法施行規則に定める所要の単位を修得しなければならない。

２　本大学院において、当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類は、次の表に掲げるとおりと
する。

研究科名 専攻名 教員免許状の種類 免許科目

地域文化研究科

南島文化専攻

中学校教諭専修免許状 国語
中学校教諭専修免許状 社会
高等学校教諭専修免許状 国語
高等学校教諭専修免許状 地理歴史
高等学校教諭専修免許状 公民

英米言語文化専攻
中学校教諭専修免許状 英語
高等学校教諭専修免許状 英語

人間福祉専攻
臨床心理学領域 高等学校教諭専修免許状 公民

地域産業研究科 地域産業専攻

中学校教諭専修免許状 社会
高等学校教諭専修免許状 公民
高等学校教諭専修免許状 商業
高等学校教諭専修免許状 情報

法学研究科 法律学専攻
中学校教諭専修免許状 社会
高等学校教諭専修免許状 公民

（臨床心理士）
第45条の２　臨床心理士の受験資格を得ようとする者は、臨床心理学領域の科目の中から、（財）日本
臨床心理士資格認定協会が指定する科目を履修しなければならない。

２　前項の科目及びその単位数は、「臨床心理士資格関係科目別表第Ⅰ」のとおりとする。
（公認心理師）
第45条の３　公認心理師の受験資格を得ようとする者は、公認心理師法及び同施行規則で定められた
科目を履修しなければならない。

２　前項の科目数は、「公認心理師資格関係科目別表第Ⅰ」のとおりとする。

第10章　入学検定料、入学金及び授業料等
（入学金及び授業料等）
第46条　本大学院の入学検定料、入学資格審査料、入学金、授業料及び施設設備資金の額は、表１の
とおりとする。ただし、本学卒業生の入学金は、半額とする。なお、長期履修生の授業料及び施設
設備資金については、表２のとおりとする。
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表１
種　　　別 金　　額

入学検定料 30,000円
入学資格審査料 30,000円
入学金 120,000円
授業料（年額） 370,000円
施設設備資金（年額） 100,000円

表２
第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期

2.5年
授業料 185,000 185,000 185,000 185,000 30,800

施設設備資金 50,000 50,000 50,000 50,000 8,300

３年
授業料 185,000 185,000 185,000 185,000 30,800 30,800

施設設備資金 50,000 50,000 50,000 50,000 8,300 8,300

3.5年
授業料 185,000 185,000 185,000 185,000 30,800 30,800 30,800

施設設備資金 50,000 50,000 50,000 50,000 8,300 8,300 8,300

４年
授業料 185,000 185,000 185,000 185,000 30,800 30,800 30,800 30,800

施設設備資金 50,000 50,000 50,000 50,000 8,300 8,300 8,300 8,300

２　前項の納期及び学費の納入方法等については、本大学学則第 55条及び第 56条を準用する。
３　研究生の入学検定料、入学金、授業料及び施設設備資金については、第１項に規定する金額の半
額とする。

第11章　特別聴講学生、特別研究生、科目等履修生及び外国人特別学生等
（特別聴講学生）
第47条　学長は、特定の授業科目を履修しようとする他の大学院の学生（以下「特別聴講学生」という。）
があるときは、当該大学院との協議に基づき、その履修を認めることができる。

（特別研究学生）
第48条　学長は、研究指導を受けようとする他の大学院の学生（以下「特別研究学生」という。）があ
るときは、当該大学院との協議に基づき、その受入れを認めることができる。

（科目等履修生）
第49条　学長は、本大学院の学生以外の者で、本大学院が開設する一又は複数の授業科目を履修する
ことを志願する者があるときは、当該科会の議を経て、科目等履修生として入学を許可し、単位を
与えることができる。

２　科目等履修生の受講科目の単位数は、１年を通じて12単位以内とする。
３　科目等履修生は、履修した授業科目について試験を受け、合格した者には、成績証明書及び単位
修得証明書の交付ができる。

４　大学院科目等履修生に関する規定は、別に定める。
（研究生）
第50条　学長は、特定の専門事項について研究しようとする者があるときは、当該科会の議を経て、
研究生として入学を許可することができる。

２　大学院研究生に関する規定は別に定める。
（委託研究生）
第51条　学長は、官公庁、外国政府、地方自治体等の機関から特定の授業科目の履修及び研究指導の
委託があったときは、本大学院学生の教育研究に支障のない範囲において、当該科会の議を経て、
委託研究生として入学を許可することができる。

２　委託研究生は、その履修した授業科目について試験を受けることができる。
３　前項の試験を受け合格した者には、成績を記載した証明書を交付することができる。ただし、単
位は与えない。
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づいて当該科会の議を経て、学長が決定する。
２　最終試験は、所定の単位を取得し、かつ修士論文又は特定課題研究を提出した者について口述又
は筆記試験によって行う。

３　修士論文又は特定課題研究の評価基準についての詳細は、各研究科の学位論文審査及び最終試験
に関する取扱要項に別途定める。

（学位の授与）
第44条　学長は、本大学院の課程を修了した者に対して、修士の学位を授与する。
２　学位に関する規定は、別に定める。

第９章　教育職員免許状及び資格等
（教育職員免許状授与の所要資格の取得）
第45条　本大学院において、中学校教諭専修免許状又は高等学校教諭専修免許状の所要資格を取得し
ようとする者は、教育職員免許法及び同法施行規則に定める所要の単位を修得しなければならない。

２　本大学院において、当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類は、次の表に掲げるとおりと
する。

研究科名 専攻名 教員免許状の種類 免許科目

地域文化研究科

南島文化専攻

中学校教諭専修免許状 国語
中学校教諭専修免許状 社会
高等学校教諭専修免許状 国語
高等学校教諭専修免許状 地理歴史
高等学校教諭専修免許状 公民

英米言語文化専攻
中学校教諭専修免許状 英語
高等学校教諭専修免許状 英語

人間福祉専攻
臨床心理学領域 高等学校教諭専修免許状 公民

地域産業研究科 地域産業専攻

中学校教諭専修免許状 社会
高等学校教諭専修免許状 公民
高等学校教諭専修免許状 商業
高等学校教諭専修免許状 情報

法学研究科 法律学専攻
中学校教諭専修免許状 社会
高等学校教諭専修免許状 公民

（臨床心理士）
第45条の２　臨床心理士の受験資格を得ようとする者は、臨床心理学領域の科目の中から、（財）日本
臨床心理士資格認定協会が指定する科目を履修しなければならない。

２　前項の科目及びその単位数は、「臨床心理士資格関係科目別表第Ⅰ」のとおりとする。
（公認心理師）
第45条の３　公認心理師の受験資格を得ようとする者は、公認心理師法及び同施行規則で定められた
科目を履修しなければならない。

２　前項の科目数は、「公認心理師資格関係科目別表第Ⅰ」のとおりとする。

第10章　入学検定料、入学金及び授業料等
（入学金及び授業料等）
第46条　本大学院の入学検定料、入学資格審査料、入学金、授業料及び施設設備資金の額は、表１の
とおりとする。ただし、本学卒業生の入学金は、半額とする。なお、長期履修生の授業料及び施設
設備資金については、表２のとおりとする。
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表１
種　　　別 金　　額

入学検定料 30,000円
入学資格審査料 30,000円
入学金 120,000円
授業料（年額） 370,000円
施設設備資金（年額） 100,000円

表２
第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期

2.5年
授業料 185,000 185,000 185,000 185,000 30,800

施設設備資金 50,000 50,000 50,000 50,000 8,300

３年
授業料 185,000 185,000 185,000 185,000 30,800 30,800

施設設備資金 50,000 50,000 50,000 50,000 8,300 8,300

3.5年
授業料 185,000 185,000 185,000 185,000 30,800 30,800 30,800

施設設備資金 50,000 50,000 50,000 50,000 8,300 8,300 8,300

４年
授業料 185,000 185,000 185,000 185,000 30,800 30,800 30,800 30,800

施設設備資金 50,000 50,000 50,000 50,000 8,300 8,300 8,300 8,300

２　前項の納期及び学費の納入方法等については、本大学学則第 55条及び第 56条を準用する。
３　研究生の入学検定料、入学金、授業料及び施設設備資金については、第１項に規定する金額の半
額とする。

第11章　特別聴講学生、特別研究生、科目等履修生及び外国人特別学生等
（特別聴講学生）
第47条　学長は、特定の授業科目を履修しようとする他の大学院の学生（以下「特別聴講学生」という。）
があるときは、当該大学院との協議に基づき、その履修を認めることができる。

（特別研究学生）
第48条　学長は、研究指導を受けようとする他の大学院の学生（以下「特別研究学生」という。）があ
るときは、当該大学院との協議に基づき、その受入れを認めることができる。

（科目等履修生）
第49条　学長は、本大学院の学生以外の者で、本大学院が開設する一又は複数の授業科目を履修する
ことを志願する者があるときは、当該科会の議を経て、科目等履修生として入学を許可し、単位を
与えることができる。

２　科目等履修生の受講科目の単位数は、１年を通じて12単位以内とする。
３　科目等履修生は、履修した授業科目について試験を受け、合格した者には、成績証明書及び単位
修得証明書の交付ができる。

４　大学院科目等履修生に関する規定は、別に定める。
（研究生）
第50条　学長は、特定の専門事項について研究しようとする者があるときは、当該科会の議を経て、
研究生として入学を許可することができる。

２　大学院研究生に関する規定は別に定める。
（委託研究生）
第51条　学長は、官公庁、外国政府、地方自治体等の機関から特定の授業科目の履修及び研究指導の
委託があったときは、本大学院学生の教育研究に支障のない範囲において、当該科会の議を経て、
委託研究生として入学を許可することができる。

２　委託研究生は、その履修した授業科目について試験を受けることができる。
３　前項の試験を受け合格した者には、成績を記載した証明書を交付することができる。ただし、単
位は与えない。
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づいて当該科会の議を経て、学長が決定する。
２　最終試験は、所定の単位を取得し、かつ修士論文又は特定課題研究を提出した者について口述又
は筆記試験によって行う。

３　修士論文又は特定課題研究の評価基準についての詳細は、各研究科の学位論文審査及び最終試験
に関する取扱要項に別途定める。

（学位の授与）
第44条　学長は、本大学院の課程を修了した者に対して、修士の学位を授与する。
２　学位に関する規定は、別に定める。

第９章　教育職員免許状及び資格等
（教育職員免許状授与の所要資格の取得）
第45条　本大学院において、中学校教諭専修免許状又は高等学校教諭専修免許状の所要資格を取得し
ようとする者は、教育職員免許法及び同法施行規則に定める所要の単位を修得しなければならない。

２　本大学院において、当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類は、次の表に掲げるとおりと
する。

研究科名 専攻名 教員免許状の種類 免許科目

地域文化研究科

南島文化専攻

中学校教諭専修免許状 国語
中学校教諭専修免許状 社会
高等学校教諭専修免許状 国語
高等学校教諭専修免許状 地理歴史
高等学校教諭専修免許状 公民

英米言語文化専攻
中学校教諭専修免許状 英語
高等学校教諭専修免許状 英語

人間福祉専攻
臨床心理学領域 高等学校教諭専修免許状 公民

地域産業研究科 地域産業専攻

中学校教諭専修免許状 社会
高等学校教諭専修免許状 公民
高等学校教諭専修免許状 商業
高等学校教諭専修免許状 情報

法学研究科 法律学専攻
中学校教諭専修免許状 社会
高等学校教諭専修免許状 公民

（臨床心理士）
第45条の２　臨床心理士の受験資格を得ようとする者は、臨床心理学領域の科目の中から、（財）日本
臨床心理士資格認定協会が指定する科目を履修しなければならない。

２　前項の科目及びその単位数は、「臨床心理士資格関係科目別表第Ⅰ」のとおりとする。
（公認心理師）
第45条の３　公認心理師の受験資格を得ようとする者は、公認心理師法及び同施行規則で定められた
科目を履修しなければならない。

２　前項の科目数は、「公認心理師資格関係科目別表第Ⅰ」のとおりとする。

第10章　入学検定料、入学金及び授業料等
（入学金及び授業料等）
第46条　本大学院の入学検定料、入学資格審査料、入学金、授業料及び施設設備資金の額は、表１の
とおりとする。ただし、本学卒業生の入学金は、半額とする。なお、長期履修生の授業料及び施設
設備資金については、表２のとおりとする。
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別表Ⅰ（第31条関係）地域文化研究科南島文化専攻　専門教育科目
区分 授業科目の名称 単位 週時間 年次 演・講 備　　考

専

　
　
　門

　
　
　教

　
　
　育

　
　
　科

　
　
　目

選
択
必
修

南島言語文化特殊研究Ⅰ ４ １ 演習 選択必修科目８単位
南島言語文化特殊研究Ⅱ ４ ２ 演習
日本言語文化特殊研究Ⅰ ４ １ 演習
日本言語文化特殊研究Ⅱ ４ ２ 演習
南島民俗文化特殊研究Ⅰ ４ １ 演習
南島民俗文化特殊研究Ⅱ ４ ２ 演習
南島先史文化特殊研究Ⅰ ４ １ 演習
南島先史文化特殊研究Ⅱ ４ ２ 演習
南島歴史文化特殊研究Ⅰ ４ １ 演習
南島歴史文化特殊研究Ⅱ ４ ２ 演習
南島社会文化特殊研究Ⅰ ４ １ 演習
南島社会文化特殊研究Ⅱ ４ ２ 演習

選

　
　
　
　
　択

南島文学特論ⅠＡ ２ １・２ 講義 選択科目24単位以上
南島文学特論ⅠＢ ２ １・２ 講義
南島文学特論ⅡＡ ２ １・２ 講義
南島文学特論ⅡＢ ２ １・２ 講義
南島方言学特論Ⅰ ２ １・２ 講義
南島方言学特論Ⅱ ２ １・２ 講義
日本古典文学特論ⅠＡ ２ １・２ 講義
日本古典文学特論ⅠＢ ２ １・２ 講義
日本古典文学特論ⅡＡ ２ １・２ 講義
日本古典文学特論ⅡＢ ２ １・２ 講義
日本近現代文学特論ⅠＡ ２ １・２ 講義
日本近現代文学特論ⅠＢ ２ １・２ 講義
日本近現代文学特論ⅡＡ ２ １・２ 講義
日本近現代文学特論ⅡＢ ２ １・２ 講義
南島芸能特論Ⅰ ２ １・２ 講義
南島芸能特論Ⅱ ２ １・２ 講義
南島言語文化特論 ２ １・２ 講義
国語教育学特論Ⅰ ２ １・２ 講義
国語教育学特論Ⅱ ２ １・２ 講義
東アジア文化人類学特論ⅠＡ ２ １・２ 講義
東アジア文化人類学特論ⅠＢ ２ １・２ 講義
東アジア文化人類学特論Ⅱ ２ １・２ 講義
東アジア文化人類学特論Ⅲ ２ １・２ 講義
南島民俗特論Ⅰ ２ １・２ 講義
南島民俗特論Ⅱ ２ １・２ 講義
南島民俗宗教特論Ⅰ ２ １・２ 講義
南島民俗宗教特論Ⅱ ２ １・２ 講義
南島地理学特論Ⅰ ２ １・２ 講義
南島地理学特論Ⅱ ２ １・２ 講義
民族誌特論 ２ １・２ 講義
地理教育学特論 ２ １・２ 講義
考古学特論Ⅰ ２ １・２ 講義
考古学特論Ⅱ ２ １・２ 講義
南島史学特論ⅠＡ ２ １・２ 講義
南島史学特論ⅠＢ ２ １・２ 講義
南島史学特論ⅡＡ ２ １・２ 講義
南島史学特論ⅡＢ ２ １・２ 講義
南島先史文化特論Ⅰ ２ １・２ 講義
南島先史文化特論Ⅱ ２ １・２ 講義
文化財保存特論 ２ １・２ 講義
アジア先史文化特論 ２ １・２ 講義
南島社会特論Ⅰ ２ １・２ 講義
南島社会特論Ⅱ ２ １・２ 講義
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（外国人特別学生）
第52条　学長は、外国人で本大学院において教育を受けることを目的で入国し、入学を志願する者が
あるときは、選考の上、当該科会の議を経て、入学を許可することができる。

第12章　賞　　罰
（表彰）
第53条　学生として表彰に価する行為があった者は、科会の議を経て、学長がこれを表彰する。
２　表彰の選考基準及び懲戒については、本学学則第65条及び第66条を準用する。

第13章　奨学制度
（奨学制度）
第54条　本大学院の学生に対して、研究を奨励するために奨学制度を設ける。
２　奨学制度に関する規定は、別に定める。

第14章　施設及び設備等
（施設、設備等の整備及び利用）
第55条　本大学院には、その教育研究において必要な施設、設備、図書及び学術雑誌を備える。
２　本大学院は、相互の教育、研究上支障を生じない限りにおいて、本学学部、本学付置の研究所等
の施設及び設備並びに図書、学術雑誌を共用することができる。

３　学生は、研究のため、本学の諸施設及び諸設備を利用することができる。
４　学生は、本学の福利厚生諸施設等を利用することができる。

第15章　雑　　則
（準用規定）
第56条　この学則に定めるもののほか、本大学院の学生に関し、必要な事項は、本学学則及びその他
の学部諸規程を準用する。

２　前項において、この学則に準用する場合は、「学部」を「研究科」と、「学部長」を「研究科長」と、
「教授会」を「科会」とそれぞれ読み替えるものとする。

第16章　改　　廃
（改廃）
第57条　大学院学則の改廃は、学長が大学院委員会の意見を聴いた上で、理事会で行う。

　附　則
１　この学則は、平成９年４月１日から施行する。
２～27（省略）
28　改正、この学則は、令和６年４月１日から施行する。
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別表Ⅲ（第31条関係）地域文化研究科人間福祉専攻　専門教育科目
区分 授業科目の名称 単位 週時間 年次 演・講 備　　考

専

　
　
　門

　
　
　教

　
　
　育

　
　
　科

　
　
　目

選

　択

　必

　修

人間福祉特論 ２ １ 講義
保健医療分野に関する理論と支援の展開 ２ １ 講義
人間福祉特殊研究ⅠＡ ４ １ 演習
人間福祉特殊研究ⅡＡ ４ ２ 演習
人間福祉特殊研究ⅠＢ ４ １ 演習
人間福祉特殊研究ⅡＢ ４ ２ 演習
人間福祉特殊研究ⅠＣ ４ １ 演習
人間福祉特殊研究ⅡＣ ４ ２ 演習
人間福祉特殊研究ⅠＤ ４ １ 演習
人間福祉特殊研究ⅡＤ ４ ２ 演習
人間福祉特殊研究ⅠＥ ４ １ 演習
人間福祉特殊研究ⅡＥ ４ ２ 演習
臨床心理学特殊研究ⅠＡ ４ １ 演習
臨床心理学特殊研究ⅡＡ ４ ２ 演習
臨床心理学特殊研究ⅠＢ ４ １ 演習
臨床心理学特殊研究ⅡＢ ４ ２ 演習
臨床心理学特殊研究ⅠＣ ４ １ 演習
臨床心理学特殊研究ⅡＣ ４ ２ 演習

選

　
　
　
　
　択

社会福祉研究法特論Ⅰ ２ １ 講義
社会福祉研究法特論Ⅱ ２ １ 講義
社会福祉実践演習Ⅰ ２ １・２ 演習
社会福祉実践演習Ⅱ ２ １・２ 演習
先端社会福祉研究特論 ２ １・２ 講義
保健医療福祉特論 ２ １・２ 講義
社会福祉法制度特論 ２ １・２ 講義
福祉老年学特論Ⅰ ２ １・２ 講義
福祉老年学特論Ⅱ ２ １・２ 講義
子ども家庭支援特論Ⅰ ２ １・２ 講義
子ども家庭支援特論Ⅱ ２ １・２ 講義
障害と支援・ケア特論Ⅰ ２ １・２ 講義
障害と支援・ケア特論Ⅱ ２ １・２ 講義
地域共生社会特論Ⅰ ２ １・２ 講義
地域共生社会特論Ⅱ ２ １・２ 講義
臨床心理学特論Ⅰ ２ １ 講義
臨床心理学特論Ⅱ ２ １ 講義
臨床心理基礎実習 ２ １ 実習
心理実践実習Ⅰ ２ １ 実習
臨床心理実習（心理実践実習Ⅱ） ６ ２ 実習
臨床心理査定演習Ⅰ（心理的アセスメントに関する理論と実践） ２ １・２ 演習
臨床心理査定演習Ⅱ ２ １・２ 演習
臨床心理面接特論Ⅰ（心理支援に関する理論と実践） ２ １・２ 講義
臨床心理面接特論Ⅱ ２ １・２ 講義
認知心理学特論 ２ １・２ 講義
心理療法特論 ２ １・２ 講義
心理学研究法特論 ２ １・２ 講義
心理統計法特論 ２ １・２ 講義
人格心理学特論 ２ １・２ 講義
司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開 ２ １・２ 講義
教育分野に関する理論と支援の展開 ２ １・２ 講義
臨床心理実習Ａ １ １・２ 実習
臨床心理実習Ｂ １ １・２ 実習
社会心理学特論 ２ １・２ 講義
対人援助特論Ⅰ ２ １・２ 講義
対人援助特論Ⅱ ２ １・２ 講義
福祉分野に関する理論と支援の展開 ２ １・２ 講義
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区分 授業科目の名称 単位 週時間 年次 演・講 備　　考

専

　門

　教

　育

　科

　目

選

　
　
　
　
　択

家族社会学特論Ⅰ ２ １・２ 講義
家族社会学特論Ⅱ ２ １・２ 講義
植民地社会特論Ⅰ ２ １・２ 講義
植民地社会特論Ⅱ ２ １・２ 講義
社会学研究法特論 ２ １・２ 講義
社会統計学特論 ２ １・２ 講義
社会心理学特論Ⅰ ２ １・２ 講義
社会心理学特論Ⅱ ２ １・２ 講義
国際社会学特論 ２ １・２ 講義
比較社会文化特論Ⅰ ２ １・２ 講義
比較社会文化特論Ⅱ ２ １・２ 講義
現代社会文化特論 ２ １・２ 講義

修了に必要な単位数は、選択必修科目８単位、選択科目24単位以上、合計32単位以上を修得すること。

別表Ⅱ（第31条関係）地域文化研究科英米言語文化専攻　専門教育科目
区分 授業科目の名称 単位 週時間 年次 演・講 備　　考

専

　
　
　門

　
　
　教

　
　
　育

　
　
　科

　
　
　目

選

　択

　必

　修

英米文学特殊研究ⅠＡ ４ １ 演習
英米文学特殊研究ⅡＡ ４ ２ 演習
英米文学特殊研究ⅠＢ ４ １ 演習
英米文学特殊研究ⅡＢ ４ ２ 演習
言語教育特殊研究ⅠＡ ４ １ 演習
言語教育特殊研究ⅡＡ ４ ２ 演習
言語教育特殊研究ⅠＢ ４ １ 演習
言語教育特殊研究ⅡＢ ４ ２ 演習
言語教育特殊研究ⅠＣ ４ １ 演習
言語教育特殊研究ⅡＣ ４ ２ 演習
言語教育特殊研究ⅠＤ ４ １ 演習
言語教育特殊研究ⅡＤ ４ ２ 演習

選

　
　
　
　
　択

英米批評特論Ⅰ 2 １・２ 講義
英米批評特論Ⅱ 2 １・２ 講義
英米演劇特論Ⅰ 2 １・２ 講義
英米演劇特論Ⅱ 2 １・２ 講義
英米小説特論Ⅰ 2 １・２ 講義
英米小説特論Ⅱ 2 １・２ 講義
英米詩特論Ⅰ 2 １・２ 講義
英米詩特論Ⅱ 2 １・２ 講義
英米文学特論 2 １・２ 講義
英語学特論 2 １・２ 講義
社会言語学特論 2 １・２ 講義
英語教育学特論Ⅰ 2 １・２ 講義
英語教育学特論Ⅱ 2 １・２ 講義
日本語教育学特論Ⅰ 2 １・２ 講義
日本語教育学特論Ⅱ 2 １・２ 講義
日本語学特論 2 １・２ 講義
マルチリンガル教育特論 2 １・２ 講義
言語教育実習Ⅰ 2 １・２ 実習
言語教育実習Ⅱ 2 １・２ 実習
ヨーロッパ文化特論 2 １・２ 講義
英米文化特論 2 １・２ 講義
アジア文化特論 2 １・２ 講義
多文化間教育特論 2 １・２ 講義
言語とメディア 2 １・２ 講義
英語論文の書き方Ⅰ 2 １・２ 講義
英語論文の書き方Ⅱ 2 １・２ 講義
日本語論文の書き方Ⅰ 2 １・２ 講義
日本語論文の書き方Ⅱ 2 １・２ 講義

修了に必要な単位数は、選択必修科目８単位以上、選択科目24単位以上、合計32単位以上を修得すること。
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別表Ⅲ（第31条関係）地域文化研究科人間福祉専攻　専門教育科目
区分 授業科目の名称 単位 週時間 年次 演・講 備　　考

専

　
　
　門

　
　
　教

　
　
　育

　
　
　科

　
　
　目

選

　択

　必

　修

人間福祉特論 ２ １ 講義
保健医療分野に関する理論と支援の展開 ２ １ 講義
人間福祉特殊研究ⅠＡ ４ １ 演習
人間福祉特殊研究ⅡＡ ４ ２ 演習
人間福祉特殊研究ⅠＢ ４ １ 演習
人間福祉特殊研究ⅡＢ ４ ２ 演習
人間福祉特殊研究ⅠＣ ４ １ 演習
人間福祉特殊研究ⅡＣ ４ ２ 演習
人間福祉特殊研究ⅠＤ ４ １ 演習
人間福祉特殊研究ⅡＤ ４ ２ 演習
人間福祉特殊研究ⅠＥ ４ １ 演習
人間福祉特殊研究ⅡＥ ４ ２ 演習
臨床心理学特殊研究ⅠＡ ４ １ 演習
臨床心理学特殊研究ⅡＡ ４ ２ 演習
臨床心理学特殊研究ⅠＢ ４ １ 演習
臨床心理学特殊研究ⅡＢ ４ ２ 演習
臨床心理学特殊研究ⅠＣ ４ １ 演習
臨床心理学特殊研究ⅡＣ ４ ２ 演習

選

　
　
　
　
　択

社会福祉研究法特論Ⅰ ２ １ 講義
社会福祉研究法特論Ⅱ ２ １ 講義
社会福祉実践演習Ⅰ ２ １・２ 演習
社会福祉実践演習Ⅱ ２ １・２ 演習
先端社会福祉研究特論 ２ １・２ 講義
保健医療福祉特論 ２ １・２ 講義
社会福祉法制度特論 ２ １・２ 講義
福祉老年学特論Ⅰ ２ １・２ 講義
福祉老年学特論Ⅱ ２ １・２ 講義
子ども家庭支援特論Ⅰ ２ １・２ 講義
子ども家庭支援特論Ⅱ ２ １・２ 講義
障害と支援・ケア特論Ⅰ ２ １・２ 講義
障害と支援・ケア特論Ⅱ ２ １・２ 講義
地域共生社会特論Ⅰ ２ １・２ 講義
地域共生社会特論Ⅱ ２ １・２ 講義
臨床心理学特論Ⅰ ２ １ 講義
臨床心理学特論Ⅱ ２ １ 講義
臨床心理基礎実習 ２ １ 実習
心理実践実習Ⅰ ２ １ 実習
臨床心理実習（心理実践実習Ⅱ） ６ ２ 実習
臨床心理査定演習Ⅰ（心理的アセスメントに関する理論と実践） ２ １・２ 演習
臨床心理査定演習Ⅱ ２ １・２ 演習
臨床心理面接特論Ⅰ（心理支援に関する理論と実践） ２ １・２ 講義
臨床心理面接特論Ⅱ ２ １・２ 講義
認知心理学特論 ２ １・２ 講義
心理療法特論 ２ １・２ 講義
心理学研究法特論 ２ １・２ 講義
心理統計法特論 ２ １・２ 講義
人格心理学特論 ２ １・２ 講義
司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開 ２ １・２ 講義
教育分野に関する理論と支援の展開 ２ １・２ 講義
臨床心理実習Ａ １ １・２ 実習
臨床心理実習Ｂ １ １・２ 実習
社会心理学特論 ２ １・２ 講義
対人援助特論Ⅰ ２ １・２ 講義
対人援助特論Ⅱ ２ １・２ 講義
福祉分野に関する理論と支援の展開 ２ １・２ 講義
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区分 授業科目の名称 単位 週時間 年次 演・講 備　　考

専

　門

　教

　育

　科

　目

選

　
　
　
　
　択

家族社会学特論Ⅰ ２ １・２ 講義
家族社会学特論Ⅱ ２ １・２ 講義
植民地社会特論Ⅰ ２ １・２ 講義
植民地社会特論Ⅱ ２ １・２ 講義
社会学研究法特論 ２ １・２ 講義
社会統計学特論 ２ １・２ 講義
社会心理学特論Ⅰ ２ １・２ 講義
社会心理学特論Ⅱ ２ １・２ 講義
国際社会学特論 ２ １・２ 講義
比較社会文化特論Ⅰ ２ １・２ 講義
比較社会文化特論Ⅱ ２ １・２ 講義
現代社会文化特論 ２ １・２ 講義

修了に必要な単位数は、選択必修科目８単位、選択科目24単位以上、合計32単位以上を修得すること。

別表Ⅱ（第31条関係）地域文化研究科英米言語文化専攻　専門教育科目
区分 授業科目の名称 単位 週時間 年次 演・講 備　　考

専

　
　
　門

　
　
　教

　
　
　育

　
　
　科

　
　
　目

選

　択

　必

　修

英米文学特殊研究ⅠＡ ４ １ 演習
英米文学特殊研究ⅡＡ ４ ２ 演習
英米文学特殊研究ⅠＢ ４ １ 演習
英米文学特殊研究ⅡＢ ４ ２ 演習
言語教育特殊研究ⅠＡ ４ １ 演習
言語教育特殊研究ⅡＡ ４ ２ 演習
言語教育特殊研究ⅠＢ ４ １ 演習
言語教育特殊研究ⅡＢ ４ ２ 演習
言語教育特殊研究ⅠＣ ４ １ 演習
言語教育特殊研究ⅡＣ ４ ２ 演習
言語教育特殊研究ⅠＤ ４ １ 演習
言語教育特殊研究ⅡＤ ４ ２ 演習

選

　
　
　
　
　択

英米批評特論Ⅰ 2 １・２ 講義
英米批評特論Ⅱ 2 １・２ 講義
英米演劇特論Ⅰ 2 １・２ 講義
英米演劇特論Ⅱ 2 １・２ 講義
英米小説特論Ⅰ 2 １・２ 講義
英米小説特論Ⅱ 2 １・２ 講義
英米詩特論Ⅰ 2 １・２ 講義
英米詩特論Ⅱ 2 １・２ 講義
英米文学特論 2 １・２ 講義
英語学特論 2 １・２ 講義
社会言語学特論 2 １・２ 講義
英語教育学特論Ⅰ 2 １・２ 講義
英語教育学特論Ⅱ 2 １・２ 講義
日本語教育学特論Ⅰ 2 １・２ 講義
日本語教育学特論Ⅱ 2 １・２ 講義
日本語学特論 2 １・２ 講義
マルチリンガル教育特論 2 １・２ 講義
言語教育実習Ⅰ 2 １・２ 実習
言語教育実習Ⅱ 2 １・２ 実習
ヨーロッパ文化特論 2 １・２ 講義
英米文化特論 2 １・２ 講義
アジア文化特論 2 １・２ 講義
多文化間教育特論 2 １・２ 講義
言語とメディア 2 １・２ 講義
英語論文の書き方Ⅰ 2 １・２ 講義
英語論文の書き方Ⅱ 2 １・２ 講義
日本語論文の書き方Ⅰ 2 １・２ 講義
日本語論文の書き方Ⅱ 2 １・２ 講義

修了に必要な単位数は、選択必修科目８単位以上、選択科目24単位以上、合計32単位以上を修得すること。
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別表Ⅲ（第31条関係）地域文化研究科人間福祉専攻　専門教育科目
区分 授業科目の名称 単位 週時間 年次 演・講 備　　考

専

　
　
　門

　
　
　教

　
　
　育

　
　
　科

　
　
　目

選

　択

　必

　修

人間福祉特論 ２ １ 講義
保健医療分野に関する理論と支援の展開 ２ １ 講義
人間福祉特殊研究ⅠＡ ４ １ 演習
人間福祉特殊研究ⅡＡ ４ ２ 演習
人間福祉特殊研究ⅠＢ ４ １ 演習
人間福祉特殊研究ⅡＢ ４ ２ 演習
人間福祉特殊研究ⅠＣ ４ １ 演習
人間福祉特殊研究ⅡＣ ４ ２ 演習
人間福祉特殊研究ⅠＤ ４ １ 演習
人間福祉特殊研究ⅡＤ ４ ２ 演習
人間福祉特殊研究ⅠＥ ４ １ 演習
人間福祉特殊研究ⅡＥ ４ ２ 演習
臨床心理学特殊研究ⅠＡ ４ １ 演習
臨床心理学特殊研究ⅡＡ ４ ２ 演習
臨床心理学特殊研究ⅠＢ ４ １ 演習
臨床心理学特殊研究ⅡＢ ４ ２ 演習
臨床心理学特殊研究ⅠＣ ４ １ 演習
臨床心理学特殊研究ⅡＣ ４ ２ 演習

選

　
　
　
　
　択

社会福祉研究法特論Ⅰ ２ １ 講義
社会福祉研究法特論Ⅱ ２ １ 講義
社会福祉実践演習Ⅰ ２ １・２ 演習
社会福祉実践演習Ⅱ ２ １・２ 演習
先端社会福祉研究特論 ２ １・２ 講義
保健医療福祉特論 ２ １・２ 講義
社会福祉法制度特論 ２ １・２ 講義
福祉老年学特論Ⅰ ２ １・２ 講義
福祉老年学特論Ⅱ ２ １・２ 講義
子ども家庭支援特論Ⅰ ２ １・２ 講義
子ども家庭支援特論Ⅱ ２ １・２ 講義
障害と支援・ケア特論Ⅰ ２ １・２ 講義
障害と支援・ケア特論Ⅱ ２ １・２ 講義
地域共生社会特論Ⅰ ２ １・２ 講義
地域共生社会特論Ⅱ ２ １・２ 講義
臨床心理学特論Ⅰ ２ １ 講義
臨床心理学特論Ⅱ ２ １ 講義
臨床心理基礎実習 ２ １ 実習
心理実践実習Ⅰ ２ １ 実習
臨床心理実習（心理実践実習Ⅱ） ６ ２ 実習
臨床心理査定演習Ⅰ（心理的アセスメントに関する理論と実践） ２ １・２ 演習
臨床心理査定演習Ⅱ ２ １・２ 演習
臨床心理面接特論Ⅰ（心理支援に関する理論と実践） ２ １・２ 講義
臨床心理面接特論Ⅱ ２ １・２ 講義
認知心理学特論 ２ １・２ 講義
心理療法特論 ２ １・２ 講義
心理学研究法特論 ２ １・２ 講義
心理統計法特論 ２ １・２ 講義
人格心理学特論 ２ １・２ 講義
司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開 ２ １・２ 講義
教育分野に関する理論と支援の展開 ２ １・２ 講義
臨床心理実習Ａ １ １・２ 実習
臨床心理実習Ｂ １ １・２ 実習
社会心理学特論 ２ １・２ 講義
対人援助特論Ⅰ ２ １・２ 講義
対人援助特論Ⅱ ２ １・２ 講義
福祉分野に関する理論と支援の展開 ２ １・２ 講義

― 125―

諸

規

程

区分 授業科目の名称 単位 週時間 年次 演・講 備　　考

専

　門

　教

　育

　科

　目

選

　
　
　
　
　択

家族社会学特論Ⅰ ２ １・２ 講義
家族社会学特論Ⅱ ２ １・２ 講義
植民地社会特論Ⅰ ２ １・２ 講義
植民地社会特論Ⅱ ２ １・２ 講義
社会学研究法特論 ２ １・２ 講義
社会統計学特論 ２ １・２ 講義
社会心理学特論Ⅰ ２ １・２ 講義
社会心理学特論Ⅱ ２ １・２ 講義
国際社会学特論 ２ １・２ 講義
比較社会文化特論Ⅰ ２ １・２ 講義
比較社会文化特論Ⅱ ２ １・２ 講義
現代社会文化特論 ２ １・２ 講義

修了に必要な単位数は、選択必修科目８単位、選択科目24単位以上、合計32単位以上を修得すること。

別表Ⅱ（第31条関係）地域文化研究科英米言語文化専攻　専門教育科目
区分 授業科目の名称 単位 週時間 年次 演・講 備　　考

専

　
　
　門

　
　
　教

　
　
　育

　
　
　科

　
　
　目

選

　択

　必

　修

英米文学特殊研究ⅠＡ ４ １ 演習
英米文学特殊研究ⅡＡ ４ ２ 演習
英米文学特殊研究ⅠＢ ４ １ 演習
英米文学特殊研究ⅡＢ ４ ２ 演習
言語教育特殊研究ⅠＡ ４ １ 演習
言語教育特殊研究ⅡＡ ４ ２ 演習
言語教育特殊研究ⅠＢ ４ １ 演習
言語教育特殊研究ⅡＢ ４ ２ 演習
言語教育特殊研究ⅠＣ ４ １ 演習
言語教育特殊研究ⅡＣ ４ ２ 演習
言語教育特殊研究ⅠＤ ４ １ 演習
言語教育特殊研究ⅡＤ ４ ２ 演習

選

　
　
　
　
　択

英米批評特論Ⅰ 2 １・２ 講義
英米批評特論Ⅱ 2 １・２ 講義
英米演劇特論Ⅰ 2 １・２ 講義
英米演劇特論Ⅱ 2 １・２ 講義
英米小説特論Ⅰ 2 １・２ 講義
英米小説特論Ⅱ 2 １・２ 講義
英米詩特論Ⅰ 2 １・２ 講義
英米詩特論Ⅱ 2 １・２ 講義
英米文学特論 2 １・２ 講義
英語学特論 2 １・２ 講義
社会言語学特論 2 １・２ 講義
英語教育学特論Ⅰ 2 １・２ 講義
英語教育学特論Ⅱ 2 １・２ 講義
日本語教育学特論Ⅰ 2 １・２ 講義
日本語教育学特論Ⅱ 2 １・２ 講義
日本語学特論 2 １・２ 講義
マルチリンガル教育特論 2 １・２ 講義
言語教育実習Ⅰ 2 １・２ 実習
言語教育実習Ⅱ 2 １・２ 実習
ヨーロッパ文化特論 2 １・２ 講義
英米文化特論 2 １・２ 講義
アジア文化特論 2 １・２ 講義
多文化間教育特論 2 １・２ 講義
言語とメディア 2 １・２ 講義
英語論文の書き方Ⅰ 2 １・２ 講義
英語論文の書き方Ⅱ 2 １・２ 講義
日本語論文の書き方Ⅰ 2 １・２ 講義
日本語論文の書き方Ⅱ 2 １・２ 講義

修了に必要な単位数は、選択必修科目８単位以上、選択科目24単位以上、合計32単位以上を修得すること。
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別表Ⅳ（第31条関係）地域産業研究科地域産業専攻　専門教育科目
区分 授業科目の名称 単位 週時間 年次 演・講 備　　考

専

　
　
　門

　
　
　教

　
　
　育

　
　
　科

　
　
　目

必修 地域産業セミナー 2 1・2 講義

選

　
　
　択

　
　
　必

　
　
　修

経済情報統計解析特殊研究Ⅰ ４ １ 演習
経済情報統計解析特殊研究Ⅱ ４ ２ 演習
経済情報統計解析特論Ａ ４ １・２ 講義
沖縄経済特殊研究Ⅰ ４ １ 演習
沖縄経済特殊研究Ⅱ ４ ２ 演習
沖縄経済特論 ４ １・２ 講義
地域発展特殊研究Ⅰ ４ １ 演習
地域発展特殊研究Ⅱ ４ ２ 演習
地域発展特論 ４ １・２ 講義
産業組織特殊研究Ⅰ ４ １ 演習
産業組織特殊研究Ⅱ ４ ２ 演習
産業組織特論 ４ １・２ 講義
環境経済特殊研究Ⅰ ４ １ 演習
環境経済特殊研究Ⅱ ４ ２ 演習
環境経済特論 ４ １・２ 講義
地域社会経済システム特殊研究Ⅰ ４ １ 演習
地域社会経済システム特殊研究Ⅱ ４ ２ 演習
地域社会経済システム特論 ４ １・２ 講義
マーケティング特殊研究Ⅰ ４ １ 演習
マーケティング特殊研究Ⅱ ４ ２ 演習
マーケティング・マネジメント特論 ４ １・２ 講義
比較経営特殊研究Ⅰ ４ １ 演習
比較経営特殊研究Ⅱ ４ ２ 演習
比較経営特論 ４ １・２ 講義
税務会計特殊研究Ⅰ ４ １ 演習
税務会計特殊研究Ⅱ ４ ２ 演習
税務会計特論 ４ １・２ 講義

選

　
　
　
　
　択

経済情報統計解析特論Ｂ ２ １・２ 講義
応用マクロ経済学特論 ２ １・２ 講義
地域経済計量分析特論 ２ １・２ 講義
地方財政特論 ２ １・２ 講義
地域資源経済特論 ２ １・２ 講義
租税特論 ２ １・２ 講義
財務会計特論 ２ １・２ 講義
地域小売業特論 ２ １・２ 講義
地域経済政策特論 ２ １・２ 講義
商学特論 ２ １・２ 講義
情報資源管理特論 ２ １・２ 講義
観光情報処理特論 ２ １・２ 講義
意思決定特論 ２ １・２ 講義
人的資源管理特論 ２ １・２ 講義
経済学特論 2 １・２ 講義

＊�特別科目群課程
　�修了単位としては、
４単位を上限とす
る。

ビジネス特論 2 １・２ 講義
数理経済情報特論 2 １・２ 講義
インターネット・マーケティング特論 2 １・２ 講義
マーケティング・コミュニケーション特論 2 １・２ 講義

修了に必要な単位数は、必修科目２単位、選択必修科目主専攻12単位及び副専攻として「特殊研究Ⅰ」４単位、選択
必修講義科目及び選択科目14単位以上、合計32単位以上を修得すること。
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区分 授業科目の名称 単位 週時間 年次 演・講 備　　考

専
門
教
育
科
目

選
択

投映法特論 ２ １・２ 講義
家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践 ２ １・２ 講義
心の健康教育に関する理論と実践 ２ １・２ 講義
産業・労働分野に関する理論と支援の展開 ２ １・２ 講義
心理実践実習Ⅲ ４ １ 実習
心理実践実習Ⅳ ４ ２ 実習

修了に必要な単位数は、選択必修科目10単位以上、選択科目22単位以上、合計32単位以上を修得すること。
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別表Ⅳ（第31条関係）地域産業研究科地域産業専攻　専門教育科目
区分 授業科目の名称 単位 週時間 年次 演・講 備　　考

専

　
　
　門

　
　
　教

　
　
　育

　
　
　科

　
　
　目

必修 地域産業セミナー 2 1・2 講義

選

　
　
　択

　
　
　必

　
　
　修

経済情報統計解析特殊研究Ⅰ ４ １ 演習
経済情報統計解析特殊研究Ⅱ ４ ２ 演習
経済情報統計解析特論Ａ ４ １・２ 講義
沖縄経済特殊研究Ⅰ ４ １ 演習
沖縄経済特殊研究Ⅱ ４ ２ 演習
沖縄経済特論 ４ １・２ 講義
地域発展特殊研究Ⅰ ４ １ 演習
地域発展特殊研究Ⅱ ４ ２ 演習
地域発展特論 ４ １・２ 講義
産業組織特殊研究Ⅰ ４ １ 演習
産業組織特殊研究Ⅱ ４ ２ 演習
産業組織特論 ４ １・２ 講義
環境経済特殊研究Ⅰ ４ １ 演習
環境経済特殊研究Ⅱ ４ ２ 演習
環境経済特論 ４ １・２ 講義
地域社会経済システム特殊研究Ⅰ ４ １ 演習
地域社会経済システム特殊研究Ⅱ ４ ２ 演習
地域社会経済システム特論 ４ １・２ 講義
マーケティング特殊研究Ⅰ ４ １ 演習
マーケティング特殊研究Ⅱ ４ ２ 演習
マーケティング・マネジメント特論 ４ １・２ 講義
比較経営特殊研究Ⅰ ４ １ 演習
比較経営特殊研究Ⅱ ４ ２ 演習
比較経営特論 ４ １・２ 講義
税務会計特殊研究Ⅰ ４ １ 演習
税務会計特殊研究Ⅱ ４ ２ 演習
税務会計特論 ４ １・２ 講義

選

　
　
　
　
　択

経済情報統計解析特論Ｂ ２ １・２ 講義
応用マクロ経済学特論 ２ １・２ 講義
地域経済計量分析特論 ２ １・２ 講義
地方財政特論 ２ １・２ 講義
地域資源経済特論 ２ １・２ 講義
租税特論 ２ １・２ 講義
財務会計特論 ２ １・２ 講義
地域小売業特論 ２ １・２ 講義
地域経済政策特論 ２ １・２ 講義
商学特論 ２ １・２ 講義
情報資源管理特論 ２ １・２ 講義
観光情報処理特論 ２ １・２ 講義
意思決定特論 ２ １・２ 講義
人的資源管理特論 ２ １・２ 講義
経済学特論 2 １・２ 講義

＊�特別科目群課程
　�修了単位としては、
４単位を上限とす
る。

ビジネス特論 2 １・２ 講義
数理経済情報特論 2 １・２ 講義
インターネット・マーケティング特論 2 １・２ 講義
マーケティング・コミュニケーション特論 2 １・２ 講義

修了に必要な単位数は、必修科目２単位、選択必修科目主専攻12単位及び副専攻として「特殊研究Ⅰ」４単位、選択
必修講義科目及び選択科目14単位以上、合計32単位以上を修得すること。
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区分 授業科目の名称 単位 週時間 年次 演・講 備　　考

専
門
教
育
科
目

選
択

投映法特論 ２ １・２ 講義
家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践 ２ １・２ 講義
心の健康教育に関する理論と実践 ２ １・２ 講義
産業・労働分野に関する理論と支援の展開 ２ １・２ 講義
心理実践実習Ⅲ ４ １ 実習
心理実践実習Ⅳ ４ ２ 実習

修了に必要な単位数は、選択必修科目10単位以上、選択科目22単位以上、合計32単位以上を修得すること。
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臨床心理士資格関係科目別表第Ⅰ（第45条の２関係）
臨床心理士資格審査規定附則
第２項で定める指定科目 本学における授業科目

備考
科目名 単位 科目名 単位

必
修
科
目

臨床心理学特論 ４
臨床心理学特論Ⅰ ２
臨床心理学特論Ⅱ ２

臨床心理面接特論 ４
臨床心理面接特論Ⅰ
（心理支援に関する理論と実践） ２

臨床心理面接特論Ⅱ ２

臨床心理査定演習 ４
臨床心理査定演習Ⅰ
（心理アセスメントに関する理論と実践） ２

臨床心理査定演習Ⅱ ２
臨床心理基礎実習 ２ 臨床心理基礎実習 ２

臨床心理実習 ２

臨床心理実習（心理実践実習Ⅱ） ６

臨床心理実習Ａ １ ２科目履修して（グループ
スーパービジョン・事例
検討実習）に相当臨床心理実習Ｂ １

Ａ群
心理学研究法特論 ２ 心理学研究法特論 ２
心理統計法特論 ２ 心理統計法特論 ２
臨床心理学研究法特論 ２

Ｂ群

人格心理学特論 ２ 人格心理学特論 ２
発達心理学特論 ２
学習心理学特論　 ２
認知心理学特論　 ２ 認知心理学特論 ２
比較行動学特論 ２
教育心理学特論 ２

Ｃ群

社会心理学特論 ２ 社会心理学特論 ２
人間関係学特論 ２
社会病理学特論 ２
家族心理学特論 ２
犯罪心理学特論 ２ 司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開 ２
臨床心理関連行政論 ２

Ｄ群

精神医学特論 ２
心身医学特論 ２
神経生理学特論 ２ 保健医療分野に関する理論と支援の展開 ２
老年心理学特論 ２
障害児(者)心理学特論 ２ 福祉分野に関する理論と支援の展開 ２
精神薬理学特論 ２

Ｅ群

投映法特論 ２ 投映法特論 ２
心理療法特論 ２ 心理療法特論 ２
学校臨床心理学特論 ２
グループ・アプローチ特論 ２
臨床心理地域援助特論 ２

必修科目から９科目22単位、選択必修科目群（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ）からそれぞれ２単位以上、計10単位以上、
合計32単位以上を修得していること。
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別表Ⅴ（第31条関係）法学研究科法律学専攻　専門教育科目
区分 授業科目の名称 単位 週時間 年次 演・講 備　　考

専

　
　
　門

　
　
　教

　
　
　育

　
　
　科

　
　
　目

選
択
必
修

公法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
公法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
税法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
税法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
基礎法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
基礎法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
国際法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
国際法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
刑事法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
刑事法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
国際私法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
国際私法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
民事法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
民事法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
労働法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
労働法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習

選

　
　
　
　
　択

憲法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
憲法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
行政法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
行政法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
税法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
税法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
法哲学特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
法哲学特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
国際法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
国際法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
刑法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
刑法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
刑事政策特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
刑事政策特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
国際私法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
国際私法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
民事訴訟法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
民事訴訟法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
商法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
商法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
民法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
民法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
家族法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
家族法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
労働法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
労働法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
法律学特論Ⅰ（総合法律学Ⅰ） ２ ２ １・２ 講義
法律学特論Ⅱ（総合法律学Ⅱ） ２ ２ １・２ 講義
法律学特論Ⅲ(インターンシップ) ２ ２ １・２ 実習
法律学特論Ⅳ（税法Ⅰ） ２ ２ １・２ 講義
法律学特論Ⅴ（税法Ⅱ） ２ ２ １・２ 講義

修了に必要な単位数は、選択必修科目８単位、選択科目24単位以上、合計32単位以上を修得すること。
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臨床心理士資格関係科目別表第Ⅰ（第45条の２関係）
臨床心理士資格審査規定附則
第２項で定める指定科目 本学における授業科目

備考
科目名 単位 科目名 単位

必
修
科
目

臨床心理学特論 ４
臨床心理学特論Ⅰ ２
臨床心理学特論Ⅱ ２

臨床心理面接特論 ４
臨床心理面接特論Ⅰ
（心理支援に関する理論と実践） ２

臨床心理面接特論Ⅱ ２

臨床心理査定演習 ４
臨床心理査定演習Ⅰ
（心理アセスメントに関する理論と実践） ２

臨床心理査定演習Ⅱ ２
臨床心理基礎実習 ２ 臨床心理基礎実習 ２

臨床心理実習 ２

臨床心理実習（心理実践実習Ⅱ） ６

臨床心理実習Ａ １ ２科目履修して（グループ
スーパービジョン・事例
検討実習）に相当臨床心理実習Ｂ １

Ａ群
心理学研究法特論 ２ 心理学研究法特論 ２
心理統計法特論 ２ 心理統計法特論 ２
臨床心理学研究法特論 ２

Ｂ群

人格心理学特論 ２ 人格心理学特論 ２
発達心理学特論 ２
学習心理学特論　 ２
認知心理学特論　 ２ 認知心理学特論 ２
比較行動学特論 ２
教育心理学特論 ２

Ｃ群

社会心理学特論 ２ 社会心理学特論 ２
人間関係学特論 ２
社会病理学特論 ２
家族心理学特論 ２
犯罪心理学特論 ２ 司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開 ２
臨床心理関連行政論 ２

Ｄ群

精神医学特論 ２
心身医学特論 ２
神経生理学特論 ２ 保健医療分野に関する理論と支援の展開 ２
老年心理学特論 ２
障害児(者)心理学特論 ２ 福祉分野に関する理論と支援の展開 ２
精神薬理学特論 ２

Ｅ群

投映法特論 ２ 投映法特論 ２
心理療法特論 ２ 心理療法特論 ２
学校臨床心理学特論 ２
グループ・アプローチ特論 ２
臨床心理地域援助特論 ２

必修科目から９科目22単位、選択必修科目群（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ）からそれぞれ２単位以上、計10単位以上、
合計32単位以上を修得していること。
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別表Ⅴ（第31条関係）法学研究科法律学専攻　専門教育科目
区分 授業科目の名称 単位 週時間 年次 演・講 備　　考

専

　
　
　門

　
　
　教

　
　
　育

　
　
　科

　
　
　目

選
択
必
修

公法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
公法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
税法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
税法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
基礎法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
基礎法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
国際法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
国際法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
刑事法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
刑事法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
国際私法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
国際私法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
民事法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
民事法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
労働法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
労働法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習

選

　
　
　
　
　択

憲法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
憲法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
行政法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
行政法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
税法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
税法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
法哲学特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
法哲学特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
国際法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
国際法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
刑法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
刑法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
刑事政策特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
刑事政策特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
国際私法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
国際私法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
民事訴訟法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
民事訴訟法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
商法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
商法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
民法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
民法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
家族法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
家族法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
労働法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
労働法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
法律学特論Ⅰ（総合法律学Ⅰ） ２ ２ １・２ 講義
法律学特論Ⅱ（総合法律学Ⅱ） ２ ２ １・２ 講義
法律学特論Ⅲ(インターンシップ) ２ ２ １・２ 実習
法律学特論Ⅳ（税法Ⅰ） ２ ２ １・２ 講義
法律学特論Ⅴ（税法Ⅱ） ２ ２ １・２ 講義

修了に必要な単位数は、選択必修科目８単位、選択科目24単位以上、合計32単位以上を修得すること。
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臨床心理士資格関係科目別表第Ⅰ（第45条の２関係）
臨床心理士資格審査規定附則
第２項で定める指定科目 本学における授業科目

備考
科目名 単位 科目名 単位

必
修
科
目

臨床心理学特論 ４
臨床心理学特論Ⅰ ２
臨床心理学特論Ⅱ ２

臨床心理面接特論 ４
臨床心理面接特論Ⅰ
（心理支援に関する理論と実践） ２

臨床心理面接特論Ⅱ ２

臨床心理査定演習 ４
臨床心理査定演習Ⅰ
（心理アセスメントに関する理論と実践） ２

臨床心理査定演習Ⅱ ２
臨床心理基礎実習 ２ 臨床心理基礎実習 ２

臨床心理実習 ２

臨床心理実習（心理実践実習Ⅱ） ６

臨床心理実習Ａ １ ２科目履修して（グループ
スーパービジョン・事例
検討実習）に相当臨床心理実習Ｂ １

Ａ群
心理学研究法特論 ２ 心理学研究法特論 ２
心理統計法特論 ２ 心理統計法特論 ２
臨床心理学研究法特論 ２

Ｂ群

人格心理学特論 ２ 人格心理学特論 ２
発達心理学特論 ２
学習心理学特論　 ２
認知心理学特論　 ２ 認知心理学特論 ２
比較行動学特論 ２
教育心理学特論 ２

Ｃ群

社会心理学特論 ２ 社会心理学特論 ２
人間関係学特論 ２
社会病理学特論 ２
家族心理学特論 ２
犯罪心理学特論 ２ 司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開 ２
臨床心理関連行政論 ２

Ｄ群

精神医学特論 ２
心身医学特論 ２
神経生理学特論 ２ 保健医療分野に関する理論と支援の展開 ２
老年心理学特論 ２
障害児(者)心理学特論 ２ 福祉分野に関する理論と支援の展開 ２
精神薬理学特論 ２

Ｅ群

投映法特論 ２ 投映法特論 ２
心理療法特論 ２ 心理療法特論 ２
学校臨床心理学特論 ２
グループ・アプローチ特論 ２
臨床心理地域援助特論 ２

必修科目から９科目22単位、選択必修科目群（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ）からそれぞれ２単位以上、計10単位以上、
合計32単位以上を修得していること。

― 129―

諸

規

程

別表Ⅴ（第31条関係）法学研究科法律学専攻　専門教育科目
区分 授業科目の名称 単位 週時間 年次 演・講 備　　考

専

　
　
　門

　
　
　教

　
　
　育

　
　
　科

　
　
　目

選
択
必
修

公法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
公法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
税法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
税法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
基礎法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
基礎法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
国際法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
国際法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
刑事法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
刑事法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
国際私法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
国際私法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
民事法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
民事法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習
労働法特殊研究Ⅰ ４ ２ １ 演習
労働法特殊研究Ⅱ ４ ２ ２ 演習

選

　
　
　
　
　択

憲法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
憲法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
行政法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
行政法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
税法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
税法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
法哲学特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
法哲学特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
国際法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
国際法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
刑法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
刑法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
刑事政策特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
刑事政策特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
国際私法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
国際私法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
民事訴訟法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
民事訴訟法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
商法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
商法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
民法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
民法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
家族法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
家族法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
労働法特論Ⅰ ２ ２ １・２ 講義
労働法特論Ⅱ ２ ２ １・２ 講義
法律学特論Ⅰ（総合法律学Ⅰ） ２ ２ １・２ 講義
法律学特論Ⅱ（総合法律学Ⅱ） ２ ２ １・２ 講義
法律学特論Ⅲ(インターンシップ) ２ ２ １・２ 実習
法律学特論Ⅳ（税法Ⅰ） ２ ２ １・２ 講義
法律学特論Ⅴ（税法Ⅱ） ２ ２ １・２ 講義

修了に必要な単位数は、選択必修科目８単位、選択科目24単位以上、合計32単位以上を修得すること。
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大学院委員会規程
（目的）
第１条　この規程は、大学院学則第９条第２項に基づき大学院委員会（以下「委員会」という。）の組
織及び運営等に関する事項を定めることを目的とする。

（組織）
第２条　委員会は、大学院学則第９条に定める次の各号に掲げる大学院委員（以下「委員」という。）
をもって組織する。

　⑴　学長
　⑵　研究科長
　⑶　各学部長
　⑷　教務部長
　⑸　大学院学則第11条の定めにより、研究科会の教授の中から選出された者２名
（任期）
第３条　前条第５号の委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。
（審議事項）
第４条　委員会は、学長が別に定める教育研究に関する重要な事項について決定を行うに当たり、審
議し意見を述べるものとする。

（会議の招集及び議長）
第５条　委員会は、学長が招集し、その議長となる。
２　学長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員会において選出された者が招集し、その議長となる。
（定足数）
第６条　委員会は、構成員の過半数をもって成立する。
２　委任は、定足数に加える。
（賛否）
第７条　審議は、出席委員の過半数によるものとし、賛否同数の場合は、議長の判断による。
（会議の開催日）
第８条　毎月第３水曜日を定例日とする。ただし、特別の事情があるときは、学長は開催日の日時を
変更することができる。

２　学長は、必要があるときは、臨時に会議を開くことができる。
（意見聴取）
第９条　議長は、必要があると認めたときは、関係の教職員を委員会に出席させ、意見を求めること
ができる。

（会議の通知）
第10条　議長は、会議開催の２日前までに会議の日時、場所及び議案を委員に通知しなければならない。
ただし、定例会議及び緊急の場合は、この限りでない。

（欠席届出）
第11条　委員が正当な事由により会議に出席できないときは、あらかじめその旨を申し出て議長に承
認を得なければならない。

２　前項の申し出は、文書を以って会議の前日までに行うものとする。ただし、緊急かつ止むを得な
い場合は、この限りでない。

（委任）
第12条　欠席を認められた委員は、審議を委員会に委任するものとする。
２　前項の委任は、所定用紙を以って会議の前日までに行うものとする。ただし、緊急かつ止むを得
ない場合はこの限りでない。

（委任事由の公開）
第13条　委員が委任の申し出があったときは議長は、開会を宣する直前に、委任の事由及び承認を与
えた理由を公開しなければならない。

（代理出席）
第14条　委員の代理出席は認めない。ただし、研究科長に事故あるとき、又は研究科長が学長の職務
を代理代行するときは、専攻主任が出席して討議に参加し、かつ投票権を行使できるものとする。

（議長への議案提出）
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公認心理師資格関係科目別表第Ⅰ（第45条の３関係）

№

公認心理師法第７条第１号に規定される
大学院における必要な科目 本学における授業科目

備考
科目名 科目名

① 保健医療分野に関する理論と支援の展開 保健医療分野に関する理論と支援の展開

② 福祉分野に関する理論と支援の展開 福祉分野に関する理論と支援の展開

③ 教育分野に関する理論と支援の展開 教育分野に関する理論と支援の展開

④ 司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開 司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開

⑤ 産業・労働分野に関する理論と支援の展開 産業・労働分野に関する理論と支援の展開

⑥ 心理的アセスメントに関する理論と実践 臨床心理査定演習Ⅰ
（心理的アセスメントに関する理論と実践）

⑦ 心理支援に関する理論と実践 臨床心理面接特論Ⅱ
（心理支援に関する理論と実践）

⑧ 家族関係・集団・地域社会における心理
支援に関する理論と実践

家族関係・集団・地域社会における心理
支援に関する理論と実践

⑨ 心の健康教育に関する理論と実践 心の健康教育に関する理論と実践

⑩ 心理実践実習

心理実践実習Ⅰ
心理実践実習の時間は、
450時間以上。
また、実習において担
当ケース（心理に関す
る支援を要する者等を
対象とした心理的支援
等）に関する実習時間
は計270時間以上（う
ち、学外施設における
当該実習時間は90時間
以上）。

臨床心理実習（心理実践実習Ⅱ）

心理実践実習Ⅲ

心理実践実習Ⅳ

「大学で必要な科目を修めて卒業し、かつ、大学院で必要な科目を修めてその課程を修了した者等」の資格で受験す
るためには①～⑩の科目を履修している必要があり、該当する本学授業科目はすべて修得していること（対応科目が
複数ある場合はその全てを修得する必要がある）。
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大学院委員会規程
（目的）
第１条　この規程は、大学院学則第９条第２項に基づき大学院委員会（以下「委員会」という。）の組
織及び運営等に関する事項を定めることを目的とする。

（組織）
第２条　委員会は、大学院学則第９条に定める次の各号に掲げる大学院委員（以下「委員」という。）
をもって組織する。

　⑴　学長
　⑵　研究科長
　⑶　各学部長
　⑷　教務部長
　⑸　大学院学則第11条の定めにより、研究科会の教授の中から選出された者２名
（任期）
第３条　前条第５号の委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。
（審議事項）
第４条　委員会は、学長が別に定める教育研究に関する重要な事項について決定を行うに当たり、審
議し意見を述べるものとする。

（会議の招集及び議長）
第５条　委員会は、学長が招集し、その議長となる。
２　学長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員会において選出された者が招集し、その議長となる。
（定足数）
第６条　委員会は、構成員の過半数をもって成立する。
２　委任は、定足数に加える。
（賛否）
第７条　審議は、出席委員の過半数によるものとし、賛否同数の場合は、議長の判断による。
（会議の開催日）
第８条　毎月第３水曜日を定例日とする。ただし、特別の事情があるときは、学長は開催日の日時を
変更することができる。

２　学長は、必要があるときは、臨時に会議を開くことができる。
（意見聴取）
第９条　議長は、必要があると認めたときは、関係の教職員を委員会に出席させ、意見を求めること
ができる。

（会議の通知）
第10条　議長は、会議開催の２日前までに会議の日時、場所及び議案を委員に通知しなければならない。
ただし、定例会議及び緊急の場合は、この限りでない。

（欠席届出）
第11条　委員が正当な事由により会議に出席できないときは、あらかじめその旨を申し出て議長に承
認を得なければならない。

２　前項の申し出は、文書を以って会議の前日までに行うものとする。ただし、緊急かつ止むを得な
い場合は、この限りでない。

（委任）
第12条　欠席を認められた委員は、審議を委員会に委任するものとする。
２　前項の委任は、所定用紙を以って会議の前日までに行うものとする。ただし、緊急かつ止むを得
ない場合はこの限りでない。

（委任事由の公開）
第13条　委員が委任の申し出があったときは議長は、開会を宣する直前に、委任の事由及び承認を与
えた理由を公開しなければならない。

（代理出席）
第14条　委員の代理出席は認めない。ただし、研究科長に事故あるとき、又は研究科長が学長の職務
を代理代行するときは、専攻主任が出席して討議に参加し、かつ投票権を行使できるものとする。

（議長への議案提出）

― 131―

諸

規

程

公認心理師資格関係科目別表第Ⅰ（第45条の３関係）

№

公認心理師法第７条第１号に規定される
大学院における必要な科目 本学における授業科目

備考
科目名 科目名

① 保健医療分野に関する理論と支援の展開 保健医療分野に関する理論と支援の展開

② 福祉分野に関する理論と支援の展開 福祉分野に関する理論と支援の展開

③ 教育分野に関する理論と支援の展開 教育分野に関する理論と支援の展開

④ 司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開 司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開

⑤ 産業・労働分野に関する理論と支援の展開 産業・労働分野に関する理論と支援の展開

⑥ 心理的アセスメントに関する理論と実践 臨床心理査定演習Ⅰ
（心理的アセスメントに関する理論と実践）

⑦ 心理支援に関する理論と実践 臨床心理面接特論Ⅱ
（心理支援に関する理論と実践）

⑧ 家族関係・集団・地域社会における心理
支援に関する理論と実践

家族関係・集団・地域社会における心理
支援に関する理論と実践

⑨ 心の健康教育に関する理論と実践 心の健康教育に関する理論と実践

⑩ 心理実践実習

心理実践実習Ⅰ
心理実践実習の時間は、
450時間以上。
また、実習において担
当ケース（心理に関す
る支援を要する者等を
対象とした心理的支援
等）に関する実習時間
は計270時間以上（う
ち、学外施設における
当該実習時間は90時間
以上）。

臨床心理実習（心理実践実習Ⅱ）

心理実践実習Ⅲ

心理実践実習Ⅳ

「大学で必要な科目を修めて卒業し、かつ、大学院で必要な科目を修めてその課程を修了した者等」の資格で受験す
るためには①～⑩の科目を履修している必要があり、該当する本学授業科目はすべて修得していること（対応科目が
複数ある場合はその全てを修得する必要がある）。
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大学院委員会規程
（目的）
第１条　この規程は、大学院学則第９条第２項に基づき大学院委員会（以下「委員会」という。）の組
織及び運営等に関する事項を定めることを目的とする。

（組織）
第２条　委員会は、大学院学則第９条に定める次の各号に掲げる大学院委員（以下「委員」という。）
をもって組織する。

　⑴　学長

　⑶　研究科長
　⑷　各学部長
　⑸　教務部長
　⑹　大学院学則第11条の定めにより、研究科会の教授の中から選出された者２名
（任期）
第３条　前条第５号の委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。
（審議事項）
第４条　委員会は、学長が別に定める教育研究に関する重要な事項について決定を行うに当たり、審
議し意見を述べるものとする。

（会議の招集及び議長）
第５条　委員会は、学長が招集し、その議長となる。
２　学長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員会において選出された者が招集し、その議長となる。
（定足数）
第６条　委員会は、構成員の過半数をもって成立する。
２　委任は、定足数に加える。
（賛否）
第７条　審議は、出席委員の過半数によるものとし、賛否同数の場合は、議長の判断による。
（会議の開催日）
第８条　毎月第３水曜日を定例日とする。ただし、特別の事情があるときは、学長は開催日の日時を
変更することができる。

２　学長は、必要があるときは、臨時に会議を開くことができる。
（意見聴取）
第９条　議長は、必要があると認めたときは、関係の教職員を委員会に出席させ、意見を求めること
ができる。

（会議の通知）
第10条　議長は、会議開催の２日前までに会議の日時、場所及び議案を委員に通知しなければならない。
ただし、定例会議及び緊急の場合は、この限りでない。

（欠席届出）
第11条　委員が正当な事由により会議に出席できないときは、あらかじめその旨を申し出て議長に承
認を得なければならない。

２　前項の申し出は、文書を以って会議の前日までに行うものとする。ただし、緊急かつ止むを得な
い場合は、この限りでない。

（委任）
第12条　欠席を認められた委員は、審議を委員会に委任するものとする。
２　前項の委任は、所定用紙を以って会議の前日までに行うものとする。ただし、緊急かつ止むを得
ない場合はこの限りでない。

（委任事由の公開）
第13条　委員が委任の申し出があったときは議長は、開会を宣する直前に、委任の事由及び承認を与
えた理由を公開しなければならない。

（代理出席）
第14条　委員の代理出席は認めない。ただし、研究科長に事故あるとき、又は研究科長が学長の職務
を代理代行するときは、専攻主任が出席して討議に参加し、かつ投票権を行使できるものとする。
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第15条　委員会の議案は、教務部長がその案を具して議長に提出しなければならない。
（委員会の委託）
第16条　委員会の議案のうち調査、企画を要すると認められたものについては各種委員会を設置して、
その立案を委託することができる。

（議事録の記載事項）
第17条　議事録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
　⑴　日時、場所
　⑵　出席者氏名
　⑶　議事の結果及び諸報告
　⑷　その他、議長が必要と認めた事項
（議事録の確定）
第18条　議事録は、各会議の終了直前に承認を得て確定する。
２　議事録は、原則として各会議の終了後、議長のあらかじめ指名する委員１名がこれに署名又は捺
印する。

（事務局）
第19条　委員会に関する事務は、教務部教学課で処理する。
（学長への報告）
第20条　委員会の議事録は、すみやかに文書をもって学長に通知しなければならない。
（改廃）
第21条　この規程の改廃は、学長が委員会の意見を聴いて行う。

　附　則
１　この規程は、平成27年９月１日から施行する。
２　改正、この規程は、令和８年４月１日から施行する。

沖縄国際大学学位規程
第１章　総　　則

（目的）
第１条　この規程は、学位規則（昭和28年文部省令第９号）第13条、沖縄国際大学（以下「本学」という。）
学則第７条第２項及び沖縄国際大学大学院（以下「本大学院」という。）学則第42条第２項に基づき、
本学が授与する学位について必要な事項を定めることを目的とする。

（学位）
第２条　本学において授与する学位は、学士及び修士とする。

第２章　学士の学位
（学士）
第３条　本学の課程を修了した者には、本学学則第７条の定めるところにより学士の学位を授与する。
２　学士の卒業証書・学位記は、修了した学部に対応して次のように記載するものとする。

法学部

経済学部

産業情報学部

総合文化学部

法律学科
地域行政学科
経済学科
地域環境政策学科
企業システム学科
産業情報学科
日本文化学科
英米言語文化学科
社会文化学科
人間福祉学科
　社会福祉専攻
　心理カウンセリング専攻

学士（法学）
学士（法学）
学士（経済学）
学士（地域環境政策）
学士（経営学）
学士（産業情報）
学士（日本文化）
学士（英米言語文化）
学士（社会文化）

学士（社会福祉学）
学士（心理学）
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第15条　委員会の議案は、教務部長がその案を具して議長に提出しなければならない。
（委員会の委託）
第16条　委員会の議案のうち調査、企画を要すると認められたものについては各種委員会を設置して、
その立案を委託することができる。

（議事録の記載事項）
第17条　議事録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
　⑴　日時、場所
　⑵　出席者氏名
　⑶　議事の結果及び諸報告
　⑷　その他、議長が必要と認めた事項
（議事録の確定）
第18条　議事録は、各会議の終了直前に承認を得て確定する。
２　議事録は、原則として各会議の終了後、議長のあらかじめ指名する委員１名がこれに署名又は捺
印する。

（事務局）
第19条　委員会に関する事務は、教務部教学課で処理する。
（学長への報告）
第20条　委員会の議事録は、すみやかに文書をもって学長に通知しなければならない。
（改廃）
第21条　この規程の改廃は、学長が委員会の意見を聴いて行う。

　附　則
１　この規程は、平成27年９月１日から施行する。
２　改正、この規程は、令和８年４月１日から施行する。

沖縄国際大学学位規程
第１章　総　　則

（目的）
第１条　この規程は、学位規則（昭和28年文部省令第９号）第13条、沖縄国際大学（以下「本学」という。）
学則第７条第２項及び沖縄国際大学大学院（以下「本大学院」という。）学則第42条第２項に基づき、
本学が授与する学位について必要な事項を定めることを目的とする。

（学位）
第２条　本学において授与する学位は、学士及び修士とする。

第２章　学士の学位
（学士）
第３条　本学の課程を修了した者には、本学学則第７条の定めるところにより学士の学位を授与する。
２　学士の卒業証書・学位記は、修了した学部に対応して次のように記載するものとする。

法学部

経済学部

産業情報学部

総合文化学部

法律学科
地域行政学科
経済学科
地域環境政策学科
企業システム学科
産業情報学科
日本文化学科
英米言語文化学科
社会文化学科
人間福祉学科
　社会福祉専攻
　心理カウンセリング専攻

学士（法学）
学士（法学）
学士（経済学）
学士（地域環境政策）
学士（経営学）
学士（産業情報）
学士（日本文化）
学士（英米言語文化）
学士（社会文化）

学士（社会福祉学）
学士（心理学）
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（出願資格）
第２条　科目等履修生として出願できる者は､ 沖縄
国際大学大学院学則第17条に規定する者とする｡

（許可の時期）
第３条　科目等履修生として許可する時期は､ 学年
の初め又は学期の始めとする｡

（出願手続）
第４条　科目等履修生として志願する者は､ 本学が
指定する期間内に、入学検定料を納入の上、次の
各号の書類を教務部学務課に提出しなければなら
ない｡ 　

　⑴�科目等履修生出願書
　⑵�出身大学の卒業証明書
　⑶�出身大学の成績証明書
　⑷�健康診断書
　⑸�写真３葉
　⑹��外国人登録済証又はパスポートの写し（外国人

のみ）
（受講の許可）
第５条　前条の志願者については､ 当該研究科会の
議を経て学長が許可する｡

（科目等履修料）
第６条　前条において受講を許可された者は､ 別に
定める履修料を納入しなければならない｡

（納入金の返還）
第７条　既に納入した検定料及び履修料はいかなる
理由があっても返還しない｡

（授業科目及び単位数）
第８条　科目等履修生が履修できる授業科目は、特
殊研究科目を除いた授業科目とし、取得できる単
位は１年を通じて12単位以内とする。

（単位の授与）
第９条　科目等履修生は、履修した授業科目につい
て試験を受け、合格した者には所定の単位を与える。

（証明書の発行）
第10条　科目等履修生には、本人の申請により、成績�
証明書及び単位修得証明書を交付する。

（規程の準用）
第11条　この規程に定めるもののほか、科目等履修
生の取扱いについて必要な事項は､ 大学院学則そ
の他の学内諸規程を準用する｡

（改廃）
第12条　この規程の改廃は、学長が研究科会及び大
学院委員会の意見を聴いて行う。

附　則
１　この規程は､ 平成11年４月１日から施行する｡
２～３　省略
４　改正、この規程は令和２年１月27日から施行する。

科目等履修生に関する規程　※学部

（目的）
第１条　この規程は、沖縄国際大学（以下「本学」
という。）学則第58条第３項の規定に基づき、科目

等履修生に関する必要な事項を定めることを目的
とする。

（科目等履修生の種類）
第２条　本学に次の２種類の科目等履修生を置く。
　⑴��免許及び資格の取得に必要な授業科目を履修す

る課程等履修生
　⑵�通常の授業科目を履修する一般科目等履修生
（出願資格）
第３条　課程等履修生として出願できる者は、原則
として本学の卒業生に限る。

２　一般科目等履修生として出願できる者は、本学
学則第40条に規定する入学資格を有する者に限る。

（出願手続）
第４条　課程等履修生として入学を志願する者は、
本学が指定する期間内に、入学検定料を納入の上、
次の各号の書類を教務部教務課に提出しなければ
ならない。

　⑴�課程等履修生願書（本学所定様式）
　⑵��健康診断書（出願３か月以内に医療施設で受診

したもの）
　⑶��写真３葉（出願３か月以内に撮影した縦3.5㎝横

３㎝のサイズのもの）
　⑷�卒業証明書及び成績証明書
２　一般科目等履修生として入学を志願する者は、
本学が指定する期間内に、入学検定料を納入の上、
次の各号の書類を教務部教務課に提出しなければ
ならない。

　⑴�一般科目等履修生願書(本学所定様式)
　⑵��健康診断書（出願３か月以内に医療施設で受診　　

したもの）
　⑶��写真３葉（出願３か月以内に撮影した縦3.5㎝横

３㎝のサイズのもの）
　⑷��最終学歴の卒業証明書（卒業見込証明書を含む）

及び成績証明書
（入学の許可）
第５条　科目等履修生の入学は、授業科目を開講し
ている当該教授会の議を経て、学長が許可する。

２　入学は学期の始めとし、入学許可された者の履
修期間は、前期に許可された者については、入学
年度の１学年度以内、後期に許可された者につい
ては、入学年度の後期のみとする。

（入学検定料および科目等履修料）
第６条　科目等履修生として入学を許可された者は、
本学が指定する期間内に、課程等履修生と一般科
目等履修生ごとに定められた履修料を納入しなけ
ればならない。

２　本学の卒業生でない課程等履修生は、一般科目
等履修生と同額の入学検定料と履修料を納入しな
ければならない。

３　本学の卒業生で通常の授業科目を履修する者は、
一般科目等履修生と同額の入学検定料と履修料を
納入しなければならない。

４　それぞれの入学検定料と履修料は、学費等納入
規程の定める額とする。

５　本学大学院に在籍している学生の入学検定料は
免除し、履修料は学費等納入規程の定める額とする。
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沖縄国際大学大学院長期履修生に関する規程

（目的）
第１条　この規程は、沖縄国際大学大学院（以下「本
大学院」という。）学則第14条の２の規定により履
修する学生（以下「長期履修生」という。）に関し、
必要な事項を定める。

（資格）
第２条　長期履修生となることができる者は、次の
各号の一に該当する者とする。

　⑴�企業等の常勤の職員又は自ら事業を行っている者
　⑵�出産・育児・介護等を行う必要がある者
　⑶�その他長期履修することが必要と認められる者
（長期履修生の期間）
第３条　長期履修生の期間は、標準修業年限を含め
て４年以内とする。

（申請手続）
第４条　長期履修生となることを希望する者は、次
に掲げる書類を添えて、学長に申請するものとす
る。

　⑴�長期履修生申請書(別紙様式第１号)
　⑵�在職証明書又は就業が確認できる書類
　⑶�その他本学が必要と認める書類
２　前項の申請書類の提出期限は、次のとおりとする。
　⑴�入学予定者は、入学手続案内で定める時期
　⑵��在学生は、第１学年在籍時の３月の学長が定め

る時期
（許可）
第５条　前条の申請があった場合には、研究科会の
議を経て、学長が許可する。

（履修期間の短縮）
第６条　長期履修生が申請した履修期間よりも早く
修了する場合は、修士論文最終試験の合格をもっ
て長期履修期間の短縮を認めることとする。

（履修期間短縮の許可）
第７条　前条の長期履修期間短縮は、学長が許可する。
（改廃）
第８条　この規程の改廃は、学長が大学院委員会の
意見を聴いて行う。

附則
１　この規程は、平成18年６月28日から施行する。
２　省略
３　改正、この規程は、令和５年２月15日から施行す
る。

沖縄国際大学大学院再入学に関する規程

（目的）
第１条　この規程は、沖縄国際大学大学院（以下「本
大学院」という。）学則第21条に基づき、本大学院
を退学又は除籍した者の再入学に関して必要な事
項を定めることを目的とする。

（出願資格）
第２条　再入学を出願できる者は、本大学院学則第
28条及び第29条に該当する者とする。

２　再入学時において、除籍、退学の日から６か月
未満の者は、出願することができない。

（再入学の時期）
第３条　再入学の時期は、年度の初めとする。
（出願手続）
第４条　再入学を志願する者は、本学が指定する期
間内に、再入学検定料を納入の上、次の各号の書
類を教務部学務課に提出しなければならない。

　⑴�再入学願（別紙様式第１号）
　⑵�志願理由書（別紙様式第２号）
　⑶�健康診断書
　⑷�退学前の成績証明書
（選考方法）
第５条　再入学の選考は、書類審査及び面接により
行い、当該研究科会の議を経て学長が許可する。

（再入学後の学籍）
第６条　再入学を許可された者は、退学又は除籍時
に所属した専攻の第１学年又は第２学年に再入学
できるものとし、当該研究科会で審査し決定する。

（修業年限及び在学年限）
第７条　再入学者の修業年限及び在学年限は、４年
を上限とし、科会の議を経て、これを定める。

（単位の認定）
第８条　再入学者が退学及び除籍前の専攻において
修得した単位は、特殊研究Ⅰ及び講義科目につい
てのみ、本大学院学則第38条に規定する単位に算
入することができる。

（学費等）
第９条　再入学を許可された者の授業料及び施設設
備資金の額は、その年度の新入生の学費（入学金
を除く）と同額とし、別に再入学金を納入しなけ
ればならない。

（再入学の制限）
第10条　この規程に基づき再入学を許可された者が
退学若しくは除籍となった場合、以後再入学を願
い出ることはできない。

（改廃）
第�11条　この規程の改廃は、学長が研究科会及び大
学院委員会の意見を聴いて行う。
附　則
１　この規程は、平成18年６月28日から施行する。
２～４　省略
５　改正、この規程は令和２年１月27日から施行する。

大学院科目等履修生に関する規程

（目的）
第１条　この規程は、沖縄国際大学大学院（以下「本
大学院」という。）学則第49条に関して、必要な事
項を定めることを目的とする。
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（出願資格）
第２条　科目等履修生として出願できる者は､ 沖縄
国際大学大学院学則第17条に規定する者とする｡

（許可の時期）
第３条　科目等履修生として許可する時期は､ 学年
の初め又は学期の始めとする｡

（出願手続）
第４条　科目等履修生として志願する者は､ 本学が
指定する期間内に、入学検定料を納入の上、次の
各号の書類を教務部学務課に提出しなければなら
ない｡ 　

　⑴�科目等履修生出願書
　⑵�出身大学の卒業証明書
　⑶�出身大学の成績証明書
　⑷�健康診断書
　⑸�写真３葉
　⑹��外国人登録済証又はパスポートの写し（外国人

のみ）
（受講の許可）
第５条　前条の志願者については､ 当該研究科会の
議を経て学長が許可する｡

（科目等履修料）
第６条　前条において受講を許可された者は､ 別に
定める履修料を納入しなければならない｡

（納入金の返還）
第７条　既に納入した検定料及び履修料はいかなる
理由があっても返還しない｡

（授業科目及び単位数）
第８条　科目等履修生が履修できる授業科目は、特
殊研究科目を除いた授業科目とし、取得できる単
位は１年を通じて12単位以内とする。

（単位の授与）
第９条　科目等履修生は、履修した授業科目につい
て試験を受け、合格した者には所定の単位を与える。

（証明書の発行）
第10条　科目等履修生には、本人の申請により、成績�
証明書及び単位修得証明書を交付する。

（規程の準用）
第11条　この規程に定めるもののほか、科目等履修
生の取扱いについて必要な事項は､ 大学院学則そ
の他の学内諸規程を準用する｡

（改廃）
第12条　この規程の改廃は、学長が研究科会及び大
学院委員会の意見を聴いて行う。

附　則
１　この規程は､ 平成11年４月１日から施行する｡
２～３　省略
４　改正、この規程は令和２年１月27日から施行する。

科目等履修生に関する規程　※学部

（目的）
第１条　この規程は、沖縄国際大学（以下「本学」
という。）学則第58条第３項の規定に基づき、科目

等履修生に関する必要な事項を定めることを目的
とする。

（科目等履修生の種類）
第２条　本学に次の２種類の科目等履修生を置く。
　⑴��免許及び資格の取得に必要な授業科目を履修す

る課程等履修生
　⑵�通常の授業科目を履修する一般科目等履修生
（出願資格）
第３条　課程等履修生として出願できる者は、原則
として本学の卒業生に限る。

２　一般科目等履修生として出願できる者は、本学
学則第40条に規定する入学資格を有する者に限る。

（出願手続）
第４条　課程等履修生として入学を志願する者は、
本学が指定する期間内に、入学検定料を納入の上、
次の各号の書類を教務部教務課に提出しなければ
ならない。

　⑴�課程等履修生願書（本学所定様式）
　⑵��健康診断書（出願３か月以内に医療施設で受診

したもの）
　⑶��写真３葉（出願３か月以内に撮影した縦3.5㎝横

３㎝のサイズのもの）
　⑷�卒業証明書及び成績証明書
２　一般科目等履修生として入学を志願する者は、
本学が指定する期間内に、入学検定料を納入の上、
次の各号の書類を教務部教務課に提出しなければ
ならない。

　⑴�一般科目等履修生願書(本学所定様式)
　⑵��健康診断書（出願３か月以内に医療施設で受診　　

したもの）
　⑶��写真３葉（出願３か月以内に撮影した縦3.5㎝横

３㎝のサイズのもの）
　⑷��最終学歴の卒業証明書（卒業見込証明書を含む）

及び成績証明書
（入学の許可）
第５条　科目等履修生の入学は、授業科目を開講し
ている当該教授会の議を経て、学長が許可する。

２　入学は学期の始めとし、入学許可された者の履
修期間は、前期に許可された者については、入学
年度の１学年度以内、後期に許可された者につい
ては、入学年度の後期のみとする。

（入学検定料および科目等履修料）
第６条　科目等履修生として入学を許可された者は、
本学が指定する期間内に、課程等履修生と一般科
目等履修生ごとに定められた履修料を納入しなけ
ればならない。

２　本学の卒業生でない課程等履修生は、一般科目
等履修生と同額の入学検定料と履修料を納入しな
ければならない。

３　本学の卒業生で通常の授業科目を履修する者は、
一般科目等履修生と同額の入学検定料と履修料を
納入しなければならない。

４　それぞれの入学検定料と履修料は、学費等納入
規程の定める額とする。

５　本学大学院に在籍している学生の入学検定料は
免除し、履修料は学費等納入規程の定める額とする。
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沖縄国際大学大学院長期履修生に関する規程

（目的）
第１条　この規程は、沖縄国際大学大学院（以下「本
大学院」という。）学則第14条の２の規定により履
修する学生（以下「長期履修生」という。）に関し、
必要な事項を定める。

（資格）
第２条　長期履修生となることができる者は、次の
各号の一に該当する者とする。

　⑴�企業等の常勤の職員又は自ら事業を行っている者
　⑵�出産・育児・介護等を行う必要がある者
　⑶�その他長期履修することが必要と認められる者
（長期履修生の期間）
第３条　長期履修生の期間は、標準修業年限を含め
て４年以内とする。

（申請手続）
第４条　長期履修生となることを希望する者は、次
に掲げる書類を添えて、学長に申請するものとす
る。

　⑴�長期履修生申請書(別紙様式第１号)
　⑵�在職証明書又は就業が確認できる書類
　⑶�その他本学が必要と認める書類
２　前項の申請書類の提出期限は、次のとおりとする。
　⑴�入学予定者は、入学手続案内で定める時期
　⑵��在学生は、第１学年在籍時の３月の学長が定め

る時期
（許可）
第５条　前条の申請があった場合には、研究科会の
議を経て、学長が許可する。

（履修期間の短縮）
第６条　長期履修生が申請した履修期間よりも早く
修了する場合は、修士論文最終試験の合格をもっ
て長期履修期間の短縮を認めることとする。

（履修期間短縮の許可）
第７条　前条の長期履修期間短縮は、学長が許可する。
（改廃）
第８条　この規程の改廃は、学長が大学院委員会の
意見を聴いて行う。

附則
１　この規程は、平成18年６月28日から施行する。
２　省略
３　改正、この規程は、令和５年２月15日から施行す
る。

沖縄国際大学大学院再入学に関する規程

（目的）
第１条　この規程は、沖縄国際大学大学院（以下「本
大学院」という。）学則第21条に基づき、本大学院
を退学又は除籍した者の再入学に関して必要な事
項を定めることを目的とする。

（出願資格）
第２条　再入学を出願できる者は、本大学院学則第
28条及び第29条に該当する者とする。

２　再入学時において、除籍、退学の日から６か月
未満の者は、出願することができない。

（再入学の時期）
第３条　再入学の時期は、年度の初めとする。
（出願手続）
第４条　再入学を志願する者は、本学が指定する期
間内に、再入学検定料を納入の上、次の各号の書
類を教務部学務課に提出しなければならない。

　⑴�再入学願（別紙様式第１号）
　⑵�志願理由書（別紙様式第２号）
　⑶�健康診断書
　⑷�退学前の成績証明書
（選考方法）
第５条　再入学の選考は、書類審査及び面接により
行い、当該研究科会の議を経て学長が許可する。

（再入学後の学籍）
第６条　再入学を許可された者は、退学又は除籍時
に所属した専攻の第１学年又は第２学年に再入学
できるものとし、当該研究科会で審査し決定する。

（修業年限及び在学年限）
第７条　再入学者の修業年限及び在学年限は、４年
を上限とし、科会の議を経て、これを定める。

（単位の認定）
第８条　再入学者が退学及び除籍前の専攻において
修得した単位は、特殊研究Ⅰ及び講義科目につい
てのみ、本大学院学則第38条に規定する単位に算
入することができる。

（学費等）
第９条　再入学を許可された者の授業料及び施設設
備資金の額は、その年度の新入生の学費（入学金
を除く）と同額とし、別に再入学金を納入しなけ
ればならない。

（再入学の制限）
第10条　この規程に基づき再入学を許可された者が
退学若しくは除籍となった場合、以後再入学を願
い出ることはできない。

（改廃）
第�11条　この規程の改廃は、学長が研究科会及び大
学院委員会の意見を聴いて行う。
附　則
１　この規程は、平成18年６月28日から施行する。
２～４　省略
５　改正、この規程は令和２年１月27日から施行する。

大学院科目等履修生に関する規程

（目的）
第１条　この規程は、沖縄国際大学大学院（以下「本
大学院」という。）学則第49条に関して、必要な事
項を定めることを目的とする。
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（出願資格）
第２条　科目等履修生として出願できる者は､ 沖縄
国際大学大学院学則第17条に規定する者とする｡

（許可の時期）
第３条　科目等履修生として許可する時期は､ 学年
の初め又は学期の始めとする｡

（出願手続）
第４条　科目等履修生として志願する者は､ 本学が
指定する期間内に、入学検定料を納入の上、次の
各号の書類を教務部学務課に提出しなければなら
ない｡ 　

　⑴�科目等履修生出願書
　⑵�出身大学の卒業証明書
　⑶�出身大学の成績証明書
　⑷�健康診断書
　⑸�写真３葉
　⑹��外国人登録済証又はパスポートの写し（外国人

のみ）
（受講の許可）
第５条　前条の志願者については､ 当該研究科会の
議を経て学長が許可する｡

（科目等履修料）
第６条　前条において受講を許可された者は､ 別に
定める履修料を納入しなければならない｡

（納入金の返還）
第７条　既に納入した検定料及び履修料はいかなる
理由があっても返還しない｡

（授業科目及び単位数）
第８条　科目等履修生が履修できる授業科目は、特
殊研究科目を除いた授業科目とし、取得できる単
位は１年を通じて12単位以内とする。

（単位の授与）
第９条　科目等履修生は、履修した授業科目につい
て試験を受け、合格した者には所定の単位を与える。

（証明書の発行）
第10条　科目等履修生には、本人の申請により、成績�
証明書及び単位修得証明書を交付する。

（規程の準用）
第11条　この規程に定めるもののほか、科目等履修
生の取扱いについて必要な事項は､ 大学院学則そ
の他の学内諸規程を準用する｡

（改廃）
第12条　この規程の改廃は、学長が研究科会及び大
学院委員会の意見を聴いて行う。

附　則
１　この規程は､ 平成11年４月１日から施行する｡
２～３　省略
４　改正、この規程は令和２年１月27日から施行する。

科目等履修生に関する規程　※学部

（目的）
第１条　この規程は、沖縄国際大学（以下「本学」
という。）学則第58条第３項の規定に基づき、科目

等履修生に関する必要な事項を定めることを目的
とする。

（科目等履修生の種類）
第２条　本学に次の２種類の科目等履修生を置く。
　⑴��免許及び資格の取得に必要な授業科目を履修す

る課程等履修生
　⑵�通常の授業科目を履修する一般科目等履修生
（出願資格）
第３条　課程等履修生として出願できる者は、原則
として本学の卒業生に限る。

２　一般科目等履修生として出願できる者は、本学
学則第40条に規定する入学資格を有する者に限る。

（出願手続）
第４条　課程等履修生として入学を志願する者は、
本学が指定する期間内に、入学検定料を納入の上、
次の各号の書類を教務部教務課に提出しなければ
ならない。

　⑴�課程等履修生願書（本学所定様式）
　⑵��健康診断書（出願３か月以内に医療施設で受診

したもの）
　⑶��写真３葉（出願３か月以内に撮影した縦3.5㎝横

３㎝のサイズのもの）
　⑷�卒業証明書及び成績証明書
２　一般科目等履修生として入学を志願する者は、
本学が指定する期間内に、入学検定料を納入の上、
次の各号の書類を教務部教務課に提出しなければ
ならない。

　⑴�一般科目等履修生願書(本学所定様式)
　⑵��健康診断書（出願３か月以内に医療施設で受診　　

したもの）
　⑶��写真３葉（出願３か月以内に撮影した縦3.5㎝横

３㎝のサイズのもの）
　⑷��最終学歴の卒業証明書（卒業見込証明書を含む）

及び成績証明書
（入学の許可）
第５条　科目等履修生の入学は、授業科目を開講し
ている当該教授会の議を経て、学長が許可する。

２　入学は学期の始めとし、入学許可された者の履
修期間は、前期に許可された者については、入学
年度の１学年度以内、後期に許可された者につい
ては、入学年度の後期のみとする。

（入学検定料および科目等履修料）
第６条　科目等履修生として入学を許可された者は、
本学が指定する期間内に、課程等履修生と一般科
目等履修生ごとに定められた履修料を納入しなけ
ればならない。

２　本学の卒業生でない課程等履修生は、一般科目
等履修生と同額の入学検定料と履修料を納入しな
ければならない。

３　本学の卒業生で通常の授業科目を履修する者は、
一般科目等履修生と同額の入学検定料と履修料を
納入しなければならない。

４　それぞれの入学検定料と履修料は、学費等納入
規程の定める額とする。

５　本学大学院に在籍している学生の入学検定料は
免除し、履修料は学費等納入規程の定める額とする。
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沖縄国際大学大学院長期履修生に関する規程

（目的）
第１条　この規程は、沖縄国際大学大学院（以下「本
大学院」という。）学則第14条の２の規定により履
修する学生（以下「長期履修生」という。）に関し、
必要な事項を定める。

（資格）
第２条　長期履修生となることができる者は、次の
各号の一に該当する者とする。

　⑴�企業等の常勤の職員又は自ら事業を行っている者
　⑵�出産・育児・介護等を行う必要がある者
　⑶�その他長期履修することが必要と認められる者
（長期履修生の期間）
第３条　長期履修生の期間は、標準修業年限を含め
て４年以内とする。

（申請手続）
第４条　長期履修生となることを希望する者は、次
に掲げる書類を添えて、学長に申請するものとす
る。

　⑴�長期履修生申請書(別紙様式第１号)
　⑵�在職証明書又は就業が確認できる書類
　⑶�その他本学が必要と認める書類
２　前項の申請書類の提出期限は、次のとおりとする。
　⑴�入学予定者は、入学手続案内で定める時期
　⑵��在学生は、第１学年在籍時の３月の学長が定め

る時期
（許可）
第５条　前条の申請があった場合には、研究科会の
議を経て、学長が許可する。

（履修期間の短縮）
第６条　長期履修生が申請した履修期間よりも早く
修了する場合は、修士論文最終試験の合格をもっ
て長期履修期間の短縮を認めることとする。

（履修期間短縮の許可）
第７条　前条の長期履修期間短縮は、学長が許可する。
（改廃）
第８条　この規程の改廃は、学長が大学院委員会の
意見を聴いて行う。

附則
１　この規程は、平成18年６月28日から施行する。
２　省略
３　改正、この規程は、令和５年２月15日から施行す
る。

沖縄国際大学大学院再入学に関する規程

（目的）
第１条　この規程は、沖縄国際大学大学院（以下「本
大学院」という。）学則第21条に基づき、本大学院
を退学又は除籍した者の再入学に関して必要な事
項を定めることを目的とする。

（出願資格）
第２条　再入学を出願できる者は、本大学院学則第
28条及び第29条に該当する者とする。

２　再入学時において、除籍、退学の日から６か月
未満の者は、出願することができない。

（再入学の時期）
第３条　再入学の時期は、年度の初めとする。
（出願手続）
第４条　再入学を志願する者は、本学が指定する期
間内に、再入学検定料を納入の上、次の各号の書
類を教務部学務課に提出しなければならない。

　⑴�再入学願（別紙様式第１号）
　⑵�志願理由書（別紙様式第２号）
　⑶�健康診断書
　⑷�退学前の成績証明書
（選考方法）
第５条　再入学の選考は、書類審査及び面接により
行い、当該研究科会の議を経て学長が許可する。

（再入学後の学籍）
第６条　再入学を許可された者は、退学又は除籍時
に所属した専攻の第１学年又は第２学年に再入学
できるものとし、当該研究科会で審査し決定する。

（修業年限及び在学年限）
第７条　再入学者の修業年限及び在学年限は、４年
を上限とし、科会の議を経て、これを定める。

（単位の認定）
第８条　再入学者が退学及び除籍前の専攻において
修得した単位は、特殊研究Ⅰ及び講義科目につい
てのみ、本大学院学則第38条に規定する単位に算
入することができる。

（学費等）
第９条　再入学を許可された者の授業料及び施設設
備資金の額は、その年度の新入生の学費（入学金
を除く）と同額とし、別に再入学金を納入しなけ
ればならない。

（再入学の制限）
第10条　この規程に基づき再入学を許可された者が
退学若しくは除籍となった場合、以後再入学を願
い出ることはできない。

（改廃）
第�11条　この規程の改廃は、学長が研究科会及び大
学院委員会の意見を聴いて行う。
附　則
１　この規程は、平成18年６月28日から施行する。
２～４　省略
５　改正、この規程は令和２年１月27日から施行する。

大学院科目等履修生に関する規程

（目的）
第１条　この規程は、沖縄国際大学大学院（以下「本
大学院」という。）学則第49条に関して、必要な事
項を定めることを目的とする。
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（改廃）
第14条　この規程の改廃は、学長が研究科会及び大
学院委員会の意見を聴いて行う。

附　則
１　この規程は、平成11年４月１日から施行する。
２～４　省略
５　改正、この規程は、令和２年１月27日から施行
する。

沖縄県４大学（沖縄大学・沖縄国際大学・
名桜大学・琉球大学）の人文社会科学系
大学院間の単位互換に関する協定

沖縄大学、沖縄国際大学、名桜大学および琉球大学は、
相互の大学院規則に定めるところにより、大学院の
学生を相互に派遣し、他大学院の授業科目を履修し
単位を修得することを認めるに当たり、次の事項に
ついて合意に達したので、ここに協定を締結する。

（目的）
第１条　この制度は、沖縄大学（現代沖縄研究科）、
沖縄国際大学（地域文化研究科・地域産業研究科・
法学研究科）、名桜大学（国際文化研究科）および
琉球大学（地域共創研究科）（以下「協定大学」と
いう）の大学院間の相互の交流を促進し、学生の
教育の充実・向上を図ることを目的とする。

（学生の受入れ）
第２条　協定大学に在学する学生が研究上の必要に
より、他の協定大学の大学院の授業科目の履修お
よび単位の修得を希望するときは、当該科目を開
設する協定大学の学長は希望する学生を受け入れ
ることができる。

（学生の身分および呼称）
第３条　学生の身分および呼称は、学生を受け入れ
る大学（以下「受入大学」という）の定めるとこ
ろによる。

（履修期間）
第４条　履修期間は、受入大学が指定した期間とする。
（授業料の徴収）
第５条　授業料は相互に不徴収とする。
（単位数および授業科目の範囲）
第６条　本協定により履修できる単位数は、10単位
を上限とする。履修できる授業科目の範囲につい
ては別に定める。

（受入学生数）
第７条　受け入れる学生数は別に定める。
（学生の受入手続き）
第８条　学生の受入手続きについては別に定める
（成績の評価）
第９条　成績の評価については,受入大学の学生の場
合と同一の基準・方法による。

（単位の取扱い）
第10条　履修した科目および単位の取扱いは,学生が

所属する大学の定めるところによる。
（大学の施設の利用）
第11条　履修上必要な施設・設備（附属図書館、食堂�
等）の利用については、協定大学で可能な限り便
宜を提供するものとする。

（連絡会議の設置）
第12条　本協定を円滑に実施するために、協定大学
を代表する者より成る連絡会議を置く。

（覚書および実施要領）
第13条　連絡会議は、本協定による単位互換を円滑
に実施するために、覚書を定める。

（協定の有効期間）
第14条　本協定の有効期間は２年とする。但し、有
効期間満了６か月前までに、協定大学のいずれか
の大学が失効を申し出ない限り、さらに２年間更
新されるものとし、以降も同様とする。

（協定の改正）
第15条　本協定内容の改正については、協定大学が
協議の上行うものとする。

附　則
１　本協定は、令和４年４月１日から施行する。
２　改正後の第１条の規定にかかわらず、令和４年
３月31日に人文社会科学研究科博士前期課程に在
学する者については、なお従前の例による。

沖縄国際大学大学院における厳正な学位
論文審査等に係る行動指針について

（大学院委員会申合せ）

沖縄国際大学大学院（以下、本学という）の学位論
文審査において、教員の職務の執行の公正さに対し
て疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、本学
の業務に対する信頼を保持することを目的に、教員
が遵守しなければならない倫理に係る行動指針につ
いて定める。

１．�教員は、その職務に係る倫理を保持しなければな
らない。

２．�教員は、法令及び法人の諸規程を遵守し、常に公
正な職務の執行に当たらなければならない。

３．�教員は、一部の者に対してのみ有利な取扱いをす
る等、不当な差別的取扱いをしてはならない。

４．�教員は、職務上知り得た秘密について、他に漏ら
してはならない。

５．�教員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくも
その職務や地位を自らや自らの属する組織のため
の私的利益のために用いてはならない。

６．�教員は、法令及び本法人の諸規定により与えられ
た職務の遂行に当たっては、当該職権の行使の対
象となる者からの贈与等を受けること等による疑
惑や不信を招くような行為をしてはならない。

７．�教員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の
増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなけ
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６　いつたん納入した入学検定料と履修料は、理由
のいかんにかかわらず返還しない。

（科目等履修生証）
第７条　科目等履修料等を納入した者には、科目等
履修生証を交付する。

（履修できる授業科目及び単位数）
第８条　科目等履修生が履修できる授業科目は当該
教授会が決定する。

２　課程等履修生が履修できる授業科目は、特定の
免許または資格に必要なすべての授業科目とする。

３　一般科目等履修生が履修できる授業科目は、原
則として実習、演習、実技を除いた授業科目とする。

４　科目等履修生が取得できる単位数は、１学年度
につき、本学が開講する授業科目は30単位以内と
する。

（履修科目の単位の授与）
第９条　科目等履修生は、本学学則第27条に定める
試験を受けることができる。

２　試験に合格した者には、授業科目所定の単位を
与える。

（証明書の発行）
第10条　科目等履修生には、本人の求めにより、単
位修得証明書等を発行することができる。

（施設の利用）
第11条　科目等履修生は、本学の図書館その他必要
な施設を利用することができる。

（履修の辞退）
第12条　科目等履修生が履修を辞退するときは、履
修辞退届けを速やかに教務部学務課に提出しなけ
ればならない。

（資格の取消）
第13条　科目等履修生が、履修期間中に、本学学則
や規則等に違反して学生の本分に反する行為をし
たり、病気その他の事由により履修の継続が不可
能となったときは、科目等履修生の資格を取り消
すことがある。

（準用）
第14条　科目等履修生に関し、この規程に定めのな
いことについては、正規の学生に関する規定を準
用する。

（事務所管）
第15条　科目等履修生に関する事務は、教務部学務
課が行う。

（改廃）
第16条　この規程の改廃は、学長が教授会及び大学
協議会の意見を聴いて行う。

附　則
１　この規程は、平成６年４月１日から施行する。
２～５　省略
６　改正、この規程は、平成27年９月１日から施行
する。

大学院研究生に関する規程

（目的）
第１条　この規程は、沖縄国際大学大学院（以下「本
大学院」という。）学則第50条に関して、必要な事
項を定めることを目的とする。

（定義）
第２条　研究生とは、原則として本大学院修士課程
を修了した者で、本大学院において研究を志願す
る者のうち入学を許可された者をいう。

（義務）
第３条　研究生は、指導教員の指導の下に特定のテー
マについて研究を深めるものとする。

（出願手続）
第４条　研究生として入学を志願する者は、次の必
要書類に大学院学則第46条に定める入学検定料の
半額を納入の上、指定の期日までに教務部学務課
に提出しなければならない。

　⑴�研究生出願書
　⑵�最終学歴証明書及び成績証明書
　⑶�健康診断書
　⑷�写真３葉
（入学許可）
第５条　研究生の入学は、当該研究科会の議を経て
学長が許可する。

（期間）
第６条　研究生の期間は、１年とする。但し、研究
期間の延長を希望する者は、当該研究科会の議を
経て、学長が許可する。

（単位の認定）
第７条　研究生は、担当教員の許可を得て大学院の
授業を受けることができるが、単位の認定は行わ
ない。

（施設の利用）
第８条　研究生は、大学院学生に認められた大学の
施設を利用することができる。

（研究成果の報告）
第９条研究生は、指導教員の指導を受け、研究期間
が終了する２ヶ月前にその研究成果を当該研究科
会に提出し、審査を受けなければならない。

（入学金及び授業料等）
第10条　研究生の入学金、授業料及び施設設備資金
の額は、大学院学則第46条に定める額の半額とする。

（身分の取消）
第11条　研究生が本大学院学則またはその他の規則
に違反し、研究生の本分に反する行為をしたとき
は、研究生の身分を取消すことがある。

（修了証書の授与）
第12条　学長は、研究生が当該研究科の成績審査に
合格したときは、修了証書を授与する。

（規程の準用）
第13条　この規程に定めるもののほか、大学院研究
生の取扱いについて必要な事項は、大学院学則そ
の他の学内諸規程を準用する。
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（改廃）
第14条　この規程の改廃は、学長が研究科会及び大
学院委員会の意見を聴いて行う。

附　則
１　この規程は、平成11年４月１日から施行する。
２～４　省略
５　改正、この規程は、令和２年１月27日から施行
する。

沖縄県４大学（沖縄大学・沖縄国際大学・
名桜大学・琉球大学）の人文社会科学系
大学院間の単位互換に関する協定

沖縄大学、沖縄国際大学、名桜大学および琉球大学は、
相互の大学院規則に定めるところにより、大学院の
学生を相互に派遣し、他大学院の授業科目を履修し
単位を修得することを認めるに当たり、次の事項に
ついて合意に達したので、ここに協定を締結する。

（目的）
第１条　この制度は、沖縄大学（現代沖縄研究科）、
沖縄国際大学（地域文化研究科・地域産業研究科・
法学研究科）、名桜大学（国際文化研究科）および
琉球大学（地域共創研究科）（以下「協定大学」と
いう）の大学院間の相互の交流を促進し、学生の
教育の充実・向上を図ることを目的とする。

（学生の受入れ）
第２条　協定大学に在学する学生が研究上の必要に
より、他の協定大学の大学院の授業科目の履修お
よび単位の修得を希望するときは、当該科目を開
設する協定大学の学長は希望する学生を受け入れ
ることができる。

（学生の身分および呼称）
第３条　学生の身分および呼称は、学生を受け入れ
る大学（以下「受入大学」という）の定めるとこ
ろによる。

（履修期間）
第４条　履修期間は、受入大学が指定した期間とする。
（授業料の徴収）
第５条　授業料は相互に不徴収とする。
（単位数および授業科目の範囲）
第６条　本協定により履修できる単位数は、10単位
を上限とする。履修できる授業科目の範囲につい
ては別に定める。

（受入学生数）
第７条　受け入れる学生数は別に定める。
（学生の受入手続き）
第８条　学生の受入手続きについては別に定める
（成績の評価）
第９条　成績の評価については,受入大学の学生の場
合と同一の基準・方法による。

（単位の取扱い）
第10条　履修した科目および単位の取扱いは,学生が

所属する大学の定めるところによる。
（大学の施設の利用）
第11条　履修上必要な施設・設備（附属図書館、食堂�
等）の利用については、協定大学で可能な限り便
宜を提供するものとする。

（連絡会議の設置）
第12条　本協定を円滑に実施するために、協定大学
を代表する者より成る連絡会議を置く。

（覚書および実施要領）
第13条　連絡会議は、本協定による単位互換を円滑
に実施するために、覚書を定める。

（協定の有効期間）
第14条　本協定の有効期間は２年とする。但し、有
効期間満了６か月前までに、協定大学のいずれか
の大学が失効を申し出ない限り、さらに２年間更
新されるものとし、以降も同様とする。

（協定の改正）
第15条　本協定内容の改正については、協定大学が
協議の上行うものとする。

附　則
１　本協定は、令和４年４月１日から施行する。
２　改正後の第１条の規定にかかわらず、令和４年
３月31日に人文社会科学研究科博士前期課程に在
学する者については、なお従前の例による。

沖縄国際大学大学院における厳正な学位
論文審査等に係る行動指針について

（大学院委員会申合せ）

沖縄国際大学大学院（以下、本学という）の学位論
文審査において、教員の職務の執行の公正さに対し
て疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、本学
の業務に対する信頼を保持することを目的に、教員
が遵守しなければならない倫理に係る行動指針につ
いて定める。

１．�教員は、その職務に係る倫理を保持しなければな
らない。

２．�教員は、法令及び法人の諸規程を遵守し、常に公
正な職務の執行に当たらなければならない。

３．�教員は、一部の者に対してのみ有利な取扱いをす
る等、不当な差別的取扱いをしてはならない。

４．�教員は、職務上知り得た秘密について、他に漏ら
してはならない。

５．�教員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくも
その職務や地位を自らや自らの属する組織のため
の私的利益のために用いてはならない。

６．�教員は、法令及び本法人の諸規定により与えられ
た職務の遂行に当たっては、当該職権の行使の対
象となる者からの贈与等を受けること等による疑
惑や不信を招くような行為をしてはならない。

７．�教員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の
増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなけ
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６　いつたん納入した入学検定料と履修料は、理由
のいかんにかかわらず返還しない。

（科目等履修生証）
第７条　科目等履修料等を納入した者には、科目等
履修生証を交付する。

（履修できる授業科目及び単位数）
第８条　科目等履修生が履修できる授業科目は当該
教授会が決定する。

２　課程等履修生が履修できる授業科目は、特定の
免許または資格に必要なすべての授業科目とする。

３　一般科目等履修生が履修できる授業科目は、原
則として実習、演習、実技を除いた授業科目とする。

４　科目等履修生が取得できる単位数は、１学年度
につき、本学が開講する授業科目は30単位以内と
する。

（履修科目の単位の授与）
第９条　科目等履修生は、本学学則第27条に定める
試験を受けることができる。

２　試験に合格した者には、授業科目所定の単位を
与える。

（証明書の発行）
第10条　科目等履修生には、本人の求めにより、単
位修得証明書等を発行することができる。

（施設の利用）
第11条　科目等履修生は、本学の図書館その他必要
な施設を利用することができる。

（履修の辞退）
第12条　科目等履修生が履修を辞退するときは、履
修辞退届けを速やかに教務部学務課に提出しなけ
ればならない。

（資格の取消）
第13条　科目等履修生が、履修期間中に、本学学則
や規則等に違反して学生の本分に反する行為をし
たり、病気その他の事由により履修の継続が不可
能となったときは、科目等履修生の資格を取り消
すことがある。

（準用）
第14条　科目等履修生に関し、この規程に定めのな
いことについては、正規の学生に関する規定を準
用する。

（事務所管）
第15条　科目等履修生に関する事務は、教務部学務
課が行う。

（改廃）
第16条　この規程の改廃は、学長が教授会及び大学
協議会の意見を聴いて行う。

附　則
１　この規程は、平成６年４月１日から施行する。
２～５　省略
６　改正、この規程は、平成27年９月１日から施行
する。

大学院研究生に関する規程

（目的）
第１条　この規程は、沖縄国際大学大学院（以下「本
大学院」という。）学則第50条に関して、必要な事
項を定めることを目的とする。

（定義）
第２条　研究生とは、原則として本大学院修士課程
を修了した者で、本大学院において研究を志願す
る者のうち入学を許可された者をいう。

（義務）
第３条　研究生は、指導教員の指導の下に特定のテー
マについて研究を深めるものとする。

（出願手続）
第４条　研究生として入学を志願する者は、次の必
要書類に大学院学則第46条に定める入学検定料の
半額を納入の上、指定の期日までに教務部学務課
に提出しなければならない。

　⑴�研究生出願書
　⑵�最終学歴証明書及び成績証明書
　⑶�健康診断書
　⑷�写真３葉
（入学許可）
第５条　研究生の入学は、当該研究科会の議を経て
学長が許可する。

（期間）
第６条　研究生の期間は、１年とする。但し、研究
期間の延長を希望する者は、当該研究科会の議を
経て、学長が許可する。

（単位の認定）
第７条　研究生は、担当教員の許可を得て大学院の
授業を受けることができるが、単位の認定は行わ
ない。

（施設の利用）
第８条　研究生は、大学院学生に認められた大学の
施設を利用することができる。

（研究成果の報告）
第９条研究生は、指導教員の指導を受け、研究期間
が終了する２ヶ月前にその研究成果を当該研究科
会に提出し、審査を受けなければならない。

（入学金及び授業料等）
第10条　研究生の入学金、授業料及び施設設備資金
の額は、大学院学則第46条に定める額の半額とする。

（身分の取消）
第11条　研究生が本大学院学則またはその他の規則
に違反し、研究生の本分に反する行為をしたとき
は、研究生の身分を取消すことがある。

（修了証書の授与）
第12条　学長は、研究生が当該研究科の成績審査に
合格したときは、修了証書を授与する。

（規程の準用）
第13条　この規程に定めるもののほか、大学院研究
生の取扱いについて必要な事項は、大学院学則そ
の他の学内諸規程を準用する。
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（改廃）
第14条　この規程の改廃は、学長が研究科会及び大
学院委員会の意見を聴いて行う。

附　則
１　この規程は、平成11年４月１日から施行する。
２～４　省略
５　改正、この規程は、令和２年１月27日から施行
する。

沖縄県４大学（沖縄大学・沖縄国際大学・
名桜大学・琉球大学）の人文社会科学系
大学院間の単位互換に関する協定

沖縄大学、沖縄国際大学、名桜大学および琉球大学は、
相互の大学院規則に定めるところにより、大学院の
学生を相互に派遣し、他大学院の授業科目を履修し
単位を修得することを認めるに当たり、次の事項に
ついて合意に達したので、ここに協定を締結する。

（目的）
第１条　この制度は、沖縄大学（現代沖縄研究科）、
沖縄国際大学（地域文化研究科・地域産業研究科・
法学研究科）、名桜大学（国際文化研究科）および
琉球大学（地域共創研究科）（以下「協定大学」と
いう）の大学院間の相互の交流を促進し、学生の
教育の充実・向上を図ることを目的とする。

（学生の受入れ）
第２条　協定大学に在学する学生が研究上の必要に
より、他の協定大学の大学院の授業科目の履修お
よび単位の修得を希望するときは、当該科目を開
設する協定大学の学長は希望する学生を受け入れ
ることができる。

（学生の身分および呼称）
第３条　学生の身分および呼称は、学生を受け入れ
る大学（以下「受入大学」という）の定めるとこ
ろによる。

（履修期間）
第４条　履修期間は、受入大学が指定した期間とする。
（授業料の徴収）
第５条　授業料は相互に不徴収とする。
（単位数および授業科目の範囲）
第６条　本協定により履修できる単位数は、10単位
を上限とする。履修できる授業科目の範囲につい
ては別に定める。

（受入学生数）
第７条　受け入れる学生数は別に定める。
（学生の受入手続き）
第８条　学生の受入手続きについては別に定める
（成績の評価）
第９条　成績の評価については,受入大学の学生の場
合と同一の基準・方法による。

（単位の取扱い）
第10条　履修した科目および単位の取扱いは,学生が

所属する大学の定めるところによる。
（大学の施設の利用）
第11条　履修上必要な施設・設備（附属図書館、食堂�
等）の利用については、協定大学で可能な限り便
宜を提供するものとする。

（連絡会議の設置）
第12条　本協定を円滑に実施するために、協定大学
を代表する者より成る連絡会議を置く。

（覚書および実施要領）
第13条　連絡会議は、本協定による単位互換を円滑
に実施するために、覚書を定める。

（協定の有効期間）
第14条　本協定の有効期間は２年とする。但し、有
効期間満了６か月前までに、協定大学のいずれか
の大学が失効を申し出ない限り、さらに２年間更
新されるものとし、以降も同様とする。

（協定の改正）
第15条　本協定内容の改正については、協定大学が
協議の上行うものとする。

附　則
１　本協定は、令和４年４月１日から施行する。
２　改正後の第１条の規定にかかわらず、令和４年
３月31日に人文社会科学研究科博士前期課程に在
学する者については、なお従前の例による。

沖縄国際大学大学院における厳正な学位
論文審査等に係る行動指針について

（大学院委員会申合せ）

沖縄国際大学大学院（以下、本学という）の学位論
文審査において、教員の職務の執行の公正さに対し
て疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、本学
の業務に対する信頼を保持することを目的に、教員
が遵守しなければならない倫理に係る行動指針につ
いて定める。

１．�教員は、その職務に係る倫理を保持しなければな
らない。

２．�教員は、法令及び法人の諸規程を遵守し、常に公
正な職務の執行に当たらなければならない。

３．�教員は、一部の者に対してのみ有利な取扱いをす
る等、不当な差別的取扱いをしてはならない。

４．�教員は、職務上知り得た秘密について、他に漏ら
してはならない。

５．�教員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくも
その職務や地位を自らや自らの属する組織のため
の私的利益のために用いてはならない。

６．�教員は、法令及び本法人の諸規定により与えられ
た職務の遂行に当たっては、当該職権の行使の対
象となる者からの贈与等を受けること等による疑
惑や不信を招くような行為をしてはならない。

７．�教員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の
増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなけ
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６　いつたん納入した入学検定料と履修料は、理由
のいかんにかかわらず返還しない。

（科目等履修生証）
第７条　科目等履修料等を納入した者には、科目等
履修生証を交付する。

（履修できる授業科目及び単位数）
第８条　科目等履修生が履修できる授業科目は当該
教授会が決定する。

２　課程等履修生が履修できる授業科目は、特定の
免許または資格に必要なすべての授業科目とする。

３　一般科目等履修生が履修できる授業科目は、原
則として実習、演習、実技を除いた授業科目とする。

４　科目等履修生が取得できる単位数は、１学年度
につき、本学が開講する授業科目は30単位以内と
する。

（履修科目の単位の授与）
第９条　科目等履修生は、本学学則第27条に定める
試験を受けることができる。

２　試験に合格した者には、授業科目所定の単位を
与える。

（証明書の発行）
第10条　科目等履修生には、本人の求めにより、単
位修得証明書等を発行することができる。

（施設の利用）
第11条　科目等履修生は、本学の図書館その他必要
な施設を利用することができる。

（履修の辞退）
第12条　科目等履修生が履修を辞退するときは、履
修辞退届けを速やかに教務部学務課に提出しなけ
ればならない。

（資格の取消）
第13条　科目等履修生が、履修期間中に、本学学則
や規則等に違反して学生の本分に反する行為をし
たり、病気その他の事由により履修の継続が不可
能となったときは、科目等履修生の資格を取り消
すことがある。

（準用）
第14条　科目等履修生に関し、この規程に定めのな
いことについては、正規の学生に関する規定を準
用する。

（事務所管）
第15条　科目等履修生に関する事務は、教務部学務
課が行う。

（改廃）
第16条　この規程の改廃は、学長が教授会及び大学
協議会の意見を聴いて行う。

附　則
１　この規程は、平成６年４月１日から施行する。
２～５　省略
６　改正、この規程は、平成27年９月１日から施行
する。

大学院研究生に関する規程

（目的）
第１条　この規程は、沖縄国際大学大学院（以下「本
大学院」という。）学則第50条に関して、必要な事
項を定めることを目的とする。

（定義）
第２条　研究生とは、原則として本大学院修士課程
を修了した者で、本大学院において研究を志願す
る者のうち入学を許可された者をいう。

（義務）
第３条　研究生は、指導教員の指導の下に特定のテー
マについて研究を深めるものとする。

（出願手続）
第４条　研究生として入学を志願する者は、次の必
要書類に大学院学則第46条に定める入学検定料の
半額を納入の上、指定の期日までに教務部学務課
に提出しなければならない。

　⑴�研究生出願書
　⑵�最終学歴証明書及び成績証明書
　⑶�健康診断書
　⑷�写真３葉
（入学許可）
第５条　研究生の入学は、当該研究科会の議を経て
学長が許可する。

（期間）
第６条　研究生の期間は、１年とする。但し、研究
期間の延長を希望する者は、当該研究科会の議を
経て、学長が許可する。

（単位の認定）
第７条　研究生は、担当教員の許可を得て大学院の
授業を受けることができるが、単位の認定は行わ
ない。

（施設の利用）
第８条　研究生は、大学院学生に認められた大学の
施設を利用することができる。

（研究成果の報告）
第９条研究生は、指導教員の指導を受け、研究期間
が終了する２ヶ月前にその研究成果を当該研究科
会に提出し、審査を受けなければならない。

（入学金及び授業料等）
第10条　研究生の入学金、授業料及び施設設備資金
の額は、大学院学則第46条に定める額の半額とする。

（身分の取消）
第11条　研究生が本大学院学則またはその他の規則
に違反し、研究生の本分に反する行為をしたとき
は、研究生の身分を取消すことがある。

（修了証書の授与）
第12条　学長は、研究生が当該研究科の成績審査に
合格したときは、修了証書を授与する。

（規程の準用）
第13条　この規程に定めるもののほか、大学院研究
生の取扱いについて必要な事項は、大学院学則そ
の他の学内諸規程を準用する。
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（奨学生の数）
第４条　奨学生の数は、各研究科１名とする。
（奨学金の額及び給付回数）
第５条　奨学金の給付額は、１人年額100,000円也
とする。

２　奨学金の給付回数は、１回限りとする。
（奨学生の決定）
第６条　奨学生の採用は、当該研究科会の選考を経
て学長がこれを決定する。

（規程の準用）
第７条　奨学生の募集、選考、決定等に係る諸手続、
その他この規程に定めのない事項については、本
学大学院研究奨励奨学金規程を準用する。

（規程の改廃）
第８条　この規程の改廃は、学長が大学院委員会の
意見を聴いた上で、理事会で行う。

２　この規程は、奨学金の原資が無くなったときを
もって廃止する。

（事務主管）
第９条　この奨学金に関する事務は、学生部学生課
がこれを行う。

附　則
１　この規程は、平成14年６月26日から施行する。
２　改正、この規程は、平成27年９月１日から施行
する。

波平勇夫大学院博士課程奨学金規程

（制定の趣旨・目的）
第１条　この規程は、波平勇夫大学院博士課程奨学
金（以下「奨学金」という。）に必要な事項を定める。

２　この奨学金は、寄付者の意志を尊重して沖縄国
際大学（以下「本学」という。）大学院修士課程修
了見込者及び大学院研究生で、大学院博士後期課
程に進学が決定している学生に対し給付する。そ
のことによって博士課程に期待される高度な学習
活動及び研究活動を奨励し、充実した研究成果を
あげさせることを目的とする。

（奨学金の原資）
第２条　奨学金は、波平勇夫名誉教授による寄付金
をもってこれにあてる。

（奨学金の管理運用）
第３条　奨学金の管理運用は、理事長がこれを行う。
（奨学生の数）
第４条　奨学生の数は、年間１人とする。
（奨学金の額、期間）
第５条　奨学金の給付額は、１人年額100,000円也
とする。

２　奨学金の給付期間は、１年限りとする。
（募集要項）
第６条　本規程に定めるほか、募集時期及び応募書
類等については、別途募集要項に定める。

（奨学生の決定、採用）
第７条　奨学生候補の推薦は、研究科会がこれを行う。

２　研究科会において推薦された候補者の決定は、
大学院員会の議を経て学長がこれを行う。

（規程の準用）
第８条　奨学生の選考・決定等に係る諸手続、その
他この規程に定めのない事項については、大学院
研究奨励奨学金規程を準用する。

（規程の改廃）
第９条　この規程の改廃は、学長が大学院委員会の
意見を聴いた上で、理事会で行う。

２　この規程は、奨学金の原資が無くなったときを
もって廃止する。

（事務主管）
第10条　この奨学金に関する事務は、学生部学生課
がこれを行う。

附　則
１　この規程は、平成19年11月28日から施行する。
２　改正、この規程は、平成27年９月１日から施行
する。

沖縄国際大学後援会奨学金規程

（制定の趣旨、目的）
第１条　この規程は、後援会奨学金（以下「奨学金」
という。）に必要な事項を定める。

２　この奨学金は、寄付者の意志を尊重して、学業・
人物ともに良好であり、家計支持者の事情で修学
が困難な本学の学部及び大学院に在学する学生に
対し学資の一部を給付することを目的とする。

３　ＣＯＶＩＤ―19新型コロナウイルス感染拡大に
伴い、その影響等で家計支持者の経済状態が悪化
し修学が困難となった本学の学部及び大学院に在
学する学生に対し学資の一部を給付することを目
的とする。

（奨学金の設定）
第２条　奨学金は、後援会の寄付金をもってこれに
充てる。

（奨学金の管理運用）
第３条　奨学金の管理運用は、理事長がこれを行う。
（奨学生の数）
第４条　奨学生の数は、奨学金の範囲内でこれを決
定する。

（奨学金の額）
第５条　奨学金の給付額は、在籍年次年額授業料の
半額相当額とする。

第５条の２　第１条第３項に定める奨学金の給付額
は、１人年額100,000円とする。

２　奨学金の給付額は１年限りとする。
（奨学生の決定）
第６条　奨学生の採用は、厚生補導委員会の選考を
経て学長がこれを決定する。

（規程の準用）
第７条　奨学生の募集、選考、決定等に係る諸手続、
その他この規程に定めのない事項については、奨
学金規程を準用する。
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ればならない。
８．�教員は、勤務時間外においても、自らの行動が本
学の信用に影響を与えることを常に認識して行動
しなければならない。

上記の申合せに反する行為があった場合は、本学の
諸規程により取り扱うものとする。

附　則
１　この申合せは、平成20年７月30日から適用する。

大学院研究奨励奨学金規程

（目的）
第１条　この規程は、大学院学則第54条第２項の規
程に基づき沖縄国際大学大学院に在学する学生に
対し、奨学金を給付することによって大学院に期
待される高度な学習活動及び研究活動を奨励し、
期限内に充実した研究成果をあげさせることを目
的とする。

（奨学金の対象者）
第２条　奨学金の対象者は、学業、人物ともに優れ、原
則として標準修業年限内に修了見込みの者とする。

（奨学金の額）
第３条　奨学金の額は、授業料の半額に相当する金
額とする。ただし、財源の範囲内でこれを変更す
ることがある。

（募集の時期）
第４条　奨学生の募集は、原則として毎学年度の始
めにこれを行う。

（出願書類）
第５条　奨学生志願者は、次の書類を学生部長を経
て学長に提出しなければならない。

　⑴�奨学生願書
　⑵�奨学生推薦調書
　⑶�その他本学が必要と認める書類
（奨学生の決定）
第６条　奨学生の採用は、研究科会の選考を経て学
長がこれを決定する。

２　学長は、前項により決定した奨学生を理事会に
報告するとともに学内に公示し、かつ本人に通知
しなければならない。

３　奨学生の決定通知を受けた者は、所定の誓約書
を学長に提出しなければならない。

（給付期間）
第７条　奨学金の給付期間は、１年とする。ただし、
継続して志願し給付を受けることができる。その
場合は通算して２年を越えることはできない。

（奨学金の財源）
第８条　奨学金は、本学の奨学基金規程第５条に定
めるところにより、奨学基金の果実をもってその
財源とする。

（奨学生の数）
第９条　奨学生の数は、財源の範囲内でこれを決定
する。

（奨学生の異動届）
第10条　奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、
その該当する事項を連帯保証人連署のうえ、学生
部長を経て学長に届け出なければならない。

　⑴�休学、退学するとき。
　⑵�停学、その他処分を受けたとき。
　⑶��本人または連帯保証人の氏名、住所、その他重

要な事項に変更があったとき。
（身分の取消）
第11条　学長は、奨学生が次の各号の一に該当する
ときは、研究科会の意見を聞いて奨学生の身分を
取消すことがある。

　⑴�学業成績または性行が不良となったとき。
　⑵�奨学金を必要としなくなったとき。
　⑶��奨学生としての責務を怠り、奨学生として適当

でないと認められたとき。
　⑷�休学または除籍、退学、懲戒処分を受けたとき。
　⑸�傷病などにより、成業の見込みがないとき。
　⑹�願書等の提出書類に虚偽の記載をしたとき。
（奨学金の返還）
第12条　奨学生が第11条の規定によりその身分を
失ったときは、当該年度に支給された奨学金の全
額またはその一部を返還させることができる。

（事務）
第13条　この奨学金に関する事務は、学生部学生課
がこれを行う。

（改廃）
第14条　この規程の改廃は、学長が大学院委員会の
意見を聴いた上で、理事会で行う。

附　則
１　この規程は、平成９年４月１日から施行する。
２～５　省略
６　改正、この規程は、平成27年９月１日から施行
する。

長濱眞徳博士記念大学院奨学金規程

（制定の趣旨・目的）
第１条　この規程は、長濱眞徳博士記念大学院奨学
金（以下「奨学金」という。）に必要な事項を定める。

２　この奨学金は、寄付者の意志を尊重して沖縄国
際大学（以下「本学」という。）大学院に在学する
学業、人物ともに優秀な学生に対し、奨学金を給
付することによって大学院に期待される高度な学
習活動及び研究活動を奨励し、充実した研究成果
をあげさせることを目的とする。

（奨学金の設定）
第２条　奨学金は、長濱眞徳博士記念奨学基金の原
資をもってこれにあてる。

（奨学金の管理運用）
第３条　奨学金の管理運用は、理事長がこれを行う。
２　長濱眞徳博士記念奨学基金の原資相当経費は大
学予算から運用することができる。
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（奨学生の数）
第４条　奨学生の数は、各研究科１名とする。
（奨学金の額及び給付回数）
第５条　奨学金の給付額は、１人年額100,000円也
とする。

２　奨学金の給付回数は、１回限りとする。
（奨学生の決定）
第６条　奨学生の採用は、当該研究科会の選考を経
て学長がこれを決定する。

（規程の準用）
第７条　奨学生の募集、選考、決定等に係る諸手続、
その他この規程に定めのない事項については、本
学大学院研究奨励奨学金規程を準用する。

（規程の改廃）
第８条　この規程の改廃は、学長が大学院委員会の
意見を聴いた上で、理事会で行う。

２　この規程は、奨学金の原資が無くなったときを
もって廃止する。

（事務主管）
第９条　この奨学金に関する事務は、学生部学生課
がこれを行う。

附　則
１　この規程は、平成14年６月26日から施行する。
２　改正、この規程は、平成27年９月１日から施行
する。

波平勇夫大学院博士課程奨学金規程

（制定の趣旨・目的）
第１条　この規程は、波平勇夫大学院博士課程奨学
金（以下「奨学金」という。）に必要な事項を定める。

２　この奨学金は、寄付者の意志を尊重して沖縄国
際大学（以下「本学」という。）大学院修士課程修
了見込者及び大学院研究生で、大学院博士後期課
程に進学が決定している学生に対し給付する。そ
のことによって博士課程に期待される高度な学習
活動及び研究活動を奨励し、充実した研究成果を
あげさせることを目的とする。

（奨学金の原資）
第２条　奨学金は、波平勇夫名誉教授による寄付金
をもってこれにあてる。

（奨学金の管理運用）
第３条　奨学金の管理運用は、理事長がこれを行う。
（奨学生の数）
第４条　奨学生の数は、年間１人とする。
（奨学金の額、期間）
第５条　奨学金の給付額は、１人年額100,000円也
とする。

２　奨学金の給付期間は、１年限りとする。
（募集要項）
第６条　本規程に定めるほか、募集時期及び応募書
類等については、別途募集要項に定める。

（奨学生の決定、採用）
第７条　奨学生候補の推薦は、研究科会がこれを行う。

２　研究科会において推薦された候補者の決定は、
大学院員会の議を経て学長がこれを行う。

（規程の準用）
第８条　奨学生の選考・決定等に係る諸手続、その
他この規程に定めのない事項については、大学院
研究奨励奨学金規程を準用する。

（規程の改廃）
第９条　この規程の改廃は、学長が大学院委員会の
意見を聴いた上で、理事会で行う。

２　この規程は、奨学金の原資が無くなったときを
もって廃止する。

（事務主管）
第10条　この奨学金に関する事務は、学生部学生課
がこれを行う。

附　則
１　この規程は、平成19年11月28日から施行する。
２　改正、この規程は、平成27年９月１日から施行
する。

沖縄国際大学後援会奨学金規程

（制定の趣旨、目的）
第１条　この規程は、後援会奨学金（以下「奨学金」
という。）に必要な事項を定める。

２　この奨学金は、寄付者の意志を尊重して、学業・
人物ともに良好であり、家計支持者の事情で修学
が困難な本学の学部及び大学院に在学する学生に
対し学資の一部を給付することを目的とする。

３　ＣＯＶＩＤ―19新型コロナウイルス感染拡大に
伴い、その影響等で家計支持者の経済状態が悪化
し修学が困難となった本学の学部及び大学院に在
学する学生に対し学資の一部を給付することを目
的とする。

（奨学金の設定）
第２条　奨学金は、後援会の寄付金をもってこれに
充てる。

（奨学金の管理運用）
第３条　奨学金の管理運用は、理事長がこれを行う。
（奨学生の数）
第４条　奨学生の数は、奨学金の範囲内でこれを決
定する。

（奨学金の額）
第５条　奨学金の給付額は、在籍年次年額授業料の
半額相当額とする。

第５条の２　第１条第３項に定める奨学金の給付額
は、１人年額100,000円とする。

２　奨学金の給付額は１年限りとする。
（奨学生の決定）
第６条　奨学生の採用は、厚生補導委員会の選考を
経て学長がこれを決定する。

（規程の準用）
第７条　奨学生の募集、選考、決定等に係る諸手続、
その他この規程に定めのない事項については、奨
学金規程を準用する。
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ればならない。
８．�教員は、勤務時間外においても、自らの行動が本
学の信用に影響を与えることを常に認識して行動
しなければならない。

上記の申合せに反する行為があった場合は、本学の
諸規程により取り扱うものとする。

附　則
１　この申合せは、平成20年７月30日から適用する。

大学院研究奨励奨学金規程

（目的）
第１条　この規程は、大学院学則第54条第２項の規
程に基づき沖縄国際大学大学院に在学する学生に
対し、奨学金を給付することによって大学院に期
待される高度な学習活動及び研究活動を奨励し、
期限内に充実した研究成果をあげさせることを目
的とする。

（奨学金の対象者）
第２条　奨学金の対象者は、学業、人物ともに優れ、原
則として標準修業年限内に修了見込みの者とする。

（奨学金の額）
第３条　奨学金の額は、授業料の半額に相当する金
額とする。ただし、財源の範囲内でこれを変更す
ることがある。

（募集の時期）
第４条　奨学生の募集は、原則として毎学年度の始
めにこれを行う。

（出願書類）
第５条　奨学生志願者は、次の書類を学生部長を経
て学長に提出しなければならない。

　⑴�奨学生願書
　⑵�奨学生推薦調書
　⑶�その他本学が必要と認める書類
（奨学生の決定）
第６条　奨学生の採用は、研究科会の選考を経て学
長がこれを決定する。

２　学長は、前項により決定した奨学生を理事会に
報告するとともに学内に公示し、かつ本人に通知
しなければならない。

３　奨学生の決定通知を受けた者は、所定の誓約書
を学長に提出しなければならない。

（給付期間）
第７条　奨学金の給付期間は、１年とする。ただし、
継続して志願し給付を受けることができる。その
場合は通算して２年を越えることはできない。

（奨学金の財源）
第８条　奨学金は、本学の奨学基金規程第５条に定
めるところにより、奨学基金の果実をもってその
財源とする。

（奨学生の数）
第９条　奨学生の数は、財源の範囲内でこれを決定
する。

（奨学生の異動届）
第10条　奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、
その該当する事項を連帯保証人連署のうえ、学生
部長を経て学長に届け出なければならない。

　⑴�休学、退学するとき。
　⑵�停学、その他処分を受けたとき。
　⑶��本人または連帯保証人の氏名、住所、その他重

要な事項に変更があったとき。
（身分の取消）
第11条　学長は、奨学生が次の各号の一に該当する
ときは、研究科会の意見を聞いて奨学生の身分を
取消すことがある。

　⑴�学業成績または性行が不良となったとき。
　⑵�奨学金を必要としなくなったとき。
　⑶��奨学生としての責務を怠り、奨学生として適当

でないと認められたとき。
　⑷�休学または除籍、退学、懲戒処分を受けたとき。
　⑸�傷病などにより、成業の見込みがないとき。
　⑹�願書等の提出書類に虚偽の記載をしたとき。
（奨学金の返還）
第12条　奨学生が第11条の規定によりその身分を
失ったときは、当該年度に支給された奨学金の全
額またはその一部を返還させることができる。

（事務）
第13条　この奨学金に関する事務は、学生部学生課
がこれを行う。

（改廃）
第14条　この規程の改廃は、学長が大学院委員会の
意見を聴いた上で、理事会で行う。

附　則
１　この規程は、平成９年４月１日から施行する。
２～５　省略
６　改正、この規程は、平成27年９月１日から施行
する。

長濱眞徳博士記念大学院奨学金規程

（制定の趣旨・目的）
第１条　この規程は、長濱眞徳博士記念大学院奨学
金（以下「奨学金」という。）に必要な事項を定める。

２　この奨学金は、寄付者の意志を尊重して沖縄国
際大学（以下「本学」という。）大学院に在学する
学業、人物ともに優秀な学生に対し、奨学金を給
付することによって大学院に期待される高度な学
習活動及び研究活動を奨励し、充実した研究成果
をあげさせることを目的とする。

（奨学金の設定）
第２条　奨学金は、長濱眞徳博士記念奨学基金の原
資をもってこれにあてる。

（奨学金の管理運用）
第３条　奨学金の管理運用は、理事長がこれを行う。
２　長濱眞徳博士記念奨学基金の原資相当経費は大
学予算から運用することができる。
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（奨学生の数）
第４条　奨学生の数は、各研究科１名とする。
（奨学金の額及び給付回数）
第５条　奨学金の給付額は、１人年額100,000円也
とする。

２　奨学金の給付回数は、１回限りとする。
（奨学生の決定）
第６条　奨学生の採用は、当該研究科会の選考を経
て学長がこれを決定する。

（規程の準用）
第７条　奨学生の募集、選考、決定等に係る諸手続、
その他この規程に定めのない事項については、本
学大学院研究奨励奨学金規程を準用する。

（規程の改廃）
第８条　この規程の改廃は、学長が大学院委員会の
意見を聴いた上で、理事会で行う。

２　この規程は、奨学金の原資が無くなったときを
もって廃止する。

（事務主管）
第９条　この奨学金に関する事務は、学生部学生課
がこれを行う。

附　則
１　この規程は、平成14年６月26日から施行する。
２　改正、この規程は、平成27年９月１日から施行
する。

波平勇夫大学院博士課程奨学金規程

（制定の趣旨・目的）
第１条　この規程は、波平勇夫大学院博士課程奨学
金（以下「奨学金」という。）に必要な事項を定める。

２　この奨学金は、寄付者の意志を尊重して沖縄国
際大学（以下「本学」という。）大学院修士課程修
了見込者及び大学院研究生で、大学院博士後期課
程に進学が決定している学生に対し給付する。そ
のことによって博士課程に期待される高度な学習
活動及び研究活動を奨励し、充実した研究成果を
あげさせることを目的とする。

（奨学金の原資）
第２条　奨学金は、波平勇夫名誉教授による寄付金
をもってこれにあてる。

（奨学金の管理運用）
第３条　奨学金の管理運用は、理事長がこれを行う。
（奨学生の数）
第４条　奨学生の数は、年間１人とする。
（奨学金の額、期間）
第５条　奨学金の給付額は、１人年額100,000円也
とする。

２　奨学金の給付期間は、１年限りとする。
（募集要項）
第６条　本規程に定めるほか、募集時期及び応募書
類等については、別途募集要項に定める。

（奨学生の決定、採用）
第７条　奨学生候補の推薦は、研究科会がこれを行う。

２　研究科会において推薦された候補者の決定は、
大学院員会の議を経て学長がこれを行う。

（規程の準用）
第８条　奨学生の選考・決定等に係る諸手続、その
他この規程に定めのない事項については、大学院
研究奨励奨学金規程を準用する。

（規程の改廃）
第９条　この規程の改廃は、学長が大学院委員会の
意見を聴いた上で、理事会で行う。

２　この規程は、奨学金の原資が無くなったときを
もって廃止する。

（事務主管）
第10条　この奨学金に関する事務は、学生部学生課
がこれを行う。

附　則
１　この規程は、平成19年11月28日から施行する。
２　改正、この規程は、平成27年９月１日から施行
する。

沖縄国際大学後援会奨学金規程

（制定の趣旨、目的）
第１条　この規程は、後援会奨学金（以下「奨学金」
という。）に必要な事項を定める。

２　この奨学金は、寄付者の意志を尊重して、学業・
人物ともに良好であり、家計支持者の事情で修学
が困難な本学の学部及び大学院に在学する学生に
対し学資の一部を給付することを目的とする。

３　ＣＯＶＩＤ―19新型コロナウイルス感染拡大に
伴い、その影響等で家計支持者の経済状態が悪化
し修学が困難となった本学の学部及び大学院に在
学する学生に対し学資の一部を給付することを目
的とする。

（奨学金の設定）
第２条　奨学金は、後援会の寄付金をもってこれに
充てる。

（奨学金の管理運用）
第３条　奨学金の管理運用は、理事長がこれを行う。
（奨学生の数）
第４条　奨学生の数は、奨学金の範囲内でこれを決
定する。

（奨学金の額）
第５条　奨学金の給付額は、在籍年次年額授業料の
半額相当額とする。

第５条の２　第１条第３項に定める奨学金の給付額
は、１人年額100,000円とする。

２　奨学金の給付額は１年限りとする。
（奨学生の決定）
第６条　奨学生の採用は、厚生補導委員会の選考を
経て学長がこれを決定する。

（規程の準用）
第７条　奨学生の募集、選考、決定等に係る諸手続、
その他この規程に定めのない事項については、奨
学金規程を準用する。
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ればならない。
８．�教員は、勤務時間外においても、自らの行動が本
学の信用に影響を与えることを常に認識して行動
しなければならない。

上記の申合せに反する行為があった場合は、本学の
諸規程により取り扱うものとする。

附　則
１　この申合せは、平成20年７月30日から適用する。

大学院研究奨励奨学金規程

（目的）
第１条　この規程は、大学院学則第54条第２項の規
程に基づき沖縄国際大学大学院に在学する学生に
対し、奨学金を給付することによって大学院に期
待される高度な学習活動及び研究活動を奨励し、
期限内に充実した研究成果をあげさせることを目
的とする。

（奨学金の対象者）
第２条　奨学金の対象者は、学業、人物ともに優れ、原
則として標準修業年限内に修了見込みの者とする。

（奨学金の額）
第３条　奨学金の額は、授業料の半額に相当する金
額とする。ただし、財源の範囲内でこれを変更す
ることがある。

（募集の時期）
第４条　奨学生の募集は、原則として毎学年度の始
めにこれを行う。

（出願書類）
第５条　奨学生志願者は、次の書類を学生部長を経
て学長に提出しなければならない。

　⑴�奨学生願書
　⑵�奨学生推薦調書
　⑶�その他本学が必要と認める書類
（奨学生の決定）
第６条　奨学生の採用は、研究科会の選考を経て学
長がこれを決定する。

２　学長は、前項により決定した奨学生を理事会に
報告するとともに学内に公示し、かつ本人に通知
しなければならない。

３　奨学生の決定通知を受けた者は、所定の誓約書
を学長に提出しなければならない。

（給付期間）
第７条　奨学金の給付期間は、１年とする。ただし、
継続して志願し給付を受けることができる。その
場合は通算して２年を越えることはできない。

（奨学金の財源）
第８条　奨学金は、本学の奨学基金規程第５条に定
めるところにより、奨学基金の果実をもってその
財源とする。

（奨学生の数）
第９条　奨学生の数は、財源の範囲内でこれを決定
する。

（奨学生の異動届）
第10条　奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、
その該当する事項を連帯保証人連署のうえ、学生
部長を経て学長に届け出なければならない。

　⑴�休学、退学するとき。
　⑵�停学、その他処分を受けたとき。
　⑶��本人または連帯保証人の氏名、住所、その他重

要な事項に変更があったとき。
（身分の取消）
第11条　学長は、奨学生が次の各号の一に該当する
ときは、研究科会の意見を聞いて奨学生の身分を
取消すことがある。

　⑴�学業成績または性行が不良となったとき。
　⑵�奨学金を必要としなくなったとき。
　⑶��奨学生としての責務を怠り、奨学生として適当

でないと認められたとき。
　⑷�休学または除籍、退学、懲戒処分を受けたとき。
　⑸�傷病などにより、成業の見込みがないとき。
　⑹�願書等の提出書類に虚偽の記載をしたとき。
（奨学金の返還）
第12条　奨学生が第11条の規定によりその身分を
失ったときは、当該年度に支給された奨学金の全
額またはその一部を返還させることができる。

（事務）
第13条　この奨学金に関する事務は、学生部学生課
がこれを行う。

（改廃）
第14条　この規程の改廃は、学長が大学院委員会の
意見を聴いた上で、理事会で行う。

附　則
１　この規程は、平成９年４月１日から施行する。
２～５　省略
６　改正、この規程は、平成27年９月１日から施行
する。

長濱眞徳博士記念大学院奨学金規程

（制定の趣旨・目的）
第１条　この規程は、長濱眞徳博士記念大学院奨学
金（以下「奨学金」という。）に必要な事項を定める。

２　この奨学金は、寄付者の意志を尊重して沖縄国
際大学（以下「本学」という。）大学院に在学する
学業、人物ともに優秀な学生に対し、奨学金を給
付することによって大学院に期待される高度な学
習活動及び研究活動を奨励し、充実した研究成果
をあげさせることを目的とする。

（奨学金の設定）
第２条　奨学金は、長濱眞徳博士記念奨学基金の原
資をもってこれにあてる。

（奨学金の管理運用）
第３条　奨学金の管理運用は、理事長がこれを行う。
２　長濱眞徳博士記念奨学基金の原資相当経費は大
学予算から運用することができる。
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（規程の改廃）
第８条　この規程の改廃は、学長が大学協議会の意

見を聴いた上で、理事会で行う。
（事務主管）
第９条　この奨学金に関する事務は、学生部学生課

がこれを行う。

附　則
１　この規程は、平成14年12月18日から施行する。
２～７省略
８　改正、この規程は、令和３年７月28日から施行

する。

学費等納入規程

（目的）
第１条　沖縄国際大学大学院学則第46条第２項及び

沖縄国際大学学則第56条第４項に基づき、学費等
納入規程を定める。

２　沖縄国際大学大学院及び沖縄国際大学の学費等
の納入は、この規程による。

（学費等）
第２条　この規程による学費等は、別表１及び別表

２のとおりとする｡
（学費の納入方法等）
第３条　別表１及び別表２に掲げる学費（入学金を

除く）については半額ずつ２回に分けて納めるこ
とができる。

２　納入期限は、前期分が毎年３月31日、後期分が
毎年９月30日までとする。ただし、納入期限日が
金融機関の休日に当たった場合は、前日までとす
る。

３　本学に合格した新入生（大学院学生含む）、転入
生及び編入生の学費は、別に定める所定の期日ま
でに納入しなければならない。

４　大学院学則第46条第２項及び学則第55条第２項
に定めるところにより、所定の期日までに本人の
申請に基づき、入学金を除く学費を返還すること
がある。ただし、推薦入学試験又は後期日程試験
で合格した者は除くものとする。

（修了・卒業延期者の学費）

第４条　修了又は卒業延期となった者の学費は、大
学院にあっては２年次在学時及び学部にあっては
４年次在学時の学費と同額とする。

２　９月修了者又は卒業者の学費は、年額の半額と
する。

３　修了に必要な単位を取得し、学位論文審査のみを
残して在学する場合の学費は、年額の半額とする。

（再入学者の学費等）
第５条　再入学を許可された者の学費は、大学院、

学部ともその年度の新入生の学費（入学金を除く）
と同額とし、別に再入学金を納入しなければなら
ない。

（編入生、転入生の学費）
第６条　編入生、転入生の学費は、大学院、学部と

もその年度の新入生の学費と同額とする。ただし、
本学卒業生の入学金については、既納額との差額
がある場合は、差額を納入しなければならない。

（転籍者の学費）
第７条　転籍を許可された者の学費は、許可された

当該学部学科の学年次の学費を納めるものとする。
（停学者の学費）
第８条　学則第66条による停学者の学費は徴収する。
（学籍料）
第９条　休学を許可された者は、学籍料として、１

年間休学の場合は当該授業料年額の６分の１、半
年間休学の場合は年額の12分の１を所定期日まで
に納入しなければならない。

２　休学に関する規程第３条第１項第１号に該当す
る者は、学籍料として、当該授業料年額の24分の
１を所定期日までに納入しなければならない。

３　学費を納めた者が休学する場合は、当該年度の
学籍料は、免除する。

（改廃）
第10条　この規程の改廃は、学長が大学協議会の意

見を聴いた上で、理事会で行う。
附　則
１～42省略
43　改正、この規程は、令和８年４月１日から施行

する。

別表１省略
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大　学　院　学　費　等
別表２ （単位：円）

種　別 項　　目 金　　額 備　　考

学 費
入学金

大学院学則第46条第１項のとおり 大学院学則の附則のとおり授業料
施設設備資金

研 究 生 学 費
入学金

大学院学則第46条第３項のとおり 大学院学則の附則のとおり授業料
施設設備資金

入 学 検 定 料 入学検定料
大学院学則第46条第１項のとお
り。ただし、研究生については、
第46条第３項を適用する。

当該年度に２回受験する受験
生の２回目の入学検定料は、
入試要項に定めるとおり減額
する。
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（規程の改廃）
第８条　この規程の改廃は、学長が大学協議会の意

見を聴いた上で、理事会で行う。
（事務主管）
第９条　この奨学金に関する事務は、学生部学生課

がこれを行う。

附　則
１　この規程は、平成14年12月18日から施行する。
２～７省略
８　改正、この規程は、令和３年７月28日から施行

する。

学費等納入規程

（目的）
第１条　沖縄国際大学大学院学則第46条第２項及び

沖縄国際大学学則第56条第４項に基づき、学費等
納入規程を定める。

２　沖縄国際大学大学院及び沖縄国際大学の学費等
の納入は、この規程による。

（学費等）
第２条　この規程による学費等は、別表１及び別表

２のとおりとする｡
（学費の納入方法等）
第３条　別表１及び別表２に掲げる学費（入学金を

除く）については半額ずつ２回に分けて納めるこ
とができる。

２　納入期限は、前期分が毎年３月31日、後期分が
毎年９月30日までとする。ただし、納入期限日が
金融機関の休日に当たった場合は、前日までとす
る。

３　本学に合格した新入生（大学院学生含む）、転入
生及び編入生の学費は、別に定める所定の期日ま
でに納入しなければならない。

４　大学院学則第46条第２項及び学則第55条第２項
に定めるところにより、所定の期日までに本人の
申請に基づき、入学金を除く学費を返還すること
がある。ただし、推薦入学試験又は後期日程試験
で合格した者は除くものとする。

（修了・卒業延期者の学費）

第４条　修了又は卒業延期となった者の学費は、大
学院にあっては２年次在学時及び学部にあっては
４年次在学時の学費と同額とする。

２　９月修了者又は卒業者の学費は、年額の半額と
する。

３　修了に必要な単位を取得し、学位論文審査のみを
残して在学する場合の学費は、年額の半額とする。

（再入学者の学費等）
第５条　再入学を許可された者の学費は、大学院、

学部ともその年度の新入生の学費（入学金を除く）
と同額とし、別に再入学金を納入しなければなら
ない。

（編入生、転入生の学費）
第６条　編入生、転入生の学費は、大学院、学部と

もその年度の新入生の学費と同額とする。ただし、
本学卒業生の入学金については、既納額との差額
がある場合は、差額を納入しなければならない。

（転籍者の学費）
第７条　転籍を許可された者の学費は、許可された

当該学部学科の学年次の学費を納めるものとする。
（停学者の学費）
第８条　学則第66条による停学者の学費は徴収する。
（学籍料）
第９条　休学を許可された者は、学籍料として、１

年間休学の場合は当該授業料年額の６分の１、半
年間休学の場合は年額の12分の１を所定期日まで
に納入しなければならない。

２　休学に関する規程第３条第１項第１号に該当す
る者は、学籍料として、当該授業料年額の24分の
１を所定期日までに納入しなければならない。

３　学費を納めた者が休学する場合は、当該年度の
学籍料は、免除する。

（改廃）
第10条　この規程の改廃は、学長が大学協議会の意

見を聴いた上で、理事会で行う。
附　則
１～42省略
43　改正、この規程は、令和８年４月１日から施行

する。

別表１省略
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大　学　院　学　費　等
別表２ （単位：円）

種　別 項　　目 金　　額 備　　考

学 費
入学金

大学院学則第46条第１項のとおり 大学院学則の附則のとおり授業料
施設設備資金

研 究 生 学 費
入学金

大学院学則第46条第３項のとおり 大学院学則の附則のとおり授業料
施設設備資金

入 学 検 定 料 入学検定料
大学院学則第46条第１項のとお
り。ただし、研究生については、
第46条第３項を適用する。

当該年度に２回受験する受験
生の２回目の入学検定料は、
入試要項に定めるとおり減額
する。

大学院成績評定平均値（GPA）に関する規程

（趣旨）
第１条　この規程は、沖縄国際大学（以下「本学」
という。）各研究科履修規程第11条に基づき、成績
評定平均値（グレードポイントアベレージ。以下
「GPA」という。）の取扱いについて、必要な事項
を定めるものとする。

（定義）
第２条　この規程において「GPA」とは、大学院等の
各授業科目の５段階の成績評価に対応して４～０�
の評点（グレードポイント。以下「GP」という。）
を付与して算出する１単位当たりの評定平均値を
いう。

（対象授業科目）
第３条　GPAの算出の対象授業科目は、大学院等の
５段階評価を受けた授業科目とする。

　また、本学以外で修得した授業科目又は入学前に
修得した授業科目をGPAに含めて算出する。

（配点）
第４条　評価された成績の段階ごとに、次に掲げる
GPを配点する。

　⑴� 秀 　　Ａ（90～100）　GP=４
　⑵� 優 　　Ｂ（80～89）　GP=３
　⑶� 良 　　Ｃ（70～79）　GP=２
　⑷� 可 　　Ｄ（60～69）　GP=１
　⑸�不可　　Ｆ（０～59）　GP=０
（GPAの種類及び計算方法）
第５条　GPAは、次の各号に区分し、当該各号に定
める方法により計算する。この場合において、計
算値は、小数点以下第２位を四捨五入して表記する。

　⑴�通算GPA
入学時から現在学期までの､ 全履修科目の単位
数と各履修科目の得たGPを乗じてその合計を､
入学時からの現在の学期までの総単位数（履修
登録単位の総数）の合計で除して算出する。

　⑵�奨学金GPA

入学時から現在の学期までの､修了要件科目の
単位数と各履修科目で得たGPを乗じてその合計
を、入学時からの現在の学期までの修了要件総履
修登録単位数の合計で除して算出する。

（履修放棄科目の取扱い）
第６条　履修登録修正期限までに履修登録を取り消
した場合及び各研究科の長による履修登録の変更
の措置が行われた場合を除き、履修を放棄した科
目の成績は，不可として扱う。

（不正行為により無効とされた成績の取扱い等）
第７条　不正行為により無効とされた成績は，不可
として扱う。

（GPAの通知）
第８条　GPAの院生への通知は､ 成績原簿に通算
GPAを表示することにより行う。

（改廃）
第９条　この規程の改廃は、学長が大学院委員会の
意見を聴いて行う。

附　則
１　この規程は，平成28年４月１日から施行する。
２　この規程は，令和５年９月13日から施行する。

学生準則

第１章　学生証
第１条　本学の学生証は、沖縄国際大学の学生たる
身分を証明するものであり、学生は次の事項を遵
守しなければならない。

　⑴��学生証は常に携帯し、本学職員から請求がある
ときはこれを呈示すること。

　⑵�学生証は、他人に貸与または譲渡しないこと。
　⑶��学生証を紛失したときは、直ちに所定の様式に

より所属学部長に届出て、発行者からその再交
付をうけること。

　⑷��学生証は、卒業・退学・除籍の場合には直ちに
所属学部に返還すること。
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種　別 項　　目 金　　額 備　　考
再入学検定料 再入学検定料 30,000
入学資格審査料 入学資格審査料 大学院学則第46条第１項のとおり
学 籍 料 休学する場合 学費等納入規程第９条のとおり 100円未満切捨て

履 修 料 科目等履修生

入学検定料 大学院学則第46条第１項で定める
入学検定料の半額

履修料
大学院学則第46条第１項表１の授
業料と施設設備資金を加えた額の
35分の１

１単位につき100円未満切捨て

心理実践実習Ⅰ
学 外 実 習 費

心理実践実習Ⅰ学外実習を
受ける場合 25,000

心理実践実習Ⅱ
学 外 実 習 費

心理実践実習Ⅱ学外実習を
受ける場合

46,000
（前期：23,000）
（後期：23,000）

注　再入学金、単位料、手数料等は別表１を準用する。

（規程の改廃）
第８条　この規程の改廃は、学長が大学協議会の意
見を聴いた上で、理事会で行う。

（事務主管）
第９条　この奨学金に関する事務は、学生部学生課
がこれを行う。

附　則
１　この規程は、平成14年12月18日から施行する。
２～７省略
８　改正、この規程は、令和３年７月28日から施行
する。

学費等納入規程

（目的）
第１条　沖縄国際大学大学院学則第46条第２項及び
沖縄国際大学学則第56条第４項に基づき、学費等
納入規程を定める。

２　沖縄国際大学大学院及び沖縄国際大学の学費等
の納入は、この規程による。

（学費等）
第２条　この規程による学費等は、別表１及び別表
２のとおりとする｡

（学費の納入方法等）
第３条　別表１及び別表２に掲げる学費（入学金を
除く）については半額ずつ２回に分けて納めるこ
とができる。

２　納入期限は、前期分が毎年３月31日、後期分が
毎年９月30日までとする。ただし、納入期限日が
金融機関の休日に当たった場合は、前日までとす
る。

３　本学に合格した新入生（大学院学生含む）、転入
生及び編入生の学費は、別に定める所定の期日ま
でに納入しなければならない。

４　大学院学則第46条第２項及び学則第55条第２項
に定めるところにより、所定の期日までに本人の
申請に基づき、入学金を除く学費を返還すること
がある。ただし、推薦入学試験又は後期日程試験
で合格した者は除くものとする。

（修了・卒業延期者の学費）

第４条　修了又は卒業延期となった者の学費は、大
学院にあっては２年次在学時及び学部にあっては
４年次在学時の学費と同額とする。

２　９月修了者又は卒業者の学費は、年額の半額と
する。

３　修了に必要な単位を取得し、学位論文審査のみを
残して在学する場合の学費は、年額の半額とする。

（再入学者の学費等）
第５条　再入学を許可された者の学費は、大学院、
学部ともその年度の新入生の学費（入学金を除く）
と同額とし、別に再入学金を納入しなければなら
ない。

（編入生、転入生の学費）
第６条　編入生、転入生の学費は、大学院、学部と
もその年度の新入生の学費と同額とする。ただし、
本学卒業生の入学金については、既納額との差額
がある場合は、差額を納入しなければならない。

（転籍者の学費）
第７条　転籍を許可された者の学費は、許可された
当該学部学科の学年次の学費を納めるものとする。

（停学者の学費）
第８条　学則第66条による停学者の学費は徴収する。
（学籍料）
第９条　休学を許可された者は、学籍料として、１
年間休学の場合は当該授業料年額の６分の１、半
年間休学の場合は年額の12分の１を所定期日まで
に納入しなければならない。

２　休学に関する規程第３条第１項第１号に該当す
る者は、学籍料として、当該授業料年額の24分の
１を所定期日までに納入しなければならない。

３　学費を納めた者が休学する場合は、当該年度の
学籍料は、免除する。

（改廃）
第10条　この規程の改廃は、学長が大学協議会の意
見を聴いた上で、理事会で行う。

附　則
１～41省略
42　改正、この規程は、令和４年４月１日から施行
する。

別表１省略
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大　学　院　学　費　等
別表２� （単位：円）

種　別 項　　目 金　　額 備　　考

学 費
入学金

大学院学則第46条第１項のとおり 大学院学則の附則のとおり授業料
施設設備資金

研 究 生 学 費
入学金

大学院学則第46条第３項のとおり 大学院学則の附則のとおり授業料
施設設備資金

入 学 検 定 料 入学検定料
大学院学則第46条第１項のとお
り。ただし、研究生については、
第46条第３項を適用する。

当該年度に２回受験する受験
生の２回目の入学検定料は、
入試要項に定めるとおり減額
する。
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第３条　台風のために休講となった授業は、原則と
して補講期間中に行う。

第４条　この措置に拠りがたい特別警報等の緊急事
態が生じた場合は、教務部長はその都度、適切な
処置をとり、事後、学長に報告しなければならない。

第５条　この規程の改廃は、教務委員会の承認を経
て、教授会でこれを報告する。

附　則
１　この規程は、昭和56年１月１日から施行する。
２～４　省略
５　改正、この規程は、平成27年５月15日から施行
する。

沖縄国際大学情報ネットワーク
管理・運用規程

（目的）
第１条　この規程は、沖縄国際大学情報センター（以
下「情報センター」という｡）が管理する情報シス
テムのうち学内ネットワーク（以下「ネットワーク」
という｡）の管理・運用及び利用について定めるこ
とを目的とする｡

（利用者の資格）
第２条　ネットワークを利用できる者は、次のとお
りとする｡

　⑴�本学教職員
　⑵�本学学生及び大学院学生
　⑶�その他情報センター所長が特に許可した者
２　前項の者であっても、利用時にその身分を停止
されている場合は、原則として利用を認めない｡

（利用手続）
第３条　ネットワークの利用を希望する者は、所定
の手続きをし、情報センター所長の許可を得るも
のとする｡

２　手続きは所定の様式により次の書類を作成する
ものとする｡

　⑴�IPアドレス割当申請書
　⑵�IPアドレス廃止届
　⑶�インターネットメール転送申請書
　⑷�インターネットメール転送廃止届
　⑸�WindowsNTアカウント申請書
　⑹�WindowsNTアカウント廃止届
（許可）
第４条　情報センター所長は、前条の申請に基づき
適当と認めた場合はこれを許可し、利用者にユー
ザー IDと仮パスワードを通知する｡

（ユーザー IDとパスワードの管理）
第５条　利用者は、ユーザー IDとパスワードを責任
を持って管理する｡

２　ユーザー IDは、情報センターが利用者に配布�
する｡

３　利用者が第２条に定める資格を失ったときは、
ユーザー IDは失効する｡

４　原則として複数のユーザー IDの保有は認めない。
但し、情報センター所長が特に認めた場合はこの
限りではない｡

（情報公開に伴う責任）
第６条　情報の公開に伴う責任については、情報を
作成した者、若しくは公開した者又は、担当学部
及び担当部署が責任を負うものとする｡

２　公開情報の中に責任の所在を明記するものと�
する｡

（損害責任）
第７条　利用者がネットワーク利用中に受けた損害
については、利用者の責任とし、本学及びネット
ワーク管理者は、賠償責任を負わない｡

（利用の停止）
第８条　情報センターは、第９条に該当する行為が
あったときには、これを調査することができる｡

２　利用者がネットワークの運用管理に重大な支障
を生じさせたときは、情報センター所長は、その
ネットワークの利用資格を取り消すことができる｡

（禁止行為等）
第９条　利用を許可された者は、次の行為をしては
ならない｡

　⑴��申請書類に記載した利用目的以外に使用する行
為｡

　⑵�営利を目的とした行為｡
　⑶�他人のプライバシーを侵す行為｡
　⑷��ネットワーク機器を損壊する行為及び許可なく

移動する行為｡
　⑸��この規程に基づき別に定める利用細則等に違反

し、又は他の利用者に迷惑をかける行為｡
（ネットワーク利用細則）
第10条　この規程のネットワーク利用細則は、別に
定める｡

（改廃）
第11条　この規程の改廃は、情報センター運営委員
会及び大学協議会の議を経てこれを行う｡

附　則
１　この規程は、平成10年６月24日から施行する｡

沖縄国際大学情報ネットワーク利用細則

（目的）
第１条　この利用細則は、学内情報ネットワーク管理・
運用規程第10条に基づき情報機器の利用にあたっ
て、留意すべき事項を定めることを目的とする｡

（一般的遵守事項）
第２条　学内情報ネットワーク及び情報機器利用に
あたっては、次に掲げる事項を遵守しなければな
らない｡

　⑴��利用者は､ 施設及びその設置機器の利用に際し
ては、社会の倫理的及び法的な規範を遵守しな
ければならない｡
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第２条　学生証の有効期間は１年とし、毎学年度始
めに新たに確認を受けなければならない。

第３条　所定の学費を納入しない者には、学生証の
交付及び確認を保留する。

第２章　身上・住所および保証人の異動
第４条　学生は、改姓または改名した場合には戸籍
抄本を添付して、すみやかに所属学部長に届出る
ものとする。

第５条　学生は、本籍または住所を変更し、あるい
は保証人に関し異動がある場合には、すみやかに
所属学部長に届出るものとする。

第３章　健康診断
第６条　学生は、毎年本学施行の定期健康診断をう
けなければならない。

第７条　学生は検査の結果、必要に応じて療養を命
じられ、または登校を停止されることがある｡

第４章　団体及び集会
第８条　特定の政治団体、宗教団体の支援活動及び
反社会的活動を目的とする団体の設立は認めない。

２　活動目的が既存の団体と同じとする団体の設立
は認めない。

３　既存の団体構成メンバーがほぼ同じとする団体
の設立は認めない。

第９条　学生が自主的団体を設立しようとするとき
は、原則として顧問教職員を定め、その助言をう
け責任者３名以上の連署のうえ団体規約及び５名
以上記載された団体員名簿を添えて事前に学生部
長に届出なければならない。

２　前項により設立された団体が、役員の改選およ
び規約の改正を行ったときは、すみやかに学生部
長にこれを届出るものとする。

３　第１項により設立された団体は、毎年５月末日
までに所定の様式により更新の届出をしなければ
ならない。届出のないものは解散したものとみなす。

第10条　学生または、学生団体が学内で集会をしよ
うとするときは、所定の様式により３日前までに
学生部長に届出なければならない。

第11条　学生または学生団体が、休講を伴なう集会
または学外者を含む集会をもつときは、顧問教員
の助言を受けて、その期日の１週間前までに学生
部長を経て学部長または学長の許可を受けなけれ
ばならない。

第５章　施設の使用および備品の管理
第12条　学生または学生団体が、本学の施設、設備、
備品等を使用しようとするときは、所定の様式に
より使用日の１週間前までに学生部長を経て管理
者の許可を得なければならない。

２　前項により許可を受けた者は、その使用につい
て責任を負うものとする。

第13条　前条により許可を受けた者が、次の各号の
一に該当するときは、その使用許可を取消すこと
がある。

　⑴��使用願の記載事項に反し、または注意事項が履
行されないと認められるとき。

　⑵�教学および管理上支障があると認められるとき。
第14条　学生団体備付けの備品等は、その団体責任
者の責任において使用し、保管するものとする。

２　学生団体の責任者は、所定の様式により毎年12
月末日現在の備品台帳を作成して、指定の期日ま
でに学生部長に提出しなければならない。

第６章　掲　　示
第15条　学生および学生団体が、掲示を行う場合に
は次の事項を厳守しなければならない。

　⑴��掲示物は、事前に学生部長に届出てその認印を
得ること。

　⑵��掲示物には、責任者の署名を明記し、所定の場
所に貼ること。

　⑶��掲示の内容は、学内の秩序を乱したり、虚偽中
傷にわたるものでないこと。

　⑷��掲示期間は７日以内とし、経過したものは、す
みやかに責任者においてこれを撤去すること。

第７章　その他の事項
第16条　静粛な教育環境を保持するために、学生は、
原則として拡声器等の騒音を出すものを使用して
はならない。ただし必要緊急のときは、学生部長
の許可を得て拡声器を使用することができる。

第17条　学生または学生団体は、本学の正常な機能
を害したり、または学内秩序を乱したりする行為
をしてはならない。

附　則
１　この規程は、昭和47年12月25日から施行する。
２　改正　この規程は、平成21年11月25日から施
行する。

３　改正　この規程は、令和３年７月15日から施�
行する。

台風等の場合の授業及び定期試験の措置に
関する運用規程

第１条　台風の場合の授業の措置は次のとおりとす
る。

　⑴��午前７時現在、暴風特別警報、暴風警報、大雨
特別警報のいずれか（以下「警報」という。）が
発令されているときは、午前中の授業は休講と
し、午前10時までに警報が解除された場合は午
後の授業は行う。

　⑵��午後３時現在、警報発令中のときは、18時以降
の授業は行なわない。

　⑶��授業中に警報が発令された場合は直ちに授業を
中止する。

第２条　警報発令中の定期試験は、原則として翌週
の当該曜日の校時に行う。

― 142―

05 諸規定（ 大学院履修ガイド 2024） 0316.pdf :28

− 144 −



第３条　台風のために休講となった授業は、原則と
して補講期間中に行う。

第４条　この措置に拠りがたい特別警報等の緊急事
態が生じた場合は、教務部長はその都度、適切な
処置をとり、事後、学長に報告しなければならない。

第５条　この規程の改廃は、教務委員会の承認を経
て、教授会でこれを報告する。

附　則
１　この規程は、昭和56年１月１日から施行する。
２～４　省略
５　改正、この規程は、平成27年５月15日から施行
する。

沖縄国際大学情報ネットワーク
管理・運用規程

（目的）
第１条　この規程は、沖縄国際大学情報センター（以
下「情報センター」という｡）が管理する情報シス
テムのうち学内ネットワーク（以下「ネットワーク」
という｡）の管理・運用及び利用について定めるこ
とを目的とする｡

（利用者の資格）
第２条　ネットワークを利用できる者は、次のとお
りとする｡

　⑴�本学教職員
　⑵�本学学生及び大学院学生
　⑶�その他情報センター所長が特に許可した者
２　前項の者であっても、利用時にその身分を停止
されている場合は、原則として利用を認めない｡

（利用手続）
第３条　ネットワークの利用を希望する者は、所定
の手続きをし、情報センター所長の許可を得るも
のとする｡

２　手続きは所定の様式により次の書類を作成する
ものとする｡

　⑴�IPアドレス割当申請書
　⑵�IPアドレス廃止届
　⑶�インターネットメール転送申請書
　⑷�インターネットメール転送廃止届
　⑸�WindowsNTアカウント申請書
　⑹�WindowsNTアカウント廃止届
（許可）
第４条　情報センター所長は、前条の申請に基づき
適当と認めた場合はこれを許可し、利用者にユー
ザー IDと仮パスワードを通知する｡

（ユーザー IDとパスワードの管理）
第５条　利用者は、ユーザー IDとパスワードを責任
を持って管理する｡

２　ユーザー IDは、情報センターが利用者に配布�
する｡

３　利用者が第２条に定める資格を失ったときは、
ユーザー IDは失効する｡

４　原則として複数のユーザー IDの保有は認めない。
但し、情報センター所長が特に認めた場合はこの
限りではない｡

（情報公開に伴う責任）
第６条　情報の公開に伴う責任については、情報を
作成した者、若しくは公開した者又は、担当学部
及び担当部署が責任を負うものとする｡

２　公開情報の中に責任の所在を明記するものと�
する｡

（損害責任）
第７条　利用者がネットワーク利用中に受けた損害
については、利用者の責任とし、本学及びネット
ワーク管理者は、賠償責任を負わない｡

（利用の停止）
第８条　情報センターは、第９条に該当する行為が
あったときには、これを調査することができる｡

２　利用者がネットワークの運用管理に重大な支障
を生じさせたときは、情報センター所長は、その
ネットワークの利用資格を取り消すことができる｡

（禁止行為等）
第９条　利用を許可された者は、次の行為をしては
ならない｡

　⑴��申請書類に記載した利用目的以外に使用する行
為｡

　⑵�営利を目的とした行為｡
　⑶�他人のプライバシーを侵す行為｡
　⑷��ネットワーク機器を損壊する行為及び許可なく

移動する行為｡
　⑸��この規程に基づき別に定める利用細則等に違反

し、又は他の利用者に迷惑をかける行為｡
（ネットワーク利用細則）
第10条　この規程のネットワーク利用細則は、別に
定める｡

（改廃）
第11条　この規程の改廃は、情報センター運営委員
会及び大学協議会の議を経てこれを行う｡

附　則
１　この規程は、平成10年６月24日から施行する｡

沖縄国際大学情報ネットワーク利用細則

（目的）
第１条　この利用細則は、学内情報ネットワーク管理・
運用規程第10条に基づき情報機器の利用にあたっ
て、留意すべき事項を定めることを目的とする｡

（一般的遵守事項）
第２条　学内情報ネットワーク及び情報機器利用に
あたっては、次に掲げる事項を遵守しなければな
らない｡

　⑴��利用者は､ 施設及びその設置機器の利用に際し
ては、社会の倫理的及び法的な規範を遵守しな
ければならない｡

― 143―

諸

規

程

第２条　学生証の有効期間は１年とし、毎学年度始
めに新たに確認を受けなければならない。

第３条　所定の学費を納入しない者には、学生証の
交付及び確認を保留する。

第２章　身上・住所および保証人の異動
第４条　学生は、改姓または改名した場合には戸籍
抄本を添付して、すみやかに所属学部長に届出る
ものとする。

第５条　学生は、本籍または住所を変更し、あるい
は保証人に関し異動がある場合には、すみやかに
所属学部長に届出るものとする。

第３章　健康診断
第６条　学生は、毎年本学施行の定期健康診断をう
けなければならない。

第７条　学生は検査の結果、必要に応じて療養を命
じられ、または登校を停止されることがある｡

第４章　団体及び集会
第８条　特定の政治団体、宗教団体の支援活動及び
反社会的活動を目的とする団体の設立は認めない。

２　活動目的が既存の団体と同じとする団体の設立
は認めない。

３　既存の団体構成メンバーがほぼ同じとする団体
の設立は認めない。

第９条　学生が自主的団体を設立しようとするとき
は、原則として顧問教職員を定め、その助言をう
け責任者３名以上の連署のうえ団体規約及び５名
以上記載された団体員名簿を添えて事前に学生部
長に届出なければならない。

２　前項により設立された団体が、役員の改選およ
び規約の改正を行ったときは、すみやかに学生部
長にこれを届出るものとする。

３　第１項により設立された団体は、毎年５月末日
までに所定の様式により更新の届出をしなければ
ならない。届出のないものは解散したものとみなす。

第10条　学生または、学生団体が学内で集会をしよ
うとするときは、所定の様式により３日前までに
学生部長に届出なければならない。

第11条　学生または学生団体が、休講を伴なう集会
または学外者を含む集会をもつときは、顧問教員
の助言を受けて、その期日の１週間前までに学生
部長を経て学部長または学長の許可を受けなけれ
ばならない。

第５章　施設の使用および備品の管理
第12条　学生または学生団体が、本学の施設、設備、
備品等を使用しようとするときは、所定の様式に
より使用日の１週間前までに学生部長を経て管理
者の許可を得なければならない。

２　前項により許可を受けた者は、その使用につい
て責任を負うものとする。

第13条　前条により許可を受けた者が、次の各号の
一に該当するときは、その使用許可を取消すこと
がある。

　⑴��使用願の記載事項に反し、または注意事項が履
行されないと認められるとき。

　⑵�教学および管理上支障があると認められるとき。
第14条　学生団体備付けの備品等は、その団体責任
者の責任において使用し、保管するものとする。

２　学生団体の責任者は、所定の様式により毎年12
月末日現在の備品台帳を作成して、指定の期日ま
でに学生部長に提出しなければならない。

第６章　掲　　示
第15条　学生および学生団体が、掲示を行う場合に
は次の事項を厳守しなければならない。

　⑴��掲示物は、事前に学生部長に届出てその認印を
得ること。

　⑵��掲示物には、責任者の署名を明記し、所定の場
所に貼ること。

　⑶��掲示の内容は、学内の秩序を乱したり、虚偽中
傷にわたるものでないこと。

　⑷��掲示期間は７日以内とし、経過したものは、す
みやかに責任者においてこれを撤去すること。

第７章　その他の事項
第16条　静粛な教育環境を保持するために、学生は、
原則として拡声器等の騒音を出すものを使用して
はならない。ただし必要緊急のときは、学生部長
の許可を得て拡声器を使用することができる。

第17条　学生または学生団体は、本学の正常な機能
を害したり、または学内秩序を乱したりする行為
をしてはならない。

附　則
１　この規程は、昭和47年12月25日から施行する。
２　改正　この規程は、平成21年11月25日から施
行する。

３　改正　この規程は、令和３年７月15日から施�
行する。

台風等の場合の授業及び定期試験の措置に
関する運用規程

第１条　台風の場合の授業の措置は次のとおりとす
る。

　⑴��午前７時現在、暴風特別警報、暴風警報、大雨
特別警報のいずれか（以下「警報」という。）が
発令されているときは、午前中の授業は休講と
し、午前10時までに警報が解除された場合は午
後の授業は行う。

　⑵��午後３時現在、警報発令中のときは、18時以降
の授業は行なわない。

　⑶��授業中に警報が発令された場合は直ちに授業を
中止する。

第２条　警報発令中の定期試験は、原則として翌週
の当該曜日の校時に行う。
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第３条　台風のために休講となった授業は、原則と
して補講期間中に行う。

第４条　この措置に拠りがたい特別警報等の緊急事
態が生じた場合は、教務部長はその都度、適切な
処置をとり、事後、学長に報告しなければならない。

第５条　この規程の改廃は、教務委員会の承認を経
て、教授会でこれを報告する。

附　則
１　この規程は、昭和56年１月１日から施行する。
２～４　省略
５　改正、この規程は、平成27年５月15日から施行
する。

沖縄国際大学情報ネットワーク
管理・運用規程

（目的）
第１条　この規程は、沖縄国際大学情報センター（以
下「情報センター」という｡）が管理する情報シス
テムのうち学内ネットワーク（以下「ネットワーク」
という｡）の管理・運用及び利用について定めるこ
とを目的とする｡

（利用者の資格）
第２条　ネットワークを利用できる者は、次のとお
りとする｡

　⑴�本学教職員
　⑵�本学学生及び大学院学生
　⑶�その他情報センター所長が特に許可した者
２　前項の者であっても、利用時にその身分を停止
されている場合は、原則として利用を認めない｡

（利用手続）
第３条　ネットワークの利用を希望する者は、所定
の手続きをし、情報センター所長の許可を得るも
のとする｡

２　手続きは所定の様式により次の書類を作成する
ものとする｡

　⑴�IPアドレス割当申請書
　⑵�IPアドレス廃止届
　⑶�インターネットメール転送申請書
　⑷�インターネットメール転送廃止届
　⑸�WindowsNTアカウント申請書
　⑹�WindowsNTアカウント廃止届
（許可）
第４条　情報センター所長は、前条の申請に基づき
適当と認めた場合はこれを許可し、利用者にユー
ザー IDと仮パスワードを通知する｡

（ユーザー IDとパスワードの管理）
第５条　利用者は、ユーザー IDとパスワードを責任
を持って管理する｡

２　ユーザー IDは、情報センターが利用者に配布�
する｡

３　利用者が第２条に定める資格を失ったときは、
ユーザー IDは失効する｡

４　原則として複数のユーザー IDの保有は認めない。
但し、情報センター所長が特に認めた場合はこの
限りではない｡

（情報公開に伴う責任）
第６条　情報の公開に伴う責任については、情報を
作成した者、若しくは公開した者又は、担当学部
及び担当部署が責任を負うものとする｡

２　公開情報の中に責任の所在を明記するものと�
する｡

（損害責任）
第７条　利用者がネットワーク利用中に受けた損害
については、利用者の責任とし、本学及びネット
ワーク管理者は、賠償責任を負わない｡

（利用の停止）
第８条　情報センターは、第９条に該当する行為が
あったときには、これを調査することができる｡

２　利用者がネットワークの運用管理に重大な支障
を生じさせたときは、情報センター所長は、その
ネットワークの利用資格を取り消すことができる｡

（禁止行為等）
第９条　利用を許可された者は、次の行為をしては
ならない｡

　⑴��申請書類に記載した利用目的以外に使用する行
為｡

　⑵�営利を目的とした行為｡
　⑶�他人のプライバシーを侵す行為｡
　⑷��ネットワーク機器を損壊する行為及び許可なく

移動する行為｡
　⑸��この規程に基づき別に定める利用細則等に違反

し、又は他の利用者に迷惑をかける行為｡
（ネットワーク利用細則）
第10条　この規程のネットワーク利用細則は、別に
定める｡

（改廃）
第11条　この規程の改廃は、情報センター運営委員
会及び大学協議会の議を経てこれを行う｡

附　則
１　この規程は、平成10年６月24日から施行する｡

沖縄国際大学情報ネットワーク利用細則

（目的）
第１条　この利用細則は、学内情報ネットワーク管理・
運用規程第10条に基づき情報機器の利用にあたっ
て、留意すべき事項を定めることを目的とする｡

（一般的遵守事項）
第２条　学内情報ネットワーク及び情報機器利用に
あたっては、次に掲げる事項を遵守しなければな
らない｡

　⑴��利用者は､ 施設及びその設置機器の利用に際し
ては、社会の倫理的及び法的な規範を遵守しな
ければならない｡
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第２条　学生証の有効期間は１年とし、毎学年度始
めに新たに確認を受けなければならない。

第３条　所定の学費を納入しない者には、学生証の
交付及び確認を保留する。

第２章　身上・住所および保証人の異動
第４条　学生は、改姓または改名した場合には戸籍
抄本を添付して、すみやかに所属学部長に届出る
ものとする。

第５条　学生は、本籍または住所を変更し、あるい
は保証人に関し異動がある場合には、すみやかに
所属学部長に届出るものとする。

第３章　健康診断
第６条　学生は、毎年本学施行の定期健康診断をう
けなければならない。

第７条　学生は検査の結果、必要に応じて療養を命
じられ、または登校を停止されることがある｡

第４章　団体及び集会
第８条　特定の政治団体、宗教団体の支援活動及び
反社会的活動を目的とする団体の設立は認めない。

２　活動目的が既存の団体と同じとする団体の設立
は認めない。

３　既存の団体構成メンバーがほぼ同じとする団体
の設立は認めない。

第９条　学生が自主的団体を設立しようとするとき
は、原則として顧問教職員を定め、その助言をう
け責任者３名以上の連署のうえ団体規約及び５名
以上記載された団体員名簿を添えて事前に学生部
長に届出なければならない。

２　前項により設立された団体が、役員の改選およ
び規約の改正を行ったときは、すみやかに学生部
長にこれを届出るものとする。

３　第１項により設立された団体は、毎年５月末日
までに所定の様式により更新の届出をしなければ
ならない。届出のないものは解散したものとみなす。

第10条　学生または、学生団体が学内で集会をしよ
うとするときは、所定の様式により３日前までに
学生部長に届出なければならない。

第11条　学生または学生団体が、休講を伴なう集会
または学外者を含む集会をもつときは、顧問教員
の助言を受けて、その期日の１週間前までに学生
部長を経て学部長または学長の許可を受けなけれ
ばならない。

第５章　施設の使用および備品の管理
第12条　学生または学生団体が、本学の施設、設備、
備品等を使用しようとするときは、所定の様式に
より使用日の１週間前までに学生部長を経て管理
者の許可を得なければならない。

２　前項により許可を受けた者は、その使用につい
て責任を負うものとする。

第13条　前条により許可を受けた者が、次の各号の
一に該当するときは、その使用許可を取消すこと
がある。

　⑴��使用願の記載事項に反し、または注意事項が履
行されないと認められるとき。

　⑵�教学および管理上支障があると認められるとき。
第14条　学生団体備付けの備品等は、その団体責任
者の責任において使用し、保管するものとする。

２　学生団体の責任者は、所定の様式により毎年12
月末日現在の備品台帳を作成して、指定の期日ま
でに学生部長に提出しなければならない。

第６章　掲　　示
第15条　学生および学生団体が、掲示を行う場合に
は次の事項を厳守しなければならない。

　⑴��掲示物は、事前に学生部長に届出てその認印を
得ること。

　⑵��掲示物には、責任者の署名を明記し、所定の場
所に貼ること。

　⑶��掲示の内容は、学内の秩序を乱したり、虚偽中
傷にわたるものでないこと。

　⑷��掲示期間は７日以内とし、経過したものは、す
みやかに責任者においてこれを撤去すること。

第７章　その他の事項
第16条　静粛な教育環境を保持するために、学生は、
原則として拡声器等の騒音を出すものを使用して
はならない。ただし必要緊急のときは、学生部長
の許可を得て拡声器を使用することができる。

第17条　学生または学生団体は、本学の正常な機能
を害したり、または学内秩序を乱したりする行為
をしてはならない。

附　則
１　この規程は、昭和47年12月25日から施行する。
２　改正　この規程は、平成21年11月25日から施
行する。

３　改正　この規程は、令和３年７月15日から施�
行する。

台風等の場合の授業及び定期試験の措置に
関する運用規程

第１条　台風の場合の授業の措置は次のとおりとす
る。

　⑴��午前７時現在、暴風特別警報、暴風警報、大雨
特別警報のいずれか（以下「警報」という。）が
発令されているときは、午前中の授業は休講と
し、午前10時までに警報が解除された場合は午
後の授業は行う。

　⑵��午後３時現在、警報発令中のときは、18時以降
の授業は行なわない。

　⑶��授業中に警報が発令された場合は直ちに授業を
中止する。

第２条　警報発令中の定期試験は、原則として翌週
の当該曜日の校時に行う。
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　⑵��本学における教育研究及び事務処理以外の目的
で情報機器施設を利用してはならない。

　⑶��利用者は、プログラムなどのコンピュータ・ソ
フトウェアが知的財産権により保護されている
ことを認識し、その取り扱いに際しては、常に
慎重に配慮しなければならない。

　⑷��利用者は、施設及びその設置機器が共同で使用
する設備であることを認識し、他の利用者の利
用を損なうような行為を行ってはならない｡

（プライバシー保護及びコンピュータ・セキュリティ
に関する遵守事項）

第３条　プライバシー及びセキュリティに関して、
次に掲げる事項を遵守しなければならない｡

　⑴��許可なく他人の利用者コード、パスワード又は、
アカウントを入手、所有、使用してはならない。
また、そのようなことを試みてはならない｡

　⑵��正当な権限なしに他人及びシステム内部のデー
タその他の情報にアクセスしてはならない｡

　⑶��正当にアクセスする権限のないデータその他の
情報に対してアクセスする手段を他人に提供し
てはならない｡

　⑷��正当な権限なしにデータ、メール、メッセージ
及びその他のソフトウェアを閲覧、修正、配布
あるいは複写してはならない。また、そのよう
なことを試みてはならない｡

　⑸��自己の利用者コード及びパスワードを不正に他
人に提供し、又は利用させてはならない｡

　⑹��前５号の行為を行う手段を他人に提供してはな
らない｡

（知的財産権の保護に関する遵守事項）
第４条　知的財産権の保護に関して、次に掲げる事
項を遵守しなければならない｡

　⑴��知的財産権によって保護されているプログラム、
その他のソフトウェアをライセンスの範囲を越
えて複写、修正又は配布してはならない。また、
そのようなことを試みてはならない｡

　⑵��前号の行為を行う手段を他人に提供してはなら
ない｡

（共同利用及びシステム機能維持に関する遵守事項）
第５条　共同利用及びシステム機能維持に関して、
次に掲げる事項を遵守しなければならない｡

　⑴��正当な権限なしに、設置機器の構成や配線及び
周辺機器の接続構成を変更してはならない。ま
た、そのようなことを試みてはならない｡

　⑵��正当な権限なしに、コンピュータ及び学内情報
ネットワーク・システムのハードウェア及びソ
フトウェアの構成を変更してはならない。また、
そのようなことを試みてはならない。

　⑶��コンピュータ及び学内情報ネットワーク・シス
テムの正常な機能を損なうような、いかなる種
類のハードウェア及びソフトウェアも導入して
はならない。また、そのようなことを試みては
ならない｡

　⑷��学内情報ネットワーク上に、システムの正常な
機能を損なうような数量のファイルを送信して
はならない｡

（異常事態の報告）
第６条　利用者及び管理者（情報センター）は、異
常事態に関して次に掲げる事項を報告しなければ
ならない｡

　⑴��利用者は、当該施設において技術的または倫理
的に正常でない事態が生じたときには、直ちに
適切な処置を講じるとともに情報センター所長
にその報告をしなければならない。

　⑵��情報センター所長は、コンピュータ及び学内情
報ネットワーク・システムの利用上、技術的ま
たは倫理的に正常でない事態が生じたときには、
必要に応じて関係者に報告を求め、適切な処置
を講じるよう指示するとともに情報センター運
営委員会に報告する。

（利用資格の調査､ 停止、取消）
第７条　利用者において沖縄国際大学情報ネット
ワーク管理・運用規程第９条に該当する行為があっ
たときには、管理者はこれを調査することができ
る｡

２　利用者が学内情報ネットワークの運用管理に重
大な支障を生じさせたとき、情報センター所長は、
そのネットワークの利用資格及び利用承認を一時
停止または取り消すことができる｡

（改廃）
第８条　この細則の改廃は、情報センター運営委員
会で行う｡

附　則
この利用細則は、平成10年６月24日から施行する｡
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